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決算審査特別委員会 

 

９月１３日（金）午後２時２０分開議 

議題１ 委員長の互選について 

  ２ 座席の指定について 

  ３ 副委員長の互選について 

  ４ 決算審査順番 

  ５ 決算事業現地調査 

  ６ その他 
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〇出席委員（１１名） 

     １番  佐 藤 弘 美 委員      ２番  竹 内 隆 哲 委員 

     ３番  橋 本   将 委員      ４番  宮 本 大 裕 委員 

     ５番  小 林   智 委員      ６番  藤 野 和 美 委員 

     ７番   本 秀 二 委員      ８番  畠 山 美 幸 委員 

     ９番  川 口 浩 史 委員     １０番  渋 谷 登美子 委員 

    １１番  犾 守 勝 義 委員 

 

〇欠席委員（なし） 

                                              

〇委員外議員 

     森   一 人  議長         

                                              

〇特別委員会に出席した事務局職員 

     事 務 局 長       青  木  正  志 

     書     記       安  在  洋  子 
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〇森 一人議長  それでは、初めての委員会でありますので、委員会条例第９条第２項の規定により、

年長の 本秀二委員に臨時委員長をお願いいたしたいと思います。お願いいたします。 

         〔 本秀二臨時委員長、委員長席に着席〕 

〇 本秀二臨時委員長  年長のゆえをもちまして、私が臨時委員長の職務を行います。どうぞよろし

くお願いいたします。 

                                              

    ◎開会の宣告 

〇 本秀二臨時委員長  ただいまから委員会を開催いたします。 

（午後 ２時２０分） 

                                              

    ◎委員長の互選 

〇 本秀二臨時委員長  これより委員長の互選を行います。 

  慣例により、副議長が委員長職を務めることになっております。これにご異議ございませんでし

ょうか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇 本秀二臨時委員長  ご異議なしと認めます。 

  よって、犾守委員を委員長とすることにいたします。 

  ただいま委員長に当選されました犾守委員長から、ご就任のご挨拶をお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長  ただいま慣例によりまして、決算審査特別委員会委員長を指名いただきました犾

守勝義でございます。微力でございますが、皆さんのご協力を得て、丁寧にまた円滑に、本特別委

員会が運営できますよう努力いたしますので、どうか皆様のご協力をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  以上です。 

〇 本秀二臨時委員長  ありがとうございました。 

  それでは、委員長を交代いたします。 

         〔臨時委員長、委員長と交代〕 

                                              

    ◎座席の指定 

〇犾守勝義委員長  それでは、座席の指定を行いたいと思います。 

  座席は、議席番号順といたしたいと思います。なお、最終番席は委員長席といたします。これに

ご異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 
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〇犾守勝義委員長  ご異議なしと認めます。 

  それでは、指定いたします。１番席、佐藤弘美委員、２番席、竹内隆哲委員、３番席、橋本将委

員、４番席、宮本大裕委員、５番席、小林智委員、６番席、藤野和美委員、７番席、 本秀二委員、

８番席、畠山美幸委員、９番席、川口浩史委員、10番席、渋谷登美子委員、そして11番席、私、犾

守でございます。 

                                              

    ◎副委員長の互選 

〇犾守勝義委員長  これより副委員長の互選を行います。 

  どのような方法により行いますか、お諮りいたします。 

  畠山委員。 

〇畠山美幸委員  指名推選でお願いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  指名推選の声がありましたので、副委員長の選挙は指名推選の方法によることに

ご異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  ご異議なしと認めます。 

  副委員長の選挙は指名推選の方法によることに決しました。 

  それでは、ご指名をお願いしたいと思います。 

  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  橋本将委員にお願いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  橋本将委員が指名されましたが、ただいま指名された橋本将委員を副委員長に定

めることにご異議ありませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  ご異議なしと認めます。 

  よって、橋本将委員が副委員長に当選されました。 

  ただいま副委員長に当選されました橋本将委員から就任のご挨拶をお願い申し上げます。 

〇橋本 将委員  ただいまご指名いただき副委員長に就任いたしました橋本将でございます。不慣れ

ではございますが、一生懸命務めさせていただきます。円滑な委員会のほうをよろしくお願いいた

します。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  ありがとうございました。 

                                              

    ◎決算審査の順番について 

〇犾守勝義委員長  次に、決算審査の順序についてお諮りいたします。 
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  お手元に令和６年度決算審査予定表をお配りいたしました。審査の順序は、配付した表のとおり

でご異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  ご異議なしと認めます。 

  よって、審査の順序は配付した表のとおりといたします。 

                                              

    ◎決算事業現地調査 

〇犾守勝義委員長  次に、令和５年度事業現地調査の件についてお諮りいたします。 

  令和５年度事業において、現地を確認することが必要な事業等がございましたらご意見をお願い

いたします。 

  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  ラベンダー園というのは当然ですよね。 

〇犾守勝義委員長  もしご意見があればそういう形になると思いますが。 

〇渋谷登美子委員  そのぐらいなのかな。今、ぱっと浮かぶのは、あと道路関係は見たほうがいいと

思うのですが、ぱっと出てこないのだけれども。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇渋谷登美子委員  橋はやっていないですよね。 

〇犾守勝義委員長  やっていないと思います。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇渋谷登美子委員  だから、ラベンダー園とそれに関わる観光施設というのはありますか。 

〇犾守勝義委員長  それでは、ラベンダー園を含めて、ちょっと正副委員長のほうに一任いただけれ

ば、我々のほうでちょっと検討してみたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

         〔「はい」「ラベンダー園はしょうがないよね」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  一応、予定表を見ていただければ分かると思うのですが、現地調査は午後３時と

いうことなので、時間的にはあまりないので、その辺のところを考慮しながらです。 

         〔「午後３時」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  ええ、午後３時からなのです。ですから、正副のほうで、ラベンダー園は含めま

して、一任していただければ、それでちょっと考えたいと思いますが、それでよろしいですか。 

         〔「はい」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  それでは、この詳細については、ラベンダー園を含めた形で検討させていただき

ますので、正副委員長にご一任ということでよろしくお願いしたいと思います。 

  川口委員。 

〇川口浩史委員  審査するのはこの議場なのですか会議室なのですか。 
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〇犾守勝義委員長  一応議場でということで、よろしいですか。 

〇川口浩史委員  分かりました。 

〇犾守勝義委員長  では、あと何かありますか。 

         〔「なし」と言う人あり〕 

                                              

    ◎閉会の宣告 

〇犾守勝義委員長  では、もしないようでしたら、これをもって委員会のほうは閉会いたしたいと思

います。ご苦労さまでございました。 

（午後 ２時３０分） 
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決算審査特別委員会 

 

９月２６日（木）午前９時３０分開議 

議題１ 「認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査について 
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〇出席委員（１１名） 

     １番  佐 藤 弘 美 委員      ２番  竹 内 隆 哲 委員 

     ３番  橋 本   将 委員      ４番  宮 本 大 裕 委員 

     ５番  小 林   智 委員      ６番  藤 野 和 美 委員 

     ７番   本 秀 二 委員      ８番  畠 山 美 幸 委員 

     ９番  川 口 浩 史 委員     １０番  渋 谷 登美子 委員 

    １１番  犾 守 勝 義 委員 

 

〇欠席委員（なし） 

                                              

〇委員外議員 

     森   一 人  議長        

                                              

〇特別委員会に出席した事務局職員 

     事 務 局 長       青  木  正  志 

     書     記       安  在  洋  子 

                                              

〇説明のための出席者 

佐 久 間  孝  光 町     長 

中  嶋  秀  雄 副  町  長 

萩  原  政  則 総 務 課 長 

石  橋  正  仁 総務課庶務・人事担当副課長 

金  子     守 総務課財政契約担当副課長 

安  藤  浩  敬 地域支援課長 

千  野  政  昭 地域支援課人権・安全安心担当副課長 

片  岡  範  行 地域支援課政策創生担当副課長 

加  藤   憲  史 地域支援課政策創生担当主席主査 

岡  野  富  春 税 務 課 長 

内  田  富  惠 税務課課税担当副課長 

小  松  英  喜 税務課課税担当副課長 

都  築  葉  子 税務課収納対策室長 

贄  田  秀  男 町 民 課 長 

柳  澤  純  子 町民課戸籍・住民担当副課長 
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吉  田  信  子 町民課保険・年金担当副課長 

太  田  直  人 福 祉 課 長 

藤  野  広  之 福祉課社会福祉担当副課長 

内  田  淳  也 福祉課児童福祉担当副課長 

菅  原  広  子 健康いきいき課長 

金  子  美  都 健康いきいき課健康管理担当副課長 

竹  内  恵 美 子 健康いきいき課健康管理担当主席主査 

簾  藤  久  史 長寿生きがい課長 

吉  川  壮  司 長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 

川  上     力 長寿生きがい課包括支援担当副課長 

大  島  真  弓 会計管理者兼会計課長 

大  島  行  代 会計課会計用度担当主席主査 

下  村     治 教育委員会教育長 

青  柳  賢  治 監 査 委 員 
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    ◎開議の宣告 

〇犾守勝義委員長  皆さん、おはようございます。 

  決算審査特別委員会のご案内を申し上げたところ、委員の皆様にはご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

                                              

    ◎議長挨拶 

〇犾守勝義委員長  それでは、ここで議長に出席をいただいておりますので、森議長からご挨拶をい

ただきます。お願いします。 

〇森 一人議長  改めまして、おはようございます。決算審査特別委員会、ご苦労さまです。本日か

ら各課局に対しまして質疑が始まるわけでございますが、委員の皆様には、ぜひ質疑に徹していた

だき、慎重なる審査をお願いいたします。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  ありがとうございました。 

                                              

    ◎町長挨拶 

〇犾守勝義委員長  次に、佐久間町長からご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。 

〇佐久間孝光町長  皆さん、おはようございます。決算審査ということでお世話になります。この決

算審査というのは、来年度に向けての予算の編成、あるいは今後の嵐山町の方向性をしっかりと正

していただく大変重要な位置づけの審査と思っております。忌憚のないご意見をいただく中で、し

っかりと執行部としても皆さんの意見を聞くことは聞く、そしてまた議論すべきは議論していきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長  ありがとうございました。 

                                              

    ◎開会の宣告 

〇犾守勝義委員長  ただいま出席委員は10名であります。定足数に達しておりますので、よって決算

審査特別委員会は成立いたしました。 

                                              

    ◎開議の宣告 

〇犾守勝義委員長  直ちに本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

                                              

    ◎諸般の報告 
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〇犾守勝義委員長  ここで諸般の報告をいたします。 

  本委員会に付託された案件は、認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定につい

ての件から、認定第６号 令和５年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件まで並びに議案

第46号 令和５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第47号 令和５

年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件、以上、決算認定６件並びに議案

第46号及び議案第47号の２件ですので、ご了承願います。 

  次に、本委員会の決算審査予定表をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  次に、本日の委員会次第をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  最後に、今委員会の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配

付しておきましたので、ご了承願います。 

  以上で、委員長よりの諸般の報告を終わります。 

                                              

    ◎審査の方法 

〇犾守勝義委員長  審査の方法についてお諮りいたします。 

  認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審査は、実質収支に関

する調書及び財産に関する調書等の添付書類を含め、決算審査予定表に基づき、課局ごとに議会事

務局から順に行い、最後に総括質疑といたしたいと思います。 

  次に、認定第２号 令和５年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての件から

認定第６号 令和５年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件までの審査を順次行います。 

  次に、議案第46号 令和５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について及び議案第

47号 令和５年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を審査したいと思い

ます。これにご異議ありませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  ご異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第６号並びに議案第46号及び議案第47号については、先ほど申し上

げたとおり審査することに決しました。 

  なお、認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件につきまして総括

質疑をする委員は、お配りした様式にご記入の上、９月27日金曜日の午後１時までに委員長に届け

出てください。 

  傍聴について申し上げます。当委員会の傍聴の申出がある場合は、原則許可いたしたいと思いま

すので、ご了承願います。 

                                              

    ◎認定第１号の質疑 
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〇犾守勝義委員長  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

  委員の皆様に申し上げます。質疑は、質疑発言通告書に基づいて行います。また、質疑の回数は

３回までとしますので、ご了承願います。同じ内容の質疑の場合、再質問からお願いいたします。 

  認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  議会事務局に関する部分の質疑はありませんでしたので、税務課に関する部分の質疑から行いま

す。 

  それでは、藤野委員から質疑をどうぞ。 

〇藤野和美委員  それでは、私のほうから質問をいたします。 

  主要の施策の16ページ、その中で、法人、それから固定資産税、この中におきまして、これは毎

年聞いていることでもあるのですが、花見台工業団地の法人税や固定資産税の金額、それは幾らか

ということをお聞かせください。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  まず、私からは花見台工業団地の法人町民税額についてお答えい

たします。 

  令和５年度法人町民税、花見台工業団地内の事業所における最終調定額は5,629万2,000円でござ

います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田富惠税務課課税担当副課長  それでは、続きまして私のほうからは固定資産税の額についてお

答え申し上げます。 

  固定資産税の額につきましては概算で申し上げます。令和５年度花見台工業団地の固定資産税の

額は５億2,586万円でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  藤野委員。 

〇藤野和美委員  そうしますと、これは４年度に比べての増減も含めて、令和５年度の評価をどのよ

うにされていますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  お答えいたします。 

  法人町民税、花見台工業団地、前年の比較ということですけれども、前年比で170万4,100円の減
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で、割合は2.9％のマイナスとなっております。５年度の評価といたしましては、増減の割合も2.9％

のマイナスということで、大きなマイナスではないのかなというような認識でおります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田富惠税務課課税担当副課長  それでは、私から固定資産税の前年比について申し上げます。 

  金額からいたしますと、概算で約244万円のマイナスでございます。前年から比べますと99.54％

を占めております。こちらの大きな要因といたしましては、１社、償却資産の大きな減少がござい

まして、そちらが大きな原因となっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、畠山委員。 

〇畠山美幸委員  私からは２点について質問させていただきます。 

  まず、14ページのほうの現年度分の固定資産税の収入未済額が718万500円ありますが、件数と内

容を伺いたいと思います。 

  そして、次の65ページです。ｐｉｐｉｔＬＩＮＱサービスの徴収効果はということでお伺いいた

します。 

〇犾守勝義委員長  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  お答えいたします。 

  固定資産税未済額の件数ですが、延べ件数411件です。内容としましては、ご高齢のため収入がな

い、生活保護受給者、本人死亡もしくは相続人が見つかっていない、また納税相談により分納にて

納付している方などでございます。 

  続きまして、ｐｉｐｉｔＬＩＮＱサービスの収納効果についてお答えいたします。今までの主な

財産調査としまして、書面による郵送でやり取りをしていましたが、金融機関によっては３か月、

もしくは半年も回答が送られてこないなど手間と時間がかかっておりました。ｐｉｐｉｔＬＩＮＱ

導入により、今まで書面ですと３か月以上かかったりしたところを、早くて二、三日の回答など、

行政機関と金融機関への預貯金の照会業務をオンライン化することでシステム処理が可能となりま

した。事務処理等に係る業務負担の軽減が可能となりました。しかしながら、昨年度はまだ紙と電

子との併用を行っていたこともありまして、検索件数が30名で78件とちょっと少なかったのです。

また、差し押さえる金額がなかなか見つからなくて、結果的にはその中で１件だけ差押えができる

結果となりました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  まず、14ページのほうの徴収実績なのですけれども、昨年と比べますと、昨年とい

うのは４年度。４年度と比べますと40万程度減っているのですけれども、内容のほうは、やはり先
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ほどおっしゃった内容で、40万ですからそんなに件数的には変わらないと思うのですけれども、そ

の辺のことと、あとｐｉｐｉｔＬＩＮＱなのですけれども、４年度もこのｐｉｐｉｔＬＩＮＱ始まっ

ておりまして、私勘違いしていたのは、ＱＲコードで家にいながらペイペイとかそういうもので支

払える方式かなと思ったのですけれども、それとは違っているのですね。こちらの件は分かりまし

た。では、１点だけ。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  それでは、固定資産税の未済額の内容についてお知らせいたします。

納税相談などで分納で行っている方が、延べ件数でお答えさせていただきます。これは71件で、金

額のほうが179万4,700円、財産などの今調査をしている方が、件数で言いますと134件で、こちら

256万7,200円になります。あと、高齢者のため収入がないという方が40件になりまして、78万4,600円

になります。あと、こちら生活保護受給者の方が12件で54万6,500円、あとこちら本人死亡で、あと

本人行方不明、なおかつ相続人がちょっと不明というのもありまして、こちらのほうが111件ありま

す。金額で言いますと83万4,600円になります。 

今まで、この中で納付済みの方もおりまして、43件で65万2,900円、こちら納付済みでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、私のほうからは５点なのですけれども、１つ抱き合わせになりますので、

４点になると思います。１つずつやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  まず最初、104と105、ただいま畠山委員から質問のありました件なのですけれども、関連しまし

てお聞きしたいと思います。納付期限の20日以内に督促状、督促状発出から起算して10日を経過し

た日までに完納しないときは財産の差押えということになっていると思うのですけれども、５月の

末日を過ぎて納付のない場合は、収入未済額として翌年に繰り越されるわけですけれども、この差

押えする場合と収入未済額の措置になる基準というのですか、それはどのように振り分けられてい

くのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  まだ、全部。 

〇 本秀二委員  全部やりますか。 

〇犾守勝義委員長  はい。 

〇 本秀二委員  それと、徴収担当者いらっしゃいますと思うのですけれども、以前は県のほうに出

向したりして、いろいろ習得したりしていたと思うのですけれども、現在はどういったような、そ

ういった技能の習得に努めておられるのかお伺いしておきたいと思います。 

  あと続けてやったほうがいいのですね。 
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〇犾守勝義委員長  ちょっとよろしいですか。順番というのは、まず先にナンバーの104は、これはよ

ろしいのですか。 

〇 本秀二委員  はい、104、105ですね。 

〇犾守勝義委員長  104はよろしいですね、もう。 

〇 本秀二委員  104、105は今の質問です。 

〇犾守勝義委員長  103はいいのですか。 

〇 本秀二委員  失礼いたしました。 

〇犾守勝義委員長  この順番に。 

〇 本秀二委員  103ですね。では、103から行かせていただきたいと思います。失礼いたしました。 

  現年度の町民個人税の未申告件数です。未申告通知の発出件数、これは当然収入はなかったり、

あるいは扶養になっている場合は未申告者になるわけですけれども、本来は未申告であってはいけ

ない人がいると思うのですけれども、この件数についてお伺いしたいと思います。 

  これと、通知の督促に応じた件数がどのくらいあったのか。それと、未申告者対策としてはどの

ような対策を講じておられるのか、これをお聞きしておきたいと思います。これからよろしくお願

いします。 

〇犾守勝義委員長  全て質問を。 

〇 本秀二委員  全部一緒にやってしまうのかな。ああ、そうなのですか、失礼しました。方式に慣

れていないもので、申し訳ありません。 

  続いて、106です。これは主要施策の14ページになります。滞納繰越分、町民個人税、固定資産税、

これ収入済額の件数、これをお聞きしたいと思います。それで、何年度から、これは再質問はあれ

ですか、後でいいのですか、先やっておきますか、後でいいのですね。分かりました。 

〇犾守勝義委員長  全て…… 

〇 本秀二委員  はい。それで次に、108の主要施策の14ページの滞納繰越し、町民税個人、差押えの

状況、これ令和５年、４年、３年の各件数と金額をお尋ねしたいと思います。 

  それと、最後に109の主要施策の15ページ、これの不納欠損処理状況、個人町民税、普通徴収、そ

れと固定資産税、これは理由別の件数をお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  順次答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  私からは、まず現年度個人町民税の未申告件数についてお答えい

たします。 

  個人町民税の令和５年度当初課税における未申告者数は119名でございます。よって、通知のほう

も119通発出しております。 
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  次に、その通知を発送したことによる反応、申告をした件数ということですけれども、119名のう

ちの69名、約50.4％、半分の方が反応、電話なり窓口に来て対応をしたことになります。 

  また、町民税の影響額、それによる課税を新たにしたものについては約40万円ございます。 

  続いて、未申告者に対する対策、未申告がないように対策ということでございますけれども、現

行の事務処理については、近隣自治体と同じような形で対応しておりまして、そちらについては問

題ないと考えております。確定申告が終わり、その内容の確認をして、当初課税が終わった後に見

直しをするという流れになっております。確定申告も、大きく分けて、今ご自分でスマートフォン

やパソコンからやる方法、あとは税務署に出向いてされる方法、あとは町民ホールでもやっており

ます我々税務課職員が申告受付をする方法とありますが、特に私たちがする申告受付におきまして

は、住民基本台帳をこちらで把握できますので、そちらで世帯状況を、よく対面で確認をして、詳

細な聞き取りにより扶養漏れ等がないように努めることが対策になると認識しております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  それでは、続きましてお答えいたします。 

  先ほど質問されました差押えの関係なのですが、差押えは結構、状況を把握するために、すぐに

は差押えはしません。まず督促とか催告、その後、来庁要請とか電話、あと中には全然連絡が取れ

ない場合は、自宅までちょっと伺ったりとか、あと隣宅、そういう形をして、なおかつそれでも何

も反応がない場合、財産調査等も併用に調べます。それで、こちらのほうで財産とその所得がある

方に対しましては、一応そういう差押え、最終的には差押えという形でさせていただいています。 

  続きまして、あと現年分の町民税の未済額の件数についてお答えいたします。こちら延べ件数が

454件です。内容としましては、先ほど財産調査とか調査中のものとか、あと所得税の申告で構成さ

れたものとか、あと海外転出、あと生活保護受給者、先ほどと同じなのですけれども、本人死亡、

もしくは相続人不明などでございます。また、納税相談により分納にてご納付している方などがご

ざいます。あと、法人町民税につきましては、こちら７件になります。固定資産税の収入未済額の

件につきましては、畠山委員さんの答弁のとおりになります。 

  続きまして、未納者に督促状等の対策状況につきましてお答えいたします。まず、滞納整理のス

タートは、先ほどお話ししたとおり督促から始まります。督促と、納期限までに完納しない場合に、

納期限後20日以内に督促状を発布しなければならないとなっております。こちらのほうなのですが、

令和５年度に発布した件数なのですが、1,392件発布しております。こちらのほう、督促状において

は、滞納者との話合いなど納税相談など様々な状況で把握しながら滞納処分を行っていくことにな

ります。 

  続きまして、滞納繰越しの個人町民税の収入済額の件数と、何年度から何年にかけてのものかと

いうことについてお答えいたします。収入済額の件数ですが、延べ件数365件になります。年度につ
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いては、平成26年度から令和４年度になります。 

  続きまして、滞納繰越区分の固定資産税の収入済額の件数、年度についてお答えいたします。収

入済額の件数ですが、延べ件数で301件になります。年度については、平成27年度から令和４年度ま

でとなります。 

  続きまして、令和３年度から令和５年度にかけて、個人町民税の差押え状況と件数と金額をお答

えいたします。令和３年度、売掛、給与、所得税、還付金、生命保険等お答えいたします。令和３

年度、売掛金７件、17万6,600円、給与４件、40万2,180円、所得税還付金７件、17万2,343円、預金

20件、100万3,787円、その他１件、5,700円、合計が39件で176万610円になります。 

  令和４年度、売掛金２件、20万円、給与11件、94万1,929円、所得税還付金12件で36万2,501円で

す。生命保険１件、14万3,100円、預金19件、88万4,445円、合計45件で、金額にしますと253万1,975円

になります。 

  令和５年度、売掛金１件、30万円、給与８件、49万2,935円、所得税還付金８件で36万8,315円、

生命保険１件、17万2,300円、預金３件、14万1,060円、その他１件、34万2,000円、計22件、186万

6,610円になります。こちらで以上です。 

  続きまして、不納欠損にした主な理由についてお答えいたします。こちらは、３つの内容により

不納欠損にしておりますが、このうち表中の一番左、第15条の７第４項に該当というものが昨年よ

り増えております。こちらについて説明させていただきます。 

  まず、個人町民税の普通徴収分、こちらが185万8,396円欠損いたしまして、前年度比168.4％の増

となっております。主な内容としまして、様々な財産調査の結果、差押え財産等がない方が13名で、

今回、前年度より増加している案件としましては、年度途中にて海外転出される外国籍の方が多い

ことが影響したものと考えられます。件数ですと外国籍の方は17名、日本人２名となっております。

合計71万6,592円となっております。 

  続きまして、第18条に該当というものが、昨年度に比べますと、個人町民税の普通徴収分、こち

らが44万1,304円、特別徴収分7,481円欠損いたしまして、前年度比67％の増となっております。主

な内容としましては、普通徴収分につきまして、財産がないなど財産調査を行っておりましたが、

不明などによって時効になったものが、個人10件、29万6,625円、本人死亡により相続人が不明の方

が２件、２万8,354円、生活保護受給者２件、３万5,970円、海外転出２件、８万355円、また特別徴

収分としまして7,481円欠損しましたが、こちらは海外転出で外国籍の方３件となります。 

  続きまして、固定資産税、第15条の７第４項に該当について説明させていただきます。まず、固

定資産税、こちらが８万4,900円欠損いたしまして、前年度比マイナス62.6％となっております。主

な内容としましては、財産調査の結果、ご高齢のため収入がない方が２名となっております。 

  続きまして、固定資産税、第15条の７第５項に該当について説明させていただきます。まず、こ

ちらが７万3,500円欠損いたしまして、前年度比でマイナス63.9％となっております。主な内容とし
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ましては、本人死亡により相続人が相続放棄をした方が１名となっております。 

  続きまして、右下の18条に該当も昨年より増えております。こちらについて説明させていただき

ます。まず、固定資産税、こちらが233万4,200円欠損いたしまして、前年度比207.2％の増となって

います。主な内容としましては、様々な財産調査等を行っておりましたが、不明などによって時効

になったものが、個人３件、127万8,700円、法人３件、25万7,200円となっております。そのほか、

本人死亡により相続人不明など９件、24万5,100円、生活保護受給者２件、53万2,000円、この中で

完納１件ございまして２万1,200円。 

以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員、再質問ありますか。 

  本委員。 

〇 本秀二委員  103番は分かりました。それと、104番の徴収担当者の技能取得の関係について、お

答えいただいていないと思ったのですけれども。 

〇犾守勝義委員長  では、続いて全部やってもらえますか。 

〇 本秀二委員  タイミングが合わないね。では、全部させていただきます。再質問のほうで。 

106番については、106番の関係なのですけれども、14ページの、これは不納欠損の滞納調定額に

対する比率というのが、私ちょっと計算したら、昨年度は4.9％で本年度が11.8％だと高いなと思っ

たのですけれども、これに対する評価をちょっとお伺いしたいなと思います。 

  それと、差押えについては、川口委員もいらっしゃいますので、これで私のは結構です。それだ

けかな、すみません、その２点についてではお伺いします。 

〇犾守勝義委員長  では、答弁を求めます。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  お答えいたします。 

  研修に対しましては、昨年度は人事異動の関係で、担当の職員が課税担当と収税担当を併任して

いまして、研修のほうちょっと行けない状況でございました。今年度はそういう研修のほうは積極

的に行くようにしておりますので、そういう状況でございます。すみません。 

  あと、調定額のほうが多いということでございますが、やはり先ほど説明したように、昨年度、

滞納の徴収のほうが、しっかりちょっとこちらのほうで、要は滞納繰越しのほうの処分のほうがう

まくいっていなかったので、繰越しのほうで金額が多かったのかなと思います。 

  ちなみに、現年度は一生懸命というかしていましたので、現年度に対しましては徴収率がすごく

上がっておりました。本年度は滞繰のほう一生懸命頑張っています。 

  以上です。すみません。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、川口委員、どうぞ。 
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〇川口浩史委員  65ページの航空写真撮影業務委託でございますが、当初より委託料が増えておりま

す。理由を伺いたいと思います。 

  次に、差押えの件数、理由、これは今聞きましたので、その件は結構です。低所得者の方、200万

円以下の方はこの中に何人ぐらいいるのか伺いたいと思います。 

  不納欠損の理由なのですけれども、ちょっと聞き取れなかったのが、固定資産税の時効部分の最

初の部分なのですけれども、そこの部分だけ答弁をお願いしたいと思います。 

  次に、均等割、法人税割とも会社数は増となっているわけですけれども、税収は減っております。

理由について伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  順次答弁を求めます。 

  内田副課長。 

〇内田富惠税務課課税担当副課長  それでは、私からは航空写真撮影業務委託について、当初より委

託料が増えた理由につきましてお答えしたいと思います。 

  当初につきましては、航空写真撮影業務のみの契約で進めていたのですけれども、業務をする中

で過去のデータを突き合わせていましたところ、入力ができていないデータがあることが分かりま

した。今後のスムーズな業務をするために入力業務を追加し、変更契約をさせていただいたという

ことでございます。 

  以上が増額の理由でございます。 

〇犾守勝義委員長  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  私のほうからお答えいたします。 

私のほうから差押えの状況と、収入200万円以下の件数についてお答えいたします。令和５年度は、

全体で31件、346万6,955円の差押えを行いました。このうち収入が200万円以下の方は８件で117万

1,980円でございます。内訳につきまして、種類ごとに全体の件数と金額を申し上げます。預貯金が

７件で64万7,981円、給与が９件、92万5,335円、所得税還付金が12件で85万257円、売掛金が１件、

30万円、生命保険が１件、24万8,382円、賃料が49万5,000円。 

  続きまして、不納欠損につきまして、固定資産税の第15条の７第４項の該当について説明させて

いただきます。こちらのほう、件数だけでよろしいのですか。 

         〔「全部」と言う人あり〕 

〇都築葉子税務課収納対策室長  では全部。まず、固定資産税、こちら８万4,900円欠損いたしまして、

前年度比でマイナスの62.6％となっております。主な内容としましては、財産調査の結果、ご高齢

のため収入がない方が２名となっております。 

  続きまして、固定資産税第15条の７、そこだけでよろしいですか。 

         〔「時効だけよ」と言う人あり〕 

〇都築葉子税務課収納対策室長  時効ですね。まず、第18条の該当も昨年より増えておりまして、こ
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ちらが233万4,200円欠損いたしまして、前年度比で207.2％の増となっております。主な内容としま

しては、様々な財産調査等を行っておりましたが、不明などによって時効になったものが、個人３

件、127万8,700円、法人が３件、25万7,200円となっております。そのほかは、本人死亡により相続

人不明などが９件、24万5,100円、生活保護受給者の方が２件で53万2,000円、この中で…… 

〇犾守勝義委員長  そこまでで。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  いいですか。以上です。すみません。 

〇犾守勝義委員長  川口委員。 

〇川口浩史委員  次あったな、ごめんごめん。もう一問あったのですね。 

〇犾守勝義委員長  92ですね。 

〇川口浩史委員  そうですね、92です。 

〇犾守勝義委員長  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  私からは、法人町民税の均等割、法人税割ともに事業者数は増で

ある、その一方で、税収は均等割額、法人税割額ともに減となっている理由についてお答えいたし

ます。 

  納税義務者数の均等割、法人税割の件数が増加している主な要因といたしまして、嵐山小川イン

ターランプ内の物流施設に運輸業が増加したこと、また工業団地内にも同様に運輸業や食料品製造

販売業等が増加いたしました。この増加の反面、まず均等割額が減少したことの主な要因といたし

ましては、法人１件ございまして、均等割が300万円と９段階に分かれている中で一番高い税率にな

るものでございます。この法人の業績不振により３年度の予定納税が不要となった法人がございま

して、こちら令和３年度に確定申告で１回で均等割を納付するということになるのですけれども、

それにより納付年度にずれが生じたことによるものでございます。 

  ですので、事業年度ごとに資本金等の移動で均等割の税率区分が変更されて減額になったもので

はございません。均等割額の納付時期により影響が出るもので、この事例というのが、ちょっと言

葉だと大変理解しづらい内容であって、例えばボードとかでお示しできれば分かりやすくなるので

すけれども、ちょっと言葉だと分かりづらい内容ではあるのですけれども、この事例ですと、前後

３か年度ぐらいを遡ってみていって、このずれを見ていく。法人さんにしてみると、法人の事業年

度でするとちゃんとした金額、均等割額、これでいうと300万円なのですけれども、そちらはちゃん

とご納付いただいている形になるのですけれども、町の会計年度で見るとずれが生じてしまう形で、

その半分の150万円が均等割、少なくなっているよというのがまず一つ、均等割のほうは要因でござ

います。 

  次に、法人税割額につきましては、町内の主要な製造業で前年比で大きく減少いたしました。た

だ、これにつきましては、減少であることに違いはございませんが、その当該法人の令和４年度の

法人税割額が大変好業績により大幅増となっていた反動による要因と考えております。 
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  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  航空写真なのですけれども、そうですか、データを突き合わせたら漏れがあったと

いうことでの新しい契約ということなのですね。そうですか、分かりました。 

  この質問は、前、大野議員がしていまして、大野議員の提案は、これは衛星写真だと36万円だっ

たわけです。これが546万円になっているわけです。大幅に増えているわけですから広域でやったら

どうですかという提案だったわけですけれども、やはりその方向というのはいいのではないかなと。

幾つかの市町村とお金を出し合ってやっていくという方向を、私はいい方法だなと思いました。 

〇犾守勝義委員長  川口委員にちょっと申し上げます。決算審査でございますので、ここでは提案は

なしでお願いしたいです。 

〇川口浩史委員  提案なしで。 

〇犾守勝義委員長  はい。 

〇川口浩史委員  では、総括でします。分かりました。 

  差押えの関係なのですけれども、200万円以下の方がいるわけですよね。どうなのでしょう。７件

で64万円、結構響くかなと思うのですけれども、生活はきちんと取り上げて、取り上げてというか

差押えをして、できているのかどうかというのは確認しているのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

  それから、これだけの差押えをして、滞納分は大体取り返すことができているのか、まだまだ不

足しているのか、伺いたいと思います。 

  均等割と法人税割の会社数の増で税収は減という、これはなるほどそういう理由ですか。最高位

にある会社が業績不振ということで、それはしようがないなと思うのですけれども、普通だったら

法人税割は別にして、均等割のほうは会社数の数において増えるわけですから、その分は自然に増

になるのではないかなと思ったのですけれども。業績不振がその分を超えて減になっているという

理解でよろしいのですか。納める時期がずれているからこういう形になったということでよろしい

のか、確認です。 

〇犾守勝義委員長  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  お答えいたします。 

  先ほど申し上げましたとおり、令和５年度は、預貯金と給与の差押えが全体の半分ほどを占めて

おります。給与の差押えに関しましては、生活等を保護する観点から、国税徴収法に差押え禁止額

が定められておりまして、預貯金の差押えについてもそれに準じて差押えを行っておりますので、

生活を脅かすような取立てはしていないと認識しております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  小松副課長。 
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〇小松英喜税務課課税担当副課長  お答えいたします。 

  均等割につきましては、委員さんおっしゃるように、通常であれば会社数が増えれば自然に増え

るのではないかということで、おっしゃるとおりではあるのですけれども、やはり町の会計年度と

法人の事業年度で異なるときに、予定申告、確定申告、それぞれで税金が出た場合納めるのですけ

れども、その事業年度だったり、業績不振で予定納税をしないで済むというかしない場合に、どう

してもずれが生じてしまうという現象が起こってしまうので、これは毎年と言ったらあれですけれ

ども、例年起こり得る状況ではあるのかなということでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  16ページの個人町民税、町民の平均所得を伺います。 

  それから、同じく16ページ、これは重なっているということなのですけれども、法人税増の業種

と減の業種、関越自動車道ランプ内の事業及び花見台工業団地の事業者の法人税総額は、これは花

見台工業団地のは先ほど聞きましたので、関越自動車道ランプ内の事業です。 

  それから、65ページです。徴収事業のうち、口座振替、コンビニ収納、窓口の比率と、それから

ｐｉｐｉｔＬＩＮＱのサービスの利用頻度、これは先ほど伺ったのですけれども、利用頻度という

形になるのかな、伺ったことが、そうですね、いいです。 

  そうしたら、次、16ページ、嵐山郷、県営住宅のそれぞれの交付金額を伺います。 

  それから、23ページ、税務事務手数料の2,547件、徴税事務手数料（コンビニ）の154件の内訳を

伺います。 

〇犾守勝義委員長  順次答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  私のほうからは、個人町民税、平均所得についてお答えいたしま

す。 

  例年ご質問をいただくことが多い内容でございますので、回答根拠の資料に差異のないよう、年

１回県に報告しております市町村税課税状況等の調べの数値より所得ごとに申し上げます。給与所

得311万7,000円、営業所得352万8,000円、農業所得231万3,000円、その他の所得186万8,000円でご

ざいます。 

  続きまして、法人町民税の増減の業種、関越自動車道ランプ内の事業及び花見台工業団地の事業

者の法人税総額についてお答えいたします。３点ございますうち、まず法人町民税の増減、それぞ

れの業種についてお答えいたします。 

  増減の主要な業種といたしまして、運輸業が1,559万3,900円の増額、製造業が4,155万1,100円の

減額となり、これらの差額で約2,600万円の減額で、令和５年度決算の調定額前年比2,724万900円減

のうちの大部分を占めるものでございます。 
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  続きまして、嵐山小川インターチェンジインターランプ内の事業所の事業内容についてお答えい

たします。近年、都市近郊の高速道路インターチェンジ周辺に建設されている大型物流倉庫が、嵐

山小川インターチェンジランプ内にも令和４年10月に完成し、現在５社が当該住所に事業所登録を

しております。事業内容といたしましては、物流施設であることからも、運送業４社、梱包業１社

となっております。 

  最後の花見台工業団地の法人町民税額につきましては、先ほどの藤野委員の答弁のとおりでござ

います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  続きまして、徴収事業のうち、口座振替、コンビニ収納、窓口の比

率についてお答えいたします。 

  まず、コンビニ収納の総額は２億4,086万7,460円で、全体の11.6％、口座振替による収納の総額

は６億7,770万496円で、全体の32.6％となっております。窓口払い、金融機関もしくは役場の窓口

にてご納付いただいた金額を含めますと11億6,171万3,734円となりまして、全体での割合といたし

ましては55.8％となります。こちらは、コンビニ、口座振替、窓口払いというものは全て普通徴収

のものになります。 

  続きまして、ｐｉｐｉｔＬＩＮＱにつきましては、畠山委員さんの答弁とのとおりです。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田富惠税務課課税担当副課長  それでは、私から２点お答え申し上げます。 

  まず、ナンバー144の嵐山郷、県営住宅それぞれの金額についてでございます。まず、嵐山郷につ

きまして67万8,300円でございます。県営住宅につきまして91万7,500円でございます。 

  続きまして、ナンバー156、税務事務手数料2,547件、徴税事務手数料（コンビニ交付）154件の内

訳についてお答え申し上げます。こちらの手数料につきましては、主に課税証明書、所得証明書、

納税証明書、土地家屋評価証明書等、税に関する証明手数料となっております。手数料につきまし

ては、基本１件200円と規定されておりますが、土地及び建物に関する証明につきましては、土地は

３筆、建物は３棟までを１件とし、１筆または１棟増すごとに50円を加えることとなっております。

証明の内容ごとの件数につきましては、集計の都合上、把握ができておりません。 

  続きまして、コンビニ交付の内容でございます。こちら154件なのですけれども、課税証明と所得

証明の税証明は２種類コンビニ交付を対象としております。こちらにつきましても１件200円で交付

をしております。証明の内容につきましては、こちらも件数のほうは把握はしておりません。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員。 
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〇渋谷登美子委員  まず、町民の平均所得なのですけれども、前年度と比べるとそれぞれ金額が上が

っていますよね。特に営業が60万ぐらい上がっていますよね。それと、農業も上がっていますよね。

それから、その他についても、若干ですけれどもやっぱり所得自身が上がっているということで、

それの原因というか要因は何だったと評価できるか伺いたいと思います。 

  それともう一つ、法人税増の業種が運輸業で、そしてそれは具体的に言うと、インターランプ内

の事業者が入ってきたからそこが上がって、そして製造業は、花見台工業団地のものが減になった

からというふうな形で考えていいのか伺いたいと思います。これは、やはりインターランプ内の事

業者が入ってきたということが、嵐山町にとっては大きな法人税の増になったというふうに考えて

いいのかということの２点です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長  お答えいたします。 

  まず、平均所得前年度比についてですけれども、４つの所得についてお答えいたしましたが、給

与については前年比1.7％の増、またその他所得については2.7％の増、町といたしましては、こち

ら増額ではあるものの微増なのかなということで認識しております。 

  ただ、委員さんおっしゃるように営業所得、こちらが62万1,000円の減になっております。前年比

15％のマイナスという割合ではあるのですけれども、こちらは令和４年度がちょっと突出して増え

ております。こちらは、３年中にコロナの協力金であったり給付金を申請されていた方が多く見受

けられ、これを営業の収入に盛り込んでいた部分もありましたので、４年度だけぽおんとちょっと

伸びて、３年度との前年比で100万円ぐらい所得が増えております。なので、令和５年度、その結果、

減になりますけれども、元に戻ったような形、今まで元年、２年、３年というあたりでの平均値に

戻っている形になります。 

  また、農業所得は33％前年比で増額しております。こちら１件１件ちょっと確認してはみたので

すけれども、１件、酪農業のほうで前年比で大分増えた方がいらっしゃいまして、そちらにちょっ

と引っ張られた形になるのかなという認識でおります。 

  続きまして、法人町民税の関係ですけれども、まず運輸業の増額ということでございます。イン

ターランプ内のみの増額かということでございますが、インターランプ内につきましても、こちら

は全て皆増ということで、新しい事業所なので、こちらのほうは皆増ということになります。ただ、

全体の法人町民税額に比べますと、このインターランプ内の占める割合というのが、まだ0.2％程度

と大きいものではございません。花見台工業団地の中で１件、運輸業のほうで、こちらも新しく入

ってきて皆増となってきた運輸業がかなりの部分、納付額でベスト30位以内に入っているような大

きな会社さんが入りましたので、そちらで運輸業が増額になっております。 

  製造業のマイナスなのですけれども、おっしゃられるように花見台工業団地にほとんどが製造業、
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いろんな業種がございますけれども、それがメインということで間違いございません。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

以上で、税務課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

         休  憩 午前１０時３５分 

                                              

         再  開 午前１０時４５分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、総務課・会計課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、宮本委員から質疑をどうぞ。 

〇宮本大裕委員  私のほうからは、決算書89ページ、不当要求等対策事業につきまして、不当要求の

実態と対応についてお伺いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうから不当要求の実態と対応ということ

でお答えさせていただきます。 

  令和５年度に不当要求等相談員が対応した案件は33件ございます。その中の多くの案件は、庁舎

等の秩序維持や職員等の正常な業務の執行に支障を生じさせるような行為、いわゆる迷惑行為とい

うことになっております。対応といたしましては、不当要求等相談員と関係課で連携をして対応し

ているといった状況になります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  宮本委員。 

〇宮本大裕委員  これは、対応に関してほとんど解決済みというか、そういう状況なのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  対応については、内容によっていろいろなのですけれども、

その場で解決することがあれば、あとは内容によっては警察のほうにお願いして対応していただい

たりと、そういった形で様々なのですが、取りあえずは対応できているといった状況になっており

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

〇宮本大裕委員  はい。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、小林委員、どうぞ。 
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〇小林 智委員  私からは２点お願いいたします。 

  まず、主要施策の18ページ、森林環境譲与税、こちらのほうは森林環境譲与税の使途及びこのう

ち基金に積み立てられ森林環境譲与税に係るものの状況についてお伺いします。 

  ２つ目としましては、主要施策の161ページ、長期債の元金償還事業、利子償還事業で、残ってい

る償還期限、残存償還期限で一番早く来るものの年度、それから一番遠い長い年度、要するに何年

度までかかるのかということです。それと、長期債の借入れの平均年数、それから借入金利の一番

低い金利と一番高い金利、それから５年度中の期中平均残高と平均利回り、これについてお伺いし

ます。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、私から森林環境譲与税の件につきましてお答えい

たします。 

  森林環境譲与税の使途につきましては、主要な施策の説明書107ページ、森林振興事業のうち委託

料、風倒被害予防業務委託79万8,160円に活用いたしました。基金の状況につきましては、ふるさと

づくり基金に積立てを行っておりまして、令和５年度末の残高が553万3,200円となっておる状況で

ございます。 

  続きまして、長期債元金償還事業、利子償還事業につきましてお答えいたします。償還期限まで

最小のものにつきましては、令和６年度に償還期限を迎えるものが最小となっております。最大の

ものについては、令和25年度に償還期限を迎えるものが最大となっております。償還期限までの平

均年数は8.19年となっております。借入金利の最小利率は0.002％となっております。最大利率につ

きましては1.9％となっております。令和５年度中の期中平均残高につきましては、59億5,417万

7,255円となっております。平均の利回りにつきましては0.32％となっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員  それでは、再質問です。 

  森林環境譲与税の使途としては、先ほどお話のあった107ページの、これ恐らく風倒での伐採です

よね、風倒だけなのですけれども、これだけでしょうか。森林環境譲与税を充てたというのはこれ

だけなのかということと、ふるさと基金のほうに積み立てているということの金額は、分かりまし

た。553万、こちらについては今後積み上げていくということになったのかどうなのか。この森林環

境譲与税、前からのもあると思うのですけれども、過去からどういう経緯でここまで来たのかとい

うのをちょっとお伺いできればと思います。 

  それから、次の８番のところにつきましては、こちらの最終的な借入れのコスト、全体で0.32％

で回って、平均的な借入れコストだということですけれども、これはここ数年の、前年比も含めて
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ここ何年かでどの程度で推移していたのか、低かったものが上がってきている傾向が見受けられる

のかどうか、その辺について伺います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、お答えいたします。 

  森林環境譲与税の使途につきましては、先ほど申し上げた風倒被害予防業務委託のみでございま

す。こちらの基金の状況でこれからも積み上げていくのかということでございますが、今後の活用

につきましては、引き続き森林整備に関する施策ですとか、公共施設の木質化に活用することを想

定して、今、積立てを行っている状況でございます。詳しい内容につきましては、森林の振興を所

管する農政課と話し合いながら順次進めていきたいと考えております。 

  それと、公債費の平均の利率でございます。昨年の平均の利回りは、令和４年度は0.35％でござ

いました。令和５年度は若干下がっている状況でございます。ちなみに、令和６年度につきまして

も予定とすると0.32％程度で、同じぐらいを想定しています。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  主要施策の13ページ及び161ページ、公債費の負担比率、それから公債費が前年度に

対して増額しております、その理由。 

  それから、主要施策の50ページ、平和事業の内容。 

  それから、55ページ、財政調整基金等管理事業、基金の５年度当初予算との比較とこの５年度の

評価。 

  次の不当要求については、宮本委員がお聞きいただきましたので、これは結構です。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは、平和事業の内容についてお答

えさせていただきます。 

  令和５年度の平和事業につきましては、町民ホール前において、戦争の悲惨さや平和の尊さを広

く町民に啓発し、次代を担う子どもたちにも伝えていくために、広島平和記念資料館から取り寄せ

た広島・長崎原爆写真ポスターのパネルを展示いたしました。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、公債費の状況につきましてお答えいたします。 
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  令和５年度の公債費負担比率は11.5％でございます。令和４年度と比較して0.1ポイントの上昇と

なっております。公債費が前年度と比べ増加した主な理由につきましては、令和元年度に防災行政

無線設備のデジタル化工事に伴い借入れを行った緊急防災・減災事業債の据置期間が３年が経過し、

元金の償還が始まったことによるものでございます。 

  続きまして、財政調整基金の関係につきましてお答えいたします。財政調整基金につきましては、

当初予算、補正予算の財源不足を補うために２億9,000万円の取崩しを行いました。一方、決算に伴

う剰余金等により積立てを２億1,300万円行い、令和５年度末残高は７億5,307万2,000円となり、令

和５年度当初の段階と比較しまして7,699万3,000円の減少となっております。残高につきましては

減少となりましたが、財政調整基金比率は15.8％となっており、一般的に望ましいとされる10から

15％以上は確保しており、財政運営上の問題はないと評価しております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  藤野委員、再質問ありますか。どうぞ。 

〇藤野和美委員  平和事業そのものの予算が当初５万、予算があったかと思うのですけれども、そこ

までのお金を使わないで事業はできたということでよろしいのでしょうか。それちょっと確認です。 

  それから、公債費については、この中で利子のところが前年に対しては減額しているのですね。

この利子の減額が、先ほど小林委員もお聞きになっていましたけれども、高い利息・利子のものの

償還が少し終わってきているのかなとちょっと見受けられるのですが、それは確認のためちょっと

お聞きしておきます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは平和事業の当初の予算どおりに

使わずにできたということでよいかということでお答えさせていただきます。 

  おっしゃるとおり、パネルの輸送の通信運搬費でできておりますので、当初の予算内で済ませる

ことができております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  お答えいたします。 

  藤野議員おっしゃるとおり、利子の高いものが徐々になくなってきている状況でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、私から５点についてお伺いいたします。 

  １点目は、これは決算書の63ページ、ストレスチェックの実施人員と効果ということでお伺いし
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ます。 

  それと、113番、これは主要施策の50ページになりますけれども、ふるさと納税の推進事業で、人

気のある返礼品の順位、主なもので結構だと思いますけれども。 

  それから、３点目は、114番の決算書の71ページ、会計の管理費、需用費の不用額について理由を

お伺いします。 

  それと、同じく115番、決算書73ページの財産管理における工事請負費の不用額について理由をお

伺いします。 

  それと、116ページ、主要施策の54ページになりますけれども、行政バス運行事業、利用状況につ

いてお伺いします。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは、まずストレスチェックの委託

料９万1,080円、実施人員及び効果についてということでお答えさせていただきます。 

  ストレスチェックのほうの実施された人数は、予定された166人のうち114人が受検をいたしまし

た。実施率は68.7％となっております。効果については、こちらは検査結果を検査機関から事業者

に提供してはならないということになっており、本人から申出があった場合のみ医師により面接、

指導を行うことになっておりますので、こちらのほうでは、効果については直接把握はしていない

という状況になっております。 

  続きまして、工事請負費、不用額の423万32円の理由についてお答えさせていただきます。こちら

は、前年度から繰越明許した庁舎の空調設備に係る工事請負費の不用額が395万9,700円出たことが

主な要因となっております。 

  以上となります。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、私からはふるさと納税推進事業と行政バス運行事

業につきましてお答え申し上げます。 

  まず初めに、ふるさと納税推進事業でございます。ふるさと納税の謝礼品のうち上位５位までに

ついてお答えしたいと思います。寄附件数１位がプレミアム仕様牛めしの具20個セット、申込件数

574件、２位が牛めしの具10個セット、申込件数426件、３位がプレミアム仕様牛めしの具10個セッ

ト、申込件数381件、４位がパウチ飲料の朝バナナ、299件、５位が牛めしの具30個セット、239件と

なっております。 

  続きまして、行政バス運行事業につきましてお答えいたします。令和５年度の行政バスの利用状

況につきましては、使用料が有料の一般団体におきましては18回の利用で、令和４年度と比べ７回
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の増でございました。また、行政関係の利用につきましては63回の利用で、増減はございませんで

した。全体では81回の利用で、令和４年度と比べ７回の増加となっております。全体ではコロナ禍

前の令和元年度の利用状況は、一般団体の利用が35回、行政関係の利用が61回の利用でございまし

たので、行政関係の利用につきましては、コロナ禍前の状況に回復した状況でございます。一般団

体の利用につきましては、コロナ禍前の半分程度まで利用が回復している状況でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  大島主席主査。 

〇大島行代会計課会計用度担当主席主査  それでは、ご質問114番の決算書71ページ、会計管理費の需

用費の不用額についてお答え申し上げます。 

  不用額、需用費につきましては、消耗品費と印刷製本費が含まれてございますが、この不用額の

ほとんどが埼玉県収入証紙の購入に係る不用額となります。令和６年３月末における埼玉県収入証

紙制度の廃止に伴いまして、町で窓口の売りさばき用として在庫しておりましたその証紙を埼玉県

に返還したことによる還付金により残額が生じたものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員。 

〇 本秀二委員  それでは、再質問をさせていただきます。 

  ストレスチェックの関係なのですけれども、以前と方法が変わったということなのですけれども、

私、しばらくいませんでしたものですから、いつ頃から変わったのか、これをちょっとお聞きいた

します。 

  それと、謝礼品につきましては分かりました。いろいろ前と違ったものが人気になっているとい

うことが分かったのですけれども、この返礼品等に対する反響ということで、要望や意見や苦情と

いったものが寄せられているのかいないのか、どのくらいあるのかということをお伺いしたいと思

います。 

  それと、会計管理費の不用額については分かりました。いろいろこの時期ですので、節約をされ

ているとか、あるいはまたコロナ禍のことでいろんな事業とかそういったものが止まったようなこ

とで不用額が多く出たのかなというようなことも考えましたので、ちょっとお尋ねいたしました。 

  その下の115番の工事費の不用額についても同じ趣旨で聞いたものですので、結構でございます。 

  行政バスにつきまして、まだ回復をしていないという状況がよく分かりましたけれども、町内外

からの利用状況について、分かったらお願いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  ストレスチェックのほうを私のほう答弁というかさせてい

ただきたいのですが、先ほど 本委員のほうが制度が変わったとおっしゃったのですが、私のほう
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で変わったということは一切申し上げていないつもりなのですが、よろしいでしょうか。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  ふるさと納税の苦情ですとか意見、どういったものがあるか

ということでございますが、意見については、ポータルサイトですとか、そのもののところに口コ

ミというのがついているのですけれども、そこのところについている、何件かついているのを見る

と、おおむね、大変ありがたかったとか、またリピートしたいですとか、そういういいイメージを

持った、悪い口コミというのはあまり見たことはないです。直接苦情とかいただいたこともそれほ

どございません。 

  あと、行政バスの町内外の利用というのは、町内に行った件数と外に行った件数ということでよ

ろしいですか。使った件数ですか。それでよろしいですか。 

〇 本秀二委員  利用者の関係で町内の人と町外の人というのは、これは区別はできるのですか。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  基本的に行政バスは町内の団体の方に貸し出しますので、町

外の方がその団体に含まれていることはございますが、基本的に町外の団体とかには貸出しはして

いませんので、そういった件数はございません。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員。 

〇 本秀二委員  制度が変わったというか、以前はストレスチェックにかかったというか、幾らかこ

ういう人がいるというようなことで把握されて、そういう人に対する対応もしていらっしゃったと

思ったのですけれども、今、本人が医師等に相談をして、申告がないので分からないというお話だ

ったのですけれども、ストレスチェックをやって、いろいろ問題を抱えている職員はいるとかいな

いとか、そういったものは把握はされないということなのですか。それが１点です。 

  それと、返礼品については分かりました。ただ、これはどうなのでしょうか。返礼品でも、これ

はこの決算の質問には合わないかな。記念日等に合わせた配達ができればもっと増えるような人が

できるのではないかというようなことを考えたのですけれども、それは難しいこと…… 

         〔何事か言う人あり〕 

〇 本秀二委員  分かりました。了解しました。やるとしたら総括でやります。 

〇犾守勝義委員長  その質問は先ほどもう終わっているはずですけれども。 

  行政バスのほう。 

〇 本秀二委員  行政バスのほうについては、もう一点は、350万円で予算が組まれたと思ったのです

けれども、結果を見ると431万4,695円に膨らんでいるわけですけれども、その理由を、どのように

してこれだけ膨らんだのかというのをお聞きしたいと思います。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからストレスチェックの関係でお答え

させていただきたいと思います。 

  ストレスチェックにつきましては、国の労働安全衛生法のほうで検査をすることを義務づけられ

ておりまして、それに基づいてやっておるわけですが、その結果については、先ほど申し上げたと

おり、個人的な内容について事業者に提供せずに、検査機関のほうから直接本人にお渡しするとい

った形になっております。それで、こちらの事業者のほうでは、誰がどういう結果というのは分か

らずに、こういう結果の人がどれだけいるよというような状況はいただいていますので、それにつ

いては町の労働安全衛生委員会のほうで諮らせていただいているという状況でございます。 

  あと、本人からの申出についてなのですけれど、一応こちらのほうについては、健康診断の結果

が思わしくない方の相談日を設けておりまして、それと同じときに、もし必要であれば、気になる

人はお気軽にお申し出くださいという形で周知させていただいていまして、そのときに、こちらで

は全く把握していませんが、お話しいただいている方もいらっしゃるかもしれないといったことで、

一応、場については提供させていただいているような状況でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  お答えいたします。 

  予算が350万だったのですが、決算で431万4,000円程度となっている理由でございますが、当初想

定していた段階では、利用のほうがそれほどまだ回復しないかなと考えていたのですけれども、そ

の後、結構、秋口以降から利用が伸びているような状況もございましたので、補正予算等で対応す

ればよかったのですが、その不足分については予備費のほうで対応して払ったような状況でござい

ます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  今回、２点につきまして質問させていただきます。 

  まず、52ページの役場電気自動車充電設備３基設置の効果はということと、54ページの自動車借

り上げ料の車種は何だったのかお伺いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは、役場電気自動車充電設備３基

設置の効果について、まずお答えさせていただきます。 

  昨年度、公用車を電気自動車にしていくことに備えて、公用車の電気自動車充電用として３基の
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充電設備を設置させていただきました。電気自動車については、昨年度１台リースをしていて、現

在使用中と、そういった状況でございます。 

  以上になります。 

  続きまして、自動車の借り上げ料の車種についてですが、令和５年度に当該事業で自動車借り上

げ料の対象となっている自動車の台数は36台となっております。車種の内訳といたしましては、小

型の貨物車、俗に言う５ナンバーのバン、こちらが８台、軽乗用車、こちらが18台、軽貨物車が５

台、内訳とすると軽トラが３台、軽バンが２台です。あとは普通乗用車、こちらが３台、最後に幼

稚園バスが大小で２台ということで、合計36台の借り上げとなっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  52、53とちょっと関連するので、一緒に質問させていただきますけれども、今お伺

いしたら、36台の内訳は、小型５ナンバーと軽トラと軽貨物と普通自動車、幼稚園バスということ

で答弁いただきましたが、先ほど52ページのほうの質問のところでは、リース車で電気自動車１台

というのは、何を１台リースしているのかお伺いします。 

〇犾守勝義委員長  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  ＥＶの車種はというご質問かと思います。こちらについて

は、軽乗用車18台のうち１台がＥＶ、電気自動車となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員。 

〇畠山美幸委員  電気代が、ＥＶ車の家庭でやっているのと多分同じような設備なのかなと思うので

すけれども、大体１キロワット当たり20～30円と言われているのですけれども、電気代については、

やはり１キロワットで20～30円ぐらいで電気代としてやっているのか。そして、年間の走行距離と

いうのですか、走行距離は何キロぐらい走っているのか。あと、充電時間は満タンにした場合にど

のくらい時間がかかり、満タンで大体2,000円程度と言われているのですけれども、軽だからもっと

安いのかなと思うのですけれども、どのくらいの金額で入れられているのか。 

  最後の質問なので、いっぱい言いましたけれども。 

〇犾守勝義委員長  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  まず、金額については、電気料は全てちょっと込みになっ

ていますので、一切分かりません。 

  あと、走行距離ですか。走行距離については、一応たしか200キロ程度を満タンで走れるような状

況で、ただエアコンをつけると、ざっと150キロ程度ということでなるようですけれども、あとは個

人差といった状況になります。 

  以上になります。 
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         〔「充電時間」と言う人あり〕 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  すみません。充電時間ですね、申し訳ございません。充電

時間については、ざっと８時間かかるということで聞いております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  １点目、新空調の関係で電気料の比較を伺いたいと思います。 

  次に、令和５年度中に育児休暇を取得可能な職員の人数、そのうち何人が取得したのでしょうか。 

  次に、残業の多い課は何課で、何時間くらいだったのでしょうか。 

  次に、病気休暇の取得日数は何日か。一番長い方は何日か。また、精神を患っている職員はいる

のか、伺いたいと思います。 

  次に、会計年度任用職員、機械的に雇い止めはあったのか、伺いたいと思います。 

  平和事業は結構です。 

  次に、入札契約について、町内外業者の発注状況について伺いたいと思います。 

  公債費も結構で、ふるさと、これも結構です。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうから、まず新空調、電気料の比較とい

ったことでお答えさせていただきます。 

  電気料金は、令和４年度から令和５年度にかけては、年間で85％程度下がっているといった状況

になっております。 

  続いて、育児休暇を取得できる人数と、何人が取得できるのかといったご質問でございますが、

令和５年度において育児休業の取得が可能な職員は20人となっております。そのうち育児休業を取

得した職員は10人となっております。 

  続いて、残業の多い課は何課で何時間くらいかといったご質問でございますが、こちら令和５年

度に時間外勤務が多かった課ということで単純に計算させていただきますと、地域支援課で１年に

752時間となっております。 

  次に、病気休暇の取得日数は何日か、一番長い方は何日か、また精神を患っている職員の方はい

るのかといったご質問でございますが、病気休暇については、同一疾患で最大90日までとなってお

ります。それで、90日を超えると休職を届け出ていただくことになります。ですので、90日を超え

て休職を届け出た方でお話しさせていただきますと、その方は３人いらっしゃいました。最も長い

職員に関しましては、昨年度１年間丸々休職をされたといった状況になっております。３人とも精
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神の関係となっております。 

  続きまして、会計年度任用職員の機械的に雇い止めはあったのかといったご質問でございますが、

機械的に雇い止めをしたという事例はございません。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、入札契約につきましてお答えいたします。 

  令和５年度の発注状況につきましては、工事の総契約件数は24件でございました。そのうち町内

業者との契約は16件、66.7％でございます。契約金額につきましては、総契約金額５億4,335万

4,000円のうち、町内業者との契約は２億3,256万3,000円、42.8％となっております。 

  委託業務につきましては、総契約件数は34件でございました。そのうち町内業者との契約は５件、

14.7％でございます。契約金額につきましては、総契約金額３億3,867万3,000円のうち、町内業者

との契約は9,500万、14.7％となっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  新空調が令和４年度からでしたか。この期間が85％ということで減になっていると

いうことですけれども、令和４年から新しいあれになったのかな。令和４年でしたか。５年ですよ

ね。そうですよね。それではおかしくなってしまうのではない。令和５年の途中からでしょう。４

月からではないよね、途中からですから。同じ期間で比較をしないと正確な金額の差というのは出

ないのではないですか。ちょっと違うように感じたので、もう一度伺いたいと思います。 

  それから、育児休業が正確な言い方なのですか。20人で10人が取得したということなのですが、

どうなのでしょう。残り10人というのは、なかなか取得しにくかったのか、その辺はお分かりです

か、伺いたいと思います。 

  残業の多い課は地域支援課だということで、752時間というと、計算ぱっと出ないので、一番長い

のでどのくらいの残業になるのか。月80時間を超えると死亡するという、そういうデータではない

な、そういうのが出ていますので、伺いたいと思います。 

  そうですか、90日を超えると休職になると。その休職された方が３人いて、いずれも精神の関係

だということで、どこまでお話しできるかあれなのですけれども、そこに至るまではどういう、長

時間の残業があったのか、厳しい仕事というか、だったのか、お話しできる範囲で結構ですので、

伺いたいと思います。 

  会計年度任用職員は、そうですか、嵐山では機械的な雇い止めはないということで、これは本人

が続けたいということであれば、ずっと続けられる状況にあるということなのですか、伺いたいと

思います。 

  入札の関係なのですが、ちょっと全部書き切れなかったので、毎回、要旨でもらっているのです
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が、今回もお願いしたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうから、まず電気料の関係をお答えさせ

ていただきます。 

  ５年度に、先ほど申し上げたとおり空調の更新をさせていただきまして、それが７月に試運転を

開始してということになっております。電気料金ということでお聞きしていただいていましたので、

85％程度電気料金は下がったとご説明させていただいたのですが、昨年度は国のほうの補助金が入

っていましたので、電気料金自体は下がった。ただ、電力の使用量自体は当然上がっております。

ですが、結局更新前の空調のほうが実際４分の１程度の能力しか発揮できないような状況でしたの

で、電力自体は４分の１程度しか使用していなかったところが、新しい空調になったところで、実

際フル回転すれば４倍程度の電力を使用できるような状況になったのですが、そこまで電気の使用

量はいっていませんので、そういった意味で考えると、新しい空調の機械が割と電力の使用が少な

くて済んでいるのかなというふうに考えておるところでございます。 

  育児休業についてなのですが、10人取得して、残り10人取得していないといった状況でございま

すが、こちら10人の方は全て男性職員となっておりますので、ちょっと状況的には把握はしていな

いのですが、一般的なというか偏見な考えになってしまうのですが、奥さんのほうで見られるから

ということで取得をしなかったのかなという考えになるかなと思っております。 

  続いて、残業の関係です。時間外の関係ですけれども、地域支援課のほうが752時間ということで

一番多いわけなのですが、対象とする一般職の職員が８人おるという状況ですので、平均すると一

人頭94時間程度といったことに、あくまでこれは年間になります。 

  続いて、休職のほうの状況なのですけれども、３人のうち……ちょっとお待ちください。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  では、休職についてはまた後ほどということで、すみませ

ん。 

  会計年度任用職員のほうの、本人が続けたいということであればということでございますが、ま

ず前提としてご説明差し上げさせていただきますと、会計年度任用職員については、あくまで１年

間の期間を決めての雇用となるのが大前提でございます。当然継続の希望があるということもござ

います。そういった場合でも新規に応募をしてくる方と同様に履歴書等を出していただきまして、

同様に面接をさせていただき、必要としている担当課と協議の上で採用を決めているといった状況

でございます。その際に採用ができなかった方も、一応ご本人のほうに確認の上、名簿登録はさせ

ていただいて、新年度に必要に応じてお声がけをさせていただくといった状況で進めております。 
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〇犾守勝義委員長  萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長  病気休暇、先ほどお話ししました３名のうち、１人は１年間休職を取っていた

ということで、２名の方についてちょっとお話しさせていただきます。 

  川口委員さんのほうから、長期の残業があったかということですが、町として、その方が休むと

きに過去のを調べさせてもらったら、全く長期な長い残業があったということは認めてはおりませ

んでしたので、公務的な災害ではないというふうに思っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  では、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  電気料なのですが、そうですか、思ったほど金額は下がっていないということなの

ですか。１年で結果見るというのは早いのでしょうけれども、でも、結果が見られるぐらいに新し

いのは下がるのかなと思っていたので、意外だったなと。何か前から見ると随分小さくなっていま

すし。そうですか、また後でこれはではお聞きしたいと思います。 

  育児休業なのですが、そうすると、10人育児休業を取ったというのは、これ全員女性ということ

なのですか。男性は一人も取っていないということなのですか、伺いたいと思います。 

  残業の多い課、これはでは意見になってしまうから、これはいいです。 

  会計年度任用職員なのですけれども、１年ですよね、名前から会計年度ですから。でも、続けて

やってもらうことのほうが皆さんにとってもいいと思うのです。ちょっと指示しただけで、もう分

かって仕事をやってもらえるわけですから。できるだけ長くやってもらうことのほうが、これも意

見になってしまうな。 

いいです、では、終わりにします。 

〇犾守勝義委員長  では、答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは、育児休業を取得した職員10人

の内訳ということでお答えさせていただきます。 

  10人のうち女性職員が７人、男性職員が３人となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  まず、主要な施策の26ページですけれども、地方創生臨時交付金２億8,859万140円

の成果を伺います。 

  それから38ページ、財政調整基金の主な支出について伺います。 

  46ページ、職員健康診断結果、会計年度任用職員の健康診断料４人分の理由を伺います。 

  それから、47ページ、職員研修事業負担金と人数と参加先を伺います。 

  それから、行政バスの運行事業については結構です。 
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  そして、決算書の349、350ページで、行政財産の土地、公園186平米、普通財産山林759平米の増

の理由を伺います。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  石橋副課長。 

〇石橋正仁総務課庶務・人事担当副課長  それでは、私のほうからは、職員健康診断結果、会計年度

任用職員の健康診断料４人分の理由について、まずはお答えさせていただきます。 

  職員の健康診断結果については、こちら会計年度任用職員も含んでおります。 

  まず、結果として、Ａの異常なしが2.72％、Ｂの僅かな異常が6.80％、Ｃの経過観察が31.29％、

Ｄの精密検査・要治療が38.10％、Ｅの治療継続が21.09％になります。また、会計年度任用職員の

健康診断料４人分については、令和５年度中に採用する会計年度任用職員の健康診断となっており

ます。 

  続きまして、職員研修事業負担金、人数、参加先ということでございますが、こちら、まずは刈

払機の作業従事者安全衛生教育講習会ということで、刈払機の講習会に11人、こちらが11万円相当、

あとは、もう一点、埼玉県町村会主催の中堅職員視察研修会、こちらに１名参加いたしまして、こ

ちらが２万9,000円ということで、合計がその金額となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  それでは、私から、地方創生臨時交付金の関係につきまして

お答えいたします。 

  地方創生臨時交付金の成果につきましては、地方創生臨時交付金を活用した事業につきましては、

交付金の趣旨でありますエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を支

援するということを念頭に置き、非課税世帯への給付金をはじめとした24の事業を実施いたしまし

た。 

  事業の成果につきましては、なかなか数値ではかれない部分もございますので難しいところでは

ございますが、２度の補正予算を編成し、物価高騰の影響を受けている非課税世帯への給付や子育

て世帯への給食費の補助、子ども１人当たり8,000円の給付の実施、水道料金の４か月間の基本料金

の免除、障害者施設や介護サービス事業者への補助、農業者や小規模事業者等への各種補助金の実

施など、生活者から事業者まで各方面に幅広く支援を速やかに実施し、経済的な負担の軽減を図れ

たことが成果であったと考えております。 

  続きまして、財政調整基金につきましてお答えいたします。財政調整基金につきましては、繰入

れが２億9,000万円で積立てが２億1,300万円となりまして、繰入れが積立てを上回っている状況で

ございました。財政調整基金につきましては一般財源でございますので、これといった特定した支

出に充てるものではございませんが、基金からの繰入れが積立てを上回った主な理由としましては、
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令和４年度にはなかった企業奨励金の支出が2,757万円程度あったことや、元金償還金の増などによ

り公債費が3,670万円程度増加したことが挙げられます。 

  続きまして、行政バスについてお答えいたします。令和５年度の行政バス…… 

         〔何事か言う人あり〕 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  いいのですね、すみません、申し訳ないです。 

  行政財産の土地の増の理由につきましてお答えいたします。行政財産の土地、公園186平米の増に

つきましては、主要な施策の説明書125ページ、一番下の段の公有財産購入費、土地開発基金買戻し、

平澤地区内公園の面積でございます。普通財産山林759平米につきましては、川島地区内の山林を寄

附いただいたものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  すみません、普通財産山林759平方メートルですけれども、川島地区の山林という

のはどこになるのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  それだけでいいのですか。 

〇渋谷登美子委員  それだけでいいです。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  お答えいたします。 

  場所につきましては、志賀２区分の川島地区がございますと思うのですけれども、志賀の第１公

園があると思うのですけれども、そこから川島の自治会館、鬼鎮様のほうへ抜ける道があるところ

に小さい排水路があると思うのですけれども、そこの細い橋を渡るところの東側の土地でございま

す。こちらの土地については、花見堂東遺跡内に位置する花見堂古墳群の３号というのが残る土地

になっていまして、そこの土地を寄附したいということで、寄附を受けたものでございます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

〇渋谷登美子委員  いいです。分からなかった。 

                                              

    ◎発言の訂正 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子 守総務課財政契約担当副課長  申し訳ございません。１点、答弁の訂正のほうをお願いいた

します。 

  本委員の行政バスの３回目の答弁で、予算の不足分については「予備費で対応した」と答弁を

いたしましたが、「流用」の誤りでございます。訂正させていただきます。申し訳ございませんで

した。 
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〇犾守勝義委員長  以上で、総務課・会計課に関する部分の質疑を終結いたします。 

 入替えだけの休憩で、続きまして地域支援課のほうの質疑を行います。 

         休  憩 午前１１時４０分 

                                              

         再  開 午前１１時４３分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、地域支援課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、竹内委員から質疑をどうぞ。 

〇竹内隆哲委員  すみません、ちょっと資料が今、手元になくて、まもり隊の予算があるのですけれ

ども、すみません、資料、決算書の79ページです。嵐山まもり隊支援事業34万9,672円の使途をお伺

いします。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  お答えいたします。 

  令和５年度決算額の使い道といたしましては、令和５年度に登録いただいておりました24団体の

ほとんどの団体が活動内容といたしまして公共施設における除草活動を挙げていただいております

ので、ごみ拾い等の清掃活動用具、軍手ですとかごみ袋等、そして除草作業用具、草刈り機、草刈

り機の刃、燃料としての混合ガソリン、それから鎌等を購入して支給していることが挙げられます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  竹内委員、どうぞ。 

〇竹内隆哲委員  確認になりますけれども、消耗品関係を支給されていると。その経費が約35万円と

いうことでよろしいでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  はい、そのとおりでございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員  私からは２点です。 

  まず、主要施策の48ページ、住民・税情報システム運用管理事業、この中の委託料の表中、令和

５年度標準準拠システム移行支援業務については、表中の県町村情報システム共同化事業（クラウ

ド化）に伴うものなのかどうか。その中で言っている差異分析を行われたようですけれども、それ

によって事務の変更であるとか表記の変更等があるのかお伺いします。 

  ２点目、同じく主要施策の49ページ、電子自治体推進事業、この表中、コンサルティング委託業

務、これの具体的な実績について伺います。 

  以上、２点です。 
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〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  加藤主席主査。 

〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  では、私のほうから答弁させていただきます。 

  まず、令和５年度標準準拠システム移行支援業務に関しましては、国の標準化対応に伴うシステ

ム要件のところで、委員さんご指摘のとおり、現在運用している町村情報システム共同化事業のシ

ステムを標準化対応していったときの差異分析に出している業務委託になります。 

  こちらにつきまして、続きまして差異分析で事務、表記変更等はあるかというところなのですけ

れども、当然のことながら標準準拠システム上では国が示した仕様書に基づいて実装すべきもの、

実装しないもの、実装はしているものの統一しなければいけないもの、多岐にわたって仕様書が提

示されて、仕様書についてももう３回改訂されていて、まだ確定していない状況なのですが、その

中で差異分析も含めて、年々、毎年実施しているものになります。 

  差異分析につきましては、いろんな部分の差異分析がございますので、簡単なもので言うと、例

えば帳票の表記がそもそも統一するとやっぱり変わるものもございますし、システム要件的なもの

で言うと、分かりやすいもので言うと、例えば住基システムとかで世帯の構成員の表示の仕方、例

えば「祖父」という表示はもう使えなくなりますので、ではそれは標準準拠仕様書ではこういうふ

うに変えなければいけませんよというものが、ありとあらゆる形で提示されている状況になります。

その差異分析を全てのシステムにおいて出した委託契約がこれになります。今、原課のほうで、そ

れに基づいて業務上どういう支障があるのかとか、そういったものは継続してやっている状況にな

ります。 

  続きまして、コンサルティング委託料の具体的な実績というところでございますが、コンサルテ

ィング委託につきましては、以前にもご質問いただいている部分になりますが、引き続きアドバイ

ザリー契約ということで委託しているものになります。主な実績というよりも業務内容というとこ

ろになりますが、当然のことながら引き続き毎月の定例会を開催させていただいて、各種導入シス

テムのアドバイス、またプロポーザル等の導入支援、それから個人情報保護委員会の規定に準拠し

た外部監査、それから全職員の職員研修、そういったものを多岐にわたってやっていただいている

状況です。このコンサルティング委託を出している武城さんという方は、総務省の地域情報化アド

バイザーにも就任されておりまして、ほかの自治体は、国に申請をして来ていただいて、いろんな

こと、例えば標準化のこともそうですけれども、アドバイスをいただいているような方になります。

うちのほうは委託料をお支払いしていますので、毎月、その部分も含めていろいろなことを支援し

ていただいているというような状況になっております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員  それでは、再質問です。 
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  まず、最初のほうの、これは差異分析なのですけれども、差異分析、詳細にご説明いただきまし

たので、内容は分かりました。差異分析によって住民サービスに影響するような部分、例えば帳票

類で変わってしまうとか、あるいは送り方が変わってくるだとか、そういった影響度合いというの

は何か、今、分かっていることが、大きなものだけでも結構ですので、ありましたら教えていただ

きたいと思います。 

  それと、これに関連して、今やっているのが、情報化システム共同化事業そのものなのですけれ

ども、これの事業を今後どうやっていくのかというか、もういつ頃完成するのかとか、そういうめ

どといいますか、そういうものはどういうものなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

  ２つ目の、あとはコンサルティングなのですけれども、これもご指摘いただいたとおり、毎年聞

いているようなあれなのですけれども、毎月定例会で来ていただいている、恐らくこれが、いつ、

お話もうありましたので、同一人の方にご協力いただいているということなので、町の業務をよく

ご存じなのだと思うのですけれども、先ほどご説明いただいた中で、職員研修なども協力いただい

ていることなのですけれども、これは研修費ではなくて、このコンサルの中で具体的に職員研修に

携わっていただいているのでしょうか、この点だけお伺いします。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  加藤主席主査。 

〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、一番最初の今回標準化に当たって住民の皆さんに大きく影響を及ぼすものは何かあるのか

というご質問だと思いますが、こちらについてはそれがないように、当然、標準化対応に向けて精

査しているところではあります。ただ、当然これ標準化するに当たって、システムの中身だけでは

なくて、さっき言った差異分析によっては、今まで検索できたものができなくなってしまうですと

か、内部の事務のところに職員の負担増になる部分というのも確かにございます。ただ、逆にこれ

まで実装できていなかった標準的なものも実装できますので、そういった意味では、メリットもあ

れば当然デメリットもあるというところになります。住民側の目線で言いますと、今、文字同定と

いう作業を実施しております。例えば住基にそもそも提示されている文字フォント、それから戸籍

に同期されている文字フォント、それから、例えば今、ウィンドウズ標準で文字フォントを使って

いますが、そこの文字フォントとの差異とかというのも、ある程度国のほうで同定支援ツールとい

うものが今やっと開発されて、全ての文字について同定支援ツールで適用、比較というのですか、

そこに適用しない文字をどうするかというのを今、対応しているような状況になります。 

  あと１点、専門的になりますが、標準文字という国は言い方をしているのですが、それではなく

て、今まで町村独自に文字をつくって登録していたものというのは基本的に適用になりません。そ

ういった意味では、今まで外字という取扱いでやっていたものをどこまで標準文字のほうに吸い上
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げて、そこに適用にならなかった方に対してはどうしようかというところは１点、住民の方、うち

の町で対象になる方がいらっしゃるかは分かりませんが、唯一ちょっと懸念されるところなのかな。

ただ、前回、外字の特定の作業のツールでやったときに、たしか30文字ぐらい程度だったと思いま

すので、そこに関しては、うちの町に関しては大丈夫なのかなと思います。ただ、ちょっと政令都

市レベルの20万人以上とかそういう自治体は、その作業だけでも相当大変なのかなというふうに想

像しているところです。 

  続きまして、自治体の共同運用している今の仕組みをどうするのかというところのご質問だと思

います。現在、平成13年あたりから町村の、最初18自治体、今20自治体で共同運用しております。

今回、その自治体の先行事業として標準化対応で川島町、美里町がガバメントクラウドの環境で運

用をしているところになりますが、基本的に今ある自治体クラウドのものを標準化に移行するとい

うのが単純なイメージになります。ですので、先ほどのご質問の中にもありましたとおり、標準化

するに当たっては、相当な作業量と負担感はございますが、嵐山町につきましては、国の実証事業

で検証されている利用環境で大丈夫というような方向が一応示されていますので、そういった意味

では安心なのかなというふうに思っております。ただ、当然システム運用をするに当たっては、切

替え時に現行システムと、今度新たに切り替える標準化システムのところで並行稼働、または切替

えの作業に対しての無駄な費用、無駄という言い方はよくないのですけれども、現行の機器を入れ

替えたときに、次の機器のときには使えなくなるものもございます。うちの町としては、その部分

がちょっと今、課題なのかなというところになります。 

  最後に、コンサルティング委託のところで、職員の全員研修のところがこの委託に含まれている

のかというご質問だったと思います。こちらにつきましては含まれているものになります。全職員

研修、年１回は必ず行っているのですが、個別に、年度によっては管理職研修を行ったりですとか、

セキュリティーインシデントはございませんが、そういった兆候が多く見られるときには個別に研

修をしていただいているところになります。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  会議の途中でございますが、ここで暫時休憩といたします。 

         休  憩 午前１１時５６分 

                                              

         再  開 午後 １時２８分 

〇犾守勝義委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

    ◎発言の訂正 

〇犾守勝義委員長  まず初めに、加藤主席主査のほうから答弁の訂正を求められておりますので、許

可したいと思います。 
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〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  申し訳ありません。先ほど小林委員のご説明のときに、

町村自治体クラウドの開始年度について、私のほうは「平成13年」というふうに言ってしまったの

ですけれども、正しくは「2013年、平成25年」の誤りですので、すみません、この場で訂正させて

いただきます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

                                              

〇犾守勝義委員長  それでは、 本委員からの質疑から始めたいと思います。どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、私のほうから３点お願いしたいと思います。 

  111番、これは決算書の57ページにあります総務費、一般管理費の委託費、これ不用額が666万

5,292円ありますけれども、理由をちょっとお聞きしたいと思います。 

  これと118番、これは主要施策の62ページになります。防犯対策事業として嵐山町特殊詐欺対策電

話機の購入につきまして、これの交付件数についてお伺いしたいと思います。 

  119番、これは主要施策の70ページになりますけれども、住宅・土地統計調査事業、これで指導員

２人、調査員10人で行っておりますけれども、これの調査対象の範囲、これと世帯数についてお伺

いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  それでは、順次答弁を求めます。 

加藤主席主査。 

〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  では、私のほうから総務費、一般管理費、委託料の不

用額666万5,292円の理由についてご説明させていただきます。 

  こちらは、主たる委託料の費目のところは、住民・税情報システム運用管理事業、それから電子

自治体推進事業の委託料の執行残になります。内容といたしましては、先ほど小林委員のほうでも

若干ご説明をさせていただきましたが、基幹系システムのリプレースの時期が昨年度から訪れてお

りますが、全ての機器をリプレースするに当たって標準化対応の仕様と整合性を取って無駄のない

ような要件定義をすることが年度内に確定することができず、未執行となったものになっておりま

す。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  私のほうからは、防災・防犯対策事業につきまし

てお答えさせていただきます。 

  補助金交付実績に対する交付件数は330件であり、１人当たりの平均額が9,601円となっておりま

すので、ほぼ交付限度額が支給された形となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  片岡副課長。 
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〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  私のほうからは、住宅・土地統計調査事業につきまして

お答えいたします。 

  住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態や現住居以外の住宅

及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を５年ごとに調査し、その

現状の推移を全国及び地域別に明らかにすることで、住生活関連施策の基礎資料を得ることを目的

としています。調査区につきましては、令和２年度の国勢調査を基にいたしまして、嵐山町では30調

査区が対象となりました。 

  指導員、調査員の調査対象範囲と世帯数ですが、指導員２名のうち甲調査区を14、乙調査区を１、

もう一名の方が甲調査区を13、乙調査区を２受け持ち、調査員はそれぞれ住人の方が３調査区を受

け持ち、おおむねその世帯数は140から240ぐらいの世帯の方でございました。また、甲乙の調査区

なのですけれども、こちらも国からの抽出による指定になるものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員。 

〇 本秀二委員  それでは、111番の不用額の関係、これは節約に当たったということで理解いたしま

した。ありがとうございます。 

  それで、118番のほうなのですけれども、全部補助は使い切って、330件ということでご回答をい

ただきました。当初予算にこれはのっていたのかなと思って私は見たのですけれども、ちょっと見

当たらなかったので、補正予算でのあれかなと思いましたが、それとこの件数で、もうこれによっ

て補助を受けていた方もいらっしゃいますけれども、もともと持っている人もいるわけなので、効

果というのは、どのくらい入っていてどのくらい入っていないというのはなかなか難しいかと思う

のですけれども、この件数に対してどのように評価していらっしゃるか、それを聞きたいと思いま

す。 

  それと119番の、これは５年に１回で８月から10月に行われるということのようですけれども、ど

のようにしてこの指導員、あるいはまた調査員のほうを選任しておられるのか、その選任方法につ

いてお尋ねしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  私のほうから、電話機購入の補助金の関係の効果

につきましてお答えいたします。 

  先ほど件数330件ということでお答えしましたけれども、その効果につきましては、補助金の交付

申請期間が令和５年の７月から６年の２月末ということでありまして、この期間におきましては詐

欺被害、金融犯罪被害がなかったということで承知しております。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長  片岡副課長。 

〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  住宅・土地統計調査指導員及び調査員の確保といいます

か選出なのですけれども、指導員２名につきましては、１名の方は元職員の方、もう一名の方は町

の登録調査員の方、調査員の方10名のうち、元町の職員の方で３名お願いいたしまして、あとは町

の登録調査員の方及びそれにまだ満たなかったので、その意欲のある方につきまして探して、直接

依頼をしたものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  そうしますと、このことで被害がなかったということで、多分いろんな広報等も通

じてそういった効果もあったのかと思うのですけれども、今後について、こういった事業をさらに

続けていっていただけるとか、そういったことは考えていらっしゃらないのかお伺いしておきたい

と思います。 

  これと、土地統計調査の関係ですけれども、これには資格とか、そういう指導員とか調査士にな

る資格なり、あるいはこういう人をしなさいとかこういう人はできないとかいう、そういったもの

はあるのでしょうか、それをちょっとお伺いしておきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  安藤地域支援課長。 

〇安藤浩敬地域支援課長  お答えさせていただきます。 

  特殊詐欺防止電話につきましては、地方創生臨時交付金のほうの物価高騰ということで、警察と

相談しまして、この事業が使えるということで使わせていただきました。恐らく埼玉県内でこの事

業、地方創生臨時交付金を特殊詐欺電話に使ったのは嵐山町だけだと思っています。今後につきま

しては、この前、警察ともお話をしたのですが、振り込め詐欺の電話に関しては、いろいろマスコ

ミ等もありまして少し何とか抑止できているのですが、今スマートフォンで、ショートメールで結

構銀行の凍結とかということがあって、架空請求的なもの、こちらのほうが今多いので、電話は電

話でやりながらなのですが、スマホのショートメール対策を何とかできないかというのを、警察の

ほうもそのように考えておりますので、財源的にはそういう本当に10分の10のようなときがないと

なかなかできないのかなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  片岡副課長。 

〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  指導員の方、調査員の方の資格の要件とかの関係なので

すけれども、一応国のほうから示されておりまして、指導員の選考に当たっては、原則として民間

人であること、25歳以上の者であること、秘密の保護に関し信頼の置ける者であること、また選挙

に直接関係のない者であることというところが示されております。調査員の方の要件につきまして

も、ほぼ同じような選出の留意事項が示されているのですけれども、調査員の方については、年齢
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要件のほうは、またこちらが20歳以上の者というふうに若干緩められております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  それでは、私からは２問です。 

  51ページの広聴事業で、町政モニター効果と意見、要望は。 

  ２問目が56ページ、イラストレーター使用料の効果はということです。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

片岡副課長。 

〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  それでは、私のほうからお答えいたします。 

  まず最初に、町政モニターの効果と意見、要望につきましてなのですけれども、こちら令和５年

度の町政モニターの実施につきましては、その前年までの電子申請で登録していただいた方を対象

にした調査方法から、より多くの方から町政に関するご意見をいただきたいとの考えから、町の公

式ラインアカウントの友達登録をされた方を対象にする方法へと変更いたしました。アンケートに

つきまして、令和５年度に町の公式ホームページのリニューアルに関するものとさせていただき、

対象は調査実施時に1,492名で、回答は54名でした。ご回答いただいた年代的には、20代から60代の

幅広い年代の方にお答えいただいております。それと、この決算額３万円につきましては、ご協力

いただいた方を抽せんで30名分の地域商品券1,000円をお礼としてお渡ししたものでございます。 

  続きまして、ホームページ運用管理事業の中のイラストレーターの使用料とその効果なのですけ

れども、決算額５万2,562円ですが、このイラストレーターというソフトはグラフィックデザインソ

フトの年間の利用料でございます。その使用の効果なのですけれども、地域支援課では武蔵嵐山駅

のデジタルサイネージの掲載用のイラストの編集、それと毎月の広報紙の表紙のタイトルのデザイ

ンなどで使用しております。こちらは、編集する人間のセンスというのが必要となってくるのです

けれども、ソフト自体、出来上がったものについては視覚的にも優れたものをデザインできている

と思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  ６番の質問から再質問します。 

人数は、先ほど伺ったのだと129名の登録者がいて、アンケートの回答は44名だか四十何名だかが

答えたということでよかったのでしょうか。それで、このアンケートにお答えいただいた方を抽せ

んで30名に地域商品券を1,000円分差し上げたというお話でしたが、これは、ではアンケートのとき

に、その何というのかな、電子の中で、もしアンケートに答えた場合には抽せんで30名の方に差し

上げますよというのがうたってあって、皆さん認識の上で30名の方がいただいたということでよか

ったのでしょうか、伺いたいと思います。 
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  イラストレーターの件ですけれども、こちら私、イラストレーターさんがいるのかと思っていま

したら、ソフト、この金額、５万2,500円でソフトを購入されて、そのソフトで駅のところの何とか

サイネージと、あと広報紙にイラストとして使っているということでしたので、例えばこれは町で

は買っているのですけれども、議会だよりとかにもこのイラストレーターをお借りできるというこ

とは、いかがなものなのでしょう。これは、あくまでも町のみの使用ということで、それだけまず

確認したいと思います。 

〇犾守勝義委員長  答弁求めます。 

片岡副課長。 

〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  先ほどお伝えいたしましたアンケートの結果なのですけ

れども、すみません、対象は1,492人で、回答いただいた方は54名でございます。 

それと、地域商品券をお送りした関係なのですけれども、こちらにつきましては、アンケートの

ところに抽せんでということをうたってお知らせしているものでございます。 

  それと、先ほどのイラストレーターのソフトの関係なのですけれども、こちらは５万2,562円で購

入したものではございませんで、５万2,562円は年間の利用料でございます。なので、それを使い続

ける限り毎年発生するものでございます。ソフト自体は、最近はこういったクラウドで利用する年

間の利用料という契約が多くなっておりまして、ソフト自体を購入するというものでは、今のイラ

ストレーターではそういったものではございません。 

それと、議会だよりで使用できるかというところなのですけれども、こちらはライセンスの制度

にのっとってみますと、１つしかライセンスは持っておりませんので、地域支援課のところで使っ

てはいるのですけれども、大変申し訳ないのですけれども、議会事務局さんのほうにお貸しすると

いうことは、ライセンス上できないかなと考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  ２番目のイラストレーターのほうですけれども、ではライセンスを取らなくてはい

けないということなので、使えないのは分かりました。こちらは、駅のところのデジタルサイネー

ジのほうにいろいろと写真とか載っていたりとかするのですけれども、ではこれはイラストとか写

真とか様々なものがイラストレーターの使用の中に入っているのですか。いろんな種類が入ってい

たのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  その１点でいいですか。 

片岡副課長。 

〇片岡範行地域支援課政策創生担当副課長  使用料につきまして、デジタルサイネージのところにア

ップロードするデザインにつきまして、その編集につきましては、イラストですとか文字ですとか、

写真も多少加工はできるかと思うのですけれども、それも含めたソフトの利用料になっております。 
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  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  自主防災組織が増額しておりました。内容について伺いたいと思います。 

  次に、ＤＸの進捗状況について伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  私のほうからは、自主防災組織に関しましてお答

えさせていただきます。 

  令和５年度と令和４年度決算額を比較すると13万7,000円の増額となっております。令和４年度決

算におきましては、町内に12ある自主防災組織のうち８つの会に対して42万6,000円の支出があり、

内訳といたしましては、防災訓練の実施、防災倉庫の維持管理、会議の開催等に対する費用補助で

ある自主防災組織の活動事業の補助が７つの会に対して11万9,000円、そして初期消火資機材、救助

用資機材、訓練用資機材等に対する費用補助である自主防災組織の資機材整備事業、こちらが８つ

の会に対しまして30万7,000円支出されております。それに対しまして、令和５年度決算におきまし

ては、令和４年度と比較しまして、防災会の活動がコロナ禍明けということで若干活発化になりま

して、10の会に対しまして56万3,000円が支出されております。内訳といたしましては、先ほど申し

上げました組織の活動事業の補助が10の会に対しまして18万8,000円、それから資機材整備事業が９

つの会に対して37万5,000円の支出となっているところでございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  加藤主席主査。 

〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  それでは、私のほうから電子自治体推進事業、ＤＸの

進捗状況についてお答えさせていただきます。 

  ＤＸの進捗状況は、町全体を捉えた形になりますと、国の計画に定められている重点取組事項に

ついて重点的に取り組んでいる状況です。特にシステムの標準化対応、それからマイナンバーカー

ドの普及、利用促進、それとセキュリティー対策の徹底、この３点については重点的に取り組んで

いるところであります。電子自治体推進事業の決算額の中に、特に費用のかかっている部分につい

てはございませんが、例えばマイナンバーカードの利用普及促進というところで、国のほうから示

されている、特に国民の利便性に資する手続の子育て、介護、転入転出関係の31手続中21町村が実

施する手続については、全て令和５年度中にオンライン手続の整備を完了しているところでござい

ます。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  自主防災組織なのですけれども、令和４年は12のうちの８つ、そして５年は12のう

ちの10に交付したのだということでよろしいわけですよね。まだ交付していないところは、ちょっ



- 51 - 

と体制というか資機材も弱いのかなという心配をするのですけれども、そういう要求がないのだか

ら仕方ないといえば仕方ないのですけれども、でも住んでいる人はそうもいかないというか、そう

は思わないと思いますので、その辺の指導とかというのは何かしないのか、やっぱり待っているだ

けなのか、伺いたいと思います。 

  ＤＸなのですけれども、そうですか、国の標準的なものでやっているということで。ＤＸと私混

同しているのかもしれませんけれども、町内のペーパーから電子のほうに移すというのはどのくら

いできているのだろうかと思いました。議会でもタブレット化というのを一時研究したことあるの

ですけれども、やっぱりそっちの方向……意見言ってしまっている。 

では、町のほうがそっち方面のＤＸはどの程度進めているのかをちょっと伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  加藤主席主査。 

〇加藤憲史地域支援課政策創生担当主席主査  私のほうで、ちょっとお答えになるか分かりませんが、

例えばそのＤＸという概念的な、抽象的な表現になっておりますが、やはり町民の利便性の向上、

それからこれから2040年問題とか言われている中で、人も減り、働く職員も減っていく中で、いか

に既存の業務を縮小せずに、新しいデジタル技術を活用して革新的に業務改善を行うものというよ

うな定義と捉えております。その中で、今、川口委員がおっしゃられたようなペーパーレス化的な

ものも当然入っているものであります。ただ、ペーパーレス化についてはＤＸの分類に入るとは思

うのですけれども、そもそもデジタル化という概念でいうと、デジタル技術を導入するだけという

観点になりますので、ペーパーレス化することによって、ちょっと概念的なご説明で申し訳ありま

せんが、町民にとって利便性が本当に革新的に上がるのか、または今後縮小していく職員体制で、

住民のサービスを低下させないでそのデジタル技術を活用するものが費用対効果も含めてあるのか

というところが導入の核になっていくのかなというふうに考えております。国のほうは、当然いろ

んな、例えば最近でいうと電子契約ですとか文書管理システム、それからテレワークの推進ですと

か、防災のほうでいえば、被災者支援システムの共同化的なものだとか、様々なデジタル技術が今

進んで出てきていますが、果たしてそれが嵐山町の規模に当てはめた場合に、優先して先ほど言っ

た趣旨に対して取り組んでいくべきものかというのは、ちょっと見定めが必要なのかなというふう

に捉えております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  安藤地域支援課長。 

〇安藤浩敬地域支援課長  お答えさせていただきます。私、防災会の関係でお話をさせていただきま

す。 

  防災会につきましては、まず町の自治会は35自治会がありまして、そのうち12でいろいろ、七郷

で１個になったりとか、大根将で１つになって防災会をつくってございます。今、町の補助金を活

用、例えば昨年度、この２年活用しているのは、遠山の防災会と鎌形の防災会で、大字が単独の防
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災会でして、みんなぜひどうですかというお話は毎年するのですが、会計が自治会と一緒ですから、

大字ですので。自治会の中でやるし、町のコミュニティ事業の中でやるから、あえて防災会の補助

ではなく、そちらの事業でやるから大丈夫だと。あと、どっちかというと農村部ですので、皆さん

発電機だとか資機材は持っていまして、無理に買わなくてもとか、去年とかおととし、鎌形で防災

訓練をやったのですが、そのときの費用も町のを使わずに自治会のを使ったり、コミュニティ使う

のでという形ですので、活動はしていると思いますが、単独の地区なので、地区の費用でやれてし

まうというのがあるのかなと考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  まず、主要な施策の21ページの小川地区更生保護サポートセンター、これは使用

料の算出基準をお伺いいたします。何回くらい、月に２回くらいやっているみたいな感じは書いて

ありましたけれども、分からない。 

  それから、56ページ、男女共同参画推進事業２万4,000円、具体的な事業を伺います。 

  それから、60ページです。交通指導員の高齢化が問題になっていますけれども、実際に年代構成

としてはどのような形になっているのか伺いたいと思います。 

  それから、61ページです。部落解放同盟嵐山支部の具体的な活動状況を伺います。 

  それと、先ほどの62ページの嵐山町特殊詐欺対策電話機購入補助金316万8,483円なのですが、こ

れが臨時、本当にこれそうなのですかと思って今見ていたのですが、地方創生臨時交付金でやられ

たということですよね。でも、私、午前中に総務のほうでこの内容をというふうに聞いているので

す。でも、それは一切出てこなかったです。そして、318万円ぐらいだったらやはりかなりの金額に

なって、また全然別の人たちの、対策としては項目がちょっと違うので、こういうふうな形でやる

のは、嵐山町だけだったら確かにそうだろうなと思うのですけれども、その点についてどういうふ

うな基準でそれが出せたのか伺いたいと思います。 

  それとあと、令和４年はものすごい金額でしたよね、詐欺被害。それと、令和５年は全くなくな

ったということなので、そうすると単純に電話機の効果なのか、これを購入し皆さんに補助を出し

ますよというふうな広報の効果なのか、どちらであるのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  私のほうから順に、まずサポートセンター使用料

の算出基準についてお答えいたします。 

  サポートセンターにつきましては、令和２年３月４日に行政財産、土地建物の使用について小川

地区保護司会に許可しております。まず、土地につきましてですけれども、埼玉県の所有地であり、



- 53 - 

建物の床面積82.11平米のうち45.86平米、割合にいたしまして55.8％を占用するということで、県

の算出貸付料の年額14万8,332円に対し55.8％ということで、まず８万2,769円が算出されます。次

に、建物につきまして建物評価額、これが昭和26年４月21日築の木造の事務所ということで、136万

151円の55.8％ということで、75万8,964円が求められます。それに対しまして、建物の貸付料率に

つきましては、嵐山町行政財産の使用料に関する条例に基づきまして、建物の一部を使用させる場

合は、月額として当該建物の適正な価格に1,000分の６を乗じた額ということで、先ほど申し上げま

した75万8,964円掛けることの1,000分の６、その上で年額ということになりますので、掛けること

の12か月ということで５万4,645円が算出されます。土地建物の合計ということで８万2,769円足す

ことの５万4,645円となりまして、13万7,414円が年額使用料となっております。 

  続きまして、男女共同参画推進事業２万4,000円の具体的事業についてご説明いたします。２万

4,000円の事業内容といたしましては、令和５年11月21日に開催されました第１回嵐山町男女共同参

画審議会における委員報酬、委員10名中７名出席の中で４名に報酬をお支払いしているのが２万円、

費用弁償が４名に対しまして4,000円ということで、合計２万4,000円となっております。審議会の

場では、第４次嵐山町男女共同参画プランに掲げられた各施策目標値に対する実績の検証を行って

おります。 

  続きまして、交通指導員の高齢化、年代構成についてお答えいたします。令和５年度における交

通指導員は、行事開催時に立哨をいただく指導員が４名、通学見守り、菅谷小２か所、七郷小３か

所、志賀小１か所に係る立哨をいただく指導員の方が６名の計10名ということになっておりますけ

れども、行事開催に係る４名、こちらにつきましては、70代の方が３名、80代の方が１名として、

平均年齢が令和５年度時点で76歳となっております。もう一方の通学見守りに係る６名、60代が１

名、70代が５名ということで、平均年齢が令和５年度時点で71歳となっております。 

  続きまして、部落解放同盟嵐山支部の具体的な活動状況についてお答えいたします。令和５年度

の活動状況といたしましては、部落解放同盟埼玉県連合会、それから比企郡市協議会に関する出張、

会議、イベント等への参加状況として、令和５年の４月に３回、５月に５回、６月に３回、７月に

２回、８月に５回、10月７回、11月２回、年が明けまして３月に４回、計31回で延べ64人が参加し

ております。その他、人権啓発活動といたしまして、11月の嵐山まつり、人権フェスティバル、そ

れから２月のふれあい祭り、３月のみなくるフェスタに向けました具体発表に向けまして、ふれあ

い講座における歌謡健康体操教室、１回２時間程度でございますけれども、そちらの活動が支部の

方と支部の方以外を含めまして、４月に１回、６月に３回、７月に３回、８月に２回、９月に２回、

10月に５回、11月に２回、12月にも２回、１月２回、３月４回として計29回ございました。令和５

年度の補助金といたしまして、団体に対しまして40万円を概算払いしておりましたけれども、活動

実績に基づきまして精算を行いまして、７万1,800円を返還いただいたところです。 

〇犾守勝義委員長  安藤地域支援課長。 
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〇安藤浩敬地域支援課長  私より特殊詐欺の電話につきましてお答えさせていただきます。 

  先ほど私も総務課の審査をモニターで見ておりました。たしか総務課副課長が24事業該当したと

言ったというふうに私は聞こえています。ですから、その24事業の中の一つがこの特殊詐欺の電話

でというふうにご理解をいただきたいと思います。 

まず、この事業ができたのかということに関しましては、たしか昨年の４月に臨時交付金があり

ますよと。物価高騰だよという形で始まったときに、恐らく埼玉県全ての市町村に、埼玉県警から

この特殊詐欺の電話が対象になるからやってくださいというふうに、全市町村に通知が来たはずで

す。嵐山町も通知をいただきました。その通知をいただいて、小川警察と相談して、できるという

ことでしたので、６月の補正予算にもう緊急で盛り込んで行ったというものでございます。先ほど

お話ししたとおり、事業を行っている最中は嵐山町は被害はなかったのですが、今年の５月から被

害がやっぱり始まってしまいまして、５、６の２か月で５件です。ただし、先ほど申し上げました

とおり、架空請求詐欺がそのうち３件で、去年まではほぼ全て電話がかかってきて取ってしまう詐

欺に引っかかったのですが、今はスマホのショートメールをクリックして多分引っかかってしまう

というのが、そちらのほうの流れが大きいということで、警察のほうもちょっとシフトというので

すか、電話は大分録音したりとか対処態勢が取れてきたので少しは減ってきたけれども、その分シ

ョートメールを使った架空請求詐欺が来ていると。確かに私もスマートフォンを見ると来ているな

と、ショートメールに来ているのは分かりますので、あそこが今何とか止めたいというような話を

してございます。結果的に昨年の３月が一番最後で、そこから１年４か月は何とか被害ゼロでいっ

たのですが、また今年の５月、６月と被害が発生してしまいましたので、なかなかやってもやって

も難しいなというのが正直なところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  すみません、私、小川地区更生保護サポートセンター、嵐山パトロールの場所で

すよね。こういうものでさえも、やっぱり使用料というのを嵐山町がいただくべきものなのかとい

うのをすごく考えていて、算出基準があるので、これは適切な金額というふうに考えてよろしいの

でしょうか。それ１点。 

  それから、男女共同参画推進事業なのですが、これは年に１回やっただけなのですよね。具体的

にどういうふうな評価になったのか伺いたいと思います。 

  そしてその次、交通指導員の高齢化についてはもう仕方がなくて、部落解放同盟の具体的な活動

というのはずっと分かったのですが、それに対して全て費用弁償を出したということで考えていい

のですか。１回幾らとか、今までとちょっと感じが違うのかなと思って聞いていたのですけれども、

以前ですと、私が情報公開請求しているときは、まず最初に部落解放同盟の埼玉県支部に負担金を

出します。そのほかに雑誌を購入しています。雑誌と新聞のお金という形で負担金を出していたの
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ですけれども、今回は、毎回毎回、日当という形で出しているということですか。今、聞いていて、

活動状況というのはそういうことになって、では行くということが活動状況になっているというふ

うに考えていいのかなと思いましたので。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  安藤地域支援課長。 

〇安藤浩敬地域支援課長  私より小川地区更生保護サポートセンターにつきましてお答えさせていた

だきます。 

  こちらに関しましては、令和２年度から建物の一部をお貸ししているという形、もともとあそこ

は駐在所の用地になっていまして、パトロールで使っている部分と、もう実際使っていない部分と

いうのがございましたので、そのとき福祉課より、この小川管内で保護司の方々が集う場所を探し

ているということで、多分全て小川所管内を探したのかなと思っています。その中でパトロールセ

ンターの一角が、ちょっと建物は古いですけれども、空いているということで、うまく内鍵をかけ

て出入りできないように、トイレは共用にしましょうということで、あれば使えるということで、

令和２年度から使いたいということで申入れがございました。費用に関しましても、もう部屋を貸

してしまうという、区分的にしっかり分けて、その都度ではなくてもうお貸ししていると。私たち

は鍵も当然持っていませんから、入りもできないという形になりまして、当然使用料もお支払いし

ますということで、適切な使用料をこちらで計算をして毎年やらせていただいております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  すみません、私のほうから男女共同参画につきま

してお答えいたします。 

  評価ということでございますけれども、５年度に関しましてはその１回のみ、審議会ということ

で、その際に、先ほども申し上げましたけれども、施策の目標値に対する実績の検証ということで

ございますので、例えば目標というか出た意見といたしましては、令和４年度にＦ１会議というの

を実施したわけなのですけれども、出された意見は町の施策に生かされたかとか、そういった意見

が出て、関係各課で情報共有したいとかという形でその委員さんのほうにはご説明している。それ

から、パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度における自治体間連携の状況についてですと

か様々な意見が出てきたわけなのですけれども、それに対する回答を委員の方々にご説明している

というのが状況になっております。 

  続きまして、部落解放同盟の活動につきましてですけれども、委員さんおっしゃるとおり、解放

同盟の県連の会議ですとか、そういった活動に出ていただいて日当をお支払いしているというのは、

今も変わらずということでなっております。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  すみません、この頃情報公開請求していないものですから分からないのですけれ

ども、部落解放同盟の嵐山支部に行って、１回、日当として幾ら部落解放同盟から請求があるのか

というか求められているのか。それから、会議とかに行きますと旅費もみんな支払いますよね。そ

れも全部支払っていて、そしてなおかつ雑誌のお金、新聞のお金、部落解放同盟埼玉県支部、埼玉

部落解放同盟か、どっちか覚えていないのですけれども、それの負担金も上納金、私は上納金と言

うのですけれども、負担金は２種類払っていたと思うのですが、それも一緒に支払っているという

ことなのでしょうか。１回に、あの当時だと2,000円か3,000円支出、行くたびに支払っていたと思

うのですが、そういうふうな形であるということでしょうか、伺います。 

〇犾守勝義委員長  千野副課長。 

〇千野政昭地域支援課人権・安全安心担当副課長  お答えいたします。 

  １回ごとに2,200円という形でお支払いしていまして、それが日当に当たりまして、そのほか実費

で交通費が旅費という形でお支払いしています。会議に出ていただいて、例えばお昼をまたいでも

昼食代は出ませんので、仮に昼食を取っていただくのもその中からお願いしているという形になっ

ております。 

それから、負担金につきましてですけれども、埼玉県連合会のほうと、あとは郡協のほうにも負

担金をお支払いしていますので、２種類というのがそちらのほうの負担金になろうかと思います。 

それから、書籍に関しましても、資料、あとは新聞等に対しましても需用費といった形で支出し

ております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  以上で地域支援課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩をいたします。 

         休  憩 午後 ２時１１分 

                                              

         再  開 午後 ２時１３分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、町民課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、橋本委員から質疑をどうぞ。 

〇橋本 将委員  それでは、質問いたします。 

  主要施策23ページ、戸籍住民基本台帳手数料、住民票写し及び印鑑登録証明書のコンビニ交付の

件数は2,839件で約23％、窓口の負担は減ったか、デメリットはあるか質問いたします。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  柳澤副課長。 
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〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  それでは、コンビニ交付により窓口の負担が減ったかとい

うことと、デメリットについてお答えいたします。 

  町民課窓口での住民票、印鑑証明書発行件数は、令和５年度では、住民票が窓口で5,837件、コン

ビニ交付1,726件と全体の2.2割、印鑑証明書が窓口で3,714件、コンビニ交付1,113件と全体の2.3割

でありまして、町民課窓口の発行件数は減少しております。また、コンビニで発行する時間帯も朝

６時半から夜11時まで取ることができますので、コンビニ交付の効果はあったと考えております。

ただ、マイナンバーカードが普及いたしますと、それに関係する事務、例えばカードの申請、交付、

紛失による再発行、カードを交付してもう５年がたつ方のカードの更新、暗証番号を忘れた方の再

設定などのマイナンバーカード関連の様々な事務が増加しております。町民課窓口全体から見ます

と、職員の窓口を含めた業務の負担は、減少したとは一概には言えないと思います。 

  コンビニ交付のデメリットにつきましては、金銭的な面から見ますと、地方公共団体情報システ

ム機構（Ｊ─ＬＩＳ）への毎年の負担金が69万963円、また手数料が１通当たり117円、システム機

構のほうに支払わなければなりません。また、マイナンバーカードがあっても暗証番号が分からな

いと交付ができません。暗証番号により個人情報が守られているという利点もございますが、コン

ビニ設置のマルチコピー機への入力の際に、暗証番号を３回間違って入力してしまうとロックがか

かってしまいますので、解除するには、お手数でも町民課の窓口のほうへ来て再設定の必要がある

という手続がありますので、それらがデメリットかと考えております。 

  以上となります。 

〇犾守勝義委員長  橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員  再質問いたします。 

  手数料についてですけれども、１件当たり117円ということで、仮に80％ぐらいの人が全てコンビ

ニで交付をすると、ざっくり140万円はちょっと間違えたかな、100万超えてくるのですけれども、

それは人件費と考えれば、比べればいいのか、町民の利便性を考えた上でどんどん推進していった

ほうがいいのかということと、あと嵐山町で利用できるコンビニの数と、近隣の市町村と比べて大

体23％の利用率は多いか少ないか。これの意図は、人口とコンビニの数が利用率に影響があるかと

いうことをちょっと聞きたいと思っています。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  コンビニ交付の件になりますと、１件につき117円手数料を

支払わなければならないということですけれども、窓口の分散化ということで、今、住民票と印鑑

証明発行以外でも様々な、先ほど話したマイナンバーとか、あとは窓口の転出入の件もあるのです

けれども、そのような事務に集中できますので、窓口を分散化してほしいということでコンビニ交

付を進めてまいっているところです。嵐山町は、今のところ８割の方がマイナンバーカードを持っ
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ておりますので。 

  コンビニの数なのですけれども、４件、ファミリーマートでもセブンイレブンでもローソン、ミ

ニストップでもどこでも大丈夫ですので、それで一概に町内のコンビニではなくても、全国どこで

も、遠いところで取っている方もいらっしゃいますので、その点は町民の人にとっては利便性が高

いと考えております。若い方とは一概に言えませんけれども、本当に去年に比べてまた今年も利用

率が増えておりますので、その辺は皆さん使用して利用しやすいのかなと考えております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、私のほうからは１点で、121番で、決算書の121ページ、それと主要施策

の82ページですか、これで健康診査の受診状況ですけれども、対象は何人で何％の方が受診されて

いるか教えていただけますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長  お答えいたします。 

  健康診査の受診率ですが、令和５年度は23.9％、受診者数は681人となっておりまして、コロナ禍、

令和２年度は22.6％で、コロナ前の令和元年度と比較しますと、元年度が30.9％でしたので７％ほ

どダウンしている状況ですが、コロナ禍の22.6％から比較しますと、少しずつではありますが受診

者数も増えているという状況になってございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  本委員。 

〇 本秀二委員  これまでと違ったような対策を何かしたかというのはありますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長  お答えいたします。 

  今現在、後期高齢のほうに関しましては、最初の受診勧奨だけで、２回目以降というのは行って

いないのですけれども、やはり県のほうのデータヘルス計画等にもうたっているのですが、次第に

未受診者勧奨等もほかの市町村がやっておりますので、そういった指導のほうがだんだん来るよう

にはなってくるとは思いますので、そうすれば、ちょっと今は限られた人数でやってございますの

で、検討はしていくような形になっていくと思っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  一般質問でもさせていただいたのですけれども、コロナで急に下がっておりますの

で、早く回復させていただくような対策をしていただきたいと思います。 

終わります。 
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〇犾守勝義委員長  続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  １点につきまして質問させていただきます。 

  転入転出ワンストップ申請の効果はということでお尋ねいたします。 

〇犾守勝義委員長  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  転出転入ワンストップ申請の効果についてお答えいたしま

す。 

  転出のときに役所の窓口に行かないで、マイナンバーカードでご自分のスマホやパソコンを利用

してマイナポータルにて住民異動の手続を行った件数は、令和５年度は転入が35件、転出が42件ご

ざいました。転出転入される住民の方々につきましては、転出先の役所へ行かずに、転入先の役所

へ行くだけで異動の手続が可能になりましたので、時間も短縮され、利便性が図られたと考えてお

ります。 

  以上となります。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  だいぶ職員の手を煩わせなくて済んだかなと思うのですが、令和４年、これ2023年

の２月からできるようになったのかなと思うので、丸々１年、令和５年はやってきたと思うのです

けれども、令和４年と比べて、窓口申請がこの数ぐらい減ったのか、効果を、その辺の比率がどう

だったのかお伺いします。 

〇犾守勝義委員長  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  では、比率につきましてお答えいたします。 

  令和５年度は、ワンストップで転入した人は全体の５％で、転出は全体のまだ８％ということで、

少ない件数かなと考え、まだこれからというふうな感じではございます。ただ、職員の負担に関し

ましては、現在、住民移動の手続が町民課窓口で、今までどおり普通に転出とか転入で来られる方

もありまして、アナログとかデジタル混在型事務というのですか、いろいろなパターン、マイナン

バーカードありなしに関しても様々な事務処理パターンが増えまして、それに対して職員、会計年

度職員もそうなのですけれども、間違いなく処理しなければならないという新たな負担は増えたか

と考えております。 

  以上となります。 

〇犾守勝義委員長  畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員  このマイナポータルで転入転出ができますよという周知につきましては、どのよう

にされたのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  この制度が始まるときに、一度、広報で周知いたしまして、

その後は、窓口で案内とかはしているのですけれども、確かに利用の割合は少ないので、これから
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ホームページとかで周知をしていきたいと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  主要な施策の29ページですけれども、中長期在留者住居地届出事務交付金が32万

3,000円で、人件費が32万2,000円プラス1,000円というふうになっていたと思うのですが、この人件

費というふうなものの考え方を、基準は職員の事務に対しての金額だと思うのですけれども、どう

いうふうな形でこの基準が算出されているのか伺いたいと思います。 

  それから、159ページの受託事業収入、後期高齢者健康診査事業収入642万8,226円と、一体的実施

受託事業収入760万841円なのですけれども、この内訳といいますか、これは具体的に受診された方

からいただいているのがこちらに入ってくるということなのか、伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  中長期在留者居住地届出など事務交付金の算出の基礎につ

いてお答えいたします。 

  算出方法につきましては、年に１度、外国人に関する事務処理件数を実績調査票として国へ提出

しており、その数値から国が交付金を決定しております。令和５年度につきましては、前年度の外

国人の居住地届出事務、証明書の更新事務など18項目の事務処理時間を計算いたしまして、１時間

当たりの単価は2,568円を掛け合わせ、また過去５年間の外国人の人数の平均の伸び率、推計件数な

ども鑑みまして、人件費32万2,000円、物件費1,000円、合計32万3,000円を法務大臣から通知を受け

て交付されているものとなります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長  お答えいたします。 

  まず、受託事業収入の件ですけれども、後期高齢者医療の健康診査事業の今年度分の事業費と前

年度分の追加分の交付分となっておりますので、令和５年度の健康診査の業務委託料として641万

502円、前年度の令和４年度の追加分としまして１万7,724円となっております。先ほど委員さんか

ら質問のありました受益者負担分は、こちらには入ってございません。 

  続きまして、一体的実施等の受託事業収入の768万841円の内訳でございますが、一体的事業を行

って企画調整をする担当専門職の費用としまして638万円、地域を担当する医療専門職の費用としま

して123万4,439円、その他、郵便料とか消耗品等で６万6,402円、合計768万841円となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  中長期在留者住居資格届出書、それは国全体の中長期の在留者の人数を全部合わ

せて、その中から比率として嵐山町分が出てくるということにして考えるというふうに考えていい
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のでしょうか。 

  それともう一つ、受託事業収入なのですけれども、諸収入になっていますので、諸収入は埼玉県

の後期高齢者医療広域連合のほうから諸収入として入ってくるというふうに考えていいのでしょう

か。 

〇犾守勝義委員長  柳澤副課長。 

〇柳澤純子町民課戸籍・住民担当副課長  では、お答えいたします。 

  多分、全国の、全体の外国人の比率で計算されているかと思います。嵐山町としては年に一度、

外国人の事務処理の件数と人数を報告して、法務省のほうに提出した実績調査票があるのですけれ

ども、それを国のほうで計算してこの金額のほうが交付されておりますから、全体の人数を見て考

えているものと思います。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長  お答えいたします。 

  委員さんのおっしゃるとおり埼玉県から入ってくるものでございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  以上で町民課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

         休  憩 午後 ２時３０分 

                                              

         再  開 午後 ２時４０分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、福祉課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、宮本委員から質疑をどうぞ。 

〇宮本大裕委員  よろしくお願いいたします。私からは、決算書125ページ、説明書85ページ、地域子

育て支援拠点運営事業についてお伺いします。 

  拠点となる場所と事業の内容についてお伺いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、この事業に該当する施設でございますが、武蔵嵐山駅に併設しております嵐山町子育てス

テーション嵐丸ひろばがこの事業の対象施設となっております。この施設は、児童福祉法第６条の

３第６項に基づきまして、市町村が実施する事業として平成27年４月に開所した施設でございます。
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実施の内容といたしましては、子育てに関する相談窓口や子育て世帯間の交流の場を提供しており

まして、またお誕生日会やわくわくタイムといった、その日のお子さんの月齢に合わせたレク等も

実施しているところであります。火曜日から土曜日の週５日間開所しておりまして、午前10時から

午後４時までやっております。利用対象者は、未就学児の児童とその保護者で、町内の方は無料で

利用できるような状況になっております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  宮本委員、どうぞ。 

〇宮本大裕委員  この嵐丸ひろば、私もこれ知ってはいましたけれども、質問させていただきました。

今後こういった拠点というものを増やしていくとか、そういった考えというのはあるのかお伺いし

たいと思いますけれども。 

〇犾守勝義委員長  決算審査なので…… 

〇宮本大裕委員  では、別の質問で。 

〇犾守勝義委員長  はい。 

〇宮本大裕委員  ここに社協会の委託料ということで830万4,000円ありますけれども、この中に職員

の手当とかそういったものは含まれているのか、何人に対してどのぐらい出ているのか、ちょっと

それだけを教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  お答えいたします。 

  まず、この委託料なのですが、平成27年から開始をしている中で、当初は社会福祉協議会のほう

に委託というところで委託料だったのですけれども、令和３年４月から指定管理制度を導入いたし

ておりまして、今現在、引き続き社会福祉協議会のほうにお願いをしているのですけれども、指定

管理料という形で委託料を払っております。この委託料の中で社会福祉協議会のほうで人件費を支

出し、またセンター自体の消耗品であったり備品であったり、そういう光熱水費も含めて全てこの

委託料の中で運営費として運用していただいているというふうになっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員  それでは、質問いたします。 

  決算書125ページ、ひとり親家庭等医療費給付金事業、令和３年、４年、５年度、ひとり親世帯数

と医療費の推移は。あと、書いていませんけれども、事業内容もお願いします。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、ひとり親家庭医療費の受給者数と医療費の推移と、

あと内容についてお答えさせていただきます。 
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  令和３年から実績についてお話をさせていただければと思います。まず、令和３年度につきまし

ては、受給者数が130人、そのうち新規が11人、逆に資格を喪失した人が17人、金額につきましては

456万2,966円になります。令和４年度でございます。受給者数が123人、新規の方が９名、資格喪失

の方が13名になります。金額のほうが427万7,139円になります。令和５年度になります。受給者の

方が114人、うち新規の方が８人、資格喪失の方が15人になります。473万8,212円という決算額にな

ります。 

  この医療費の受給の内容なのですけれども、基本的にはひとり親家庭ですので、離婚なり、保護

者の片方の方が死亡するなりして、県の児童扶養手当に該当する方がこのひとり親家庭の医療費の

該当にもなるような形になっておりまして、医療費につきましては、こども医療と同じような形で、

通院、入院等の助成が、保険診療分の助成が受けられる形なのですけれども、現在、令和５年度に

つきましては、実際にはひとり親家庭のお子様についてはこども医療費のほうで対応しておりまし

て、あくまでもひとり親家庭のこの医療費の部分については、ひとり親家庭の保護者の方が病院に

かかった分の医療費を助成しているという形になっております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員  質問します。 

  主要施策のほうの85ページの19番、ひとり親家庭等医療費給付金のところで、登録者が139になっ

ているのですけれども、先ほどの回答だと世帯数が114、この差は何なのか、ちょっと説明してもら

いたいのと、例年プラス・マイナスがあるので、単純に世帯数が減っただけなのか、あと審査とか

もあるようなので、審査基準どうなっているのか、プッシュ型なのか申請型なのか、ご答弁お願い

します。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  まず、登録者数の相違についてお答えさせていただきます。 

  主要施策で登録してある139名というのは、確かに登録者数なのですけれども、その中で、所得制

限等が関係して、実際には児童扶養手当が一時的に停止されている方がいらっしゃいます。そうい

ったところは抜いて、実際に医療費を受給したところが114人という形になります。金額、医療費の

ほうが増額になっているのですけれども、その審査というところは特にあれなのですけれども、基

本的にはこども医療費と同じで償還払い、埼玉県内の医療機関であれば、かかれば、基本的にはお

金を払わずに受診することができるというような形になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長  今の現物の関係ですけれども、令和５年の１月から県内全域で現物給付が開始
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されていますので、その分で拾い上げる医療費が、今までは償還払いで請求していただいて払って

いたので、そこをしなくても、かかれば、そのまま吸い上げてくるということがありますので、そ

ういった意味では増というところは見込まれると思います。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、２点質問させていただきます。 

  117番で、決算書の103ページにあります民生費、社会福祉費、扶助費、これの不用額の理由を教

えていただきたいと思います。 

  ２点目は、120番、主要施策の72ページ、障害者福祉施設等支援事業、負担金補助金及び交付金で、

生活ホーム事業費、１人90万360円、これの事業内容を教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  まず、扶助費の不用額の理由についてお答えいたします。 

  こちら扶助費の不用額のうち大部分が介護給付・訓練等給付の事業が占めております。サービス

の内容としまして、事業費の変動が少ない例えば入所サービスのようなものですとか、あるいは利

用日数に応じて変動する通所サービスのようなものがございます。今年度の不用額につきましては、

通所系のサービスの利用が想定よりも少なかったということが主な理由になっております。 

  続きまして、生活ホーム事業についての事業内容になります。こちらは、小川町にある生活ホー

ムの入居費用に関する補助でございます。日額2,460円掛ける日数になっております。利用者数は１

名になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  扶助費につきましては分かりました。ありがとうございます。 

  生活ホーム、これは１人に対する補助ということなのですね。私は、施設に対するのかなとちょ

っと思ったのですけれども、いずれにしましても、入所者は入所するお金とか食事とか、全てそう

いうものは自分で負担するようになっているとは思うのですけれども、この補助というのは、これ

はどういった内容の補助になるのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  こちらは施設の運営費、それと食事を提供する分の費用が全

体で2,460円というふうに単価が設定されておりまして、利用日数に応じて請求が上がってくるとい

うものになっております。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  それでは、主要施策の74ページ、障害者生活支援事業の中の生活サポート事業の実

施状況についてお聞かせください。 

  それから、同じく主要施策の89ページ、保育所保育事業、保育所費の中の一時預かり促進事業の
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内容についてお聞かせください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  生活サポートの実施状況についてお答えいたします。 

  令和５年度の登録者数は231人です。うち利用実人数なのですけれども、こちらは44人になってお

ります。現在、町内２事業所を含む６事業所が利用されておりまして、延べ利用時間数は1,325.5時

間になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、私のほうからは一時預かり事業についてお答えさ

せていただきます。 

  町では、未就園児を対象に、保護者の育児疲れの解消、急病や看護等に伴う一時的な保育に対す

る需要に対応するために一時お預かり事業を実施しております。令和５年度は、嵐山若草保育園で

実施しておりまして、18人の利用がございました。延べ利用回数は175回利用がございました。町で

は、園に対して保育士の２人配置というところで640万4,500円の補助金を支出いたしました。また、

町外の認定こども園にも一時預かり保育の利用につきまして６万380円を支出しているところです。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  生活サポートのほうが、登録が231人で利用者が44人ということなのですが、これは

令和４年度に比べて増減等はいかがでしょうか。それと、登録者の割には利用者が少ないのですが、

その原因についてお聞かせください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  令和４年の登録者数ですが、243人です。利用者数は、こちら

はちょっと実人数ではなくて、複数事業所を利用していた場合には、Ａ事業所、Ｂ事業所を利用し

ていた場合には２人としてカウントしてしまうのですけれども、55人になります。延べ利用時間数

のほうが1,333時間になっております。 

  登録者数と利用者数の部分の乖離なのですけれども、嵐山町というのは、ご存じのとおり結構自

動車で移動される方が多かったりということもございますので、生活サポート、登録だけして使っ

ていない、家族の方で送迎して済んでしまうということもあって、ただ安心のために登録しておく

という方も一定数いらっしゃるようです。そのような理由で乖離が生じているのではないかと考え

ております。 

〇犾守勝義委員長  令和４年度と比べてという話はなかったですか。 



- 66 - 

         〔何事か言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長  今ので大丈夫かな。 

藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  では、ごめんなさい。そういう理由も当然あろうかと思うのですけれども、もう一

つ、実際の事業者が少ないという、その町内事業者が少ないということもあろうかと思うのですけ

れども、町内事業者の方がどのくらいこの中で、令和５年度でいいのですけれども、実際にサービ

スを提供しているのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  令和５年度の実績で申し上げますと、６事業所のうち２事業

所が町内なのですけれども、町内の事業所さんの利用時間数が450時間ほどになっております。一番

大きいのが滑川町の事業所さんになりまして、こちらが758時間というような実績になっておりま

す。 

〇犾守勝義委員長  太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長  今、副課長のほうで答弁いたしましたが、町内の２事業所に関しましては、比

較的利用の状況が増えていまして、今、５年度のお話を差し上げましたが、４年度の同じ２事業所

でいきますと、359時間、356時間ぐらいなので、それに比べても大分延びてきております。したが

いまして、藤野委員のおっしゃる利用の仕方という部分では、なかなか車両が通れないということ

もあるかもしれません。一つの事業所につきましては、開設当初はドライバー１人だったのですけ

れども、２人増やして３人体制でやっていただいているとか、もう一つの事業所に関しましても、

ドライバーさん含めて車両の増をしていただいたりということで、着々と、微増ではありますが、

利用者に対しての支援ができてきている状況かなと感じております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  こども医療費についてですけれども、大幅増になっております。利用について伺い

たいと思います。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、こども医療費の増額利用についてお答えさせてい

ただきます。 

  令和６年度当初予算の特別委員会のときにもご説明させていただいておりますが、主な増額要因

といたしましては、まず令和４年10月から実施された県内現物支給があります。県内の医療機関に

受診の際、窓口での支払いがなくなり、気軽にまず受診することができ、こども医療費の請求漏れ

というのがなくなってきたのが原因なのかなと考えております。 

  もう一つが、令和５年の５月から新型コロナ感染症が５類になったことによりまして、マスクの
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着用の義務がなくなったり、人の移動が多くなりコロナ感染やインフルエンザの感染の児童が非常

に多くなった、そういったところが要因であると考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  そうですか。そうすると総体的に増えているのですか。特別この年代が増えている

とか、学校で感染するから学校へ行く年齢の人が増えているとかという、そこまでの分析というか、

できているのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長、どうぞ。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  お答えさせていただきます。 

  まず、登録者数につきましては、令和５年度末で2,010人で、令和４年度と比べると114名減して

おります。登録者数は減しております。ただ、実際に給付件数につきましては２万9,170件というこ

とで、前年度と比べて4,285件増えている状況になります。当然金額も前年度と比べて1,000万近く

増額になってきております。その内訳を見ましても、ゼロ歳から６歳児のところでも前年比で、こ

れ１人当たりの給付額になるのですけれども、１人当たり6,628円増、小学１年生から中学生のとこ

ろでも１人当たり6,520円の増、高校生でも5,932円の増ということで、比較的年齢問わず上がって

きているということもありますので、そういった感染症だったり、そういったところが原因の一つ

なのかなというふうに考えております。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  そうですか。総体的に増えているわけなのですね。これはちょっと驚きです。そう

すると、インフルエンザとかコロナとおっしゃいましたけれども、感染症が多いわけなのですか。

そのほかの病気とか、けがとかというのは、そんなには今までと変わらないということでよろしい

のでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  一件一件、その病状だったりというところは、こちらでは把

握できていないので、あくまでもこの感染症も含めて、担当課としての私見という形にはなってし

まいます。ただ、昨年度につきましては、ご承知のとおりインフルエンザも夏ぐらいからもう既に

感染し始めたと。それこそ学級閉鎖だったりだとかそういった話も出ている中で、当然通常であれ

ば、冬の時期のものが夏から１年を通してそういった病気が出ていたというところでの担当課の私

見でございます。なので、根拠があってというところではないのですけれども、そういったぐらい

の分析しかできていないので申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長  太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長  今のお話でございますが、このこども医療費、ひとり親、あるいは重度もそう

なのですけれども、一部負担金の助成でありますので、いわゆるレセプトを見れるわけではないも
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のですから、領収書の中に感染症ですよとかということはうたわれないので、あくまで保険診療の

点数で、負担幾らですということなので、そういった意味では担当課として、今申し上げた感染症

が１年間を通じて平たくというか出ているので、そういった要因が強いのではないかという考えで

ございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  主要な施策の27ページで、児童虐待、ＤＶ対策総合支援事業837万円の支出につい

て伺うのですけれども、これは本当のＤＶ対策というふうな形で使われていないですよね。そこの

ところの確認です。 

  ＤＶ対策として、具体的に予算を使ったということがあるのかどうか伺いたいと思います。 

  そうすると、次が72ページ、障害者地域ふれあい事業委託料の62万4,000円の具体的な活用につい

て伺います。 

  それから、74ページ、在宅重度心身障害者手当、延べで1,763人分で881万5,000円の内訳という、

これは延べ人数で書いてあるので、具体的な人数ではどうなのかなということを伺います。 

  それから、74ページ、犯罪被害者救助センター３万円、総論的にどのように使われたか伺いたい

と思います。金融犯罪被害者の状況について、具体的な支援があったかどうかということです。 

  それから、76ページ、これは度々で申し訳ないのですけれども、電気・ガス・食料品等価格高騰

重点支援給付事業２億1,080万円の効果について、どのように考えているか伺いたいと思います。 

  それから、86ページ、発達支援等巡回訪問事業業務委託29万7,000円で、これは保育園ですよね。

保育園児での発達障害として考える園児数の把握と、園側の支援というのはどのようなことが行わ

れたのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、私のほうからは児童福祉に関する部分２か所をお

答えさせていただきます。 

  まず、児童虐待、ＤＶ対策総合支援事業についてでございます。支出の内容でございますが、市

区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業として118万7,000円となっており、主要な施策の説明書の

83ページにあります児童福祉総務事業の会計年度任用職員の報酬、期末手当に活用させていただい

ております。令和５年度は社会福祉士を会計年度として雇用させていただいておりまして、様々な

問題を抱える子育て世帯への相談やケース対応を実施いたしました。 

  もう一つが、支援対象児童等見守り強化事業として657万7,000円となっておりまして、主要な施

策説明書の86ページにあります子ども家庭支援センター運営事業、この事業に活用させていただい

ております。 

  ＤＶ対策費としての具体的な利用ということでございますが、基本的にこの補助金につきまして

は、委員さんおっしゃいますとおり児童虐待対策としての補助金のところを活用しておりまして、
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ＤＶ対策としての事業展開、またそれに対する補助金の活用というところは、令和５年の決算につ

きましては実施していない状況になります。 

  続きまして、主要な施策86ページの発達支援等巡回訪問支援事業についてお答えをさせていただ

きます。まず、この巡回訪問の内容でございますが、嵐山幼稚園及び町内の認可保育園で実施して

おりまして、各園が保育をする上で、成長の遅れ等により集団保育に不安等がある場合に専門的な

アドバイスをいただくことで児童の成長を促し、園にとって適切な保育ができる、また児童、保護

者にとっても安心した園生活が送れるように支援するものであります。巡回相談を受けた児童全て

が発達障害の疑いがあるわけではございませんが、令和５年度で20名程度の巡回をしております。

園側への支援ということでございますが、巡回訪問支援事業に限らず、園から児童に関する相談が

あった場合には保健師と一緒に対応させていただいておりまして、その中でも特に手厚い対応が必

要な場合には保育士の加配をして、それに対する補助金を園のほうに支出しているという状況であ

ります。 

  私からは以上になります。 

〇犾守勝義委員長  藤野副課長。 

〇藤野広之福祉課社会福祉担当副課長  その他の部分についてお答えをさせていただきます。 

  まず、障害者ふれあい事業についてでございます。こちら嵐山郷内の福祉作業所を利用した通所

事業になっております。現在２名の方が利用されておりまして、内職作業、それから創作活動を通

じた作業訓練を実施しております。 

  続きまして、在宅重度心身障害者手当についてお答えいたします。延べ人数1,763人ということな

のですけれども、年度内で転入転出等の増減がありますが、令和６年３月時点での受給者数が143人

になります。 

  続きまして、犯罪被害者救助センター３万円の使い道、それと金融犯罪被害の状況ということで

すけれども、こちら犯罪被害者援助センターの賛助会員として年会費３万円を負担しております。

当該センターでは令和５年度、全県ですけれども、2,940件の相談等を受理しているそうです。金融

犯罪被害の状況なのですけれども、令和５年度の確定値で、埼玉県内で1,336件、嵐山町が５件にな

っております。 

  続きまして、電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の効果等でございます。こちら物価

高騰の影響が大きい低所得者への支援として１世帯当たり３万円、その後、追加として７万円の給

付の実施をいたしました。件数としましては、３万円の給付についてですが、1,883件、金額にしま

して5,649万円になります。７万円の給付におきましては2,076件、金額にしますと１億4,532万円に

なります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 
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〇渋谷登美子委員  まず、ＤＶ対策費として、具体的にＤＶ相談とかいうふうな形で嵐山町に来てい

るのかどうか、件数としてあるのかどうか伺いたいと思うのです。それが１点です。 

  それから、あと最後の部分ですけれども、発達障害等の巡回指導、これはレッテル化するつもり

はないのですけれども、大体何かすごく年間の特別支援学級に進級されるお子さんが多いですよね。

それで、どうしてもレッテル化するような部分があるのかなと思って、その点についてどのような

指導をしていらっしゃるのか。町でというのはおかしいのですけれども、なるたけならば障害者と

か、その発達障害児というふうな形のレッテル化は避けたいなと思うのですけれども、その点につ

いてはどのようにお考えで、今回、令和５年から令和６年に当然進級しているわけですよね、入学

のとき。そういうふうな対応についてどのようになさったのか、伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長  まず、１点目のＤＶの相談でございます。今、手元に資料がございませんが、

基本的には福祉相談の中で、特にそういった助成支援というようなことがあれば対応させていただ

いております。ただし、内容によっては、本当に緊急性があれば警察に介入していただいたり、あ

るいはその後シェルターのほうに一緒に同行したりとかということもございますが、ここ二、三年、

コロナ前はあったのですけれども、コロナ以降は特にないような状況です。たしか６月の議会でし

たか、女性支援の話が出たと思うのですけれども、その中でも、特別な担当課というよりは、その

相談をされる方の状況に応じて、担当課がそれぞれいますよという中で、最終的に福祉課になるの

ですけれども、そこはなぜかというと、生活に困っている状況であれば生活保護制度を使うとか、

そういった部分もありますので、最終的に我々福祉課のほうで、社会福祉の担当のほうがいろんな

状況を聞き取って対応しているということでございます。 

  件数は、申し訳ございませんが、手元にないので、昨年度は１件あったかな、相談としては。具

体的に支援ということではないですけれども、寄り添った形の相談ということで、その後の動きの

変化があればまた対応させていただきますよというような形で、継続的に関わっているような案件

はあったかと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  それでは、私のほうから発達支援の巡回相談のところで回答

させていただきます。 

  委員さんおっしゃるとおり、そのレッテルといいますかスティグマというのですか、そういった

ところが一番やっぱり気をつけなくてはいけない部分だと思います。実際には園と保護者との間で

の話というのが保育園では実際のところだと思います。この巡回相談に挙げてもらう児童につきま

しても、基本的には園のほうから保護者さんのほうに丁寧に説明をしてもらって、了解を得てそこ

の相談のほうに挙げてもらうというところが基本的な流れだとこちらは承知しております。そうい
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った中で、その巡回相談を経て、仮に例えば医療の力が必要であったり、先を見て手帳だったり、

そういった必要性がある場合には、当然、保健師、園、児童福祉も含めまして、関係機関もいろい

ろ協議した上で保護者さんのほうに丁寧に説明をして、保護者さんの了解を得て支援に入るという

ような形を取っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  そうしたら、発達障害と見られるお子さんがいた場合には、保育士さんの加配を

するとか、そういうような形で今おっしゃられたのですけれども、それも全部、町ではなくて県と

の相談の上という形なのですか。そこら辺、予算もありますから、その点については、令和５年は

なかったのかもしれないのですけれども、どうなのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  内田副課長。 

〇内田淳也福祉課児童福祉担当副課長  保育園の加配につきましては、基本的には医師の診断書なり

意見書をもって加配をつけるような形になります。なので、必ず保護者さんの同意を得て、園のほ

うから町のほうに、保護者さんの同意を得られたので加配の申請をしますということで申し出た上

で、町のほうで内容を精査させていただいて、加配の必要があると判断して加配の認定をする形に

なります。そういったときに１人につき幾らというところで、補助金のほうを月額４万3,000円です。 

令和５年の実績としましては、障害児保育対策ということで、主要な施策の89ページのところにあ

るのですけれども、240万1,680円ということで、町のほうから園のほうに補助金のほうを出してお

ります。この内訳としては、比較的重いお子さんの方が１名、それ以外の方が３名、計４名の方に

補助金のほうを支出しているところでありまして、その金額の違いは何かといいますと、重いほう

のお子様の場合には、県の特別児童扶養手当、障害のそれを受給しているお子様は月額７万4,140円

を園のほうに支出しております。その手当の該当にはならないけれども、医師の診断書等によって

そういった加配が適切であると医師が判断したお子様につきましては、月額４万3,200円の加算をつ

けて加配をしていただいているということになります。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  以上で福祉課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩をいたします。 

         休  憩 午後 ３時２０分 

                                              

         再  開 午後 ３時２２分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、健康いきいき課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、 本委員から質疑をどうぞ。 
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〇 本秀二委員  私から１点お願いいたします。 

  これは123番で、主要施策の91ページ、健康推進員運営事業委託料で活き活きふれあいプラザやす

らぎ・トレーニングルームの利用状況、これを教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えさせていただきます。 

  トレーニングルームに関しては、令和５年度中の運営日数が308日、延べ利用者数が9,603人でご

ざいます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、町内の利用者、町外の利用者別は分かるでしょうか。 

  それと、町内利用者の男女別が分かりましたら教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えさせていただきます。 

  恐れ入ります。ただいま町内、町外の人数比率に関しては持ち合わせてございません。ただ、町

外の方も、比企地区以外からもお訪ねいただいている方というのがかなりいらっしゃるという情報

はトレーナーから聞いております。おおむねは、もちろん町内の方ということでございます。 

  続きまして、男女別でございますが、こちらは先ほどの延べ人数からの男女別で申し上げますと、

男性が4,387人、女性が5,216人でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、これはコロナ禍前の件数と、どのくらい回復しているか教えていただき

たいと思います。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えいたします。 

  コロナ禍前と申しますと令和元年度となります。ただ、令和元年度に関しましては、ちょうど３

月に関しては緊急事態宣言が発令されました関係で、３月１か月分に関しては閉館している状態で

はございますが、ご参考に申し上げさせていただきます。令和元年度の運営日数に関しては281日、

延べ利用者数は１万2,871人でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  94ページの子宮頸がんワクチンの接種状況を伺います。 

  それから、90ページの予防接種健康被害救済給付金14万6,000円ですが、決定までの経過を伺いま

す。 
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〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えさせていただきます。 

  まず、子宮頸がんワクチンの接種状況ということでございますが、恐れ入ります、94ページの別

表の右欄、子宮頸がんを御覧ください。サーバリックスが５回、ここは接種人数ということで、単

位は人でございますが、お一人一定期間数を空けて複数回打つものですので、回数で計上させてい

ただいております。サーバリックスが５回、ガーダシルが49回、シルガードが242回ということでご

ざいます。これはそれぞれ種類が違いますので、それぞれで計上をさせていただいております。 

  続きまして、予防接種健康被害救済金に関しての経過についてお答えをさせていただきます。新

型コロナワクチン接種を起因として健康被害があったとして、令和５年４月に医療費・医療手当請

求書が町長に提出をされました。この申請を受け開催いたしました嵐山町予防接種健康被害調査委

員会の審議の結果、埼玉県を経由して厚生労働大臣に進達をいたしました。その後、予防接種を受

けたことによるものである旨の厚生労働大臣通知を受けまして、町では予防接種健康被害救済給付

金支給決定の通知を申請者の方に発信をいたしました。その通知後、申請者の方より医療手当の請

求がなされましたので、12月25日に支給をいたしました。その支給金額がこちら14万6,000円でござ

います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  子宮頸がんワクチンの接種なのですけれども、具体的に、年齢的にキャッチアッ

プというのですか、普通の年齢の子どもと分かれていますよね。その人数割合は分かりますか。何

て言ったのかな、あれキャッチアップと言ったのかな。 

  それと、あとこの14万6,000円、ワクチンの被害の給付金14万6,000円というのは、具体的にはど

のような状況だったのでこの金額になったのか。入院費とかそういったものなのか、障害の手当に

なるのか、伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えをさせていただきます。 

  まず、ワクチンの接種に関してでございますが、この296回のうち216回がキャッチアップ世代と、

キャッチアップ接種の世代の方になります。こちらに関しては、通常は小学校６年生から高校１年

生が定期接種ということでございますが、その定期接種の年齢で接種は推奨されていない時代があ

りましたので、その方々に関してはキャッチアップ接種ということで接種のほうをご案内申し上げ

ております。 

  続きまして、予防接種の給付金に関してでございます。こちらに関しては、まず医療手当という

ことでございまして、入院、通院の対象日数に応じた月ごとの月額の合計の合算ということになり
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ます。入院があった方、入院が何日ということで１月当たりの月額が決められまして、こちらの方

が令和３年の７月から10月までに入院を伴う通院がありましたので、それぞれの月ごとを足します

と14万6,000円ということになります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  子宮頸がんワクチンなのですけれども、具体的にはこれ回数とおっしゃいました

よね。そうすると、キャッチアップの人数は何人ぐらいで、今の小学校６年生から高３ですか、実

際に接種をする時期のお子さんというのはどのくらいいらっしゃる、このなさっていてというのは

分かるわけですよね。その点について伺いたいと思います。人数。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  お答えをさせていただきます。 

  対象者人数ということでございますと、まず小学校６年生から高校１年生の定期接種に関しては

276人の方に令和５年の４月にその年齢で該当しますという通知を申し上げております。続きまし

て、キャッチアップ接種の世代の方、平成９年の４月２日から平成19年の４月１日に生まれていら

っしゃる方で、なおかつ接種をされていない方ということで、人数が550名の方にご案内の通知を申

し上げております。 

  以上でございます。 

〇渋谷登美子委員  いいですか、答弁漏れという形で。答弁漏れという形で、今３回目、もう済んだ

のですよね。 

〇犾守勝義委員長  はい。そう３回目。 

〇渋谷登美子委員  実際に接種をした方は何人いるのかということを伺っているのです。これは対象

ですよね。 

〇犾守勝義委員長  答弁漏れですね。 

〇渋谷登美子委員  答弁漏れです。対象者ではないのだよね。対象者と言っていないよね、接種した

人。だって、予算ではないのだから。３回と２回あるから分からないのだよね。 

〇犾守勝義委員長  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  申し訳ございません。数字を出すには、今手元にす

ぐにお答えできるものがございませんので…… 

         〔何事か言う人あり〕 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  はい。また、改めさせていただくという形でよろし

いでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  では、後日ということでよろしいですか。 

         〔「はい」と言う人あり〕 
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〇犾守勝義委員長  以上で健康いきいき課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩といたします。 

         休  憩 午後 ３時３０分 

                                              

         再  開 午後 ３時３２分 

〇犾守勝義委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、長寿生きがい課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、竹内委員から質疑をどうぞ。 

〇竹内隆哲委員  決算書115ページの高齢者外出支援タクシー実施委託料についてお伺いします。 

  その支払先と利用の割合はいかがでしょう。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、お答えさせていただきます。 

  令和５年度の支払先は、一般のタクシー会社が５社、福祉限定タクシー会社が４社でありました。

なお、福祉限定タクシーは、車椅子のまま乗り込むことができるタクシーで、完全予約制となって

おります。利用割合は、一般のタクシー会社が95.94％、福祉限定タクシー会社が4.06％でした。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  竹内委員、どうぞ。 

〇竹内隆哲委員  先ほどの説明で大丈夫です。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  私は、主要施策の77ページです、在宅高齢者等日常生活支援事業、その中で緊急通

報システム端末設定手数料の内容と貸出し数、それから主要施策の79ページ、高齢者補聴器購入費

助成事業です。この助成事業への申込者数についてお聞かせください。 

〇犾守勝義委員長  答弁を求めます。 

  川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長  それでは、私のほうから緊急通報の件につきまして

お答えさせていただきます。 

  緊急通報システムのまず貸出し数なのですけれども、40端末でございます。 

それから、手数料の内容につきましてお答えさせていただきます。まず、この緊急通報システム

なのですけれども、今までは比企広域消防本部が基地局となっておりましたが、それが飯能日高の

消防署に共同消防指令センターというのが今度新しく設けられまして、そこへのアナログの回線を

新設をしまして、比企広域から新しく飯能日高の共同指令センターまでの線をつないで、そこまで

電話線がつながるというようなものでございます。 
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  それから、緊急通報システム、それぞれのお宅で端末を使っているのですけれども、それはそれ

ぞれのご家庭の電話機につながっているシステムなのです。そのシステム自体は、何かあったとき

には、ぽんとボタンを押すとすぐに指令センターのほうにつながるようになっているのですが、あ

くまでも電話がありまして、その電話の中に、今までは比企広域消防本部だったので、0493での番

号で登録されていたのですが、それを042の飯能日高のほうの番号に変えないといけないので、そう

いったものをやる端末設定を行いました。 

  説明は以上です。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、高齢者補聴器購入費助成事業の申込

者数につきましてお答えさせていただきます。 

  令和５年度の申請者数は15名であり、うち交付が10名、不交付が５名でありました。なお、不交

付となった方は、医師が補聴器不要と診断された方や、自己都合により申請を取り下げた方であり

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  緊急通報システムなのですが、これは令和４年度に比べてこの40件というのは、そ

の増減についてはどうでしょうか。 

  それから、補聴器購入助成事業、15件の申込みがあったということですけれども、これはちょう

ど予算の中の10件ということで符合するわけなのですが、この申込みの、これは偶然に10件になっ

たということですか。要するに、申請者が多いけれども、予算の枠が10件しかないのでという関係

はなかったのでしょうか。 

  この２点、お聞かせください。 

〇犾守勝義委員長  川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長  お答えいたします。 

  まず、緊急通報なのですけれども、前年度末で40件、その間に５件増えて５件減りました。それ

なので40件に戻ってしまったのですけれども。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  補聴器の申込者数が偶然10件だったかというご

質問に対してお答えさせていただきます。 

  偶然10件だったということではございませんでした。先着順で、予算20万円がなくなり次第、受

付終了する事業でありました。12月にて予算に達したため受付を終了させていただき、その後の申

請の希望者には、令和６年度にて申請してくださるようご案内いたしました。 
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  なお、受付終了後、何名の方が申請希望されたかは把握しておりません。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員  そうしますと、今、補聴器の関係で15件の申込みがあったという、この５件が不交

付というのは、その先着順の中でその５件が要するに不適合という判断をされて、その場でその方

にその旨は説明して、その順番の中に入らないということで、そういう話なのでしょうか、その辺

のとこです。１点だけお願いします。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  お答えします。 

  不交付の方、医師の診断書待ち等の方が何件かあった場合は、その分だけ、何と申しますか、キ

ャンセル待ちのような状態で申請を受けまして、万が一、取下げになった場合は該当すると、その

ような受付の仕方をさせていただき、ちょうど予算に達したところで締め切らせていただきました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  それでは、１点、番号122番で、主要な施策79、高齢者運転免許自主返納支援事業で

す。これは、申請者が73人で利用者が74人とありましたけれども、過去のをいろいろ見ましても、

申請者が多くて利用者のほうが少ないのですけれども、これはどういう状況なのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、お答えさせていただきます。 

  高齢者運転免許証自主返納事業で交付するタクシー券の有効期限は、発行日から１年後の月末ま

でとなっております。このため、年度の途中でタクシー券の交付を受けた方が年度をまたいで利用

したことにより、申請者数よりも利用者数が多くなったものであります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  よく分かりました。 

  関連して、運転経歴証明書の交付は63件なのですけれども、申請者が73人いるのですけれども、

あとの10人の方は自分で支払われたということなのか、ちょっとその辺を教えていただけますか。 

〇犾守勝義委員長  簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長  お答えさせていただきます。 

  運転経歴証明書は、証明書の発行は特に必要ないという方もいらっしゃいまして、その理由なの

ですが、経歴書としては免許証のような形で写真がついて、マイナンバーが始まる前でしたら証明

書代わりになったのですが、今はマイナンバーが始まって、それが証明書になるので、運転経歴証

明書はあえて要らないという方がいらっしゃいますので、その方は発行しなかったので、手数料の
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申請もしておりません。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員  よく分かりました。 

  それで、申請者73人で、これは男女別に分かりますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、お答えいたします。 

  申請者73人の男女別の数字ですが、男性40名、女性33名です。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  タクシー券の件ですけれども、地域別の利用状況について伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、お答えさせていただきます。 

  令和５年度の利用者数につきまして、中部地域、菅谷、川島、志賀、むさし台、平澤では717人、

南部地域、こちらは遠山、千手堂、鎌形、大蔵、根岸、将軍澤では87人、北部地域、こちらは古里、

吉田、越畑、勝田、廣野、杉山、太郎丸では80人でした。全地区の合計は884人でありました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員  そうですか。どうなのですか、この地域別は、やはり中部が相変わらずというか増

えていて、南部、北部は微増という感じなのでしょうか。ちょっとその辺の推移を伺いたいと思い

ますけれども。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  それでは、地域別の推移についてお答えいたし

ます。 

  中部地域の推移です。令和３年度の使用者数が555名、令和４年度の使用者数が670名、令和５年

度の使用者数が717名でした。南部地域は、令和３年度が67名、令和４年度が87名、令和５年度が87名

でした。北部地域では、令和３年度が64名、令和４年度が79名、令和５年度が80名でありました。 

  推移は以上となっております。 

〇犾守勝義委員長  よろしいですか。 

  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  主要な施策の22ページですが、活き活きふれあいプラザ使用料が207万1,300円で、

令和４年に比較すると30万円の増ですが、推測できる理由は何になりますか。 

  78ページ、高齢者外出支援タクシー実施委託で1,440万8,000円、利用が多い地区と少ない地区の
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状況で、これは人数を先ほどお話ししていただいたのですけれども、具体的にどのような利用回数

ですか、お願いしたいと思います。 

  それから、79ページです。これは同じだからいいです。 

〇犾守勝義委員長  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長  では、まず活き活きふれあいプラザからお答え

させていただきます。 

  コロナ禍での活き活きふれあいプラザやすらぎの利用は、感染対策のため予約制としておりまし

た。令和５年５月に新型コロナウイルスが５類に移行されたことを受け、同年６月から予約制を廃

止いたしました。これにより令和５年度の利用者が増え、使用料の増加につながったと推測してお

ります。 

〇犾守勝義委員長  簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長  お答えさせていただきます。 

  外出支援タクシーの利用状況ですが、利用回数になりますが、すみません、違う観点から、未使

用の率をお話しさせていただきたいと思うのですが、中部地域は、タクシーを申請したけれども使

わなかった方、中部地域は、令和４年が21.1％だったのですが、令和５年度は19.6％と未使用の方

が減っております。南部地域は、令和４年が21.6％、令和５年が23.0％で、逆に使わない方が増え

ています。北部地域につきましては、令和４年が28.8％、そちらが令和５年は23.8％になっており

ますので、使わない方が減っております。中部地域と北部地域は、実際に使っている方が増えてお

りますが、南部地域は使っていない方が増えております。そういった状況になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員  高齢者タクシーなのですけれども、南部地域と北部地域と中部地域では、やはり

利用頻度というのですか、それは回数ではなくて、１人の人がどのくらいずつ使っているかという

のは、それはもう出てこないですか。やっぱり遠いところは使うかなと思うのですけれども、そう

いうのはないのだね。 

〇犾守勝義委員長  簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長  お答えいたします。 

  なかなか個人個人の分析まではできてはいないのですが、タクシー券を全部使った方、使い切っ

た方の分析のほうはできておりまして、どのくらいの方がタクシー券を全部使い切ったかといいま

すと、中部地域は、令和４年度が34.8％の方が使い切っています。令和５年度は26.7％、減ってお

ります。南部地域は33.3％の方が令和４年度、令和５年度が23.0％、こちらも減っております。北

部地域は44.3％から38.1％、全ての地域においてタクシー券を使い切る方の割合は減っております。 

〇犾守勝義委員長  以上で長寿生きがい課に関する部分の質疑を終結いたします。 
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  先ほど健康いきいき課の答弁漏れの件で、金子副課長のほうから答弁を求められておりますので、

許可したいと思います。 

  金子副課長。 

〇金子美都健康いきいき課健康管理担当副課長  健康いきいき課、渋谷委員さんのワクチンの接種状

況について、追加でお答えをさせていただきます。 

  まず、定期接種とキャッチアップ接種、合わせて人数で申し上げますと162人になります。そのう

ち定期接種の接種された方が45人、キャッチアップ接種として接種された方が117人となります。 

  以上でございます。失礼いたしました。 

                                              

    ◎散会の宣告 

〇犾守勝義委員長  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 

（午後 ３時５５分） 
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決算審査特別委員会 

 

９月２７日（金）午前９時３０分開議 

議題１ 「認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について」の審査について 
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    ◎開議の宣告 

〇犾守勝義委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいま出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、よって決算審査特別委員会

は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

                                              

    ◎諸般の報告 

〇犾守勝義委員長 ここで報告をいたします。 

  本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

                                              

    ◎認定第１号の質疑 

〇犾守勝義委員長 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題といたします。 

  既に長寿生きがい課に関する部分までの質疑が終了いたしております。 

  本日は、環境課・上下水道課に関する部分の質疑から行います。 

  それでは、宮本委員から質疑をどうぞ。 

〇宮本大裕委員 おはようございます。 

  私からは、決算書149ページ、説明書100ページ、空き家等管理事業につきまして、事業の内容と

消耗品費だけの理由をお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、空き家管理事業の内容と消耗品の理由というところを

ご説明させていただければと思います。 

  まず、こちらの空き家管理事業になるのですが、空き家の適正管理に関する経費ということで、

危険空き家に対する緊急対策のための経費という形で計上をさせていただいております。具体的に

は、消耗品ですとか不在者財産管理人選任手続等の手数料ということで予算計上をさせていただい

ておるのですが、令和５年度に関しましては消耗品のみの支出ということでしたので、こちらは消

耗品だけの金額という形になっています。 

  そのほかに空き家管理事業として、文書、電話等での連絡で適正管理をお願いすると、あとは空

き家管理に関する自作のチラシを8,000枚印刷しまして固定資産の納税通知書と一緒に送付と、あと

職員等が空き家になる見込みのある物件の関係者の方に対して空き家バンク制度のご案内の説明、
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あとは空き家バンクの登録物件情報の掲載というものをメインとさせていただいております。 

  ちなみになのですが、令和３年２月からなのですが、株式会社クラッソーネというところと空き

家の除却に関する協定というものを締結しておりまして、こちらに関しては解体費用のことですと

か解体に関する情報提供のほうを開示して、ホームページまたは広報紙等でご案内をしているとい

う形になっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 宮本委員、どうぞ。 

〇宮本大裕委員 昨年と比べて、大分経費というかそういったものが違うように見えるのですけれど

も、空き家の数というか、そういったものについての増減というのはどのぐらいのものなのか、教

えていただけますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、空き家の件数についてお答えをさせていただきます。 

  昨年度なのですが、空き家対策の実態調査というものを実施しております。こちらの中で約450件、

こちらのほうが今、上がっている状況になっております。 

  以上、答弁とさせてもらいます。 

〇犾守勝義委員長 宮本委員、どうぞ。 

〇宮本大裕委員 これは昨年と比較して増えているのですか。 

〇犾守勝義委員長 根岸環境課長。 

〇根岸隆行環境課長 それでは、お答えいたします。 

  令和４年度の調査のときから正確な件数は、その後、改めて調査はしておらないのですが、苦情

等で上がってくる案件で、その台帳に、４年度に調査した450件の中に入ってこないものというのも

かなりの件数がございますので、そういった意味では件数は確実に増えていると言えると思います。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 それでは、質問いたします。 

  決算書149ページ、地域猫活動推進事業、活動内容と支払い先は団体か個人か。 

  続きまして、35ページ、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金、補助額の根拠と実

績は。主要な施策だと100ページになります。よろしくお願いします。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、地域猫活動推進事業と飼い主のいない猫の不妊・去勢

手術推進事業の補助金につきまして、ご説明のほうをさせていただきます。 

  まず、最初に地域猫活動の推進事業なのですが、こちらにつきましては町の地域猫推進事業費補
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助金交付要綱というものがございます。こちらで地域猫活動に対する補助金ということで支出をし

ております。地域に住み着いた野良猫に対しまして、不妊・去勢手術等を行い頭数を増やさないよ

うに適正な給餌、トイレ等の設置を行い、その猫が命を全うするまでその地域において適正に管理

をしていくというような活動の事業という形になっています。 

  補助対象としましては、地域猫活動を継続して行うことができる町内に住所を有する個人及び団

体としております。補助対象の費用としましては、捕獲費、不妊・去勢費、病院への移送費、餌代

の費用、トイレ等の整備、あとはチラシ等の啓発物品の作成、保険、捨て猫防止のための対策費等

の経費というのが対象という形になっております。令和５年度につきましては、全員個人の方４名

に補助金のほうを交付しておりまして、主な支出の内容としましては、ワクチン接種、手術費等の

費用で10万円という形で補助金のほうを支出させていただいております。 

  続きまして、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業費のほうの補助金の説明をさせていた

だければと思います。こちらにつきましては、埼玉県飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業

補助金交付要綱及び町の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術推進事業補助金交付要綱によりまして、

不妊・去勢手術１頭につき5,000円という規定がございます。こちらに基づきまして補助金のほうを

支出という形になります。令和５年度につきましては、不妊手術が８頭、去勢手術が13頭、合計21頭

となります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 今回この質問をしたのは、ちょっとたまたまだったのですけれども、こういうこと

をやっている方のお話を耳にしまして、その方が、私がこの事業をやめたら誰がするのかななんて

ことを心配されていたのですけれども、個人の方が４名いらっしゃるということで、例えば猫を拾

ってしまったと、その猫が子どもを産んでしまったと、家にすみ着いてしまった、どうしよう。そ

のときにどこに連絡すればこの方とご連絡が取れるのかということと、仮に私がやろうと思えばこ

の資格に当たるのか、よろしくお願いします。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、お答えをさせていただきます。 

  こちらの地域猫につきましては、あくまで飼い猫ではございませんので、もし飼ってしまうとい

うことになってしまった場合については補助金の対象外という形になります。ですので、例えばこ

ちらの地域猫の補助金に関しては、手術とか餌代とかそういうのは出していただいていいのですが、

基本的には地域全体のエリアで見ていただくという形になりますので、そこの扱いをちょっと間違

えないようにしていただければ、補助金のほうの申請を個人でしていただく分には全然問題はない

かと思います。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長 どこに連絡すればいいかという連絡先。 

  長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 すみません。一応もしそういった子猫が生まれてしまったといっ

た場合については、まず役場の環境課のほうに一報を入れていただければと思います。こちらのほ

うから、そういった猫の活動をしている個人の方がいらっしゃいますので、その方と相談をしなが

ら引取りをしたりとか、そういうことをさせていただくというような流れになっていますので、も

し何かありましたら環境課のほうにまず一報をいただければと思います。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私も主要施策の100ページ、空き家等管理事業ですけれども、内容は先ほど宮本委員

のときにお聞きしましたので結構なのですが、１点、空き家の中で樹木が繁茂して周辺に迷惑をか

けるケースがあって、これまでやむを得ず直接町のほうで対処したケースがあったのです。５年度

はそういうケースはあったのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 その１点で。 

〇藤野和美委員 はい。１点でいいです。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、枝ですとか繁茂の相談件数ということでお答えをさせ

ていただきます。 

  件数的には、令和５年度につきましては26件ご相談のほうがございました。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員。 

〇藤野和美委員 答弁漏れなのですけれども、直接対処したケースがあったのかどうか。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 直接そちらの枝とか繁茂の関係なのですが、去年につきましては

２件、広野と菅谷の地区で相続人がいないですとか、あとは土地所有者の登記簿上の方がご存命さ

れているのかどうか分からない、要するに通知も送れないというようなところに関しては、環境課

の職員のほうで２件対応させていただいております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 １件質問させていただきます。 

  125ページの上のほうにありますカシノナガキクイムシ等防除処理委託料で、今回、薫蒸処理を

42本したということで147万9,500円かかっておりますけれども、効果のほうはいかがだったのかお
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伺いします。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長  それでは、カシノナガキクイムシの防除の委託費の関係について

お答えをさせていただきます。 

  こちらにつきましては、令和５年度におきましてオオムラサキの森と小千代山のほうで19本伐採

のほうをさせていただきまして、先ほどお話がありましたように薫蒸処理を42本行っております。

こちらにつきましては、まだ薬のほうを巻いたビニールシート、ブルーシートというのですか、そ

ちらを巻いた状態でしばらく放置をしているような状況になっておりますので、まだ最終的にその

シートを取っておりませんので、どのぐらいの効果があったかというのは今のところ分からないと

ころもあるのですが、ただ、ナラ枯れ等による倒木の防止、あとは被害の拡大防止というものは一

部図られたのかなというふうにこちらのほうは認識をしております。 

  以上、答弁とさせてもらいます。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 こちらの主要な施策の中で期間が９月21日から２月23日の期間ということで書いて

あるわけですけれども、半年間ではまだ効果が見られないのかなというのは承知しますけれども、

大体こういう処理をしてどのぐらいの期間、ブルーシートなり何かを巻いて置いておいて効果が出

るのでしょうか。 

  昨年、令和４年度の決算書を見るとこちらの予算はなくて、今年もうこういうのが顕著に現れて

いて、また別のところでも質問するのですけれども、ここのところでは薫蒸処理ということで書い

てありますけれども、生涯学習課のほうでは薬剤処理、だから処理の仕方が違う名前になっている

のですけれども、期間はどのぐらい置けば効果が出ると言われているのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、どのぐらいの期間を置いておけばということだと思う

のですが、虫が侵入している時点で卵があると当然推測もされます。そちらの卵がふ化するまでの

間、要するに虫になってからすぐ駆除できるような形ということを考えると、成虫が出始めてくる

春頃から夏頃とかという形になるのかなというふうに思っております。ただ、確実に薫蒸処理をし

たからといって全部がいなくなるという確約が取れるわけではないので、その辺は開けてみてから

の話にはなるかと思うのですけれども、一応、長い期間置いておいたほうが効果があるというよう

な形で、薬剤の業者さんというのですか、そちらのほうはお話は伺っているというふうにこちらは

認識をしております。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 １点目が川島川の細菌数についてです。 



- 90 - 

  次に、水質の費用が減になっておりますが、理由について伺いたいと思います。 

  続いて、アライグマ、イノシシ等の駆除、資格者の増減について伺いたいと思います。 

  最後に、小川地区衛生組合の負担金が減っているわけですけれども、理由について伺いたいと思

います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、私からは川島川の細菌数についてお答えをさせ

ていただきます。 

  毎年ご質問いただいております新田沼排水路でございますけれども、都市下水路ということで、

そこ自体は水質調査をしておりませんので、毎年お答えさせていただいております河川の水質調査

の結果から申し上げさせていただきます。 

  調査箇所につきましては、川島川の市野川への流入後の地点となります。調査項目でございます

けれども、大腸菌でございます。調査につきましては年４回実施、単位につきましてはＣＦＵ／

100ｍｌとなります。令和５年の５月第１回、210、第２回７月、120、第３回10月、280、第４回１

月、240でございます。平均しますと213ということになります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、続きまして水質調査費用が減になっている理由という

ものをご説明させていただきます。 

  こちらにつきましては、まず委託料の中に町内を流れる都幾川、市野川等の河川、あと花見台工

業団地の調整池の河川水質調査というのが主な委託料の１つでありまして、あとセイメイファーム

さんの周りでの水質騒音調査というものが主な予算となっております。ただ、令和４年度につきま

しては、広野地区からの騒音に関する要望というものがございました。こちらがございまして、関

越自動車道の騒音測定というものを実施しました。こちらの委託費のほうなのですが、令和４年度

の金額にはなってしまうのですが、41万6,900円というものが支出されております。 

  費用が減額になった理由というのが、まずこちらの委託費が、去年令和５年度は全くしておりま

せんので、減になっている要因の一つ、それと先ほどお話をしました河川水質調査の委託料なので

すが、昨年に委託をした業者さんのほうが前年度よりも20万弱ぐらい低い金額で受託のほうをして

おります。その関係で先ほど言った40万と26万ぐらい、この金額のほうが大きく下がっているとい

うことで委託料自体が下がったというふうにこちらのほうは認識をしております。 

  続きまして、外来生物の対策事業のところの答弁をさせていただきます。まず、アライグマの捕

獲頭数なのですが、令和５年度につきましては219頭捕獲をしております。あと、イノシシのほうが

17頭、ニホンシカのほうが10頭であります。捕獲従事者なのですが、こちらにつきましては令和６
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年３月末時点での人数にはなるのですが、こちらの時点で今現在148名の方に受給者証を交付してお

ります。こちらの受給資格につきましては、２年ごとの自動更新という形を取らせていただいてお

ります。ただ、令和６年３月の末時点までで死亡などにより６名の方が減ということになっており

ます。あわせまして、令和６年度なのですが、９月、10月にアライグマの捕獲従事者講習というの

が、既に１回とあともう一回予定をされております。こちらのほうで町から６名の受講希望のほう

がございましたので、こちらの方にその受講終了後、新たに従事者証のほうの交付をする予定とい

う形になっております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 もう一つ。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 すみません。１つ答弁漏れがございました。大変失礼しました。 

  衛生組合の負担金の減の理由ということになりますが、衛生組合の塵芥処理費負担金につきまし

ては、衛生組合のほうが予算案をまず策定をしまして、その予算案の中から処理手数料や有価物の

売却代金、あとは財源の繰入金とか、要するに組合の自主財源を差し引いた金額に対して人口割で

すとか平等割というものを掛けて負担金のほうを算出をするという形になっております。 

先ほどの減になった理由ということになるのですが、まず一つの要因としましては、令和５年４

月から事業系の一般廃棄物の手数料のほうを10キロ200円から300円に増額をしております。その関

係で小川地区衛生組合のほうの自主財源が約3,965万円増という形になっております。 

  それと、もう一つが焼却炉の停止に伴いまして、焼却炉の光熱水費、電気料、特に電気料になる

のですが、こちらのほうが令和５年の概算のときにはまだ細かい金額が分からなかったということ

で、ある程度概算で積算をしていたそうです。その関係で丸々１年経過した後におおむねの電気料

というものが分かるようになってきまして、その辺の電気料の費用の減少、あとは退職等による人

件費のほうが少なくなったと。あとは、工事費のほうの削減等もありまして、2,900万円ぐらい歳出

が減という形になっております。そのため、収入が増えて出ていく歳出のほうが減ったということ

で負担金のほうの計算、その辺の歳出予算のほうが減ったということで負担金が減ったというよう

な形で認識をこちらのほうはしております。 

  以上、答弁とさせてもらいます。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 川島川の細菌数なのですけれども、そうですか、もうここ何年か大変少なくなって

いるわけですので、大体このぐらいの細菌数で今後も推移していくというふうに見ておりますか。 

  それが１点と、以前、課長の前の前の課長が、細菌数の増加の原因はヒューム管が途中でたまり

水をつくってしまうと。中が少し下がったのだと思う。どうしてもたまってしまうと。そこに汚物

という言い方は悪いですけれども、有機物がたまって細菌が増えていったのではないかということ

を説明されたのですけれども、そういう原因があったのか。それを改修したので減ってきたのか。
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ちょっと減った要因も含めて伺いたいと思います。 

  水質調査の費用が減になっているのは、そうですか、広野からの要請と業者の費用負担が減った

ということで説明があったわけですけれども、そうすると調査内容自体は以前と変わっていないと

いうことでよろしいのか、ちょっと伺いたいと思います。 

  アライグマ、イノシシなのですけれども、これは宮本議員が質問して、私も気がつかなかったと

いうか全く考えもしなかったのですけれども、この殺処分の中で職員の心理面のことなど本当に私

は考えもしなかったです。処分の仕方は職員から聞いていて認識はしていたのですけれども、そう

かそういう負担があったのかということでは、本当にいい質問をしてもらったなというふうに思っ

ています。このアライグマの処分というのは、これ全部、町の職員がやったのかどうか。イノシシ、

鹿も含めて伺いたいと思います。 

  それから、148人という人数であったのですけれども、これは今の害獣、外来生物の対策としては

持っていないと困るのか。人数ではないのだよということなのか、ちょっとそこを伺いたいと思い

ます。 

  衛生組合なのですが、なるほどそういうことですかと。事業系のごみを上げたと、それと電気料

などが減ったということで説明があって、なるほどなと思ったのですけれども、オリックス自体の

負担金が下がったということではないわけですね。あそこは10年ですから。でも、途中でこんなに

もらう必要はないよということになったのかなと思ったのですが、そこは関係ないということなの

ですか、そこを伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、川島川の件についてお答えさせていただきます。 

  先ほど委員おっしゃった、たるみがあってというお話については、特に改修は行っておりません。

今まで申し上げております定期的な清掃を行っております。昨年度、清掃で新たに追加したのが、

今ご質問いただいております新田沼排水路の開渠部分、県道深谷―嵐山線から市野川につながる部

分までが開渠になっておりますけれども、その部分については高圧洗浄等を使って清掃を昨年度は

行っております。 

  また、大きな数値の減ということですけれども、昨年もご説明申し上げましたけれども、まず環

境基準が１つ変わって、大腸菌群数から大腸菌に変わったということが大きな点でございまして、

令和４年と令和５年の数値でいうと約12％ぐらい平均値では大腸菌の数が減っております。また、

少しずつではありますけれども、新田沼排水路の集水エリアのほうでも下水道のほうの接続が進ん

でおります。下水道エリア全体で申し上げますと、令和５年度につきましては14件の切替えがされ

ております。そのうち集合住宅５件というのが結構大きいかなと思うのですけれども、部屋数で申

し上げますと約38部屋分ということで、そういったところが接続されております。そういったこと
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もあって、毎年少しずつではありますけれども、浄化槽、単独浄化槽等から下水道のほうに切替え

も進んでおりますので、これより数値が大きく上がるということは考えておりません。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、水質調査の費用の関係ということをご説明させていた

だきます。 

  内容についてはということだったのですが、こちらについては前年度と一切変わりはございませ

ん。あわせて、衛生組合の負担金のほうになるのですが、こちらに関してはオリックスの費用負担

が減ったとかということではなくて、あくまで実質の財源の増、ここが一番やっぱり大きいところ

かなというふうにこちらは認識をしております。 

〇犾守勝義委員長 根岸環境課長。 

〇根岸隆行環境課長 それでは、私のほうからはアライグマ等の殺処分についてお答えいたします。 

  アライグマとハクビシンにつきましては、会計年度任用職員も含めた町の職員のほうで行ってお

ります。それから、イノシシ、鹿につきましては猟友会のほうで殺処分させていただいております。 

  以上です。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長 資格者の人数が足りているかどうか。それでいいのかどうか。 

〇根岸隆行環境課長 お答えいたします。 

  資格者の人数ですが、148名という形で、毎年、県の主催の捕獲従事者講習を年２回県のほうで行

っておりまして、それに毎年数人ずつ町から、町の職員も含めて住民の方も含めて参加を定期的に

行っておりますので、人数については大丈夫だと認識しております。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 空き家等管理事業で、今までの藤野委員さんと宮本委員さんのご答弁以外のもの

で令和５年度に行った事業があればお願いします。 

  それと、101ページの不法投棄物処理事業の令和５年度の件数と不法投棄の多い地区について伺い

ます。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 それでは、空き家管理事業の関係についてということで、前の委

員さんの中でなかったことで５年度中にやったことということでお話があったのですが、基本的に

は先ほどお話をした内容がメインという形になっております。ただ、今後なのですけれども、やは

りちょっと空き家問題というものについては、こちらのほうとしても重要な課題ということは認識

をしておりますので、予算がつくかどうかもいろいろあるのですけれども、可能な限り対策のほう
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は講じてまいりたいなというふうに考えております。 

  それと、不法投棄物の関係になるのですが、こちらにつきましては令和５年度になるのですが、

まず古里地区で５件、吉田地区で４件、遠山地区で４件、志賀地区で３件、川島地区で２件、むさ

し台地区で２件、大蔵地区で１件、鎌形地区で１件、杉山地区で１件、千手堂地区で１件、太郎丸

地区で１件、根岸地区で１件、平沢地区で１件、広野地区で１件、合計の28件、令和５年度は不法

投棄のほうがございました。 

  まず、不法投棄の多い地区なのですが、最初にもちょっとお話をした古里、吉田、遠山、こちら

が比較的多くございました。古里地区に関しましては、嵐山郷の周辺道路ですとか、ちょうど駒込

沼という沼があるのですが、その周辺で不法投棄のほうが多くございました。吉田地区につきまし

ては、池ノ谷沼と清水沼、この周りでちょっと不法投棄のほうがございました。あと、遠山地区に

関しましては、遠山に行く道路の脇ですとか観光駐車場のところでやはり不法投棄ということで件

数がございました。共通して言えるのですが、夜間で人通りですとか明かりがないところというも

のがやっぱりちょっと多く投棄されたという傾向が見られたという形になります。 

  以上、答弁とさせてもらいます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 不法投棄に関して人通りで夜間ということで、それに対しての対応というのはど

のようなことをなされたのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 長尾副課長。 

〇長尾武士環境課環境担当副課長 対策になるのですが、一応、基本的な対策としましては、不法投

棄禁止看板、こちらのほうを環境課のほうで持っておりますので、そちらのほうをまず設置をする

というのがまず一番の対策というふうにこちらは認識をしております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  以上で環境課・上下水道課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩といたします。 

         休  憩 午前１０時０５分 

                                              

         再  開 午前１０時０７分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、農政課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、宮本委員、どうぞ。 

〇宮本大裕委員 よろしくお願いいたします。 

  決算書157ページ、説明書が104ページになります。地産地消事業について、事業の内容と消耗品
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費だけの理由、そういったことについてお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁させていただきます。 

  地産地消事業、事業内容と消耗品だけの理由についてです。事業内容につきましては、地元農産

物に付加価値をつけて販売拡大をするための技術支援、それと販売促進を図ることになります。消

耗品だけの理由につきましては、地産地消事業はソフト面の支援ということになりまして、その後

のフォローについては農業者支援事業の農業者フォローアップ事業等で行っているものになりま

す。消耗品の令和５年度の内訳につきましては、埼玉県特別農産物認証シール、それと農業遺産の

認定シール、それと農林61号のマップ、それと観光いもほり農園のチラシの作成等でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうから２点です。 

  主要な施策の105ページ、担い手育成嵐丸塾運営事業、この内容をお聞かせください。 

それから、同じく主要施策の107ページ、多面的機能支援事業の内容をお聞かせください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁させていただきます。 

  まず、担い手育成嵐丸塾運営事業の内容につきまして答弁させていただきます。内容につきまし

ては、１名の塾生が在籍していた４月と５月の２か月分の運営費となります。支出の内訳ですが、

指導農家の報酬、農地の賃借料、保険料、燃料費、光熱水費、種苗費、農薬費、肥料のものになり

ます。 

  それと、多面的支援事業の内容につきまして答弁させていただきます。農地維持支払いと資源向

上支払いで構成されております。多面的事業の２つです。農地維持のほうにつきましては、草刈り、

水路の泥上げ等の基礎的保全活動のものになりまして、資源向上につきましては、地域資源の質的

向上を図るため地域内に景観植物の植栽や生活環境保全のためのごみ清掃等になります。 

  以上とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 そうしますと、嵐丸塾については４月から５月で、これは嵐丸塾そのものが終了と

いうことではないですよね。その確認と、もう一つは多面的のところで８件というふうにあるわけ

ですけれども、今、農地維持と資源向上、その８件の内訳はどうなっていますでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁させていただきます。 
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  嵐丸塾の状況につきましては、先ほど質疑があったように５月の末時点で塾生のほうがいない状

態になります。今の状況としましては、今、塾生を募集しているという状況になるのですが、今ま

でホウレンソウの周年栽培ということでやらせていただいたのですが、その内容のほうを今ちょっ

と精査をさせていただいている状況で、改めてその辺を精査した上で新しく募集をしたいと考えて

おります。 

  多面的支援のほうの８つにきましては、土地改良区と組合さんがベースとなっている団体さんに

なりますので、内訳としましては七郷北部が主体となっております北部環境保全会、それと嵐山南

部土地改良区が主体となっております嵐山南部環境保全会、嵐山中部が主体となっております中部

環境保全会、それと北田土地改良区組合が主体となっております古里農地・水を守る会、それと遠

山土地改良組合の遠山環境保全会、それと志賀土地改良区組合がベースとなっております相生の里

・水と緑の保全ネット、それと三ツ沼水利組合がベースとなっております三ツ沼多面的機能組合、

それと杉山越畑土地改良組合がベースとなっております杉山越畑水と緑を守る会、以上の８団体と

なります。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、主要施策の105ページ、農業支援事業負担金補助及び交付金で、新規就農

総合支援事業が当初予算よりも相当大幅に増えているのですけれども、要因といいますか内容とい

いますか、教えていただければと思います。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、新規就農総合支援事業の件につきまして答弁をさ

せていただきます。 

  当初予算では、経営開始資金として150万円を30代の女性１名に交付しております。追加で補正予

算において経営発展支援事業でトラクターの購入資金の309万6,000円、それと経営開始資金で150万

円、この２つの事業を30代の男性１名に追加で交付をしたものになります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 そうしますと、この２人は町内の方ですか町外の方なのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 すみません、今の件につきまして答弁をさせていただきます。 

  30代女性の方については鎌形、30代の男性につきましては越畑、２人とも町内の方になります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、川口委員、どうぞ。 
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〇川口浩史委員 １点目は、ドローンによる１反当たりの収穫量について伺いたいと思います。 

  次に、農村地域防災減災事業、どのような対策をするための委託なのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、答弁させていただきます。 

  ドローンによる１反当たりの収穫量につきましては、令和５年産は１反当たり約８俵でございま

す。 

  続きまして、農村地域防災減災事業、どのような対策をするためかということにつきまして答弁

させていただきます。防災重点農業用ため池の防災工事を実施するに当たり、国の事業採択申請を

行うのに必要である基本計画と事業効果を作成するための委託でございます。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 １反当たり８俵だということで、これは前年と比較して増減はどのぐらいなのか伺

いたいと思います。 

  それで、今年、米不足が発生して、当然といえば当然ですけれども、離農者が増えているわけで

すから、こういう時期が来るなということは予想はされていたわけなのですけれども、問題は今後

どういうふうにしていくかということが私は大事だと思うのですけれども、新規の農業者と離農者

の数がしっかり分からないと対策のしようがないと思うのです。その辺の数というのは、昨年度、

分かっているのか。ドローンによる軽減で新規がやりやすくなっているのだという宣伝はやりやす

いかなと思いますので、ちょっとその辺の数の推移を伺えればと思います。 

  農村地域の関係なのですが、防災の関係で国に申請する計画書ということで、その防災に関する

どういう内容に、沼の堤がちょっと弱いのではないかということで提出するのかな。幾つか沼が出

されていますけれども、どんな状態になっているのか伺えればと思います。 

〇犾守勝義委員長 中村農政課長。 

〇中村 寧農政課長 それでは、米のドローンによる令和４年度と令和５年度の比較についてお答え

いたします。 

  令和４年度につきましては、広報でもご案内したとおり１反当たり8.5俵ということで、５年度に

ついては幾分収穫量が減って８俵でございます。ただし、この８俵というのは、この地域にとりま

しては大変収量は多いほうでございます。この夏による米騒動の不安でございますが、嵐山町の離

農者の把握でございますが、認定農業者の中で大規模な米農家を数えますと、残念ながら５年度に

は２名の水稲農家がお亡くなりになりました。後継者が１人の方はいて、もう一人の方は残りの米

農家で田んぼを新たに借りて作付を継続している。また、古里北部のほうの水田につきましては、

新たに熊谷市の担い手にかなり借りていただいて、新しく嵐山町のお米の担い手としても認定をす

る予定でございますので、今後については、まだそんなに急激に米の作付が減るということではご
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ざいません。そういったことで、今後につきましても特に大規模な水稲農家の農業支援を行ってま

いりたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 飯塚副課長。 

〇飯塚 毅農政課農業振興担当副課長 それでは、農村地域防災減災事業の防災のどういったものな

のかということについて答弁させていただきます。 

  今回、今までずっと調査のほうをさせていただきまして、堤体がメインになってくるのですが、

堤体の耐震調査というものと豪雨調査、それと劣化調査というものをさせていただきまして、耐震

については地震時のものになります。豪雨については大雨が降ったときに余裕高というのですか、

ため池の堤体にどれだけの余裕があるかという調査をさせていただいたものになりまして、劣化調

査につきましては、ため池の堤体等と周りも含めた劣化状態がどういったものかというものの調査

をさせていただきまして、その結果が、嵐山町で防災重点農業用ため池に指定させていただいてい

る27か所のため池があるわけなのですが、そのうちの３池については花見台の調整池ということで

コンクリート堤体になるということで、３池を除いた24のため池がどこかしらの今言った３つの調

査の全てのところで状態が悪いという結果が出ておりますので、その状況に合わせて防災工事を行

うという形になります。 

  昨年度やらせていただいた委託につきましては、その対策工事をするのにどういった工事をする

と概算で幾らぐらいかかるのかと、影響範囲がどういった形である中の被害想定額とかを算出させ

ていただいて、それと事業費等を比較させて事業価格を出したりとか、国の採択をもらうのに必要

な資料を作った基礎的資料になります。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  以上で農政課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩といたします。 

         休  憩 午前１０時２１分 

                                              

         再  開 午前１０時２４分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、企業支援課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、橋本委員から質疑をどうぞ。 

〇橋本 将委員 それでは、質問させていただきます。 

  決算書168ページ、観光費、当初予算から1,537万5,000円、約60％増となっております。計画外の

事業があったかご質問いたします。 
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〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。 

  当初予算からの増額1,537万5,000円のうち、補正予算額が1,386万1,000円、予備費、支出及び流

用増が151万4,000円となっております。 

  補正予算額の主なものについては、嵐山渓谷観光多目的広場の土地購入費用と観光協会補助金の

事務局長の人件費について、町職員が出向していることによる減額を補正予算計上させていただき

ました。また、予備費支出及び流用増につきましては、観光施設の雨漏りや漏水、浄化槽の修繕な

ど、早急に対応が必要なものに対して支出をしております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 主な支出が土地の購入費ということですが、要は計画外だったかどうかのちょっと

質問なので、いつどのような経緯で決めたのか質問いたします。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。 

  嵐山渓谷の周辺一帯は、四季の自然を楽しめるエリアとして人気のスポットであり、春のさくら

まつり、夏のラベンダーまつり、秋の嵐山渓谷紅葉まつりなど、植物の見頃に合わせて開催するイ

ベントには多くの観光客が訪れております。しかし、季節のイベントの端境期には大きな集客事業

がなく、年間を通して嵐山町に人を呼び込む仕掛けづくりが課題となっておりました。 

  また、ラベンダーまつりは、昨年３万人を超える来場者がありまして、駐車場が逼迫した状況に

ございました。それに加えて、昨年度までは旧平成楼の敷地を駐車場としてお借りをしておりまし

たが、所有者より、次のラベンダーまつりでは駐車場を貸せないというふうなお話がありまして、

令和６年の今年の祭り開催までに駐車場の用地の確保と整備が必要となったことから、年度途中で

補正予算を計上させていただき、用地の確保を行ったという経緯でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 それでは、私のほうは主要施策の109ページ、小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金

の内容と効果はということでございます。 

  それから、同じく主要施策の112ページ、観光協会補助事業の内容はということです。 

２点お願いします。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。 
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  小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金につきましては、賃金引上げ、もしくは雇用の拡大により

前年度の給与支給額より３％以上増加させた小規模事業者等に対し、上限を20万円として、雇用者

１名につき１万円を補助金として助成するという事業でございました。結果につきましては、申請

件数が70件、補助金の支出合計は689万円でございました。賃金の引上げにより雇用の拡大、従業員

のモチベーション向上が図られ、物価等の高騰により厳しい経営状況に置かれた中においても、賃

上げを行う企業に対して支援ができたと考えております。 

  また、支援金給付とともに調査したアンケート調査によりますと、従業員の雇用に当たり、町や

商工会に望む支援について、雇用に関する支援金や補助金へのご要望を約73％の方からいただいて

おります。そのようなお声に対して本支援金の給付が役に立ったと考えているところでございます。 

  続きまして、観光協会補助事業の内容についてお答えさせていただきます。嵐山町観光協会補助

事業は、観光協会の活動を支援し、観光業の振興による地域経済の活性化や町の知名度向上による

町民のシビックプライドの醸成を図ることを目的として補助金を支出しております。内訳につきま

しては、事務職員２名分の人件費の半額、バーベキュー場及び学校橋河原の河川利用料、ラベンダ

ー園の小作料、嵐なび１名分の半額、ラベンダー園の維持管理に係る経費の半額、観光協会事務局

の賃借料となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 まず、小規模事業の賃上げ支援金、これは非常に大きな効果があったと思うのです

けれども、これは70件あるのですが、これは70人ということですよね。それから、何社、会社の数、

その辺の関係をちょっと教えてください。 

  それから、観光協会に1,510万円、令和５年度支出しているわけですが、一つは、令和５年度で観

光協会に町から支援金、補助金が大分これも入ってきているわけですけれども、観光協会が以前も

利益を上げる決算して、町にそれを返還というのか、ちょっと言葉はあれですけれども、そういう

ふうなものについての動きというか、それは果たしてあったのでしょうか。令和５年度。 

その２点です。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。 

  嵐山町小規模事業者等の賃上げ雇用拡大支援金ということで、先ほど70件というふうにお話しさ

せていただきましたけれども、こちらは申請のお支払いする相手方が70件の企業に申請いただいて、

支出のほうが対象者として689人の方に支給したというふうな内容でございます。 

  続きまして、観光協会補助事業の関係で、利益のほうを町のほうに戻すような動きがあったかと

いうふうなご質問ですけれども、そちらにつきましては、昨年度、売上げのほう、利益のほうが出

ていますけれども、まだ観光協会の事業のほうが安定していないというのも少しございますけれど
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も、内部留保という形で資金を持っている形になってございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 観光協会につきましては、ほかのところでもそんな話があったかなと思うのですけ

れども、協会自体の決算書というものは町に来ているのでしょうか。報告というのは。町から補助

金が行っていますので、各年度年度で、当然ですけれども、そういう報告が来ているのかどうか、

それだけちょっと。もし来ているのであれば、議会のほうにも公開が可能かどうか、それをお聞き

しておきます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 すみません、先ほどの答弁でちょっと修正をさせてく

ださい。すみません。去年の収支につきましては、令和５年度につきまして、最終的には赤字のほ

うで649万210円ございました。修正させていただきます。そちらのほうにつきましては、赤字でし

たので、町のほうに利益のほうを戻せなかったということになっております。すみませんでした。 

  あと、今の質問の回答ですけれども、資料の提供につきましては、議会後に提供させていただき

たいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 主要な施策の109ページの小規模事業者等街路灯ＬＥＤ化事業で、嵐山町商工会の街

路灯の設置率はということでお願いしたいと思いますけれども。 

〇犾守勝義委員長  松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長  お答えさせていただきます。 

  当初、昭和62年、63年に設置された街路灯のうち、事業を継続して実施している方の街路灯が68本

あり、ＬＥＤ化を希望され工事を実施した街路灯が63本ですので、設置率につきましては92％でご

ざいます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 これは、100％を街路灯を立てる人に補助したわけではなくて、幾らか個人もお支払

いしたかなと思うのですけれども、ＬＥＤ化になることによって、これは街路灯を所有している方

が電気代を払うという形でよろしかったのですよね。この設置によって幾らか電気代が下がりまし

たとか、そういうような設置者のほうからのお話等はございましたでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 すみません。こちらにつきましては、商工会の事業で
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すので、商工会にはもしかするとそういったお声が来ているかもしれないのですけれども、３分の

１の電気代が軽減になるので、そういった電気代が軽減されたことによって、設置した方の負担と

いうのは大きく減っているかなと思われます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 今回お声掛けして、68本以前はあったところの63本で、５本減っているわけなので

すけれども、なりわいを辞めてしまった方はつけることもないのかなと思うのですけれども、新規

にお店をやっている人とか、そういう人で新たにつけたいという人はいなかったのか。また、この

５件減った理由は何だったのか、お伺いします。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 お答えさせていただきます。 

  今回の事業につきましては、国の補助金、電気・ガス・食品等価格高騰重点支援地方交付金につ

いての適用を受けて行っている事業でして、こちらのほうが、エネルギー高騰に対して電気代の軽

減ですとかそういったところが目的となっておりまして、今現在使っている街路灯がＬＥＤ化され

たということで、電気代が軽減されたという趣旨で実施しているものなので、既存のもの、あるも

のが置き換わったからＬＥＤになって電気代が軽減されたという考え方で事業を実施させていただ

きました。なので、事業を辞められた方とかそういった方は、ちょっと対象にはなっていないとい

うふうなことでございます。 

  ５件の方につきましては、ご本人に、こちら事業を始める前にアンケートを実施しまして、現状

このままでいいということで、現状維持ということで、５本の方が現状となっている状況でござい

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 １点目が川島産業団地の進捗状況です。 

  次に、ＤＭＯの進捗状況です。 

  最後に、学校橋河原、これは一般質問しましたけれども、利用状況と収支までは聞いていなかっ

たと思いますので、それをお聞きしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、川島産業団地の件につきましてお答えいたします。 

  今現在、業務代行予定者のエム・ケー株式会社のほうが、区画整理事業実施に必要な土木設計等

の業務を実施中でございます。町につきましては、農地、トータルであの区域は約8.9ヘクタールご

ざいますが、その転用に向けた国、県の農政担当部局への説明資料につきまして、県の担当課から

助言をいただきながら、その資料のバージョンアップを行っているという状況でございます。 



- 103 - 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 ＤＭＯの進捗についてお答えをさせていただきます。 

  令和４年８月５日に観光庁にＤＭＯ候補法人登録の申請を行いまして、令和４年10月28日に候補

ＤＭＯとして登録をされ、現在１年と10か月が経過しております。ＤＭＯの本登録には３年以内に

登録を受ける必要があるとされており、そのほか年に１回、取組に関する自己評価を実施し、その

結果を事業報告にまとめ、観光庁に提出することとされております。 

  現在のところ、昨年度と今年度、実績報告を提出してございます。ＤＭＯの本登録の要件として

は、観光を通して地域経済活性化を進めるとともに、シビックプライド醸成を図る中心的な役割と

なることが求められております。嵐山町観光協会につきましては、ＤＭＯ本登録の要件を満たすよ

う町と連携し、努力を行っているところでございます。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、ＤＭＯはどこまで進んでいるのかという部分の追加説明をさ

せていただければと思います。 

  先日の川口議員さんの一般質問の中で、嵐山渓谷バーベキュー場の収支についてというお問合せ

がありまして、私、そのときに1,300万円程度の赤字が出ているとご説明いたしました。ただ、この

中身なのですけれども、実は観光協会の事業の中で、かなりバーベキュー場の事業というのは大き

いウエートを占めておりまして、メイン事業という位置づけとなっております。それゆえに、事務

局の人件費の経費ですとか、その他、管理的な経費がバーベキュー場のほうにのっかっている状態

の数字として申し上げてしまったものですから、ちょっとその部分の補足の説明をこの場をお借り

して説明させていただけたらと思います。 

  もろもろそういったものを除きまして、おおむねではあるのですけれども、バーベキュー場本体、

純然たるバーベキュー場の収支ということにつきましては、おおよそ995万円の利益が出ているとい

うところでご理解いただけたらと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 松浦副課長。 

〇松浦一高企業支援課商工・観光担当副課長 それでは、学校橋河原の利用状況と収支についてお答

えをさせていただきます。 

  らんざん都幾川学校橋広場の令和５年度の利用状況は、２万4,639人でございました。収入につき

ましては、駐車料金であります観光美化協力金が1,691万9,550円、指定管理料が234万8,000円、自

動販売機の売上手数料が55万7,327円となっており、合計収入額が1,982万4,877円となっておりま

す。支出につきましては、広場の管理費用といたしまして708万2,104円、トイレの維持管理費用と

して167万2,155円、合計支出が875万4,259円となっております。収入支出の差引金額は1,107万618円
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となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 川島産業団地なのですけれども、そうですか、農転をこれから進めていってという

ことで、どうなのですか、順調なのですか、遅れ気味なのか、いやむしろ進んでいるのだというよ

うなことなのか、伺いたいと思います。 

  ＤＭＯですけれども、見通しは立っているよという答弁になるとは思うのですけれども、バーベ

キュー場が一番大きな稼ぎ頭に私はなるのかなと思っていたのですが、学校橋河原に、先ほどのバ

ーベキュー場のことを聞いても、学校橋河原のほうがもうけは大きいというわけなのですね。そっ

ちがもう稼ぎ頭というふうになっているわけですか。ただ、問題はラベンダーのほうですので、そ

ういうことを考えて、ＤＭＯは今後本当に進めていってよいのかが、私には疑問なのですけれども、

その辺のお考えを伺いたいと思います。 

  学校橋河原は分かりました。収支が。夜中というか、夜に来て泊まって帰る人がいますよね。そ

の方たちの収入というのは反映されているのかどうか伺いたいと思います。 

  それから、バーベキュー場、一般質問の件で、どうなのですか。これは訂正しなくてはならない

わけですから、委員会でやったものを、赤字だったものがプラスになるということですから、ここ

は今委員会ですので、改めて修正をしていただきたいなと思うのですが。委員長のほうに取り計ら

っていただきたいと思いますけれども。 

〇犾守勝義委員長 一応、一般質問の修正ということになりますので、定例会のときに戻った段階で

修正をいただけますか。 

では、よろしいですか、その件に関して。 

〇川口浩史委員 その件はいいです。 

〇犾守勝義委員長 では、今の質問についての答弁を小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 まず、川島の産業団地の件なのですけれども、当初、議会でも全協等の

機会でご説明の機会を持たせていただいております。そのときにも、かなりこの8.9ヘクタールの農

地の転用については、かなりハードルが高い難しい仕事だということはご説明をさせていただいて

おります。今、準備段階ではありますけれども、全くそのとおりで、これはなかなかそんな一朝一

夕には進むものではないかなと。ただ、我々としては、一日も早く事業化できるように今努力をし

ているところでございますので、ご理解いただけたらと思っております。 

  続きまして、ＤＭＯなのですけれども、ＤＭＯ観光協会、ＤＭＯ化を目指して補助金等をいただ

きながら今まで経過をしてございます。まるっきり自主財源に頼った運営というのが望ましいかと

思うのですけれども、補助を受けてはいけないよという決まりにはなっていないようでございます。

効果としても、観光協会本体が、例えば潤沢な利益が得られなくても、町内の経済を回すですとか、
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そういった立ち回り的には大きな役割を果たしておるのかなと。 

  また、町のＰＲという部分につきましても、特にラベンダーまつりにつきましては、テレビ、新

聞等、多くのメディアに紹介を取り上げていただいております。町の宣伝という部分でも大きな効

果があるかなと考えておりますので、引き続き観光協会には町と連携して頑張っていただきたいな

というふうには思っております。 

  次に、学校橋河原の夜間に来る方の対応なのですけれども、あそこの学校橋河原を町道から下っ

て入っていきまして、料金所といいますか、料金をいただく小屋がございます。そこに、夜間でス

タッフがいないときに来た方については、お金を入れていただく小さい窓口がございまして、そこ

にお金を入れていただくという形で対応をしております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 学校橋河原の窓口なのですが、私も見に行っているのですけれども、どうなのです

か、大体入れているというふうに認識されていますか。中には入れないで泊まって帰ってしまうと

いう人もいるのかどうか。ちょっとどういうふうに思っているのか、思っているというか実態はど

うなのか、伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 きちんと防犯カメラで見張っているとか、そういう形では構えておりま

せんので、我々、学校橋に遊びに来ていただく方については、性善説にのっとって、ちゃんと入れ

ていただいていると解釈しております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 主要な施策の109ページですけれども、企業奨励金の2,757万2,000円ですが、これ

件数を伺いたいと思います。具体的にどんな事業に企業奨励金を出したのか、お願いします。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、お答えいたします。 

  企業奨励金につきましては、花見台工業団地にて工場の拡張を実施していただきました株式会社

武蔵野フーズの１件でございます。条例を満たした条件に当てはまるということで、工場を増築し

ていただいたことに対しての固定資産税相当額の奨励金という形でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 以上で企業支援課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

         休  憩 午前１０時５２分 
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         再  開 午前１１時０５分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、まちづくり整備課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、 本委員から質疑をどうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、私のほうから番号で126番から130番まで４件質問させていただきます。 

  最初のは、主要施策の109ページにあります住宅リフォーム補助事業です。住宅リフォーム助成

44件の内訳をお願いしたいと思います。 

  ２点目は、主要施策の115ページ、道路修繕事業、防災・安全交付金事業、これは路面性状と舗装

たわみ量調査及び舗装維持修繕計画策定業務委託における舗装維持管理修繕箇所数、それとその箇

所数と距離があれば距離もお願いしたいと思います。 

  それと、主要施策の117ページ、交通安全施設管理事業、川島地区区画線設置工事ほか13か所の内

容、それと主要施策の123ページ、都市公園管理事業で清掃委託料表中、都市公園等除草・植木剪定

業務委託、花見台第１ほか24か所、これはそれぞれどのくらい入っているのかということをお聞き

したいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 私のほうから、住宅リフォーム補助事業と都市公

園等管理事業について説明させていただきます。 

  まず、住宅リフォーム事業について説明いたします。件数44件と表示しましたが、受付件数でご

ざいました。３件、補助対象とならないものもあり、実績交付は41件でございます。金額は予算額

満額交付となりました。内訳としましては、屋根、外壁の塗装22件、洗面所、トイレ、風呂の改修

が８件、ベランダ改修が２件、窓の改修が２件、玄関改修１件、室内改修６件となっています。 

  続きまして、都市公園等管理事業の内容を説明させていただきます。公園の除草作業は、各公園、

緑地をおおむね２回、シルバー人材センターに委託し作業を実施しております。５年度は花見台緑

地と平沢土地区画整理事業地内３号公園については１回、おりがみ公園と明星前の川島公園は３回

となっています。その他21か所は２回実施しています。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 久保副課長。 

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 続きまして、道路修繕事業、防災・安全交付金につい

て説明させていただきます。 

  調査の延長につきましては91.8キロメートル、路線数につきましては45路線調査をさせていただ

きました。そのうち、判定の結果で修繕が必要となった距離につきましては、約38キロになります。 

  続きまして、交通安全施設管理事業について説明させていただきます。交通安全管理事業、この
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事業につきましては、各地区の区長さんからの要望にて事業のほうを進めさせていただいておりま

す。14件の内訳ですが、道路反射鏡等の工事が10件、あと道路の路面標示等の工事につきましてが

４件になります。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、リフォームの関係から再質問させていただきます。 

  これは、町内業者の支援対策ということでなっていると思うのですけれども、44件の件数なので

すけれども、業者数にして幾つかということをお聞きしたいと思います。 

  それと、115、必要箇所が38キロ、これは箇所数では分からないのでしょうか。箇所でちょっとお

願いしたいと思います。 

  それと、123番の公園の回数、この前の一般質問で聞いて２回ということで分かっているのですけ

れども、この２回で適正かどうかということをまず伺っておきたいと思います。 

  これと、128番のこれは道路区画等について、区長さんからの要望で14件ということで、カーブミ

ラーですか、これが10件。それと、４件というのは道路区画ですか。ということでありましたけれ

ども、実際にはもっともっと必要なところが私あると思っているのです。実際に現在把握している

のでここは必要だという、取りあえず通学路におきます横断歩道について、どのくらいの必要箇所

が把握されているか、これをお聞きしたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、リフォーム補助金のほうから説明させ

ていただきます。 

  携わりました町内業者の数なのですけれども、18社となっております。業種につきましては、工

務店が12社、塗装店が２社、設備会社４件となっています。 

  続きまして、都市公園の作業回数の関係なのですけれども、こちらにつきましては、公園の利用

状況等から除草作業が必要な箇所がある場合は、職員による除草作業も併せて対応させていただい

ております。それから、また地区のほうの見守り隊の方々の協力もいただいて除草作業をしており

ます。作業の回数の関係なのですけれども、シルバー人材センターでも作業の順番は現地を確認し

て、町と相談をしながら実施しているという状態になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 久保副課長。 

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路修繕事業のほうを回答させていただきます。 

  箇所数になりますけれども、路面性状の調査が、１スパン、20メートル置きに調査をさせてもら

っています。それで、全体的に98.5キロ調査をさせてもらっていますので、１路線に20メーターで
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も悪いところがあると修繕が必要だよという判定になってしまいますので、実際に修繕をしないと

いけない箇所というのは45路線、全路線になるかと思います。実際に施工をさせていただいて、20メ

ーターだと整合性が悪いものですから、実際は50メーターだとか100メーターだとか長い路線を毎年

１路線、２路線やらせてもらっていますので、修繕箇所につきましては45路線全路線というふうに

考えております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長  伊藤まちづくり整備課長。 

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長  それでは、公園について補足させていただきたいと思います。 

  公園清掃は、皆さんいろいろ一般質問されていまして、２回が適正かというのは、公園面から見

ると、やっぱり草がどうしても生えまして、特に近年というか、やっぱりここ数年はかなり草の繁

茂が激しくて、２回が適正かと言われると、なかなか回答には苦しいかなと思います。ただ、シル

バー人材センターの人材もいまして、だから増やして、では３回も４回もやってくださいとなると、

こちらのシルバーセンターのほうの人数も関係もなかなか難しいかなと思います。加えて、町の予

算も限りがございますので、今現在はこの２回程度が適正であろうということで、今、進んでいる

ところであります。ないところについては、先ほど副課長が言いますとおり、職員であったり地域

の方にお願いしたりというふうにさせていただいているところでございます。 

  あと、道路につきましても同様でございまして、昨年度は要望箇所のみを中心に、ほとんど要望

箇所で予算がかけられてしまったというところでございまして、やっぱり通学路等で必要な箇所、

特に「止まれ」というところ等の道路標示はない、あと外側線もないところがたくさんあって、課

題だと重々分かっておるところでございます。 

  基本的には、この箇所要望の予算が余り次第、市街化区域の通学路を中心に、そういうところは

させていただきます。ただ、 本委員さんが言われたように横断歩道は警察が引くものでございま

して、町が引くことはできませんので、工事とか舗装とかをやる場合は町が引きますけれども、改

めて引き直すというのは警察がやりますので、ただ最近、警察の方も予算を取っていただいて、十

分引いていただけたと思います。ただ、「止まれ」の横棒、「止まれ」の線は警察の引くものでご

ざいますので、それも引くことはできません。ただ「止まれ」という字は町が引くのですけれども、

ですから、よく市街化の中で線だけ引いてあって「止まれ」が書いていないとか、うちが「止まれ」

を書いてしまうと線が引いていないというところがあるのですけれども、それはちょっと担当が違

うということで、ご了承を願いたいと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 そうしますと、109番のリフォームの関係ですけれども、18社で41件ということだそ

うですけれども、これは実際に、嵐山町にはこういう対象業者というのは何社あるかお分かりにな
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りますでしょうか。分かりましたら教えていただきたいと思います。 

  それと、公園の関係は２回ということで、今説明いただきまして、予算もありますし、大変難し

いところで悩ましいなと私も思います。これについては今の答弁でよしということでしておきます。 

  それと、115番の必要箇所、20メートルごとに調査してやっているのだということなのですけれど

も、これは優先順位等をつけて工事のあれはできているものなのでしょうか、それをお伺いしてお

きます。 

  横断歩道、これは町でも把握して、警察のほうに要望していただくということでやっていただき

たいと思うのですが、それについていかがでしょうか。 

  以上。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 私のほうから、リフォーム補助事業の業者の関係

をお答えさせていただきます。 

  業者につきましては、個人でやられている方から、また会社的なものまでございますので、こち

らでちょっと業者数として把握はしていないのですけれども、こちらのリフォーム補助金の案内を

商工会のほうにさせていただいております。商工会のほうで、業者が集まるときに、こういう補助

金があるのでぜひご利用くださいということでＰＲをさせていただきまして、商工会のほうからも

このリフォーム補助金については公表いただいているということで確認はさせていただいています

が、ちょっと業者数のほうは、申し訳ございません、ちょっと私のほうでは分かりません。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 久保副課長。 

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路修繕事業について回答させていただきます。 

  優先順位なのですが、この調査をした結果を基に指数を出したり、ひび割れ率だとか、あとは路

線の区分ですとか、そういう総合的に判断をさせていただいて、この業務の中で路線案、優先順位

を決めさせていただいて、今現在それにのっとって修繕を今後進めていく予定であります。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 伊藤まちづくり整備課長。 

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、横断歩道の関係で申し上げます。 

  横断歩道の関係は交通安全という形で、基本的に担当としては地域支援課でお願いさせていただ

きます。もちろん、まちづくりに来たら話をさせていただいて、こういう要望が来ているよという

のは警察に話をさせていただきます。ただ、警察も予算がございますので、順番、順番に引くとい

うふうにいつも回答がありますので、ただ要望が来たらぜひ言っていただければ、地域支援課でも

まちづくりでもどちらでも構いませんので、言っていただければ警察のほうに依頼させていただき
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たいと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほう主要施策109ページですけれども、住宅リフォームの件です。補助事業です。

今、 本委員からの質問がございましたので、私のほうは再質問ということで、実際に事業をやっ

た金額は把握していますでしょうか。業者さんが実際にやった事業額、その総額がもし分かれば教

えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 その１点で。 

〇藤野和美委員 １点で。 

〇犾守勝義委員長 安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、リフォーム補助金の金額についてご説

明いたします。 

  先ほど申し上げました対象工事、屋根の外壁の塗装ですとかトイレの設備の改修とかいろいろ申

し上げましたが、総額で総工事費が町内で4,141万7,110円となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 そうすると、実際の業者さんがやられたのは4,000万を超えた事業をやられたという

ことなのですね。そうすると、これは前年度令和４年度に比べて増減はいかがですか。それは出て

いますか。 

〇犾守勝義委員長 安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、前年度との比較なのですけれども、令

和４年度が対象工事の金額は2,848万3,344円となっております。ですので、今年度につきましては、

補助の件数も違うのですけれども、おおむね上に向いているのかなというところでこちらのほうは

考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 私のほうからは２点で、主要な施策の39ページ、122ではなくて121ページに記載の

あります平沢土地区画整理事業貸付金元金収入はこれで最後なのか、効果はということと、もう一

つは、道路照明灯のＬＥＤ照明灯賃貸借料は、10年間のリース契約でしたけれども、令和５年度で

何年目になるのか、この事業が。それと、照明切れ、交換状況があったのか確認したいと思います。 

〇犾守勝義委員長 安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、平沢土地区画整理事業の貸付金につい

て説明させていただきます。 
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  当該年度の貸付金は、平沢土地区画整理事業の精算金徴収交付事務のうち、交付を円滑にするた

めに行ったものになります。精算金は、地権者皆さんの換地、土地相互感の不均衡を調整、是正す

るためのものでありまして、徴収額と交付額が等しくなり、地区全体で差引きゼロとなるように決

められるものになります。よって、交付するためには徴収金をもって交付を賄うものになりますが、

徴収額がないと交付することができません。平沢土地区画整理事業は、平成６年からはや30年経過

しておりまして、早期完成するために町から本来徴収すべき額をお借りしまして交付事務を行うこ

ととしたものです。貸付金の償還は、精算金の徴収をもって返済にはなりますが、精算金の徴収が

予定よりスムーズに進んだため、町の収入を３月に補正させていただきましたが、年度内に全額償

還したものです。収入は、主要な施策のページの39ページにあるとおりでございます。効果につき

ましては、精算金事務のうち交付事務を年度内にほぼ完了することができました。現時点では、交

付は100％となって完了しております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 久保副課長。 

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路照明灯の設置事業についてお答えさせていただき

ます。 

  リース契約、10年契約になっていますが、リースの最初の期間が平成28年３月１日からになって

おります。令和８年２月28日までの10年リースになっています。令和５年度末で７年と１か月、今

たっているところになります。 

  続きまして、照明灯の交換なのですが、令和５年度については８基交換をさせていただきました。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それで、５番の問題ですけれども、これで償還が終わって、効果はというところの

あれがなかったのですけれども、住宅も建って、もう割とあそこも何世帯ぐらい家が入って建った

のかなという、世帯数まで分からないとは思いますけれども、一応確認でお伺いしたいと思います。 

  それと、ＬＥＤのほうですけれども、令和５年度は８基の交換があったということですけれども、

大体10年ぐらいもつかなと思ったのですが、この以前の状況はどうだったのかお伺いいたします。 

〇犾守勝義委員長 久保副課長。 

〇久保雄一まちづくり整備課道路担当副課長 道路照明灯のほうをお答えさせていただきます。 

  今、嵐山町でつけているＬＥＤの照明なのですが、大体耐用年数なのですけれども、６万時間、

約15年もつという形でカタログ上には書いてあります。それで、令和５年度のときにはちょっと８

件、多かったのですが、令和４年度のときにはゼロ基でした。すみません、過去３年間しかちょっ

と調べていないのですけれども、令和３年度には３基、一応交換をさせていただきました。灯具に

つきましてはリース会社のものになっておりますので、費用的には町のほうは払っていなくて、そ
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の工賃だけお支払いをさせていただいております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 伊藤まちづくり整備課長。 

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えします。 

  平沢区画整理の効果というのは、以前から委員さんのほうからお話しさせていただいて、ご質問

していただいたところでございます。ちょっと前の資料で申し訳ないのですけれども、そのときの

資料を基に説明させていただきます。 

  平沢区画整理事業をやって、もともとあそこについては畑、田んぼが多く湿地帯であって、排水

問題とか今後の草対策とか虫対策とかというのが課題となっておりました。加えて、都市計画道路、

あそこを40年代に都市計画道路を計画しましたけれども、この都市計画道路をどう造るかというの

が最大の課題というふうになっていて、その様々な課題を検討するために、あそこについては区画

整理事業を行って再開発していこうということで進めたというふうに記憶しているところでござい

ます。 

  こちらにおいて、以前もご質問ございましたけれども、ちょっと数字が古くて申し訳ないのです

けれども、土地、家屋、固定資産税、これが大幅に上がっているところでございます。当初の金額

はちょっと概算で算定して、その当時も概算で、当時の概算ですけれども今はこうですよという話

をさせていただきますけれども、令和３年度でちょっと古いのですけれども、実績としては、令和

３年度で決算による試算、土地、家屋、法人町民税を試算すると約8,000万弱、7,900万円程度の固

定資産税の増が見込まれているというふうに考えていると思います。特にその前の平成23年当時は

もっと景気がよくて、そのときは１億を超えて固定資産税の増があったというふうに、ちょっと景

気によって波があるので、この辺はちょっと前後するのですけれども、法人税等がかなり増減しま

すので、その辺は変わってくると思います。ただ、大体8,000万程度は、全くやらなくて畑のままと

いう場合は、これは全然変わってくるかなというふうに思います。町の補助金をかなり入れました

けれども、それは数年たてば回収させて、あとは増えてくるというふうになると思います。 

加えて、人口、ちょっと世帯ではなくて人口はちょっと調べておりまして、これも目標人口を実

際は700としているのですけれども、なかなかちょっとそこまではいかなくて、今現在、令和３年末

なので申し訳ないのですけれども、それも1,500と、約660世帯人程度がそこでもう令和３年度、２

年前では増えておりました。最近また幾つか住宅が建っていますので、もっと増えているかなと思

います。こういうのが増えておりまして、かなり人数もそこに寄与しています。 

  特に最近、今年になってから消滅自治体の都市の解消ということで、嵐山町は今現在は国調ベー

スですけれども、解消になったという報道もありました。これも平沢がなかったらできなかったと

いうふうに、一つとして町として捉えておりますので、こういうのでかなり効果があったという。

加えて、店舗も、令和３年度当時、60店舗ぐらいありましたので、店舗もあれがなかったら店舗も
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できなかったと。大型スーパーも、今現在の某総合スーパーも、あのヤオコーができてからああい

う形態を埼玉県全体に広げていったという私たちは自負もございますので、あれが今現在のスーパ

ーの形態の基礎となったというふうに考えておりますので、かなり効果があったというふうに考え

ているところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 住宅リフォームの関係なのですが、申請者全員が補助を受けられたのかということ

でご質問なのですけれども、これは44件のうち、申請が44件あって３件が認められなかったという

ことでよろしいのか、初めに確認です。 

〇犾守勝義委員長 安在副課長。 

〇安在知大まちづくり整備課都市計画担当副課長 それでは、住宅リフォーム補助事業について説明

させていただきます。 

  申請時44件ありましたが、３件がちょっと補助対象要件から外れまして、最終的には交付が41件

という形になりました。補助要件の対象要件に該当しないという内容的には、住宅の所有者が町外

在住であったり、工事の内容が対象経費に該当しないものということ、また工事自体が補助金額に

満たないということと、あと法人所有の物件ということが対象外の理由となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 そうですか。まず、この表記の説明書のこれは44件、そうするとこれは誤りではな

いですか。41件で400万円と出すのが正確な書き方ではないですか。申請数ではなくて実際に受け付

けた件数、それと金額で出すのが正確ではないかなと思うのです。その点の考え方を伺いたいと思

います。 

  そして、所有者がもう町外の方、工事も内容外、規定されている外のものであったと。金額も少

なかったと。なるほど。これはもうしようがないなと思います。分かりました。 

では１点、それだけ伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 伊藤まちづくり整備課長。 

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、お答えします。 

確かに川口委員さんの言うように、正確には41件と書くべきでございますから、41件という誤り

でございましたので、誠に申し訳ございませんが、訂正させていただきたいと思います。どうも申

し訳ございませんでした。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 以上でまちづくり整備課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  入替えのみの休憩といたします。 
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         休  憩 午前１１時３０分 

                                              

         再  開 午前１１時３２分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  続いて、生涯学習課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、佐藤委員から質疑をどうぞ。 

〇佐藤弘美委員 決算書の205ページで、主要な説明書の133ページになります。比企郡サマーキャン

プ事業の参加負担金について、この金額は人数、参加校に関係なく同じ金額でしょうか。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  人権教育推進事業のサマーキャンプ負担金についてですが、この金額は人数、参加校に関係なく

同じ金額ですかということですが、負担金１万円につきましては、１人当たり2,500円の負担額の教

員４人分の参加費ということになります。これは、他の参加された自治体につきましても１人当た

りの単価につきましては同額となります。 

  以上でございます。 

〇佐藤弘美委員 以上です。大丈夫です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

続きまして、橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 それでは、質問いたします。 

  主要施策154ページ文化財発掘調査事業、読み方間違ったらすみません。試掘とは、試し掘り。調

査結果は。請負業者の選定方法は、お願いします。 

〇犾守勝義委員長 新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  文化財発掘調査事業の、これ「しくつ」と読むのですけれども、試掘とは、調査結果は、請負業

者の選定方法はにつきましてですけれども、まず試掘とは、文化財保護法に基づき、埋蔵文化財包

蔵地というのがもともと指定されているのですけれども、その包蔵地内の開発に伴う遺跡の分布状

況、地下に埋没している遺跡の分布状況を確認するために行う確認調査のことになります。この試

掘につきましては、町の費用負担で実施をしております。令和５年度に実施した町内の試掘調査は

11か所、うち２か所から遺跡が検出されております。このうちの１か所につきましては、遺跡の保

存が可能な施工方法で実施するということで確認をしております。また、もう一か所につきまして

は、道路工事に伴い遺跡が破壊されてしまうため、記録として残すべく今年度中に発掘調査を実施

する予定でございます。 
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  請負業者の選定方法につきましては、町内の建設作業の請負で町に登録をしている業者のうち、

試掘発掘調査に必要な機械類と技術を持つ人員を確保している８社から選定いたしまして、設計額

が10万円を超えるものが全ての委託になるものですから、その都度、見積り徴収ないしは指名競争

入札にかけて決定をしております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 ご説明ありがとうございます。試掘、覚えました。 

  期間が全て１日で完了しているのかなと思うのですけれども、試掘ということで、入札、掘った

後に、この試掘が１日で終わらなかった場合の事業費はどうなるのでしょうか。終わるのかな、ち

ょっとその辺教えてください。 

〇犾守勝義委員長 新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  試掘調査につきましては、もともとその家を建てる部分とか工場を造ったりする部分の、実際に

地面を掘る場所のみを調査いたします。その場所につきまして、トレンチといいまして、重機のバ

ケットの幅で溝をずっと掘っていくのですけれども、その溝を施工箇所のうちの何本かを溝を入れ

ていって、その下に遺跡があるかどうかというのを確認をしていきます。それですので、実際にも

し遺跡があってもなくても、作業をする時間というのはそんなに左右されないのです。実際に半日

ぐらいで掘削をして確認をして、遺跡があってもなくてももう埋め戻しをしてしまいますので、１

日で終わってしまうということになります。もし雨天等で天候が崩れたりとかした場合につきまし

ては、変更をかけましてやることになるのですけれども、令和５年度につきましてはそのようなこ

とはございませんでした。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうは、主要施策の151ページ、図書等購入事業です。これが前年より約50万ぐ

らいでしょうか、減額されております。その理由についてお聞かせください。 

〇犾守勝義委員長 岡本図書館長。 

〇岡本 均教育委員会知識の森嵐山町立図書館長 それでは、お答えいたします。 

  比企広域電子図書館を令和４年９月１日にオープンいたしました。それに伴って電子書籍が

3,000コンテンツ増えました。ですので、その電子書籍が増えた分、図書購入費を減額いたしました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 そうしますと、実際には利用者から見て、電子コンテンツをそういう形で導入した

ことによって、利用度というか、その辺の利用者の方からの感想というか、あれはどうなのでしょ
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うか。 

〇犾守勝義委員長 岡本図書館長。 

〇岡本 均教育委員会知識の森嵐山町立図書館長 電子図書館につきましては、とても使いやすいと

いう声もありますし、それからやはり私は、従来の紙ベースの本のほうがしっくりきますという、

そういう感想もあります。ただ全体として、司書職員を中心に、世の中で今どういう本が求められ

ているか、あるいは利用者の方々が求めているものは何かということを直接聞いたり、それからリ

クエストカードというのがございまして、それに記入して書いてもらうことによって、ですから購

入するものを決めているということで、利用者のニーズに合ったものを用意するようにはしており

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、２点について質問させていただきます。 

  まず最初に、主要な施策の152ページ、電子図書利用率は。お伺いいたします。 

  もう一点、２点目が153ページ、杉山城跡ナラ枯れ緊急伐採や薬剤処理などで削減率は。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 岡本図書館長。 

〇岡本 均教育委員会知識の森嵐山町立図書館長 それでは、電子図書館の利用率はということに対

してお答えいたします。 

  まず、登録者数のほうなのですけれども、先ほど申し上げたように、令和４年９月からスタート

しましたので、令和４年度末３月31日時点では156名の方が登録してくださいました。１年後の令和

５年度末には269名になっております。ですから、113名増えているということです。ですから、利

用者の数はこのような形で順調に増えております。それと、ＧＩＧＡスクールに伴って、読み放題

パックというものもありますので、学校での利用のほうもしていただいているので、順調に伸びて

いるのではないかというふうに捉えています。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 では、私のほうからは、指定文化財保存管理事業の杉山城

跡ナラ枯れ伐採の件につきましてお答えさせていただきます。 

  杉山城におきますナラ枯れの被害総数につきましては、全体の調査は実施をしておりませんので、

全体の本数に対する伐採率につきましては不明となります。今回はあくまでも安全対策ということ

に重点を置きまして、倒木や落枝による散策路への人的被害への対策として、被害木の伐採と薬剤

処理のほうを実施をしております。 

  以上でございます。 
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〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、まず14番の電子図書のほうからお伺いします。 

  登録者数が本当に伸びていてよかったなと思いました。それでコンテンツも3,000コンテンツ増や

されたということですけれども、その3,000コンテンツの内容は、児童図書だとか成人向けだとか歴

史物だとかなどなどあると思うのですけれども、どういう分類のものを入れられたのか。また、い

ざ鎌倉、貸し出しておりますけれども、その貸出し人数ですか。そういうのは個々には難しいかな。

では、コンテンツ種類を教えていただきたいと思います。 

  それと、ナラ枯れのほうですけれども、先ほど環境課で確認したのは薫蒸処理という方法だと言

っていましたけれども、こちらは薬剤処理と書いてあって、会社、請負業者は同じ業者さんなので

すけれども、先ほどは何かブルーシートみたいなのに薬剤を染みらせて、ブルーシートで巻いて、

卵を産んでふ化するまでの間、処理する、見るのだということでしたけれども、こちらの薬剤処理

につきましてはどのような処理をするのか、お伺いしたいと思います。それだけかな。 

〇犾守勝義委員長 岡本図書館長。 

〇岡本 均教育委員会知識の森嵐山町立図書館長 それでは、お答えします。 

  資料の選択につきましては、東松山市が中心になって進めているのですけれども、東松山市以外

の６つの町から、こういう資料がいいのではないかということで挙げまして、そして最終的にバラ

ンスよく選んでいただいているというところなのですが、やはり小説、それから児童向けのものを

なるべく多くということでうちのほうでは挙げているのですけれども、全体のバランスを見て決め

てもらっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  環境課のほうでは薫蒸処理という名称を利用されているということで、うちのほうは薬剤処理と

いう名称なのですけれども、内容といたしましては全く同じ内容になります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 ＧＩＧＡスクールでも利用されているということだったのですが、ＧＩＧＡスクー

ルで使われている資料というか本というか、どういったものなのか。また、利用年齢層、先ほど113名

増えていて、この269名の方の人数、小学生とか、そんな細かくなくていいのですけれども、小中学

生までとか高校生とか、何か分かれば教えていただきたいと思います。 

  ナラ枯れのほうは、では同じやり方ということで、先ほど聞いたら、１年ぐらい通して確認する

のかなということなのですけれども、これをやることによって根絶できるのかどうなのか、確認し

たいと思います。 
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〇犾守勝義委員長 岡本図書館長。 

〇岡本 均教育委員会知識の森嵐山町立図書館長 それでは、お答えいたします。 

  ＧＩＧＡスクール関係のほうから言いますと、やはり児童書を500コンテンツ入れましたので、そ

れを中心に利用をしていただいております。 

  それと、登録者の年齢層ですが、10代の方が一番多くて、次が50代、そして40代、30代、60代の

順です。ですから、うちの課題としては、20代の方々、それから70代の方々をどうこれから増やし

ていくかというのが課題となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  薬剤処理により根絶はということでございますが、もともとこの原因になっております虫が、カ

シノナガキクイムシという大変小さな虫なのですけれども、日本の在来の昆虫になります。こちら

温暖化に伴いまして西日本のほうから北上をしてきて、近年、埼玉県に侵入してきている虫になり

ます。町内至るところで発生をしておりまして、薬剤処理によってその場での再発というか、新た

に発生する虫というのは減少というかできるのですけれども、よそから入ってくる個体も当然おり

ますので、根絶というわけにはいかないかと思います。あくまでもその場での発生を抑えるための

対策ということになります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 主要な施策の22ページと23ページになりますが、教育使用料の体育施設使用料が

令和４年と比較しますと増加しています。コロナ禍以前の利用に戻ったのか、比率ではどのくらい

になっているのか、伺いたいと思います。 

  次に、152ページですけれども、杉山城跡史跡整備検討委員会報奨費の７万6,758円で、ここでは

具体的な方向性の内容についてどのようになったのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

新井副課長。 

〇新井浩二教育委員会生涯学習課副課長 お答えいたします。 

  まず、歳入の教育使用料の部分につきましてお答えさせていただきます。体育施設使用料が令和

４年度と比較で増加しているということで、コロナ禍以前の利用に戻ったのかということでござい

ますけれども、体育施設使用料につきましては、決算額は304万6,300円ということで、前年度令和

４年度に比較いたしまして21万6,900円の増収となりました。増額の要因といたしましては、総合運

動公園の使用料が114万7,400円で、前年度比35万8,200円の増収であり、これは町外団体の利用が増

加していることによるものでございます。 
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  コロナ禍以前の利用に戻ったかということでございますけれども、こちらにつきまして、令和元

年度の体育施設使用料と比較いたしますと、全体で、令和元年度が267万7,300円、令和５年度の304万

6,300円と比較しますと、コロナ前よりも36万9,000円、比率にいたしまして113.8％の利用額が増加

しておりまして、コロナ禍以前に戻ったというふうに考えております。 

  続きまして、主要な施策の説明書152ページの指定文化財保存管理事業につきましてお答えいたし

ます。杉山城跡史跡整備検討委員会につきましては、杉山城跡保存活用計画を策定するために委嘱

されました委員６人で構成をされております。それぞれが杉山城跡に関する専門的な知識を有する

各分野の第一人者の方でございます。このうち１人につきましては、県立嵐山史跡の博物館の館長

にお願いをしております。また、オブザーバーといたしまして、県の文化財博物館課の担当職員に

もご出席をいただいております。杉山城跡保存活用計画につきましては、今年度末に完成の予定で

現在検討を進めております。今後の保存活用につきまして具体的な方向性といたしましては、杉山

城跡はとても保存状態のよい遺跡ということがまずございます。ただ、近年につきましては、大勢

の来館者の方が訪れておりまして、散策路の歩くことによる踏圧による遺跡のダメージが目立つと

いうことで、遺構の保存を目的とした最小限の整備を行うことを予定しております。また、この整

備を進めるに当たりましては、最小限の必要な発掘調査ということも計画をしてございます。 

  また、観光面におきましても、関係者との連携による魅力アップについて進めていきたいという

ふうに考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 体育施設の使用料なのですが、総合運動公園の町外の使用される方が多いという

ことで、これは町内の方と町外の方で私は考えていなかったのですけれども、町外の方が増えてき

て、そして町内の方も一緒な感じだから、大体コロナ禍前に戻ったというふうに考えていいのでし

ょうか。町外の方が増えるということは、町内の方の利用料は同じで、町外の方が増えたというふ

うに……どう言ったらいいのだろうか。 

〇犾守勝義委員長 それだけでいいのですか。 

〇渋谷登美子委員 はい。 

〇犾守勝義委員長 馬橋生涯学習課長。 

〇馬橋 透教育委員会生涯学習課長 お答えいたします。 

  体育施設につきましては、体育館とかテニスコートとかいろいろあるのですけれども、その項目

によって実は若干の増減というか、利用が減っているものも当然ありますし、増えているものもあ

るということで、委員さんトータルでお聞きされているので、トータルで考えると、さっき新井副

課長のほうから答えたように、ある程度コロナ前に戻っているというようなふうに考えられると思

います。ただし、その使用料につきましては、町外団体は利用料が倍なのです。ですので、町外の
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方が多く使うと利用料のほうは増額するというような流れになります。ですので、一概に金額だけ

では比較できない部分がございますけれども、利用の感じを見ていると、ほぼ元に戻っているので

はないかなというふうに考えています。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 以上で生涯学習課に関する部分の質疑を終結いたします。 

  暫時休憩いたします。 

         休  憩 午前１１時５５分 

                                              

         再  開 午後 １時２９分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  続いて、教育総務課に関する部分の質疑を行います。 

  それでは、佐藤委員から質疑をどうぞ。 

〇佐藤弘美委員 決算書の205ページから227ページの水質検査手数料について、どのような検査をし

ていますか。金額が各学校で違うが、どうしてでしょうか。 

  それと、決算書の227ページの廃棄物収集運搬委託料について、何についての廃棄でしょうか。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

根岸教育総務担当副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、私から水質検査手数料につきまし

てお答えいたします。 

  水質検査手数料は、小中学校及び幼稚園の飲料水の水質検査とプールの水質検査になります。金

額が違うのは、飲料水の水質検査は全ての学校で行っておりますが、それに加えプールの水質検査

を実施しているのは菅谷小学校と志賀小学校のみであるためになります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 尾針副課長。 

〇尾針雄介教育委員会教育総務課再編・施設担当副課長 廃棄物収集運搬の委託の関係でございます。 

  こちらにつきましては、幼稚園で出ました燃えるごみなどの一般廃棄物の廃棄でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 佐藤委員、どうぞ。 

〇佐藤弘美委員 プールと飲料を検査している会社というのは同じ会社でしょうか。 

〇犾守勝義委員長 １点でよろしいのですか、佐藤さん。 

〇佐藤弘美委員 １点だけです。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 会社のほうは同じ会社になります。埼玉県食
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品衛生協会検査センターで検査をしております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 それでは、質問させていただきます。 

  決算書219ページ、221ページ、水泳授業委託料、菅谷小学校、玉ノ岡中学校ともに同額になって

いますが、生徒の人数は関係ないか。契約の内訳は。 

  もう一つ、主要施策160ページ、学校給食費負担軽減事業、物価高騰分とありますが、１食当たり

の単価は。各業者の委託料の高騰はあったか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、私からお答えいたします。 

  １つ目、水泳の授業委託料でございます。水泳指導業務委託料は、生徒の人数ではなくプールの

施設の利用日数と指導員の派遣人数により契約しております。令和５年度は、各校各学年３回ずつ

実施いたしまして、３回掛ける３学年掛ける２校で18回分、１日に２回実施いたしましたので、９

日間の契約となっており、138万6,000円を２校で折半しております。 

  契約の内容につきましては、プールの施設利用料と、あと指導員の派遣費になります。 

  続きまして、学校給食費の負担軽減事業になります。負担軽減事業の１食当たりの補助単価は、

小中学校が16.2円、幼稚園が5.77円になります。学校給食センターの運営に関する委託料の高騰に

つきましては、給食調理等業務委託料、廃棄物収集運搬業務委託料、衛生害虫駆除委託料、フード

等清掃業務委託料、消防設備保守管理委託料、ピット内配管点検清掃業務委託料、こちらが令和４

年度に比べて増加しております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 橋本委員、どうぞ。 

〇橋本 将委員 プールの日数の契約ということで承知しました。 

  この水泳授業委託料の中に、バスで行かれていると思うのですけれども、バスのはちょっとどこ

に入っているかということと、あと指導員の人数が生徒の人数に対して適正であるか、何人につき

何人の指導員がついているのか。あと、この事業、学校とか生徒からの評価がどうなっているのか

ということ、それと学校給食負担軽減の件でちょっと確認なのですけれども、単価を聞きたかった

のですけれども、16点幾つとかになって、ちょっと聞き取れなかったのもあるので、もう一回お願

いします。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

根岸副課長。 
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〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、水泳業務委託につきまして、生徒

の送迎の件でございますが、こちらは生徒送迎業務委託ということで別に契約してございます。行

政バスのほうと一般の武蔵観光のほうと２台で契約をしております。 

  すみません、先に給食のほうの単価につきまして申し上げます。先ほど申し上げましたのが、１

食当たり、小中学校が16.20円、幼稚園が5.77円になります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 神田指導主事。 

〇神田貴裕教育委員会教育総務課指導主事 水泳指導の評価と指導者の人数についてお答えさせてい

ただきます。 

  水泳の評価に関しましては、嵐山町の中学校の生徒に関しては、近隣のスイミングスクールとい

うのが東松山スイミングスクールしかないので、非常に慣れ親しんだコーチで指導を受けるという

子もいて、非常に評判は良く、子どもたちの反応もいい様子が見られました。また、この指導の中

に保健体育課の教員も一緒に入って指導をしているのですが、水泳のスペシャリストの指導の仕方

を見ながら教員もいい研修をしながら、教育という部分に関しては、水泳の現場での指導をしてい

るというような形となっております。東松山スイミングスクールの指導員のほうは２名のコーチが

ついているということでお答えさせていただきます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 橋本委員。 

〇橋本 将委員 質問とずれるかもしれないのですけれども、バスが行政と、もう一個武蔵観光でし

たか、委託されている理由はあるのですか。なぜ行政バスだけではないのかなという。 

〇犾守勝義委員長 その１点でいいですか。 

〇橋本 将委員 はい、１点です。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長  失礼いたしました。バスにつきましては、行

政バスを併用するということになりまして、行政バスを扱っている武蔵観光さんに委託をしており

ます。水泳の業務の委託料につきましては、むさしの厚生文化財団ということで、東松山スイミン

グスクールに委託をしているということになります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 私からは１点だけです。主要施策131ページ、小中一貫教育推進事業の中で、需用費

として心理テストという内容があります。心理テストとしか書いていないのでちょっと内容が分か

らなかったので、この内容についてお伺いします。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 
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〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、ご回答させていただきます。 

  嵐山町で行っている心理テストは、ｈｙｐｅｒ―ＱＵテストというものになります。この心理テ

ストは、小学校５年生、６年生、中学校全学年で取り組んでおります。このテストの内容ですが、

児童生徒にとって学級がどれぐらい居心地のよいものかなど学級集団への適応感に関する尺度、学

校生活の意欲に関する尺度、児童生徒のソーシャルスキルに関する尺度についてテストを行います。

クラスや学年集団の特徴や傾向を把握し、教師の感覚だけではなく客観的な結果として学級風土の

理解を深めていきます。さらに、対人関係能力についても診断し、児童生徒がどの程度ソーシャル

スキルを身につけているか判定されます。検査結果では、学級集団の様子を判定するとともに、結

果から考えられる対応方針について、学校及び教師に対して詳細なコメントを得ることができます。

また、学級経営に困っている先生方を支えるという役割もあります。ソーシャルスキル尺度の結果

に基づいた個人票も打ち出されますので、児童生徒への結果のフィードバックがすぐできるような

心理テストを嵐山町では行っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 まず１点が、これお聞きしたいのです。消耗品費で心理テストで請負業者が三星社

さんというところなので、ここから見るとこれ教材の購入ということだったのでしょうか。それで

この教材を活用するのは会計年度任用職員、小中一貫教育推進事業に担当される方が行われている

のか。それとも、これは一般のテスト教材だけではなくてテスト全般の請負なのか。先ほど結果が

出るとありましたので、いろんな調査をして、その結果をフィードバックできるような、そこまで

の請負なのか、その辺についてお伺いします。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、ご回答させていただきます。 

  こちらの心理テストのほうですが、教材の購入というよりは、テストの用紙から検査の結果を打

ち出すところまで、全体の予算となっております。このテストの結果ですが、小学校５、６年生か

ら行うことで、学年、学級の様子や特徴を追っていくことで、中１ギャップの解消につなげていく

とともに、よりよい学年、学級集団への形成を役立てるということで、小中一貫教育推進事業のほ

うで行っております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 分かりました。それで、ほかの方も同じような質問が出ていますので、あまり深入

りもあれなのですけれども、これを小中一貫推進事業で、今最後にお答えいただきましたけれども、

この中でこれをやる、毎年やっていらっしゃるというような回答もありましたので、そういう位置

づけについてもう一度お伺いいたします。 
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〇犾守勝義委員長 下村教育長。 

〇下村 治教育長 お答え申し上げます。 

  この心理テストにつきまして、ｈｙｐｅｒ─ＱＵでございますが、小中一貫推進事業の中でやっ

ているということでございますが、この事業で実は教員のほうも配置してございます。そういった

意味で、この配置の要綱のほうが町の要綱集に載せてございますが、その中にこの事業の目的とい

うのがございまして、小中一貫事業は嵐山町小中学校において小中一貫した教育を行うことで、嵐

山町の将来を担う児童生徒に細やかな指導を行い、より充実した学級活動や安定した学級生活の実

現を目指すとあります。この安定した学級生活であったり充実した学習指導、細やかな指導を行う、

その資料となる客観的なデータを取るためにこの心理テストを実施しているものでございます。し

たがいまして、この小中一貫推進事業の中に位置づけをしているものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 今の小林委員の内容とちょっと重なるわけですけれども、改めて主要政策の131ペー

ジ、小中一貫教育推進事業の内容と効果は。 

  もう一つが132ページ、奨学資金貸付基金管理事業について運用状況は。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、小中一貫教育推進事業の内容と効果というと

ころについてお答えさせていただきます。 

  主に幾つかの業務がございますが、２つの大きな内容がございます。１つ目は、中学校の英語科

の免許を持っている者を雇用し、小学校での英語指導を行いました。２つ目は、不登校児童への学

習指導及び教室へ足を運んでいけるようサポートを行いました。効果としましては、小学校段階か

ら中学校の英語との関連を見据えた指導を行い、中学校接続を意識した授業を行うことや、小学校

段階で不登校解消を目指し、中学校へとつなげていけるよう具体的に支援を行ってまいりました。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 私から奨学資金貸付基金管理事業についてお

答えいたします。 

  奨学資金貸付基金管理事業は、奨学資金貸付の特別奨学資金が半額免除となった方の免除金額分

を一般会計から奨学資金貸付基金へ補てんするものになります。令和５年度は１名分で10万円とな

っております。 

  以上でございます。 
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〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 今２つの大きな業務ということで言われたわけですけれども、１つは不登校のサポ

ートということでした。これは、何人ぐらいの児童生徒を実際にサポートをされたのか、お聞かせ

ください。 

  それから、奨学資金について、この10万円というか１人分の補てんということなのですが、これ

は全体に基金を令和５年度時点でどのぐらいの方が借りられて、返済も含めて利用をされているの

か、それについて教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 私のほうから奨学資金の貸付基金につきまし

てお答えいたします。 

  令和５年度貸し付けている人数は６人分で520万円になります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 先ほどの不登校の支援した具体的な人数についてなので

すが、昨年度は何人かということは、具体的にはこちらのほうも正確には追っていることができま

せん。今年度におきましてはＳＳＲを配置しましたので、各校１人から数人程度は、こちらの事業

のほうの講師のほうで指導を受けているという状況になります。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 そうなりますと、この一貫事業の中で、中１ギャップですか、非常に大きい。それ

から、不登校の問題が当然大きな問題だと思うのです。ただ、数字の動きを教育委員会で具体的に

は把握していないというふうなことでいいのですか。それを確認です。要するに、各校、当然一貫

教育といいますと、現状では中学校中心として、玉中と菅中、それに対して七小と志賀小、それか

ら菅小から菅中と、その辺のところでやられているかなと思うのですけれども、それのもう一回そ

の状況、教育委員会としての把握状況、念のためもう一回お聞きします。 

  それから、奨学資金について、3,000万の基金を運用しているわけですけれども、実際にはこうし

ますと６人分、約520万ということですから2,500万は動かないままいるということで、令和５年度

のそれを増やす努力、私、去年一般質問等したわけですけれども、幾つかの改善点もご提案もした

り、それは教育委員会の中でというか、これは審議会というかの中で検討することだと思うのです

けれども、それの令和５年度の検討事項はどんな検討をされたのでしょうか。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、私から奨学資金の関係を先にお答えさせていただ

きます。 
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  先ほどお答えしました６人で520万円というのは、令和５年度に支出した、新たに貸し付けた方の

金額でございます。ですので、基金のお金としましては、まだ返済が残っている方がたくさんおり

ますので、3,000万円のうち520万円しか動いていないということではございません。 

  それと、令和５年度にどういった改善をしたかということでございましたが、そちらにつきまし

ては、委員さんのご指摘もありました奨学資金の貸付けの返済の期限ですとか、また利息の利率に

つきまして改正をいたしたところでございます。今後につきましても、借りたい人が安心して借り

られるような制度の運営を図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 下村教育長。 

〇下村 治教育長 お答え申し上げます。 

  小中一貫教育とそれから不登校の対応の関係でございます。昨年度の対応した人数ということで

ございますが、昨年度につきましては、こういった人を配置することで小学校から中学校に行くと

きに不登校が増えることを未然に防ぐ、そういったことで中学の免許を持っている者、そういった

人を雇用して小学校で授業をやっていただきました。また、そういう人が入ることによって子ども

たちにきめ細かな指導をすることによって、学習のつまずきやそういったことから不登校に新たに

入るのを防ぐ、そういったことから配置してございますので、昨年度につきましては、具体的な不

登校に何人対応したかという数字的なものはございません。先ほど指導主事が説明した中でＳＳＲ

という言葉が出てまいりましたが、なかなか聞き慣れない言葉かと思います。スペシャル・サポー

ト・ルームと申し上げまして、校内支援センター、昨年度の反省を生かしまして本年度はこういっ

た部屋を各学校につくりましたので、この部屋には、学校には来れますが教室に入れない、そうい

った子どもをそこで勉強させる部屋をつくりましたので、そこには何人来ているということがきち

んと数が把握できますので、そういった意味で、本年度につきましては１から数名というお話をし

たものでございます。この部分に、これは決算ではございますが、本年度はそこの部分にも小中一

貫の教員のほうが配置しておりますので、今年についてはそのような把握でございます。また、昨

年度につきましては、申し訳ございません。具体的な個別の対応ではないものですので、数の把握

というものはございません。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、２点お願いいたします。 

  主要施策の131ページ、学校教育ＩＴ推進事業で、コールセンター運用業務の内容についてお伺い

をいたします。 

  もう一点は、主要施策の133ページ、菅谷小学校管理業務、教師用指導書、指導教材購入、菅谷小

学校の内容、これを教えていただきたいと思います。 
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〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、コールセンターの運用業務の内容

をお答えいたします。 

  こちらは、ＧＩＧＡスクール端末修理運用サービス業務委託になりまして、児童生徒のタブレッ

ト端末が故障した場合に、電話をして状況を話しまして、どういう処置を取ればよいか判断して指

示をしてくれるコールセンターへの業務委託になります。 

  続きまして、菅谷小学校管理事業の教師用指導書の件でお答えいたします。教師用指導書、指導

用教材の購入に関しましては、４年に１度、教科書の改訂がございまして、小学校は令和６年度よ

り新しい教科書になるため、令和５年度に教師用指導書、指導用教材を購入いたしました。内容と

いたしましては、各教科、国語、書写、社会、算数、理科、生活、音楽、図工、英語、道徳の１年

生から６年生までの教科書に準拠した指導書になります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 最初の件ですけれども、これはタブレットの故障に関するコールセンターですか、

教師、先生方のいろいろこういうＩＴで困ったときにコールセンターに電話するということではな

くて、これはタブレットが故障したときに問合せをして対応をすると、こういうもので、確認です

けれども、よろしいのでしょうか。 

  それと、２点目ですけれども、これは教科書の教材なのですが、菅谷小学校のほかに、これは七

郷小学校でも購入していらっしゃるのですけれども、それぞれ進明堂と三星社ですか、異なってい

るのですけれども、内容は全く同じものということで理解すればよろしいでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 タブレットのコールセンターの件でございま

すが、こちらはタブレットの関係及び校務支援の教職員のＰＣの相談も受け付けております。たま

たまというか、業者のほうが同じでございますので、一括して両方受けてくださっているというこ

とになります。 

  続きまして、教師用指導書の件でございますが、菅谷小学校、七郷小学校、志賀小学校とも購入

をしております。業者のほうが菅谷小学校、志賀小学校は進明堂、七郷小学校につきましては三星

社ということで分かれております。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 内容は同じでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 最初の関係なのですけれども、そうしますと、タブレットでコールセンターを活用
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したという状況はどのくらいあるか。あるいは先生がそういったインターネットのことで相談をし

て活用しているというのがどのくらいあるかというのは把握されておりますでしょうか。 

  ２点目につきましては、これは２社にそれぞれ発注しているのは、１社では、同じところでは駄

目だったという状況はどういうことなのでしょうか、それを伺います。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、お答えいたします。 

  まず、コールセンターの件でございます。こちらは令和５年度の相談件数53件ということで、学

校のほうからも５件相談がございます。こちら内容に関しましては、タブレットの操作のことだっ

たようでございます。 

  続きまして、教師用指導書でございます。こちら２社ということでございますが、教科書の発注

に関しましては、埼玉県教科書供給協会のほうで業者のほうが指定されております。嵐山町に関し

ましてはこの２社ということで、菅谷小学校、志賀小学校に関しましては進明堂、七郷小学校に関

しましては三星社からということで決まっておりますので、教師用指導書につきましても、そちら

と同じように契約をいたしております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、３点についてお伺いします。 

  まず最初に、主要な施策の34ページ、教員の負担軽減のためにスクールサポートスタッフの配置

状況と効果をお聞きします。 

  次に、２番目が133ページから随時書いてありますけれども、光熱水費について、菅谷小学校が約

592万円、七小が約294万円、志賀小が630万、そして菅中467万、玉ノ岡中学校439万、幼稚園80万と

いうことで、これ評価と書いてしまったのですけれども、内容のほうが水道代と電気代が一緒にな

っていますので、分けてお伺いしたいと思ったのです。よろしくお願いします。 

  それと、160ページの学校給食費の負担軽減事業物価高騰分は、給食費全体に対しての率が何％だ

ったかという質問は、今回こちらが160ページ、物価高騰分として国からの補助が327万4,000円とあ

るのですけれども、給食費が幾らに対して、これが幾らだから何％分補てんされましたよという、

そういう率です。お聞きします。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、順番にお答えいたします。 

  まず、スクールサポートスタッフでございます。スクールサポートスタッフは、教職員の負担軽

減を図り、教師がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できますよう、学習プリント等の準備

や採点業務等をサポートする支援員でありまして、令和５年度は全校に１名ずつ配置しております。

効果については、全ての学校において、教員１人当たり週30分から１時間程度業務に従事する時間
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を減少できたと推察しております。 

  続きまして、光熱水費でございます。光熱水費は電気料金及び水道料金となりまして、学校ごと

の料金を申し上げます。菅谷小学校、電気料金430万845円、水道料金162万8,010円、合計592万

8,855円、七郷小学校、電気料金247万4,449円、水道料金47万963円、合計294万5,412円、志賀小学

校、電気料金365万6,752円、水道料金264万9,184円、合計630万5,936円、菅谷中学校、電気料金385万

5,274円、水道料金81万6,369円、合計467万1,643円、玉ノ岡中学校、電気料金396万5,739円、水道

料金42万5,252円、合計439万991円、嵐山幼稚園、電気料金62万5,103円、水道料金18万1,290円、合

計80万6,393円となっております。菅谷小学校と志賀小学校は、プールを利用しているため水道料金

が高くなっております。 

  続きまして、学校給食費負担軽減事業になります。令和５年度の給食費私会計の決算における収

入合計額のうち、学校給食費負担軽減事業物価高騰分の補助金の割合は、小中学校4.74％、幼稚園

1.26％になります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、まず１番目のスクールサポートの件でお伺いします。５年度は、消毒と

いうのは、５月から５類に変わりましたから消毒作業というのは減ったのかなと思うのですけれど

も、しかしながら、やはりお子さんの健康観察だとか、そういうこともスクールサポートスタッフ

の方はやっていただけるというような内容も書いてあることから、いろいろと先生の役に立つよう

な仕事をなさったと思うのですけれども、こういう面が助かったというような内容についてお伺い

したいと思います。資料の配布だとかそういうのはやっているのは分かるのですけれども、特にこ

ういうことをやってもらって助かったというようなものがあれば教えていただきたいです。 

  それと、光熱水費のほうなのですけれども、今回、志賀小学校だけが昨年の電気代も全部見てい

るのですけれども、４年度と６年度で比較すると志賀小だけが50万ぐらい上がってしまっているの

です。なので、ほかのところは逆に50万ぐらい下がっているのに、どうして志賀小だけは上がった

のかなということを確認したいです。 

  それと、次の給食費なのですけれども、今、私会計になっているのですけれども、給食費１人当

たりの１食代がまず幾らで、その１食代に対して、先ほど橋本委員が質問した16.2円と5.7円が多分

物価高騰分で補てんされたのだろうなと思うのですけれども、１食代が幾らなのかちょっと確認さ

せてください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、スクールサポートスタッフの業務のどれが効

果的であったかということなのですが、各学校のほうにスクールサポートスタッフの活用状況や、
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どのようなところが一番助かりましたかというアンケートを取り、毎年県に送っているのですが、

令和５年度の結果ですと、多岐にわたっておりまして、これが一番助かったというものはないので

すが、各学校５校全て答えてきたものとしまして、授業プリント、家庭への配布文書の印刷、仕分

け、続きまして、文書、備品の整理や廃棄の手伝い、続きまして、掲示物や名前シール等の作成や

貼替え、そして学校行事等の準備の補助、これをどの学校も一番助かった業務として挙げておりま

す。なので、これが一番だと言い切れないのですが、多岐にわたって取り組んでいただいていると

いうのが嵐山町の現状でございます。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、まず志賀小学校の水道料金が多かった理由につい

てでございます。志賀小学校では、昨年大変夏暑かったので、プールの時期に水質検査で一般細菌

が検出されました。それもプールの授業には影響はなかったのですけれども、その間少し水をオー

バーフローさせて水をちょっと循環させていた、それによって水を少し多く使ってしまったという

ことがあります。それが１点。もう一点は、原因がどこにあるのかというのがまだ究明できていな

いところで、プールのろ過装置とプールとをつなぐ管の間で漏水が発生しているのではないかと思

われます。１日たつと何センチか何もしないのに減ってしまうという状況がございまして、こちら

がプールをやっている期間内にその調査ができなかったということで、プールの水を若干多く使っ

てしまったということにつきましては、反省をしておるところでございます。なかなか漏水箇所を

特定するのにどの程度の予算がかかるのかというのが、まだちょっと積算できていないので、プー

ルの実施期間が短いものですから、なかなか漏水調査と修理が済んでいない状況でございます。そ

ちらが志賀小の水道料金が多くかかった理由になります。 

  続きまして、給食費１食当たりの値段でございますが、給食費は１月当たり小学生が4,300円、中

学生が5,000円で給食費を賄っております。それは、１食当たりにしますと、小学生が250円、中学

生が290円となります。これは目安になります。令和５年度の実際にかかった１食当たりにつきまし

ては、給食にかかった費用全体を昨年供給した食数で割りますと、１食当たり306円と大体なってお

ります。ですので、先ほど補助額が16.2円というお話をしましたけれども、中学生の290円と比べま

すと、ちょうど補助された額ぐらいが上乗せになっているかなというふうに推察されております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 ４番のことにつきましては、先生は本当に助かったということで、分かりましたの

で大丈夫です。 

  13番の質問では、プールの漏水と割とオーバーフローさせていたということで、水道代が増えた

ということだったということが分かったのですけれども、電気代はエアコンを今運転するようにな
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って、昨年が国からの補助があったから、若干電気代は安くなってしまっているのですよ、去年は。

令和４年と令和３年、でもそれは言っていなかったからなのですけれども、過去から比べてどうだ

ったのでしょうか。電気代のほうは、今年度５年度に限っては安くなったのだろうなと思うのです

けれども、それでよろしいのか。 

  それと、最後の給食費に関しましては、割と内容的には、その物価高騰分も入って、普段より若

干ちょっと気持ち金額的に余裕があったと捉えていいのかな。290円に対して306円と言ったのは、

306円相当の給食が出せたと捉えてよろしかったのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 まず、電気料金についてお答えいたします。 

  畠山委員ご承知のように、令和４年度が一般家庭等においても話題になったとおり、大変電気料

が高騰いたしました。そういったことで、令和５年度は予算等もちゃんと払えるように措置してい

ただいたところで、実際には令和４年ほどの電気料はかからなかったというような状況でございま

す。 

  続きまして、給食費につきましては、１食当たりがおおむね306円程度かかったということで、こ

ちらにつきましては、食材費が高騰しておりますので、306円のメニューというのが充実したものだ

ったかというと、なかなかそうは言えないものであったと思います。それと同じような状況が今年

度も続いていますので、１食当たりの単価が上がっても内容を充実させるのは難しい状況と考えて

おります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 奨学資金なのですが、先ほど貸付が令和５年度は分かりましたけれども、全体でど

のぐらいの貸付けがあるのか。それと、返済状況について伺いたいと思います。 

  小中一貫と心理テストがどう結びつくのかということでは、中１ギャップの解消のためという理

解でよろしいのでしょうか、これ確認です。 

  タブレットの台数、一般質問あれは持ってこなかったので、10台と答えたのですか、確認です。

それもお答えいただきたいと思います。 

  いじめ不登校の人数とどんな対応をしてきたのか伺いたいと思います。 

  それから、学校給食費なのですけれども、物価高が続いている中で昨年より補助金が下がったわ

けですよね、令和５年度は。その理由を伺いたいと思います。 

  最後に、水泳指導なのですが、これ橋本委員がお聞きいただいて、大体分かったのですけれども、

生徒の人数ではないのだと、指導員の人数なのだと。それと日数だということで、これは了解しま

した。 

  どうなのですか、少ない生徒数と多い生徒数とでは、この水泳を学ぶものが違ってくるのではな
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いかなと思うのですけれども、その辺の差はないのかどうか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 順次答弁を求めます。 

根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、私から奨学資金の関係とタブレッ

トの関係、それから水泳授業の関係をお答えいたします。 

  まず、奨学資金の状況でございます。令和５年度の奨学資金の貸付基金の状況でございますが、

先ほど申し上げましたように、貸し付けたものは６名分で520万円、それから戻ってきたものがござ

いまして、それが返還金が16人分で666万7,200円となっております。 

  続きまして、タブレットの台数でございますが、委員さんおっしゃったとおり10台でございます。 

  続きまして、水泳の授業の件でございますが、生徒の人数はあまり関係ないのではないかなとい

うのは思います。 

  以上でございます。 

         〔何事か言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長、どうぞ。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 すみません、申し訳ありません。物価高騰に

よる給食費の補助金の件でお答えいたします。 

  なぜ去年より補助金が下がったかということでございますが、令和４年度の補助金の積算は、令

和３年度と４年度で同じ時期で同じメニューのものがございまして、そちらの１食当たりの食材料

の差で計算いたしまして単価を出して、予定日数、予定人数で積算しております。令和５年度につ

きましては、値上がりが予定されております御飯、麺、パン、牛乳、調味料のそれぞれの単価の値

上がり分をそれぞれ出して、発注予定数、それから発注予定回数を掛けたものを合計いたしまして

補助金額といたしました。それなので、令和５年度は令和４年度に比べてより細かく高騰額を算出

したためこのようになっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、お答えいたします。 

  心理テスト、ｈｙｐｅｒ―ＱＵテストの関係ですが、先ほど教育長もおっしゃってくださいまし

たが、学級生活の雰囲気や中学校へ向けてというところもありますので、中１ギャップ解消だけと

いう理由ではないのですが、中１ギャップ解消も一つの結果として結びついているものというふう

に捉えていただければと思います。 

〇犾守勝義委員長 神田指導主事。 

〇神田貴裕教育委員会教育総務課指導主事 いじめ不登校に関する件についてお答えいたします。 

  いじめ不登校というのは、いじめによる不登校というもので、いわゆるいじめ重大事態に関する
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ものだと思いますが、本町ではそのいじめ重大事態による不登校児童生徒はおりませんということ

で報告いたします。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 奨学資金なのですけれども、貸付けが令和５年度全体で６人だったわけなのですか。

私、令和５年度に入学した高校、大学も含めて新しく入学した子どもさんに貸し付けたのがそうだ

と思っていたのですけれども、大学、次も２年、３年とあります、高校だってあります。その子た

ちには、これは対象になっていたのかどうかなのですけれども、そこを伺いたいです。 

  それから、返済なのですけれども、返済は卒業したらもう次の月からでしたか、返済することに

なっていますよね。ちゃんとされているのか。就職がきちんとできていて、できていない人からも

取り立てているのかどうか、そこを確認したいのですけれども。 

  それから、心理テストの件は、そうですか、中１ギャップもということなのですね、なるほど。

中１ギャップのことで言おうかなと思ったのですけれども、分かりました、いいです。あんまり意

見が言えなくなってしまったので、分かりました、いいです。 

  タブレットも、この10台というのは一般質問ではしていましたけれども、代替機に大体回ったの

か、使い道について伺いたいと思います。 

  いじめ不登校の重大事態、何と言ったの、いじめ不登校の重大事態云々とかとおっしゃいました

ね。いいです。いじめ不登校は嵐山は結構多いわけですよね。その子たちへの対応というのはどう

いうふうにされたのかを、重大事態まではいかないのだけれども、その子たちへの対応はどうした

のか。この重大事態というのはどういう条件が重なると重大事態になるのか、教えてもらえますか。 

  学校給食費なのですけれども、単純に考えて、値上がりが続いている中で補助金が下がったら質

を低下させるしかないわけです。値上げさせるか。値上げはしないわけだから、質を低下させるし

かないのではないかなと思ったのですけれども。さっきも聞いていたのですけれども、そういう形

は大幅には取っていないように聞こえたのです、質の低下は。そうしたら、町が補助金を出して維

持をさせるというような形しか考えられないのですけれども、どうなのですか。その仕組みも含め

て伺いたいと思います。 

  水泳の関係なのですが、これ教室で学ぶ児童生徒だってそうなのですが、少なければよく指導が

行き渡ると思うのです。多ければどうしてもなかなか難しい面というのがあると思うのです。水泳

も同じような面があるのではないかなと思ったので、多いと難しい、なかなか指導が行き渡らない

面があるのではないかなというふうに思いましたので、お聞きしたのですけれども、いかがでしょ

うか。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

根岸副課長。 
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〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、私から奨学資金の関係とタブレッ

トの関係をお答えしたいと思います。 

  奨学資金の関係ですが、先ほど貸し付けた金額が520万円で６人ということで申し上げましたが、

１年生から４年生まで含まれております。 

  続きまして、タブレットなのですけれども…… 

         〔「返済のことについて」と言う人あり〕 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 失礼いたしました。返済に関しましては、大学

を卒業してから半年後から返済が始まります。返済するに当たりましては、返済の計画を相談して

出していただきまして、それに基づいて返済していただいております。 

  続きまして、タブレットの件でございますが、こちら購入したタブレットに関しましては、学校

ごとに必要な、故障の台数も多いのですけれども、需要の高いもの、学校のほうで判断をいたしま

して、こちらのほうでも確認をいたしまして、緊急性の高いものから使っていただくようにしてお

ります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、私からは給食費の補助につきましてお答えさせてい

ただきます。 

  給食費の補助が下がったら質を低下させるしかないのではないかということでございましたが、

令和４年度、５年度につきましては、コロナ対策の一環である物価高騰対応の補助金をいただけま

したので、そういったものを活用して何とか実施することができました。一般質問の中でもお答え

しましたように、令和６年度においてはその補助金がないために、質を落としてということはなか

なかできないので、日数の調整を合わせて、できるだけ給食を維持できるような方法を考えて、今、

実施しているところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 神田指導主事。 

〇神田貴裕教育委員会教育総務課指導主事 それではまず、いじめ不登校に関する件についてお答え

させていただきます。 

  いじめ不登校というのは、恐らくいじめが原因による不登校になったことを指されるかと思うの

ですが、文部科学省のほうでは、いじめが原因による不登校のことをいじめ重大事態と指しており

まして、そのようないじめが原因による不登校というのは、嵐山町では確かに不登校は課題ではな

っているのですが、それによる不登校の原因というのは起こっておりません。 

  続きまして、水泳の指導業務の少人数との効果の違いについてお答えさせていただきます。まず、

スイミングスクールの指導のほうでは、大人数の一般の方のスクールの指導を普段から行っていま
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すので、学校の80人から100人くらいの生徒の対応のノウハウは、スキルというのは非常に持ってい

ます。さらに25メートルのコースを、はっきりは、ちょっと申し訳ないのですけれども、６コース

から７コースぐらいを使ってプールを十分に活用していますので、待機をして見ているだけのよう

な生徒は、私が見ている限りでもなく、十分な水泳指導は行えているのかなというふうに感じてい

ます。 

  以上、お答えいたします。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 学校給食費からですけれども、その補助金が令和４年度から下がっているわけです

よね。ですので、質を低下、ちょっと質問の私も悪かったのですけれども、それが下がっているか

ら質を低下させるか値上げするしかないと思うのです。値上げしていないわけですから、質の低下

があったのではないかなと思ったのですけれども、どうしたのですか、補助金が下がっているわけ

ですよね。その分は町から出してもらったのか、何とかやりくりしなくてはならないわけですよね。

どのようにしたのかを伺いたいのですけれども。 

  いじめで不登校になった人をいじめ重大事態と、そうですか、ありがとうございます。それで、

この不登校、いじめも単独ではあったと思うのですけれども、いじめや不登校の児童生徒に対して

どのような対応をしているのか、代表的なもので結構ですので伺えればと思います。あとは結構で

す。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、学校給食費の補助金につきましてお答えさせてい

ただきます。 

  まず、令和５年度にいただいた補助金は、新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金

の重点支援分でございました。そして、こちらが令和５年度のほうが令和４年度よりは少なかった

のですけれども、給食費のこの給食会計でございますが、当然、その年度にいただいた給食費でそ

の年度の給食を作るというのが基本だとは思いますが、例年ある程度の繰越金というものも出てお

りますので、その繰越金を利用しまして令和５年度は実施できたというふうに捉えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 下村教育長。 

〇下村 治教育長 お答え申し上げます。 

  いじめ不登校に関してですが、１点、先ほどの答弁の修正をさせてください。いじめ重大事態の

説明でございますが、いじめ重大事態と申し上げますのは、いじめによってその子どもの生命や財

産や、そういったものに関わるような事態に陥った場合や長期の欠席になった場合、こういった場

合をいじめ重大事態と言っています。この場合には第三者機関を教育委員会で立ち上げて調査をす

ることになるのですけれども、その部分は先ほどの説明のちょっと補足をさせていただきます。 
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  続きまして、いじめ及び不登校の対応ということでお答え申し上げますと、今回は決算審査とい

うことでございますので、令和５年度でその分に予算を使っているものといたしましては、中学校

になりますが、さわやか相談員の配置であったり、それからスクールソーシャルワーカー、こちら

のほうも県の分に合わせて町では予算を組んでいただきまして、県以上に配置をして、配置日数を

増やして、子どもたちのいじめであったり、それから不登校であったり、そういった子どもだけで

はなくて家庭への支援ということも行っているところでございます。 

  予算に関わるところは以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 主要な施策の129ページなのですが、小川町広域適応指導教室の金額が92万423円

でした。この前も伺ったと思うのですけれども、答えていただけなかったのでまた伺います。全体

利用者数、そして嵐山町の利用者数、そしてその中で嵐山町の不登校児童の中の割合というか、嵐

山町と全体利用者数の中の割合というのはどのくらいになるのか、伺いたいと思います。 

  それから、130ページ、障害児就学支援指導委員会の相談件数を伺います。これ延べと実数と伺え

ればと思います。 

  130ページです。発達障害児早期支援対策事業43万4,940円で、具体的にどのような事業を行って

いたのか伺います。 

  それから、140ページと145ページ、要保護、準要保護児童数の令和５年と令和４年を比較します

と、菅谷小が85人で令和４年が82人、七郷小が15人で令和４年が13人、志賀小が46人で令和４年が

44人、菅谷中が令和５年が47人で令和４年が42人、玉ノ岡中が30人で令和４年29人で、比率増なの

ですが、独り親家庭の比率について伺いたいと思います。 

  それから140ページと145ページですが、特別支援教育就学奨励費が、令和５年が菅谷小が７人で

令和４年が４人、七郷小が１人で同じなのです。そして、志賀小が６人で令和４年２人、菅谷中が

３人で同じ、玉中が１人で令和４年が２人で増減はないわけですけれども、貧困が学業を抑えてい

るというふうな事情等について把握があるかどうかというのは、これはこの数字では分からないと

思うのですが、貧困と学業の問題というのはある程度通じていると思いますので、その点について

伺います。 

  それから、144ページです。これは、かなり私たちのグループの中では問題になっていることなの

ですが、中学生の性教育講座の講師謝礼ですけれども、講師が性教育の内容の中でＨＰＶワクチン

を推進するということがかなりあるのです。それで、そのことについては質疑していこうという形

になっているのですが、このことについて、そこまでご存じかどうか。前回は女性の先生だったの

で、そのことについてしっかりお願いしていたのですが、令和３年の段階ではお願いしていたので

すけれども、それからその後、替わられたので、ちょっとうまく話ができていないかなと思うので

すけれども、その点についていかがでしょう。 
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〇犾守勝義委員長 順次答弁を求めます。 

吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それでは、答弁させていただきます。 

  まず、小川町広域適応指導教室に関してでございますが、令和５年度の数ですが、小川町適応指

導教室の全体利用者数は10名となっております。嵐山町は２名、そちらのほうを利用させていただ

きました。不登校児童生徒中の利用割合はおおよそ3.6％になります。 

  続きまして、就学支援指導委員会等の相談件数についてなのですが、こちらのほう、嵐山町就学

支援委員会と言っております。来年度就学予定のお子さんや現在就学中の児童生徒についての就学

先についての審議を行う場であり、ここでの具体的な相談活動は行っておりません。町役場での保

護者との相談、各校や各園での相談件数、または健康いきいき課への相談等を含めますと、もう追

い切れない相談件数になっており、詳細な件数についてこちらも把握しておらず、述べることがで

きず、大変申し訳ございません。 

  続きまして、発達障害児早期支援対策事業についてになります。こちら嵐山町特別支援教育巡回

支援相談員として、臨床心理士の資格を持つ医師を各校、園に派遣をしております。そこから専門

的な知見からの指導、助言をいただくとともに、特に幼稚園や小学校６年生、中学校３年生など進

学を控えたお子さん等につきましては、就学先についてもその先生に見立てをして行っていただき、

相談等に役立てております。また、ＷＩＳＣと言われる発達検査や社会適応等はかるような検査の

冊子や検査用紙の購入等もこちらに充てております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 根岸副課長。 

〇根岸珠美教育委員会教育総務課教育総務担当副課長 それでは、私から要保護、準要保護の認定数

における独り親家庭比率及び特別支援教育就学奨励費の件でお答えいたします。 

  まず、要保護、準要保護の児童数の独り親家庭比率でございますが、認定理由が児童扶養手当受

給者とする人の割合でございますが、全体で53％でございます。 

  続きまして、特別支援教育就学奨励費でございますが、こちらは特別支援学級に在籍しているお

子さんのご家庭の学用品費や通学用品、給食費等を実費分の２分の１を支給するものになります。

嵐山町では所得判定で可能であれば、より保護者に有利である準要保護を申請してもらいまして適

用させております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 神田指導主事。 

〇神田貴裕教育委員会教育総務課指導主事 性教育の指導について、講演の内容についてお答えさせ

ていただきます。 

  こちら講師は、嵐山町のほうでは昨年度、埼玉医科大学病院産婦診科医師の高橋幸子氏にお願い
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をして講演を行っております。講演の内容ですが、適切な男女交際や恋愛について、また性的同意

について、セルフプレジャーについて、妊娠した場合について、性感染症について、子宮頸がん、

ＨＰＶワクチンについて、性の多様性についてなど、多様な視点を専門的見地や多くの経験の中か

ら講演していただいています。中学生性教育講座については、中学校３年生の３月、卒業を前にし

た生徒たちにとって遠いようで近いような講演となっております。また、事前に講師の先生と養護

教諭で打合せをし、講演内容等も確認を行っております。その学校の必要性に応じた講演を行って

もらっています。 

  以上、お答えさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 広域適応教室にいらっしゃるのは具体的には3.6％という形で、そのほかの方たち

は、令和５年度に関しては急に不登校児童が増えたという形で、急にではなかったですが、20万人

増えたという形で、かなり広く広報されたと思うのです。3.6％で、行く場所があればいいというふ

うな感覚で見ると、3.6％というのは全体の中で、小川地区のそこのところで適当な数なのかどうか、

どのようにお考えになるのか伺いたいと思います。 

  それと、就学時支援指導委員会なのですが、これはもう数え切れないほど相談件数があって、こ

このところでは指導をどうするかと、具体的にはどのようなことを話をなされていて、指導の内容、

どういうふうな形でというふうな形ではなくて、どのような形のことを話をなされていらっしゃる

のか伺いたいと思います。 

  それから、発達障害児児童対策早期事業なのですが、具体的に、私、ドクターが入っているとは

思わなかったので、臨床心理士とかそういう方が入っていらっしゃると思ったのですが、このドク

ターは病院に所属していらっしゃるドクターなのか、どのようなタイプのドクターなのか伺いたい

と思います。 

  それと、中学生性教育のことなのですけれども、まさにぴったり、この方は困るという方がいら

しているのですが、嵐山町で。今、埼玉医大ではその方を中心に、埼玉医大ではないのですけれど

も、ヒトパピローマウイルスのワクチン接種に関しては、この方が一生懸命やっていらっしゃる方

なのです。皆さんにワクチン接種をしましょうというふうな形で動いていらっしゃる方で、それで

とても困っているというのが現状で、前はそのことについてお話ししていたのですけれども、この

ことに関して高橋さんとお話しすることができるのでしょうか。そういうタイプの人ではないなと

思って見ているのですが、いかがでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 ４点でいいのですか。 

〇渋谷登美子委員 いいです。 

〇犾守勝義委員長 吉井指導主事。 

〇吉井大輔教育委員会教育総務課指導主事 それではまず、私のほうから就学支援委員会のほうをお
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答えさせていただきます。 

  具体的な件数はすみません、本当に述べることができず。昨年度、指導主事が持った相談件数だ

けでもおよそ軽く40件を超えております。なので、かなりの数になるかなと思われます。この就学

支援委員会で話し合っている内容につきましては、来年度、令和５年度でしたから令和６年度、そ

この中での話合いで、そのお子さんについては特別支援学級が適しているのか、それとも特別支援

学級の中でも知的のクラスなのか情緒学級であるのか、または通級というもので対応ができるのか、

もしくは特別支援学校が適しているのかというようなことを各学校の特別支援教育コーディネータ

ー、指導主事、こちらにも嵐山学園の医師に入っていただき、または知見を有する者にも入ってい

ただき会議を行う、そのような内容になっております。 

  発達障害児早期対策事業の臨床心理士の資格を持つ医師についてなのですが、現在は病院には所

属をしていないとお話を聞き取っております。臨床心理士の資格を持っていろんなところに行き、

各学校や他の自治体のほうに行き、嵐山町で行っているようなことを主にやっているという話を聞

き取っております。 

  以上になります。 

〇犾守勝義委員長 神田指導主事。 

〇神田貴裕教育委員会教育総務課指導主事 それでは、中学生性教育についてお答えいたします。 

  まず、高橋先生の講演の中で、ＨＰＶワクチンについての説明ですが、基本的にはどのようなワ

クチンなのかという説明が中心でした。説明の中には、現在のワクチンの普及率、男性や女性また

は病気の可能性などを伝えているのみで、講演の中で受ける受けないということについては触れて

はいません。また、性教育、卒業前の中学生にとって非常にデリケートだけれども大事なお話です

ので、それは先生のほうもよく分かっていただいて、講演内容について何かあれば、学校側の必要

性に応じて変えるということも十分対応していただいていますので、それについては十分学校のニ

ーズに応じての性教育指導になっているかと思います。 

  以上、答弁させていただきます。 

〇犾守勝義委員長 下村教育長。 

〇下村 治教育長 それでは、広域適応指導教室の利用人数のことについて申し上げます。 

  ３％強ということが適切な人数かどうかということでございますが、これについてはなかなか適

切かどうかということをお答えすることが難しいかなと思ってございます。本来であれば広域適応

指導教室に通う子どもというのは少なくて、学校にみんなが来ることが理想ではあると思っており

ます。ただ、個人的には今非常に不登校が多い中で、どこかでつながりを持っていくということが

大事だと思ってございます。その選択肢の大事な一つとして広域適応指導教室があり、またそのほ

かには町のほうでは菅谷小学校の敷地内に子ども家庭支援センターがあり、それからほかの形でメ

タバースでの学校に通っている子どももあり、様々な多様な選択肢がある中でございます。その中
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で、まだまだそのどこにも入っておらず、学校からの連絡はつきますが、その限りという子どもも

いますので、引き続き３％が多いかどうかというよりは、そういった子どもを少しずつどこかには

つなげる形で支援をしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 中学生の性教育の問題なのですが、高橋さんになる前は嵐山町の、今、産婦人科

していらっしゃらないのですけれども、その方にお願いしていた時期があるのです。具体的になっ

ているので、女性と男性との差があると思うのですが、それも以前、ここの一般質問か何かで話を

しているのですけれども、一般質問ではないな、予算か何かかもしれないのですけれども、そうい

った形にちょっと、もうそのものずばりの方が名前が出てきてしまったので、ここまで出てくるの

は初めてだなと思って聞いていたのですけれども、ちょっと考え直していただけないですか。その

性教育に関しても、すごくデリケートな問題なので、逆にそこのところでどういうふうなことがあ

るというふうに言われて、子宮頸がんというのは、本来は私たちのような70代ぐらいの人がなるの

に、突然、厚労省で10代、20代が罹患するというふうな形になってきたような状況がありますので、

そこのところは非常に難しいと思うのですけれども、私が見ている限りでは、統計なんかを見てい

ても間違った情報が動いていて、そこのところで皆さんが右往左往しているという状況があります

ので、これは一度、そういうふうな問題として考えるのはとても教育委員会としては難しいと思う

のです。だけれども、嵐山町に実際に実在するお医者さんがいらっしゃって、かつてはそのことを

性教育としてやっていらしたので、そういったこともお願いしてみるのもいかがかと思うのですけ

れども、ちょっとすみません、決算でこの数字、人が出てきてしまったのでびっくりして、回答に

ならないけれども、ちょっとここのところを考え直していただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 決算ですから。 

〇渋谷登美子委員 決算なのだけれどもしようがない、こんな数字。びっくりしてしまった、私。答

えなくていいよ。 

〇犾守勝義委員長 答えなくていいですよね。 

〇渋谷登美子委員 答えなくていい。 

〇犾守勝義委員長 では、もうそれでいいのですよね。 

  以上で教育総務課に関する部分の質疑を終結いたします。 

                                              

    ◎散会の宣告 

〇犾守勝義委員長  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

ご苦労さまでした。 
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（午後 ２時５５分） 
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    ◎開議の宣告 

〇犾守勝義委員長 皆さん、おはようございます。ただいま出席議員は10名であります。定足数に達

しております。よって、決算審査特別委員会は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

                                              

    ◎諸般の報告 

〇犾守勝義委員長 ここで、報告をいたします。 

  本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  委員の皆様に申し上げます。質疑は自己の意見を述べることができないこと、また質疑を含む発

言は全て簡明にすることが会議規則に定められています。令和３年５月28日、議会運営委員会の答

申のとおり、質疑の要旨を明らかにするために必要な範囲で自己の意見を述べることまでは制約さ

れませんが、質疑の意味を再確認し、質疑に徹し、簡明に行うことをお願いいたします。 

  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

                                              

    ◎認定第１号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を議題といたします。 

  全課局に関する質疑並びに現地調査を終了しております。これより歳入歳出を含めて総括的な質

疑をお受けいたします。総括質疑につきましては、６名の方から届出をいただいております。 

  初めに渋谷登美子委員、次に畠山美幸委員、次に 本秀二委員、次に小林智委員、次に藤野和美

委員、最後に川口浩史委員の順で行います。 

  それでは、渋谷登美子委員からどうぞ。 

〇渋谷登美子委員 ２項目の質疑なのですけれども、令和５年度、大体コロナが終止、終わったとい

う感じで見るのか。その結果、コロナによって貧困格差がひどく広がったこと、特に女性の貧困と

いうのが目立つようになってきたのではないかという意味があって、その点を含めて質問させてい

ただきます。 

  まず、１番目です。令和５年度開催の審議会、住民参加の委員会、区長会、民生委員会について

の男女比、女性参画比率、片方の性がゼロの審議会及び委員会について伺います。そして、女性の

参加が30％以下の委員会があったとしたら、その理由について伺います。 

  ２番目です。嵐山町職員の育休取得、介護休取得、ボランティア休暇の男女別人数及び比率を伺

います。これは昨年度、育休は男性はいなかったのですけれども、令和５年度については１人はい

るというふうに伺っていますので、その点も含めて伺いたいと思います。 
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  ３番目です。低所得者の世帯の比率を伺います。高齢者世帯、子ども扶養世帯、独り親世帯、障

害のある人の世帯の世帯数比率を伺います。生活保護世帯の件数及び高齢者、障害のある方、精神、

身体、知的に分け、そして子どものいる独り親家庭、疾病等についての件数を伺います。 

  ４番目です。会計年度任用職員のうち、所得の100万円以下、200万円以下、200万円以上について、

性別、年代別、再任用、勤労年数、１年未満、３年未満、５年未満、10年未満、15年未満、そして

専門性の有無について伺います。 

  ５番目です。コロナワクチン接種に係る年度前の国庫支出金、年度前年齢別ワクチン接種者を伺

います。 

  ６番目です。コロナ禍以降の財政について、国庫補助金額、支出、年度前地方交付税の増、財政

調整基金の積立額との関係を伺います。これは、地方交付税に関しては2019年度ですか、すごくた

くさん地方交付税が出され……2020年ですよね。そして、それがだんだん基金に積み立てていって、

それを減額していくというやり方を国が取ったと思っているのですけれども、その点についての考

え方を伺いたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 順次答弁を求めます。 

  初めに、安藤地域支援課長には１を、次に、萩原総務課長には２、４、６を、次に、岡野税務課

長には３を、次に、太田福祉課長には３を、最後に、菅原健康いきいき課長には５を、よろしくお

願いいたします。 

〇安藤浩敬地域支援課長 それでは、１につきましてお答えさせていただきます。 

  令和５年度の審議会、委員会等の女性比率は、222人中70人の31.5％です。区長会は35人中１人の

2.9％、民生委員、主任児童委員は41人中31人の75.6％です。また、男性のみの審議会等は１つござ

います。女性比率が30％以下の審議会等の具体的な理由までは承知しておりませんが、充て職など

が理由ではないかと考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇萩原政則総務課長 ２番目の質問についてお答えします。 

  令和５年度嵐山町職員の育児休業所得の男女別人数は、男性３人、女性７人の計10人、男性30％、

女性70％になります。特別休暇のうち、介護休暇の取得の男女別人数は、男性１名、女性２名の計

３人で、男性33％、女性67％になります。また、ボランティア休暇について取得した職員はおりま

せん。 

  続きまして、４番目の質問についてお答えします。質問では所得ごとの質問ですが、収入ごとに

まとめさせていただきました。任用年数につきましては、会計年度任用職員制度が始まった令和２

年度からの年数といたします。また、集計につきましては、時間の都合で106名の方の集計となりま

すので、よろしくお願いいたします。 
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初めに、100万円以下、全員で52名でございます。男性22名、女性30名、年代は、20代２名、40代

６名、50代11名、60代23名、70代10名、任用年数は、１年目16名、２年８名、３年３名、４年25名

となります。専門資格を有する方ですが、教員４名、幼稚園バス運転手４名の計８名でございます。 

  続いて、200万円以下の職員でございます。合計で38名でございます。男性９名、女性29名でござ

います。年代は、20代１名、30代３名、40代４名、50代13名、60代16名、70代１名でございます。

任用年数は、１年目３名、２年７名、３年７名、４年21名でございます。専門資格を有する仕事で

すが、保育士３名、幼稚園教諭３名、教員２名、介護福祉士２名、学校司書１名、社会福祉士１名、

ケアマネ１名、社会教育主事１名の計14名になります。 

  続きまして、200万円以上の職員でございます。合計で16名でございます。男性３名、女性13名で

ございます。年代は20代１名、40代４名、50代２名、60代８名、70代１名、任用年数は、１年目３

名、２年２名、３年２名、４年９名となります。専門資格を有する方ですが、看護師２名、幼稚園

教諭３名、教員１名、介護福祉士１名、社会福祉士１名、保健師１名の計９名となります。 

  続きまして、６番目の質問事項についてお答えします。コロナ禍以降において、新型コロナウイ

ルス感染症対策や物価高騰対策として国庫支出金が交付され、令和２年度には約20億5,000万円、令

和３年度には約５億9,000万円、令和４年度には約４億8,000万円、令和５年度には約３億1,000万円

が交付されました。支出につきましては、補助率が10分の10のものがほとんどでございますので、

補助金額とほぼ同額でございます。 

  年度ごとの地方交付税の増につきましては、令和２年度が前年度と比べ8,800万円の増、令和３年

度が前年度に比べ２億6,000万円の増、令和４年度が前年度に比べ約3,000万円の減、令和５年度が

前年度に比べ約2,900万円の減でございます。財政調整基金の年度末残高のそれぞれの年度の前年度

と比較した増減額は、令和２年度が約１億700万円の増、令和３年度が約３億8,000万円の増、令和

４年度が約１億円の増、令和５年度が7,700万円の減でございました。単独事業を補助事業に振り替

えて実施したことなどが積立額の増額した要因の一つと認識しております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 岡野税務課長。 

〇岡野富春税務課長 私のほうからは、３番の低所得者世帯の比率を聞くということに対して答弁さ

せていただきます。 

  世帯の比率とのご質問でございますけれども、ちょっと様々試しましたが、世帯での集計がちょ

っとできなかったため、人数についてお答えをいたします。 

  初めに、高齢者の人数ですけれども、65歳以上で年金収入があり所得が200万円までの方が

5,920人、割合が39.9％、続いて子どもを扶養している方ですけれども、16歳未満の子を扶養してい

る方ということで集計いたしまして、460人、割合が3.1％、続いて独り親の人数ですけれども、寡

婦独り親の区分等で申告等されている方で199人、割合が1.3％、最後に障害のある方については



- 150 - 

717人、割合が4.8％となります。いずれも確定申告等で申告をいただいたデータを基に集計をいた

しました。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長 私のほうからは、引き続き３番の後半の質問につきましてお答えいたします。 

  まず、生活保護世帯の件数でございますが、こちらは今年４月１日現在ということで181世帯、こ

のうち高齢者世帯につきましては95世帯となってございます。 

また、障害のある方につきましては、ちょっと世帯数では出ないので人数になるのですが、障害

者手帳の取得者が６年の４月１日現在531人、知的の手帳をお持ちの方が178人、そして精神保健福

祉手帳を取得の方が198人となってございます。 

  また、独り家庭医療の制度上で子どものいる独り親ということですが、こちらにつきましては

139の登録でございますが、実際に所得制限がかかっていない方でいきますと114人ということにな

ります。 

  疾病等の件数ということでございますが、こちらは制度上、疾病の内訳というのは分かりません

ので、あくまで一部負担金の助成という形になりますので、こちらが令和５年度で年間給付件数と

いたしまして1,715件となってございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 菅原健康いきいき課長。 

〇菅原広子健康いきいき課長 それでは、５番目の質問に対しましてお答えさせていただきます。 

  コロナワクチン接種に係る年度ごとの国庫支出金につきまして、令和３年度からお答えさせてい

ただきます。100万円単位でお答えさせていただきます。令和３年度は１億3,500万円、令和４年度

は9,200万円、令和５年度は確定数値ではございませんが5,200万円です。この３年間で約２億

7,900万円の国庫支出金となります。 

  続きまして、年度ごとの接種者につきましてお答えいたします。年度ごとの接種者数を出すのは

大変難しいため、申し訳ございませんが、令和３年度から令和５年度までのトータルの接種者人数

で、年齢別で１回でも接種した方と７回全て接種した方をお答えさせていただきます。１回でも接

種した方につきましては、ゼロ歳から４歳で38人、５歳から11歳で224人、12歳から64歳で8,138人、

65歳以上の方で5,699人です。 

  次に、７回全て接種した方につきましてお答えさせていただきます。12歳から64歳で361人、65歳

以上で2,863人です。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 すみません。まず、１番目からなのですけれども、全体的に令和５年度、審議会
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とか委員会とか、住民参加の委員会というのは何回というか何部門と言ったらいいのですか、あっ

たのか伺いたいと思います。 

そして、男性のみの委員会というのはどこの委員会になるのか伺いたいと思います。 

女性参画比率が少ないのは充て職だったということですから、そこの部分は充て職の部分が多い、

充て職でそういうふうな方が、女性が参画できないというふうな状況になっているのかどうか伺い

たいと思います。 

男女共同参画の委員会がありましたよね。それで当然こういった公表数値は出していると思うの

ですが、そこについてどのような皆さんの評価があったのか伺いたいと思います。 

  次は、２番目に行きます。育休ですけれども、男性の育休取得はどのような形で育休をされてい

るのか、女性の場合は産休のほかに育休というのは、ある程度イメージがつくのですけれども、ど

んな形で取られているか伺いたいと思います。 

あと、介護休暇ですけれども、この介護休暇はどのような形で取られているのか、年次休暇では

なく日にちで、時間給みたいな形で取られているのか、そういった形を伺いたいと思います。 

  次、３番目、それからもう一つ、所得が200万円以下の方ということで、高齢者の方は65歳以上だ

と5,920人で、ほぼ39.9％になるというわけですけれども、高齢者世帯の年金所得者で200万以下と

いうと、大部分の方が年金生活の200万以上の方というのは少ないのではないかと思うのですけれど

も、この点についての把握はいかがなものかと思います。 

あと、子ども扶養世帯だと200万円以下が460人で3.2％、この子ども世帯の場合は3.2％というの

は、やはりかなり厳しい状況になるのかなと思うのですが、その点。そのうちの独り親家庭が199人

だから全体の1.3％ということになりますから、子ども扶養世帯のうちの1.9％は200万円以下という

形で、やはり二人親の家庭の中でもそういった現実があるというふうに考えてよいということなの

ですか、というふうに思います。 

障害のある方は4.8％で、これは障害のある方のうちでも障害者年金が200万円以上になっている

ということはなくて、障害のある方はそのほかに何らかの所得があって200万円以上になってという

ことになるのですか。4.8％というのは全体の4.8％ですから、障害のある方のうちの何％ぐらいが

200万円以下になるのか伺いたいと思います。 

  あと、生活保護世帯の関係なのですけれども、これは私もちょっと質問の仕方が悪かったのかな

と思って今聞いているのですけれども、疾病は年間1,715件ということなので、1,715件の疾病の医

療費を出したというふうな形になって、疾病の方が生活保護世帯の中に入っているということでは

ないということなのでしょうか、その点を伺いたいと思います。 

  ごめん。４と３を間違えました。 

５番目です。すみません、５番目でコロナワクチンのことなのですけれども、７回以上接種した

方が5,699人のうち2,863人いるということは、６回以下の方は2,836人ですか。そうすると、その65歳
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以上の方で全体で何％ぐらいの方がワクチン接種をされたという形になるのか伺いたいと思いま

す。実際に65歳以上の方にコロナワクチン接種の、高齢者の方がたくさん受けるようにという形で

最初進められたのですけれども、この全体で２億7,900万のうちコロナワクチン接種にかかった65歳

以上の方の経費というのはどのくらいになるのかな。今ちょっと計算できないのですけれども、大

体分かりますでしょうか、伺いたいと思います。 

  それから、この国庫補助金と地方交付税の関係なのですが、コロナ禍によって、そして国庫補助

金が増えていくというのはどう考えても国の政策で当然であって、地方交付税も増えていくという

のは当然であって、国庫補助金はそれを全てコロナ関係のものに使ったということですから、ここ

のことに関しては国のほうの問題であって、嵐山町自体の問題ではないと考えているのですが、そ

の点については、国庫補助金に関して国庫補助金が多くあって、そして支出がだんだん少なくなっ

てくるというのは特に問題が私はなかったと思うのです。そういうふうなことについての見解を伺

いたいと思います。 

  そして、地方交付税は令和３年度には多くなってきたというのは、それは国の政策としてそれを

行っていって、それを積立金のほうに、財政調整基金に回すというふうな一つの方針があったと思

うのですけれども、それ以上にそのほかのものを、今、ごめんなさい、ちょっとメモしきれなかっ

たのですけれども、補助金関係を財政積立金のほうに回したのでということはあり得ないですよね。

全部国庫支出金に関しては、全てコロナ関係の臨時財政対策債の支出にするわけですから、それを

逆に臨時財政対策債で使わなくてもよいものを補助金でやって、その部分を積立金に回したという

ふうに今、聞こえたのですけれども、そういうふうに解釈してよろしいのでしょうか、その点を伺

いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

安藤地域支援課長。 

〇安藤浩敬地域支援課長 お答えさせていただきます。 

  委員さん、４つについてご質問いただいたかなというふうに考えてございます。まず、審議会等

の数につきましては、19ということで計算してございます。こちらにつきましては、毎年国に報告

しておりまして、国から、まず34につきましてこれは該当しますと。それ以外はということで、嵐

山町に関しましては条例設置している審議会等を入れておりまして、当然委嘱していない、まだと

かというのも含めまして、５年に関して19で計算をさせていただきました。 

  続きまして、男性のみの委員会が１つございました。こちらに関しましては、奨学資金貸付委員

会でございまして、５人なのですが、ある程度、いつもは女性の委員さんがいらっしゃったのです

が、民生委員さんから１人とか、教育委員さんから１人のときに、たまたま多分、男性の委員さん

が選出をされてきてしまった関係でゼロになってしまったと。昨年までは女性の委員さんがいらっ

しゃいましたので、これはたまたまかなというふうに考えてございます。 
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  続きまして、30％以下の理由で充て職というようなことでお答えさせていただきました。具体的

に地域支援課ですと、１つお答えさせていただきますと、消防審議会というのがございまして、こ

ちらが今30％という形になってございます。ただ、どうしても条例上、区長さん、区長会の役員か

ら１人、あと消防団の団長、副団長の者と考えると。そこで10人のうち４人がもう実質決められて

いて、今現在そこが男性で、残りが６人で、この６人を男性、女性、３人、３人という形で、一応

地域支援課のほうでは自由に委嘱できるところに関しましては半分という形でやらせていただい

て、ほかの課もそれほど大きくは変わらないのかなと考えてございます。審議会等の評価につきま

しては、一応嵐山町は比企地区で一番高いというような数字になってございますので、委員さんの

ほうもそこに関してはあまり深くはというような形ではないように考えてございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 まず、男性の育児休業をどのようにして取得しているのかということでござい

ます。子どもが生まれまして、男性の方、ぜひ育児をしたいというご本人の希望により総務課のほ

うに申請が上がりまして、ご本人の希望によって取っている状況でございます。 

  続きまして、介護休暇でございますが、要介護の親等がいた場合、年間５日間取れる特別休暇が

ございます。こちらにつきましては時間で取ることも可能ですので、１日、例えば病院に連れて行

く等で、２時間とか３時間という形で取っている職員が多くいらっしゃいます。 

  そして最後の質問ですが、国庫支出金と財政調整基金の関係でございます。もちろん国庫支出金

は目的があって10分の10の補助でございますので、国庫補助金を財政調整基金のほうに回したとい

うことはもちろんございません。先ほど答弁もいたしましたが、単独事業費を考えていたものが、

これは国庫事業に当たりますよと。そういう場合は積極的に国庫支出金をいただきまして、その分

が、一般財源が浮くという言い方はおかしいですけれども、余った分につきましては、財政調整基

金のほうに繰り入れている金額もあるのではないかなというふうに考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 岡野税務課長。 

〇岡野富春税務課長 私のほうからは、３番の低所得世帯についてお答えをいたします。 

  この集計につきましては、結構時間をかけてやったのですけれども、なかなか深くできなかった

ものですから、適正に答えられるか分からないのですけれども、お答えをさせていただきます。 

  まず、高齢者についてですけれども、所得200万円ということで人数を出しておりますので、収入

で申し上げますと、年金収入で310万円というふうになるので、大体の方がこの200万円というくく

りの中に入るのではないかなというふうに認識してございます。 

  それと、飛びまして、障害者の区分のこの人数と割合ですけれども、当然本人の障害の方も入っ

ており、例えば障害年金とかですと非課税になりますので、所得の対象になっていないというのも
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ありますが、家族で障害の方がいて、そういう方を取っているというか扶養になった場合でも当然

ここに入ってくるので、そういったものも含めた数字になっているのかなというふうに認識してご

ざいます。 

  あとは、子どもの扶養ですけれども、当然独り親のほうについても扶養になっていますので、こ

の辺については重複している部分があるかなというふうに考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長 私のほうから独り親の関係で、1,715件中の内容でございますが、独り親家庭等

医療費給付金の制度につきましては、健康保険に加入していることが大前提でございますので、生

活保護に関しましては基本的に医療保険から抜けますので、生活保護世帯は入ってございません。

参考までに、先ほどの全体の181世帯の生活保護の中で、母子世帯と言われる方は７世帯ございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 菅原健康いきいき課長。 

〇菅原広子健康いきいき課長 ５番のコロナワクチンにつきましてお答えさせていただきます。 

  今、手元に細かい資料がないので、細かい数値はお答えできないのですけれども、65歳以上の方

の割合につきましてはお答えできませんが、接種回数が大体65歳以上の方が３年間で３万8,000回ぐ

らい受けております。それに対しまして、ワクチン代は国のほうで出していただきましたので、ワ

クチン代は出ておりませんが、医師の委託料とか看護師の手当とかを鑑みますと、大体１人当たり

お手当が3,000円から5,000円ぐらいになると思います。そうすると、大体計算すると１億円ちょっ

とぐらいが65歳の方に対する費用になるのではないかと考えられます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  次に、畠山美幸委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、私のほうからは１つについて質問させていただきます。 

  各公共施設の電気代とＬＥＤ化についてです。施設は、庁舎・増進センター、図書館、北部、南

部ふれあい交流センターの３か所、Ｂ＆Ｇ、観光施設、各学校、幼稚園、給食センター、道路照明

灯、駅東西連絡通路、公園等。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 各公共施設の電気代につきましては、お配りしたとおりとなります。各施設で

のＬＥＤ化への取組状況につきましては、平成30年度に健康増進センターを、平成27年度に道路照

明灯及び駅東西連絡通路をＬＥＤ化しております。 
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  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 畠山美幸委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 ちょっと細かくお伺いしたいのですけれども、まず今、皆さんの手元にはこれはな

いと思うのですけれども、電気代の詳細について、今、申し上げたところの電気代を令和４年度と

令和５年度でお出しいただきました。そうしましたところ、ほとんどが下がっております。という

のは、令和４年度に、第２次補正予算において、令和４年3.1兆円の物価高克服経済再生実現のため

の総合経済対策ということで、電気代とかそういうものに充てるというものが成立しまして、それ

で、令和５年の１月から８月まで、また令和５年度におきましては８月から９月ではない、これは

６年度の話だ。昨年令和５年度に１月から８月まで、低圧のものは７円の補助が出ています。そし

て、令和５年度には3.5円に下がりましたけれども、そこまで補助が出ていました。高圧につきまし

ても、令和５年の１月から８月までが3.5円、そして９月は1.8円ということで補助が出ていた関係

で、令和４年と５年を比較しますと、今の全部の施設の合計が、約ですけれども、令和４年度にお

きましては8,400万円程度、そして令和５年度は、その補助があったために7,270万円程度に落ちて

いるのです。しかしながら、今年令和６年度も電気代が高くなって大変な思いをしていて、今も補

助が、この８、９、10の３か月出ておりますけれども、大変です。そういう中で、やはりＬＥＤ化

を進めていかなくてはいけないのではないでしょうかという質問です。 

  先ほど課長の方から答弁いただきました、平成30年に健康増進センターがＬＥＤ化、そして平成

27年には道路照明灯、そしてちょっと年数書きそびれてしまったのですけれども、駅東西通路もや

っているということで、そこのデータを見ますと、道路照明灯につきましては、本当に令和４年度

は1,200万、そして令和５年度は1,180万円ということで、ここは本当に補助が入ったことで多く下

がっております。 

  では、以前の道路照明灯の金額はどうだったのだろうということで、私、調べました。平成26年

に道路照明灯の光熱水費としましては2,140万円、そして平成28年度は３月から始まりましたから、

１か月分減ったおかげでかどうだか分かりませんけれども、2,000万円になっています。100万円減

っています。そして、平成29年から満額が始まったわけですけれども、ここの光熱水費はほとんど

３分の１ぐらいに下がっておりまして7,600万円です。そして30年は8,400万、令和元年、ここから

電気代が徐々に上がってくるところになりましたので、令和元年には9,400万、令和２年も9,400万、

令和３年が9,500万、令和４年が1,200万、ここからちょっと桁が変わってしまいました。そして、

令和５年に1,100万ということで今のお話のとおりになったわけです。 

  こういうような状況の中で、今、世の中が2027年に蛍光管の製造禁止に備え、迅速なＬＥＤ化を

進めています。そして、2027年だからまだあと猶予があるではないかと思うかもしれませんけれど

も、ここのところに管切れが出た場合、在庫がなければ照明交換ができません。蛍光管の在庫を持

っていたとしても、令和元年に既に製造が終了した安定期の寿命が来れば不点灯になります。これ
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から危惧されているのは、政府、民間に加えて多くの自治体が一斉にＬＥＤ化に走り出すときにメ

ーカーの生産が間に合わなくなることです。世界的な発光ダイオードの不足、資材不足が起きるか

もしれません。公共インフラ施設など、少しでも早くＬＥＤ化に取り組まなければ大変な状況が来

てしまいますよということが注意喚起されております。 

  それでお伺いします。まず、１つ目なのですけれども、先ほど私だけ頂いておりました資料によ

りますと、３施設が電気代がこの状況下で上がっているのですけれども、その理由をお伺いしたい

のですけれども、南部交流センターが令和４年度32万1,000円、微々たるものですけれども、33万

3,000円になっております。キロワット数は2,647キロワット、令和４年。それが、令和５年は4,097キ

ロワットアワーになっているこの理由と、七郷小学校、これ多分、印刷ミスではないかなと思うの

ですけれども、七郷小学校、令和４年度が314万4,000円、それが令和５年度で347万4,000円、光熱

水費の決算の数字を見ると294万5,000円なのに347万になってしまっているので、これ多分200と３

の間違いなのか、ちょっとこれ確認させていただきます。 

  それと、オオムラサキの森活動センター、こちらが令和４年度が５万1,000円だったのですけれど

も、電気量が536キロワット。それが、令和５年度倍になっていて1,067キロワットで６万2,540円と

いうような状況になっておりますけれども、ちょっとこの内容をまず①としてお伺いしたいと思い

ます。 

  そして、②としましては、令和５年度の決算において、先ほどＬＥＤ化の進捗状況は伺ったので

すけれども、残りの施設は今後どのように進めていかれるのかお考えを、スケジュールをお伺いし

たいと思います。導入コストが高い場合など町としてどのように対応していくのか、計画をお聞か

せいただきたいと思います。 

  以上、２点です。 

〇犾守勝義委員長 萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 まず、南部交流センター、七郷小学校、オオムラサキの森活動センター、電気

料が上がった理由ということでございます。 

  詳細な理由は分かりませんが、まず南部交流センターでございます。南部交流センターにつきま

しては、毎日使っているような施設ではございません。町の中でも利用頻度が少ない施設かなとい

うふうに思います。そこで、４年度と５年度を比べたときに電気量の使用が多くなったというのは、

やはり利用者がそこは何か多かったのかなというふうに思われます。詳細は分かりませんが、まず

そこが考えられると思います。 

  続きまして、七郷小学校、こちらを見ましたらば、４年度と５年度の使用量は減っているのに金

額が増えている。これ多分どちらか入力ミスかと思われます。大変失礼いたしました。 

  オオムラサキの森活動センターでございます。詳細は分かりませんが、５年度もすごく暑かった

夏だと思っております。エアコン等のスポットクーラー等を持っていった関係等があったのかなと
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いうふうに思いますので、やっぱり来館者ができるだけ、外は暑いですから、中に入ったときに少

しでもということで電気料が増えたのかなというふうに考えております。 

  残りの施設の今後の計画でございます。全てについて計画ができているわけではございませんが、

一番多く使っている庁舎でございます。今現在、見積りを徴収しているところでございまして、来

年度すぐにやるのといってもちょっと答えは分かりませんが、町はゼロカーボンも宣言しておりま

すので、もちろんできるだけ早い時期に役場庁舎内もＬＥＤ化して、少しでも二酸化炭素の排出量

の削減、財政としては電気料金の削減にしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、私から七郷小学校の令和５年度の電気代について

修正させていただきます。 

表のほうには「347万4,449円」と記載してしまいましたが、正しくは「247万4,449円」でござい

ました。よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 馬橋生涯学習課長。 

〇馬橋 透教育委員会生涯学習課長 私のほうから南部交流センターの関係をお答えいたします。 

  今、総務課長お答えしたように、やはり利用者の方が増えたということが一番の要因かと思われ

ます。４年度につきましては、まだコロナ禍の影響が大分ありまして、５年度から各施設、利用者

が増えているところがありますので、南部交流センターにつきましてもそういう理由かと考えられ

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 分かりました。これ再々質問になるから終わりになってしまうのだよね。 

  まずは、ＬＥＤ化による電気代の削減ということで、先週、各会計からいろいろと質問させてい

ただいたときに、ＬＥＤというのは約15年、６万時間もつのですよという答弁がございました。電

気代も30％から50％削減される見込みがあると。また、メンテナンスも長期的に交換頻度が少なく

なるために手間もかからないと、そういうことが期待されております。 

  それと、ＬＥＤは従来の照明器具に比べて消費電力が低く、ＣＯ２排出量の削減に大きく寄与し

ます。これは、町の先ほど総務課長もおっしゃったとおりゼロカーボンシティを宣言している町、

そしてＳＤＧｓの達成に向けた取組にも貢献します。今後、国や県の補助金や助成金を活用するこ

とで初期投資、コストを抑えることができたり、またリースにすることによって、街灯はそういう

手法でやらせていただいたわけですから、そういうことで軽減する手段ともなります。町長としま

しては、どのように今後取り組んでいかれるか、お伺いしたいと思います。 
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〇犾守勝義委員長 佐久間町長。 

〇佐久間孝光町長 お答えさせていただきます。 

  このＬＥＤ化に関しては、もう全体としては当然進めていかなければならない、方向性はもう決

まっているかなというふうに思います。ただ、あくまでも単純にぽんぽんというわけにはいきませ

んので、全体の学校再編等も当然ございます。様々な形の中で、その中で一番はっきりしているの

がＢ＆Ｇ財団のほうから補助をいただきながら、そちらのほうは先行してできるかなというふうに

も思っておりますので、全体としては当然ＬＥＤ化を進めていく。 

  あとは、今回、橋本議員のほうから一般質問もありましたけれども、Ｂ＆Ｇの体育施設を改めて

私も見に行ったのですが、暗いのですよ、本当に。こんなに暗かったかな。逆に言うと、ＬＥＤ化

がどんどん進む中で、だんだん我々の感覚としても目がそういうふうになってきているのかなとい

うものがありましたけれども、あれでは本当に体育施設としてどうなのかなということもあります

し、また環境の問題、それからいろいろな経費の問題、そういったことを総合的に考えると、当然

ＬＥＤ化は進めていかなければいけないと思います。ただ、何をどの時点でというのは、ほかのい

ろいろな事業との兼ね合いがありますので、進められるというめどが立ったところには積極的に進

めてまいりたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 次に、 本秀二委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、私からは６点についてお伺いいたします。 

  まず、１点目ですけれども、総括収支についてです。令和５年度の意見書には実質単年度収支マ

イナス１億300万をということで、このままでいくと単純計算で７年しかもたないことになるとあり

ます。嵐山町の財政調整基金の標準財政規模は４億7,500万円ですが、それをはるかに上回る７億

5,300万円積まれているのにもかかわらずご指摘いただいたことに、私は大変重いものと受け止めて

おります。 

  この10年間を見てみますと、平成28年度から平成30年度まで３年連続で実質単年度収支が、１億

7,000万、8,300万、１億5,000万とマイナスになっていました。令和元年から令和４年度にかけてプ

ラスに転じました。堀江代表監査委員からは、コロナとの分析をいただいております。そして、令

和５年度決算ではマイナスに転じ、今後の財政に懸念を示されているところであります。そこで、

町の稼ぐ力と歳出削減に対するお考えを伺いたいと思います。 

  ２点目です。ふるさと納税ですけれども、堀江代表監査委員からは、今後の町の財政を左右する

稼ぐ力が重要で、税収に頼るのではなく、町が知恵を絞りいかにお金を稼ぎ出すかということで言

われております。また、昨年の決算審査の総括質疑で小林委員からふるさと納税について質疑があ

り、堀江代表監査委員からは、ふるさと納税も制度としてある以上、計算構造上プラス要因である

が、稼ぐ力は安定的自主財源であるとの考えを示され、企業会計的発想でなければと指摘されてい
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ます。しかしながら、当面の稼ぐ力はふるさと納税であると考えております。１億2,400万、県内で

20位という成果でした。以前には考えられない実績と思っていますが、1,780の都道府県市町村での

実績を見ますと1,088番目であり、大きな格差があることも事実です。本質的な稼ぐ力としてではな

くても、当面の有力な稼ぐ力としての位置づけで取り組む必要があると思っております。このまま

で今年度決算を踏まえられて、このまま伸びていくとお考えであるか。また、１の矢、２の矢、３

の矢と対策が必要であるとお考えか。また、人気の返礼品５品目を出していただきましたけれども、

さらにグレードアップ化を図るよう製造元にお願いするような方法等はあるかについてお伺いした

いと思います。 

  ３点目の障害者計画、障害者福祉計画、障害児福祉計画策定委託は440万円の事業です。業者に委

託せざるを得ないものや職員の業務量からして委託したほうが費用対効果があるというものもある

と思いますが、職員の手で策定することで職員のスキルも上がり、嵐山町としてのオリジナル的な

ものも仕上がり、予算も外に出ない効果があります。以前にも災害廃棄物処理基本計画の策定で、

これは職員でも策定ができると指摘させていただきました。また、本年は健康いきいき課で直で策

定した計画もあります。 

そこで、今、挙げました計画について、直でできるものかできないものか、あるいはできないと

するとどういった障害があるのかについてお伺いしたいと思います。 

  ４点目の企業奨励金事業ですが、2,757万2,000円の事業費です。個人や小規模企業であればこう

した優遇措置も参考になると思いますが、やはり立地条件が誘致の最大の決め手で、企業奨励金が

誘致の決定にそれほどの効果はないのではないかと思っています。まして優遇措置での建て増しの

効果に疑問を感じています。 

  １つ紹介させていただきます。滑川町にも企業支援条例があり、奨励金制度も設けています。１

年目は固定資産税の100％以内、２年目は75％以内、３年目は50％以内になっています。奨励企業も

土地の面積が3,000平方メートル以上、また投下資産額が２億円以上と、嵐山町よりは対象企業のハ

ードルは高く、奨励度も低くなっています。令和５年度決算を受けて歳出削減での奨励の内容を見

直す必要について、担当課の考えをお伺いいたします。 

  ５点目の行政バスの運用ですが、令和５年度は431万6,695円です。一般利用者35回、行政61回で

した。令和４年より一般で17回増、行政でマイナス２回、合計15回増で、当初予算より100万円の増

額になっています。しかし、一般利用者はコロナ禍前の半分とのことです。コロナ禍前に戻ると、

さらに200～300万ほど増額になってくると思いますが、費用対効果を考えるとこのままでいいのか

という気持ちもあります。 

  これも滑川町の事例を紹介させていただきますが、滑川町の要綱ではキャンセル料の支払いを

20％、30％、50％の３段階で設けております。また、任意団体には町が負担する運賃の２分の１の

支払いと時間外使用料金30分につき1,000円を求めています。利用者に応分の負担を求めるのも町の
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財政を考えたとき必要なことだと思います。令和５年度決算を踏まえ、財政削減の観点から、行政

バスの使用基準を見直す考えについてお伺いいたします。 

  ６点目、駅西公園事業の愛称看板138万6,000円についてです。現地調査で説明を受けまして、愛

称名を募集して「らんまるパーク」と命名され、看板設置にも３社の入札により決定したものであ

るということで、命名も公募するなど工夫され、適正になされていることを確認させていただいた

わけです。しかしながら、町民目線で見た場合の感覚として、この金額に対する疑問は拭えない思

いがあります。歳出削減の視点で、この愛称看板の評価をお伺いいたします。 

  以上６点、お願いします。 

〇犾守勝義委員長 順次答弁を求めます。 

  初めに、萩原総務課長には１と２と５を、次に、太田福祉課長には３を、次に、小輪瀬企業支援

課長には４を、最後に伊藤まちづくり整備課長には６を答弁求めます。 

萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 質問事項の１個目の総括収支についてお答えいたします。 

主要な施策の説明書をお持ちの方、３ページをお開きください。こちらの（２）、総括収支の状

況というところに記載されております。令和５年度の普通会計の総括収支につきましては、実質収

支は４億4,004万5,000円のプラスとなりましたが、単年度収支はマイナス2,618万円、実質単年度収

支がマイナス１億317万2,000円となっております。ということで、今回、回答をさせてもらうとこ

ろでしたが、 本委員さんのほうから稼ぐ力についてどういうふうに考えているのかということで

ございました。 本委員さんが言うように、ふるさと納税につきましては、もちろん制度がありま

すので、積極的に町のＰＲをしてたくさんの寄附をいただきたいというふうにまず考えております。

そして、今、花見台工業団地も拡張していますので、スムーズにまたいい企業さんが入っていただ

ければというふうに思っています。 

  今後ですけれども、川島の産業団地、都市計画道路を造りながら産業団地を造っていて、また稼

ぐ力というか、それによって固定資産税の増額につながりますし、そこで働く人、町民の雇用につ

ながったり、また嵐山町に引っ越してきていただけるようになればすごくいいなというふうに思っ

ております。 

  続きまして、質問事項２つ目のふるさと納税についてでございます。ふるさと納税につきまして

は、寄附件数が5,362件、寄附金が１億1,449万8,000円となり、令和４年度と比べ件数は2,172件の

増、寄附金額は5,538万円の増となりました。令和５年度もポータルサイトや返礼品の追加を行った

ところですが、寄附額の増加につながったことと考えておりますというふうに用意したのですが、

この後、このまま伸びていくのか、取組状況はどうなのだいという質問があったかと思います。町

の目標として、去年の自分たちに勝つのが担当の考え方です。同じにしていると、やはりそこそこ

の金額は寄附されると思うのですけれども、やっぱり新たな魅力的なものを他の市町村が出れば、
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そちらのほうに移ってしまいますので、そのために今年度いろんな取組をしております。ポータル

サイトを増やすというのはもちろんですが、まず４月になりましたときに、今年は去年に勝とうと

いうことでちょっと担当と話をしたときに、何をしようかということがまず１点です。そのときに、

５月のゴールデンウイークになると杉山城の来場者は多いよね、ただ来るだけで、パンフレットを

持って行くだけで、多分町にプラスに何かあるのというと、町の紹介になるだけでお金はないとい

うことで、では持っていくパンフレットの中に、ふるさと納税は、皆さんの寄附は杉山城の維持管

理に活用していますよというのをうたいつつ、ぜひ町に寄附してくださいというチラシを入れよう

ということで、まず入れさせてもらいました。 

  次に、千年の苑が始まるときに、来場者は来るけれども、ここにもチラシの中に、観光協会にお

願いして、維持管理費等はふるさと納税も活用していますということで、またそこにも入れさせて

いただきました。今年の目玉ですが、まだ前年度決算ですが、今年度、新たに嵐山カントリークラ

ブさんの年会費をふるさと納税でお願いということを９月から始めさせていただきました。嵐山カ

ントリークラブさんの職員、町に協力的でございまして、メンバーの方に年会費をお願いするとき

に、ふるさと納税でも払えますよということの文も入れさせてもらいまして、年会費、すごく高い

金額でございます。正会員につきましては、ふるさと納税で50万近く払わないと払えないような金

額になっていますので、大口さんを取ろうということで入れさせてもらって、既に10件の方がふる

さと納税、今現在、協力してもらっている形で、新たなものもそういうふうに職員の中でアイデア

を出し合って、また町内の企業さんにも協力してもらって進めているところでございます。 

  取組については以上でございます。 

  続きまして、５番目の行政バスの運用についてでございます。行政バスにつきましては、行政関

係の使用については使用料はいただいておりませんが、それ以外の一般団体につきまして、運行経

費の半分程度をいただき運用を行っている状況でございます。これが答弁でございますが、委員さ

んのほうから、基準の見直し、滑川町さんを例に、キャンセル料がありますよ、団体からは２分の

１いただいていますよ、基準の見直しは考えていませんかという質問でございました。町のほうも

先ほど申しましたように、行政が使う場合は、もちろんお金は町が払っていますので、一般の団体

が使う場合は半分程度をいただいています。こちらは滑川町の一般利用の２分の１と同様でござい

ます。町のほうはキャンセル料はありませんが、今の基準のままお金的には同じですので、活用し

ていきたいというふうに思っています。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長 私のほうからは、３番目の質問につきましてお答えいたします。 

  まず、職員独自でできるのかできないのか。これは、はっきりとは言えません、正直なところ。

できる場合もあるでしょうが、今回なぜ委託にしたかというところでいきますと、委託に関しまし
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ては全て業者のほうで、もちろん冊子そのものを作るのは全て業者でありますが、今回ほかの福祉

計画等もそうなのですが、策定委員会におきまして専門的な知識を持つ町内の障害福祉の事業所さ

ん含めて複数名の委員さんによってこの策定の内容については検討してまいりました。特に今回は

第４期の嵐山町障害者計画、障害者計画は、障害基本法に基づくものでございます。それに障害福

祉計画、障害児福祉計画、この２本につきましては、それぞれ障害者総合支援法と児童福祉法に基

づきまして、いずれの計画につきましても国が一定の指針を出します。それに加えて障害児福祉計

画については、県がその次の段階で、国の指針と埼玉県内の状況を鑑みて、国の指針を少し修正す

る等々がございます。具体的に言いますと、国連でも問題になっています施設の入所の関係ですと

か、そういったものについては都道府県によって独自の解釈というのですか、そういったものがご

ざいますので、そういったものは我々職員が全て入手をしまして、委託をする業者のほうにはお示

しをします。そういった中で、細かいデータ的なものは当然私どもしか知り得ませんので、そうい

ったものを積み上げていく中で、よりよいものということで、委託の業者さんのほうにお願いして

いるのが実態でございます。 

  ただ今回、実はその前の４年度は地域福祉計画というのを策定したのですが、この５年度の策定

に当たっては全国的に改正の年でございました、この障害の計画自体が、全国的に改訂の時期でご

ざいました。障害者計画については６年間の計画です。障害福祉計画、障害児福祉計画は３年ごと

の計画でございます。これの３本がちょうど一斉に改正になる時期でしたので、全国的に委託の業

者もなかなか難しかったというのが実態でございます。 

  加えて、なぜ難しかったかと言いますと、コロナ禍において、やはり職員、こういった調査関係

をする会社のほうの社員さんもかなり減ってしまっているという状況で、なかなか難しかったとこ

ろがあるのですけれども、やはり委託をしてよかったなという点は、その会社が持っているノウハ

ウで他市町村の状況との比較、そういったものが進行中でできるというところがまず１点あります。

出来上がってから比較することは当然できるのですけれども、先ほど申し上げた指針に基づいて当

然各市町村は計画値等々を策定しますが、やはりそれぞれの自治体の特色がございますので、そう

いった部分での比較というのは、実際にどこの市町村とはおっしゃいませんが、自分のところで委

託を受けている中でいくと、こういったものを入れていますよというようなことがお話があったり

とか、それは嵐山にとっては必要ないことなので、それは省きましょうとか、そういったことの打

合せもしながらできるという点ではかなり利点があるのかなと思っています。 

  加えて、やはり委託をしない場合の職員負担というのは相当のものになってくると思います。今

この計画自体は福祉課の社会福祉担当が所管でやっていますが、日々の業務でやはりぎりぎりのと

ころでやっていますので、それプラスアルファでというと、予定をされている計画とはいえ、なか

なか残業してやってくださいというところになってくると職員も疲弊しますし、この間、社会福祉

担当のほうでは臨時福祉給付金等の事業も実施してございますので、そういった並行していく事業
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を幾つも抱えている中で、なかなかこれを専属でやるということが難しいと考えますと、委託の方

向性になってくるのではないかと。そういった意味では、冒頭申し上げたできない場合できる場合

というのが、そのときの状況によっても変わってくるのではないかと考えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、４番目のご質問につきましてお答えをいたします。 

  企業誘致条例につきましては、今さら申し上げることもないのですけれども、企業誘致を促進を

して町内の産業振興、また雇用の機会、雇用の拡大を図るというところを目的としております。当

初、平成26年４月から10年間の期間を区切って集中的にこの企業誘致を図って効果を上げていくの

だというところで、期間を区切っての条例となっております。その令和５年度末までに６件の優遇

措置の指定を行っておりまして、大きな効果があったかなというふうに担当課では思っております。 

  当初、10年間の集中的な取組ということで、嵐山の花見台工業団地は拡張地区なのですけれども、

産業団地の事業期間そのものの延長に伴いまして、この条例の適用の条件であります事業開始とい

うものが条例の周期を超過をしてしまったということから検討を行いまして、優遇措置を受けられ

る対象を花見台工業団地拡張地区に限って５年間の延長を行って、条例改正のほうを行っておりま

す。財政の歳出削減の観点というのは非常に大事だと思いますので、あくまで10年間の集中的な取

組と、そこに事業期間が間に合わなかった花見台工業団地拡張地区だけを対象にして適用を行って

いくという考えでございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 伊藤まちづくり整備課長。 

〇伊藤恵一郎まちづくり整備課長 それでは、６番目に対してお答えさせていただきます。 

  新しい駅西公園は、対象である乳幼児の方やその保護者が楽しく遊びに来たくなるようにするた

めに、都市公園条例における公園名とは別に公園の愛称を募集したところでございます。町内幼稚

園や保育園にチラシを配布させていただいて、インターネットによる募集を行い、28名の方から応

募があり、26名の愛称が提案されました。嵐丸ひろば及びレピの指導員の方々等に愛称検討委員会

を開催させていただいて審査した結果、「らんまるパーク」とそこで決定させていただきましたこ

とでございます。 

  施工費につきましては、看板製作費、デザインを含む印刷費、据付工事費、基礎工事及び諸経費

にて計上させていただいております。契約業者は、入札参加資格者名簿に土木工事業に登録されて

いる町内業者８社による指名競争入札を実施されたものでございます。 

  なお、本事業は県の補助事業でございます。よって、県の土木の積算基準に基づいて適正に計上

させていただいております。県の単価そのものを使っておりますし、県の単価にないものにつきま

しては３社から見積りを取ってて適正に計上させていただいているものと考えます。 
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  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 町の財政力ということで、稼ぐ力と削減と、そういった歳出の削減ということで各

職員、そしてまた議員もそういった方向で考えていけばいいかと思っておりますので、質疑をさせ

ていただきました。 

  以上で終わります。 

〇犾守勝義委員長 会議の途中でございますが、ここで暫時休憩といたします。 

         休  憩 午前１０時４２分 

                                              

         再  開 午前１０時５５分 

〇犾守勝義委員長 会議を再開いたします。 

  次に、小林智委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 議長の指名がありましたので、総括質疑、進めさせていただきたいと思います。 

  私からは、質問書をちょっと読みます。商工費、観光協会補助事業として嵐山町観光協会補助金

1,510万円を支出しており、予算段階では財源を繰入金としているが、以下について伺います。 

  （１）、補助金の支出の財源、支出に当たっての手続と目的事業の管理。 

  （２）、５年度の千年の苑事業収支の状況。 

  （３）、千年の苑事業を中心とした町の観光協会への関与。５年度時点で観光協会の理事長を副

町長が兼務していることから、同事業の主体とガバナンスをどう考えているか。 

  （４）、千年の苑事業に係るこれまでの補助金累計額、ただし町事業として直接支出したものを

除いた金額等を伺いたいと思います。お願いいたします。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、お答えいたします。 

  まず、（１）につきましてでございます。嵐山町観光協会補助金の支出の財源につきましては、

企業版ふるさと納税寄附金110万円、ふるさとづくり基金からの繰入金1,400万円となっております。

補助金の支出に当たっての手続は、嵐山町観光協会事業費補助金交付要綱及び嵐山町補助金等の交

付手続等に関する規則にのっとりまして、観光協会より補助申請を受領し、事業内容を確認の上、

支出をしております。目的事業の管理につきましては、年度終了後に実績報告の提出を求め、事業

が適切に実施されたか確認を行い、補助額の確定をしております。 

  続きまして、（２）でございます。令和５年度の千年の苑事業の収支についてご説明いたします。

収入につきましては、受取助成金等753万7,449円、事業収益2,699万2,661円、合計3,453万110円と

なっております。支出につきましては、人件費233万1,054円、業務経費、消耗品などその他の経費

といたしまして4,055万7,782円、合計4,227万9,570円となっております。収益より経費を差し引き
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まして、差額が774万9,460円のマイナスとなっております。 

  続きまして、（３）でございます。観光協会につきましては、千年の苑事業をはじめ、多くの事

業を実施をしていただいております。それぞれ観光を切り口とした地域経済の活性化や、町をＰＲ

することによる町民のシビックプライドの醸成につながる事業と考えております。本来、行政が実

施すべき事業の一部を観光協会が担っていることから、町は補助金の交付やイベント実施時等にお

いて職員が一部の業務を行う等の支援を行いつつ、一定の関与をしております。千年の苑事業の事

業主体につきましては、あくまで観光協会となりますが、観光事業の目指す方向性は、町、観光協

会ともに同じであります。観光協会の理事長を副町長が兼務している状況であっても、観光協会の

ガバナンスはしっかり効いており、問題はなかったと考えております。 

  続きまして、（４）でございます。千年の苑事業に係るこれまでの補助金累計額につきましては

１億8,362万3,029円となっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 ありがとうございます。一部、観光協会の執行体制に関わる質問も入っておるので

あれなのですけれども、一応補助金支出団体という形で、その相手方という形で私のほうが質問を

組み立てさせていただいて、観光協会の一部、内部には入りますけれども、質問させていただきた

いと思います。 

  まず、支出した補助金の目的事業の管理というところで今お答えいただいたのですけれども、確

かに要綱にのっとって、そのとおりの手続ということでやっていただいていると思います。要綱を

読みますと、事業報告と収支予算書、これは必ず徴求するという形で精査していただいているのだ

と思うのですけれども、その中で今お答えいただいたのは、事業報告によって内容を確認しておっ

て、特に問題ないというお話でした。ただ、この事業報告の内容がどの程度具体的に書かれている

のかというところで、そこをどういうふうに行政の中の内部手続で、ここで補助金の支出の結果が

これで適正に管理されていると、具体的にどういう方法を取っているのか、お聞かせいただきたい

と思います。 

  それから、周知につきましては、今回、赤字が出たということで、私、今回の質疑では、特に数

字にはお答えはこだわりませんので、この辺につきましては赤字だったということだけ承知させて

いただきます。 

  それから、今回の質問の趣旨として、（３）に挙げた事業、ちょっと立ち入ったことになって本

当に申し訳ないのですけれども、この辺をちょっとメリハリをつけるために明らかにすべきだなと

いうふうに思っておりますので、これでもう一度この中身を確認させていただきます。 

  まず、行政の側で観光協会は、これ一般社団法人化したということがたしか２年か３年前だった

ですね。法人化していただいています。それは承知しております。その上で、観光協会は、行政側
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としては、さっき質問もありましたけれども、民間団体と認識しているのか、それとも１つの独立

した法人としてちゃんと認識しているのか、その辺のことをまずお答えいただきたいなと思います。

一般社団法人につきましては、私も不勉強であれなのですけれども、非営利のものとそうではない

ものとがあると。非営利のものだといろいろ税制上の問題もまた複雑になってくるというような話

があるというふうに聞いています。嵐山町観光協会はどちらのタイプの社団法人なのか、これにつ

いてお伺いしたいと思います。 

  それから、千年の苑事業は、もともとの立てつけが、あそこは農地になっています。農地なので、

これを観光協会さんが直接携わることの対策といいますか、そういったことをどういうふうに行わ

れているのかということをお聞かせいただきたいと思います。こちらは、農政課さんも来ていただ

いたのは、農業事業として行っていただいていますけれども、農政の面から千年の苑事業をどう見

ているかといって、どういうふうにその先行きの展開を考えているのか。これは５年度の決算です

から、５年度の決算を踏まえての話ですけれども、考えていらっしゃるのかちょっとお聞かせいた

だけたらと思います。 

  ３つ目、その次が、これ観光協会さんに関わることなのですけれども、協会さんの、たしか決算

委員会の中の質問の中でも、決算書があったら議会のほうに見せていただけますかという質問があ

って、それはできますよというお話があったと思います。私も観光協会の運営の状況をどこで調べ

ればいいのだということで、いろいろ苦労しているのですけれども、ホームページを見てもなかな

か出てこない。一般社団法人になったので、これは決算公告というのは義務なのではないかなと思

っているのですけれども、その辺はどうお考えで、どういうふうに公告をされているのか、お知り

だったら、観光協会のことですから、行政の側で把握していたら教えてください。 

それから、比企郡市内で社団法人化、一社化している観光協会がおありでしたら、ちょっと教え

ていただければと思います。１つは、私、把握しています。東松山市が一般社団法人になっていま

す。ここのホームページを見ると事業内容、役員構成、決算状況、過去の履歴から全て明らかにな

っています。こういった形で決算公告を含めて公開していくのが一般的かなと思いますので、こう

いうことをもって嵐山町観光協会さんも公示してくれるとありがたいなというところで、町として

そういう指導等もできるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

  それから、現在の協会の運営体制、差し障りがあったらちょっとお答えいただかなくても結構な

のですけれども、業務の執行体制で一般社団法人化で議会にも説明がありました。たしか理事が４

名ないし５名だったと思うのです。それが理事会を組織して、理事長が１名出てくると。この中で、

現実に常駐して常務されている方がいらっしゃるかどうか教えていただけたらと思います。 

  それと、次、ＤＭＯとの関連をご質問されていただいた方もあるのですけれども、改めてＤＭＯ、

たしか申請をしてから３年以内と。これはこちらから準備する団体はいただいているので、ＤＭＯ

までにたしか３年間の猶予があるように聞いていますけれども、これは簡単で結構でありますので、
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どの時点でどういうことになりますよということを教えていただけたらと思います。ＤＭＯ認可後、

観光協会はどういう形を取っていくのか、これについて教えていただけたらと思います。 

  以上です。よろしくお願いします。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 それでは、順次お答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、事業報告のどのような報告をいただいているかということですけれども、逐一それぞれ観

光協会でやっていただいている事業の、例えばラベンダーまつりであれば入場者数ですとか、ほか

の摘み取り体験の人数、あとは広報活動としてプレスリリースの状況ですとか、割と細かく報告を

いただいているところでございます。 

  次、一般社団法人の営利、非営利というところでお尋ねなのですけれども、ご案内のとおり嵐山

町観光協会、一般社団法人でございます。法的には非営利法人という扱いになるということでござ

います。ただ、この非営利という扱いは利益を上げてはいけない、公益的な事業しかやってはいけ

ないという意味ではございませんで、利益が仮に上がったときには配当を出してはいけないと、そ

ういう意味合いの非営利というところでございます。 

  それから、千年の苑の圃場が農地だというところでの観光協会が実施されている根拠なのですけ

れども、令和２年度に観光協会、定款のほうを改訂を、変更を行いまして、農地に係る事業、農業

も観光協会の事業として実施ができるという立てつけになっております。 

  それから、決算内容の事業報告のやり方です。小林委員おっしゃるとおり、東松山市につきまし

ては、観光協会につきましては嵐山と同じ一社でございまして、その公開の方法につきましては、

ホームページのほうで公開という形になっております。嵐山町の観光協会につきましては、社員の

皆様にはつまびらかに決算内容のお知らせをしているところではあるのですけれども、ホームペー

ジに公開する等は実施がまだされておりません。なるべく皆さんに公開をしていくという方向性の

ほうがよろしいかと思うのですけれども、実施の可否につきましては、観光協会と協議をさせてい

ただきたいと思います。 

  あとは、観光協会の運営です。小林委員おっしゃるとおり理事４名で運営をされているというと

ころで、そのとおりでございます。ただ、常務理事というものはこの中におりませんで、実際の運

営につきましては、理事長を中心に理事４名の合議といいますかで意思決定を行いまして、業務に

つきましては、事務局長を中心としまして事務局のほうで回しているという状況でございます。 

  続きまして、ＤＭＯの関係でございますけれども、候補法人になってから３年以内に本申請とい

うところでございます。候補法人の登録申請を行って、確か来年の中頃ぐらいで３年、来年度の中

盤ぐらいで３年という期間が来るというふうに認識をしております。来年度は、やはりこれまで補

助金等もいただきながら、町内の経済を回す、町をＰＲするというところで、一生懸命事業をやっ

てきていただいておりますので、候補法人ではなくて本格的なＤＭＯになれるように申請を３年以
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内にやっていくべきなのではと担当課では考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 中村農政課長。 

〇中村 寧農政課長 それでは、お答えいたします。 

  先ほど企業支援課長のほうから、観光協会の定款の中に農業部門が追加されたということで、農

業もできる団体となっております。私も答弁の中で、過去に何回か答弁した中で、農林公社に中間

管理でもって多くの農地を借りております。そうした中で、農政課といたしましては、農地を集積

している以上、ほかの農家と同じで農業経営を行う１つの経営体として考えています。特に千年の

苑は南部土地改良区のエリアにありますので、そうした中の活動においては、南部土地改良区、92ヘ

クタールほど圃場がありまして、その中の千年の苑の10ヘクタールのうち約７ヘクタールを正式に

集積しております。残りの3.5ヘクタールほどは麦を作っていますので、こちらのほうは観光協会の

理事でもあるらんざん営農で貸し借りを行っています。 

  さらに、千年の苑事業のエリア以外でも、実は観光協会が直近ですが、学校橋の付近の菜の花、

畑がありまして、ホームページのトップ画にもなっています。大変嵐山を象徴する絵となっており

ますが、そこも今までは農家の所有者と地元の農業者の協力を得ながら、観光協会とそういった取

組の中で、毎年きれいな菜の花を咲かせておりました。実はそこが遊休農地対策としても一役買っ

ていまして、６年度になりますが、今回正式に0.7ヘクタールを観光協会で正式に借りまして、毎年

春に菜の花を咲かせるという事業も、言ってみれば経営拡大を正式にしたとなっております。そう

したことから、南部土地改良区の中で、もう観光協会は経営体の一部として非常に期待されるとこ

ろなのです。特に決算審査の中でも多面的機能の中で、南部土地改良区の南部環境保全会のほうに

も観光協会は入っていまして、一緒に千年の苑付近の除草作業等を行っております。 

  そうしたことから、今後においては、現在、地域計画というものを策定しておるのですが、非常

にこの地域計画というのは、これからの農業10年間を見据えた計画になっております。その中で、

担い手というものを正式に位置づけることで、今後スムーズな農地の賃貸借ができるようになって

おります。多くの農業者がこの担い手というものに地域計画の中で決められておるのですが、今後、

今年度末にはできる地域計画においては、南部の貴重な経営体の一つとして位置づけられる予定で

ございます。そうしたことにおいて観光協会、いわゆる千年の苑事業が継続して行われることがで

きますので、そういったことに支援しながら期待するものであります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 １点だけちょっと答弁の中で確認させていただきたい。よろしいですか。 

〇犾守勝義委員長 はい。 

〇小林 智委員 先ほど一般社団法人の中の２通りあってというお話でご説明いただいたのですけれ
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ども、非営利型法人についての説明をいただいて、結局、嵐山町観光協会はこちらを選択している

という理解なのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 小輪瀬企業支援課長。 

〇小輪瀬一哉企業支援課長 お答えいたします。 

  もう選択を非営利、営利、どちらかを選ぶというよりは、法律で一社については非営利法人とい

う位置づけになっておりますので、もう一社になった時点で非営利法人という位置づけになろうか

と思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 これ３回目。確認で、ああそうか。はい、どうぞ。 

〇小林 智委員 これで質疑は結構なのですけれども、非営利型法人を選択して、これ多分、税務処

理が変わってくるのではないかなと思って、さっきお話があったとおり、補助金を受けた場合の補

助金の扱いであるとか、さっき回答いただきましたけれども、例えば収益が出た場合にそれを配当

することができないとか、そういうことが関わってくると、ほかの方が質問された中で、かつては

駐車場代金の収益があって、それを町に還元したという事例があったときに、これは今度、そうい

うことができないとなる可能性もあるのではないかとちょっと危惧しております。もう回答は結構

です。これ多分、その先についてのお考えでしょうから、そういうこともあるのかなというので、

この辺を整理されたらいかがかなと思います。 

  さらに、千年の苑事業につきましては、さっきから話題になっている稼ぐ力の大きな柱の一つで

あったと思いますので、これに期待することは私も一議員として大変期待しておりますし、立派に

独り立ちできる事業になっていただきたいなと思っていますので、今後ともよろしくお願いしたい

と思います。 

  以上で終わりにします。 

〇犾守勝義委員長 次に、藤野和美委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうからは２点でございます。 

  最初は、子育て支援策、令和５年度の子育て支援策の重点、５年度はどのような形の考えでそれ

をやられたかと。そして、その成果についてどうかということでございます。 

  ２つ目は、令和５年度の学校の施設等修繕、遊具も当然含んでいるわけですけれども、その取組

とその成果についてお聞かせください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長 それでは、私のほうから１番目、令和５年度の子育て支援施策の重点とその成

果についてお答えいたします。 
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  令和５年度におきましても、児童手当あるいは医療費等の通常、町が実施する施策は適正に行っ

てきております。その中でも５年度新規というか重点的というところで言いますと、子ども家庭支

援センターにおける不登校支援を新たに開始をしたところでございます。こちらにつきましては、

各学校と連携をしまして、様々な理由で学校に行くことができない児童生徒の居場所として活用し

ております。 

  また、令和５年度こども家庭庁の設立に伴いまして、子育て施策が大きな転換期ということであ

りました。児童福祉法の改正、あるいは母子保健法の改正等々ございまして、令和６年度以降は各

自治体が子育て世代包括支援センター、それということではなく、もう生まれてから学校に入るま

での就学前と就学後のすみ分けをなくして、ちょっと類似な呼び方になりますが、こども家庭セン

ターの設置が急務ですよと法律上もう示されました。これに伴いまして、嵐山町では新たな施設整

備をするわけではございませんが、令和６年度のこども家庭センターの設置に向けまして、現行の

福祉課とそれから健康いきいき課におきまして、６年度の設置に対しまして、５年度中でどういっ

た組織でそのセンターを設置していくかなどを検討し、６年度当初にもうその設置を広く県のほう

にも報告ができたところでございます。 

  そういった意味では、既存の事業はそれぞれ重点的に実施してございますし、６年度になります

が、センターを設置しての子育て支援等々につきましても、少しずつでありますが充実を図ってき

ているところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、２つ目の質問、学校施設等の修繕につきましてお

答えいたします。 

  小中学校、幼稚園等の修繕につきましては、児童生徒、園児の安全確保を第一に必要な修繕を実

施してまいりました。成果といたしましては、財源が厳しい状況ではございますが、安全性や教育

活動への影響などを考慮しながら、必要な修繕を実施いたしましたことで事故等の発生がなかった

こと、これが成果と捉えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 子育て支援、これについては、子ども家庭センターですか、それに向けてというこ

とで、形でやってこられたと思うのです。当然この中にも考え方が含まれていると思う。１つは、

やはりゼロから２歳児への支援、３歳児以降は幼稚園、保育園の無償化ということでやられてきま

した。しかし、ゼロから２歳児、非常に大変なときですよね。その支援というのが課題になってい

るということは、これまでも指摘してきたわけでございますけれども、令和５年度は、このゼロか

ら２歳児についての支援というのは具体的にどういうふうにやられたのか、ちょっとそれをお聞き



- 171 - 

しておきます。 

  それから、学校施設のほうです。小学校のほうの予算も４年度に比べて約700万ぐらいアップ。た

だ、中学校のほうは逆に300万ぐらいですか、減っているということがあるわけなのです。これは、

各学校からの要望等が当然あってのことだと思うのですが、その要望に対して実現できた割合とい

うか、どのぐらいこれはできたのかということです。 

  もう一つは、これ考え方でもあるのですが、以前は学校再編があることによって施設の修繕とい

うのが遅れぎみというのは、前教育長もそのようなことがあったという趣旨の答弁はされたことが

あったのですが、佐久間町政になってから学校再編があっても、現在の学校の中で児童生徒が困ら

ないというか、まだやっていくということで方針が変わってきたわけです。その考え方に基づいて

令和５年度もやってきたのかどうか、それについて一応念のためお聞きしておきます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

太田福祉課長。 

〇太田直人福祉課長 委員おっしゃるとおりゼロ、１、２歳、大変、各年度ごとに浮き沈みというか、

グラフ上は右肩上がりだけではないのですけれども、いわゆる未就園児、そういった方はどこかと

申しますと、例えば嵐丸ひろばの利用だったり、あるいは健康増進センター２階のレビの利用であ

ったりという中で、嵐丸ひろばに関して言いますと、令和５年度の延べの利用者数は5,309人、組数

でいきますと2,350組です。これは、令和４年度とほぼ同数でございますが、やはり駅舎というとこ

ろもありまして、場所的には利用しやすいところという感じではあるかなと思います。また、嵐丸

ひろばにつきましても、昨年度途中ですけれども、お昼時間の開放を少し実施したりとか、あとレ

ピに関しましても、まだ予約制ではあるのですが、レピのある日の午後についても施設開放をして、

保育士は特に携わりはしませんが、施設を利用していただくことについては、少し時間を延長した

りとかいう形で対応させていただきました。そういった中では一定の対応ができているかなと思い

ます。 

  また、６年度に関しましては、実態が少し変わってきた部分もありますので、一時預かり事業な

んかも実施をしておりますが、５年度中に関しましては、そういった状況で広く受入れができてい

るのではないかと考えてございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、各学校の修繕につきましてお答えさせていただき

ます。 

  学校からの要望に対して実施できた割合ということでございましたが、こちらにつきましては、

なかなか割合で何％ぐらいできたというふうには捉えにくいものがございますが、学校から出た修
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繕につきまして必要なものにつきましては、予算の範囲内で順次実施しているものと捉えておりま

す。 

  また、修繕料が減ったという面でございますが、それにつきましては、修繕料ということでなく

一部工事として行っているものもございますので、そういったものも含めますとかなり修繕工事が

できたものと捉えております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 下村教育長。 

〇下村 治教育長 お答え申し上げます。 

  学校の統合と、それから学校の修繕の関係でございますが、委員のご指摘のとおり、やはり統合

がこの先にあったとしても、現在学校にいる子どもたち、ここをしっかりと教育環境を確保してい

くことということは、とても重要なことだと思ってございます。十二分な整備ができるかどうかと

いうことは申し上げられませんが、必要な工事というものは進めていって、今の子どもたちの教育

環境は維持してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

最後に、川口浩史委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 １点目は、教員の病気や長期休業がどのくらいあったのか伺いたいと思います。 

  それから、令和５年３月時点での教員が何人不足していたのか伺いたいと思います。 

  次に、決算審査意見書、先ほど 本委員もお伺いしておりましたが、実質単年度収支が、これ１

億3,000万円とか書いてしまいましたが、300万円のマイナスであるとあったわけです。この受けと

止めについて伺いたいと思います。 

  次に、平和事業についてです。令和５年はどのような意図を持って取り組んだ企画だったのか。

また、今後の企画についても同じような考えなのか伺いたいと思います。 

  最後に、航空写真撮影業務委託を広域で実施する考えはないのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 順次答弁を求めます。 

初めに、髙橋教育総務課長には１を、次に、萩原総務課長には２と３を、最後に、岡野税務課長

には４を答弁願います。 

  髙橋教育総務課長。 

〇髙橋喜代美教育委員会教育総務課長 それでは、１つ目の質問につきましてお答えさせていただき

ます。 

  教員の病気休業につきまして、病気による長期休業をした教員はおりませんでした。 

  続いて、令和５年３月時点での教員の不足でございますが、教員の不足はございませんでした。 

  以上でございます。 
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〇犾守勝義委員長 萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 ２つ目の質問についてお答えします。 

  令和５年度の実質単年度収支は１億317万2,000円のマイナスとなりました。令和５年度の財政状

況は、公債費の増加や特別会計への繰出金の増加等により、令和４年度と比較すると財政状況は厳

しかったと認識しております。 

  続きまして、３番目の質問についてお答えします。令和５年度は、戦争の悲惨さや平和の尊さを

広く町民に啓発し、次代を担う子どもたちにも伝えていくために、広島平和記念資料館から取り寄

せたヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスターのパネルの展示をいたしました。嵐山町が加盟している

平和首長会議の目的では、核兵器の廃絶を強く訴えていることもあり、今後も核兵器の悲惨さや啓

発できる資料の展示を考えていきます。戦後80年に当たっては、国や県等の動向を見据えながら、

企画のお話をいただいた場合には積極的に連携させていただきたいと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 岡野税務課長。 

〇岡野富春税務課長 それでは、私のほうから４番目の質問につきましてお答えをいたします。 

  以前に大野委員、今回、川口委員からもご提案いただきました広域化ですけれども、予算が予定

どおり取れるかどうかと、他市町村と足並みがそろわないリスクもあるかと思いますが、ほかの方

法も模索しながら、経費節減を念頭に検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 そうですか。教員の病気長期休業はなかったわけですか。分かりました。ないので

あれば、これは結構なことですので。 

  教員の不足なのですけれども、前に教育長は、昨年聞いたときに、昨年の９月だったかな、決算

のときに当時の状況をお話しされていて、何人かいますよということをおっしゃっていた。私は令

和５年を聞いたわけではなかったのですけれども、お答えになっていたわけです。それは改善され

たということでよいのか、その１点を伺いたいと思います。 

  赤字の問題なのですけれども、この赤字に対して、実情を話されただけで済む問題なんかなと思

うのですけれども。その前に、ラベンダー、稼ぐ力の話で、先ほど小林委員が聞いて、赤字だった

ということをおっしゃっていたわけです。私も先日の決算のときに、ここではないのですけれども、

聞いたときに、ラベンダーのこともお答えされたときに、赤字だったとたしかおっしゃっていたの

で、議会だよりを見返してみたら黒字なのです。その差というか誤差というか、全然違いますので、

どういうことなのか。違う点、訂正があるならきちんとやってもらいたいなと思います。 

〇犾守勝義委員長 今のはこの質疑には関係ないですよね。 

〇川口浩史委員 関係ないです。ただ、執行部として訂正する必要があるのではないかということで
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申し上げているだけですので。それは答弁は結構です。 

  これから嵐山町は学校建設という莫大なお金がかかる事業を始めようとするわけです。こういう

赤字の中で、果たして財源が確保できるのだろうかということを私は一番心配するわけです。その

点は大丈夫なのかと、この赤字の中で。いかがでしょうか。 

  それから稼ぐ力、稼ぐ力は、さっきのラベンダーではないですけれども、よく精査もしないで私

は始めてしまったなと、本当につくづく思うのです。その結果、赤字だということにつながってい

る。もう今年ははっきりと赤字だということで。昨年も、先ほどの答弁では赤字だということです

から、やっぱりこういう稼ぐ力というのは、本当に稼げるかというところを見極めて私はやらない

といけないなと思うのです。その点のお考えを伺いたいと思います。 

  平和事業ですけれども、国は県の企画を見ていたということではありますが、やはり80年という

節目の年に来年当たるわけですから、そして国際的には紛争が、ウクライナやガザなどでも起きて

いて、さらにまた拡大をしているわけです。そういう中でこの日本もあるわけですので、本当に平

和の尊さを町民に知ってもらう企画を私はやっていってほしいなと思うのです。 

  ちょっと調べたら、直接的な関係がどうあるのかは別にして、コンサートや講演はありますよね、

誰かふさわしい人が講演をしてもらうということは。あるいは広島、長崎への児童生徒の派遣、生

徒がいいと思うのですけれども、派遣、そういったものを来年は企画したらどうだろうかというふ

うに思いますし、嵐山町でも戦争遺跡がありますので、その保存にちょっと力を入れていったらど

うだろうかというふうにも思います。その辺のお考えを伺いたいと思います。 

  航空写真の関係では、衛星写真が36万円で、航空写真が540万円だったということです。もう10倍

どころではない金額に膨らんでいるわけですから、これをどう抑えていくか、抑えていくかという

か、広域でやっていくことで私は莫大な金額を、莫大というか、削減はできるとは思ってはいない

のですけれども、やはり削減させていく努力は必要だなと。これに限らず、広域でやれるものはや

っていったほうがいいなと思うのです。当然相手があることですから一朝一夕にはいかないと思い

ますが、その努力はしていってもらいたいなと思います。 

同じような答弁になってしまうかな。一応聞いておきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

下村教育長。 

〇下村 治教育長 お答え申し上げます。 

  昨年度の関係でございますが、昨年度の年度の途中で、出産、育児に関する休暇、休職に入る職

員がおりまして、その職員の代員がすぐに見つけることができず、その職員の配置ができるまでの

間、一時的に定数が欠けることがございました。しかし、その後、教員を配置することができまし

たので、そのことが解決ができました。 

  以上でございます。 
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〇犾守勝義委員長 萩原総務課長。 

〇萩原政則総務課長 実質単年度収支が平成30年度以来マイナスとなったわけですが、そのときの状

況とは大分違うというふうに考えております。そのときの状況、平成30年度のときの状況ですが、

基金全体の残額も１億円を超える減収となっており、収支がマイナスで、さらに基金、貯金、こち

らもマイナスの状況でございました。令和５年度、今、決算の状況ですけれども、実質単年度収支

はマイナスとなっておりますが、基金全体の残額は２億円程度のプラスとなっており、収支がマイ

ナスでも基金、貯金はプラスの状況で、以前のマイナスだったときの状況と比べると財政は健全性

は保たれているというふうに考えております。単年度収支はマイナスですけれども、貯金というか

基金を合わせると２億円ぐらいのプラスになっているということで、今後、学校建設を考えるのも

厳しい状況ですけれども、今と同じような財政運営をしていければ学校建設のほうに問題ないとい

うふうに考えております。 

  続きまして、補助金、ラベンダーの関係で…… 

         〔「それはいい」と言う人あり〕 

〇萩原政則総務課長 分かりました。 

  続きまして、平和事業の関係でございます。来年80周年を迎えるということで、町独自で企画を

考えてほしいということでございます。まだ来年度ですから予算化していないわけですけれども、

ここ毎年パネル展を行っていますが、また80周年ということもありまして、ちょっと変わった企画

を考えていきたいというふうには思っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 岡野政務課長。 

〇岡野富春税務課長 それでは、私のほうからお答えさせていただきます。 

  川口委員さんのほうから広域化と衛星画像についてご提案をいただいております。私どもで考え

ておりましたのは、去年令和５年に航空写真のほうを撮影しましたので、例えばですけれども、３

年後の令和８年は衛星画像にするですとか、もうちょっと期間を短くして撮るですとか、そういう

形にすれば、航空写真については550万程度かかっておりましたけれども、衛星画像であれば50万円

程度で調達ができるのかなというふうに考えていますので、その辺も含めまして今後また検討して

まいりたいと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 赤字の財政の問題なのですが、基金が黒字だと。２億あるから健全性が保たれてい

るということですが、これは理由にならないです。全体で収支がどうかというところが大事ですか

ら、答弁としては不十分だなというふうには思います。 

  どうですか、堀江代表監査に伺いたいのですが、こういう財政状況の中で、学校という大変お金
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がかかる事業というのは、やって大丈夫だというふうに監査としてお考えかどうか伺いたいと思い

ます。 

  それと、航空写真なのですが、そうすると３年後には衛星写真のほうに切替えたいということで、

ただ衛星写真は精度があまりよくないという説明だったわけです。航空写真のほうがいいと。悪く

ても大丈夫だというお考えでお答えになったのですか、大丈夫だということでいいのかどうか伺い

たいのと、やはり広域化というのを、広域化は適切な言葉かどうかは別にして、他町村とやっぱり

力を合わせて、あまり財政力の強くない者同士がどう今後乗り切っていくかということでは、互い

に協力し合うということは、私は大事だと思うのです。その考えはないのか。これ課長だと難しい

のですか、町長か副町長か、どっちかに伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

堀江代表監査委員。 

〇堀江國明代表監査委員 では、お答えいたします。 

  今年度、実質単年度収支約１億のマイナスということで、この辺に関しては、これはご承知のと

おり、今まで単年度収支では現金が幾ら収入と支出の差があるかと。実質単年度収支というのは、

一応支出にはなっているけれども、財調という形で、要するに一般家庭で言えば定期預金です。定

期預金として支出されているわけです、その家庭で。キャッシュ、手持ちの現金のどうのこうのと

いうのが単年度収支。そこに定期預金、支出になってしまっているけれども、要するにいってしま

ってないよと。その財調の金額を足すと、基本的にいわゆるキャッシュ、定期預金も含めてキャッ

シュという、企業会計で言えば現金及び現金同等物ということになります。 

  今回、マイナスになったというのは、財調が約２億の積立てで、取崩しが２億9,000なのです。こ

の取崩しに関しては、収入に今期なっているけれども、今年稼いだ収入ではないと。去年以前の残、

それを取り崩したと。だから、決算上は収入にはなっているけれども、今年度の稼ぎではないので

差し引きますよと。つまり、財調の積立金は足すのだけれども、取崩しは引くわけです。その引く

ほうが9,000万ぐらい多くなったわけです。これは、いろんな学者さんの話を論文とか見ると、実質

単年度収支が３年連続マイナスになるのはまずいけれども、定期的にマイナスになるのは、これは

しようがないと。それはどういうことかというと、課長さんがおっしゃったように、特別な支出が

ある年もあるわけです。あるいは設備投資もあるわけです。ですから、そのときには当然マイナス

にはなる。マイナスになるときに資源は何か、原資は何かといったら今の財調、それから前年以前

の繰越金、それからあとは公債費です。この３つしかないわけです。 

  嵐山町の場合は、ほかの市町村と同じように、返済はほかの市町村も全部できています、間違い

なく。別の指標で見れば。ただ、積立金、建設の積立金とか、今回２億やっています。去年もそう

だけれども。こういうものを積立てに関しては原資はどこかというと、全部公債費なのです。これ

は、どこの市町村もそうです。つまり、返済まではできるけれども、こういう特殊な積立金あるい
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は財調に関しては、全部とは言わないけれども、自分たち嵐山町だったら嵐山町で稼ぎ出したお金

で返済はできていると。次のその残りで積立金がどの程度できているか。全部が全部、自前のお金

でできていないというのが実情です、この７、８町村。 

  それから、不交付団体があります、普通交付税の不交付団体、これ４つぐらいありますけれども、

これ全部同じです。やっぱり足りない分を借入金で。ただ、どこが違うかと言ったら、国から普通

交付税をもらっていないだけです。もらっていないとかなり厳しいのです。川口委員の質問に答え

られているかどうか分からないけれども、私は返済が現状ではできていて、ある見方をすると、ま

だ２億ぐらいは返済原資に回せるのではないかなと思っています。ただ、それはどこからお金が来

ているかというと、これは公債費です、借入れでやらざるを得ない。問題は、借入れの残がどんど

ん増えていくと、当然のごとく借金地獄になるわけです。今、嵐山町、数年見ていますけれども、

どんどん地方債の残高が下がってきています。ということは返済のほうが多いということです。し

たがって、まだ私はいけるのではないかと。それから、町長さんをはじめ、いきなり公債費を発生

すると大変なので、５年かけて毎年２億ずつ積立てをしていきましょうということで、建設積立金

もこれで６億ぐらいしているわけです。あと２年たてば10億。そうすると返済、今いろいろ資材が

高騰していますから、当初の金額とちょっと違うかも分からないけれども、大体6,000万ぐらいの返

済でいけるのだろうと。そうすると１億、２億ぐらいは借入金の金額が増えるかもしれないけれど

も、十分それで嵐山町は払っていけるだろうというふうには思っています。 

  だから、皆さんも申し訳ないのですけれども、返済額ありますよね。返済額と新たに発生させる

金額で、今回、返済額が公債費という形で大体７億なのです、７億。地方債が２億です。だから返

済のほうが多いわけです。そうですよね。公債費というのは返済額ですから。地方債というのは新

たに借り入れている金額。返済のほうが多い。つまり、地方債の残高はどんどん減ってきているわ

けです。だから、これから返済、学校の関係は大丈夫ですけれども、借入金が増えることは間違い

ないので、返済できるのかどうか、残が増えていないのかどうか。それは、増えてもしようがない

ときもあります。でも、将来のために増やすわけですから、その辺を各議員の方が吟味していただ

いて、いわゆる自治体の支払い能力というのはどういうものか。私はフローとストックだと思って

います。これから10月に県の監査の、今、代表監査委員会の会長を務めさせてもらっています。順

番で嵐山町がなっていますけれども、そこでフローとストックの自治体の安全性ということを今度

はテーマに、大学の先生か何かがやってくださるということで、それも今度、皆さんにお見せした

いと思うのです。そうすると、フローとストックはどう考えるべきかご理解していただけると思い

ます。 

  ちょっと長くなりました。いずれにしても、私は大丈夫だと思っています。ただし、借入金は増

えます。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

佐久間町長。 

〇佐久間孝光町長 それでは、税務関係のことでよろしいですか。写真の関係ですよね。 

〇犾守勝義委員長 広域化。 

〇佐久間孝光町長 広域のね。お答えさせていただきます。 

  先ほど岡野税務課長のほうからもお話がありましたように、写真で撮ると非常に解析度がやっぱ

りいいわけです。今、川口委員がおっしゃったように、広域でやるということができれば、一番そ

れはとてもいい感じかな、方向性かなというふうに私も思っています。ただ、これはほかの町村と

の調整というのが非常にやっぱり時間がかかったり、思惑がちょこっと違ったり、かえってスピー

ディーな業務の推進、そういうものに支障が出る可能性もあるということも聞いております。衛星

のその写真に関しては解析度に関して、委員おっしゃったとおり少し落ちるのだというふうに聞い

ています。ただし、何年かに一度、航空写真をきちんと撮って、その予備として、補佐としてその

間に衛星写真を入れることによって、そこのところを修正をしていく、しっかりとやっていく。そ

してまた何年間に１回、航空写真を撮るということで十分やっていけると。そうすることによって

費用的にはがくんと下がりますし、ほかの町村との調整というのでしょうか、そういうこともなく

なるので、当面はそういった方向性でちょっと検討して実施をしてまいりたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 以上で総括的な質疑を終了いたします。 

  これにて全ての質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより認定第１号 令和５年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を採決いたしま

す。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手多数〕 

〇犾守勝義委員長 挙手多数。 

よって、本案は認定すべきものと決しました。 

                                              

    ◎散会の宣告 

〇犾守勝義委員長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 
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（午前１１時５５分） 
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決算審査特別委員会 

 

１０月１日（火）午前９時３０分開議 

議題１ 「認定第２号 令和５年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査 

    について 

  ２ 「認定第３号 令和５年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」の審 

    査について 

  ３ 「認定第４号 令和５年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について」の審査につ 

    いて 

  ４ 「認定第５号 令和５年度嵐山町水道事業会計決算認定について」の審査について 

  ５ 「認定第６号 令和５年度嵐山町下水道事業会計決算認定について」の審査について 

  ６ 「議案第４６号 令和５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」 

  ７ 「議案第４７号 令和５年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について」 
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〇出席委員（１１名） 

     １番  佐 藤 弘 美 委員      ２番  竹 内 隆 哲 委員 

     ３番  橋 本   将 委員      ４番  宮 本 大 裕 委員 

     ５番  小 林   智 委員      ６番  藤 野 和 美 委員 

     ７番   本 秀 二 委員      ８番  畠 山 美 幸 委員 

     ９番  川 口 浩 史 委員     １０番  渋 谷 登美子 委員 

    １１番  犾 守 勝 義 委員 

 

〇欠席委員（なし） 

                                              

〇委員外議員 

     森   一 人 議長          青 柳 賢 治 議員 

                                              

〇特別委員会に出席した事務局職員 

     事 務 局 長       青  木  正  志 

     書     記       安  在  洋  子 
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    ◎開議の宣告 

〇犾守勝義委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいま出席委員は全員であります。定足数に達しております。よって、決算審査特別委員会は

成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

（午前 ９時３０分） 

                                              

    ◎諸般の報告 

〇犾守勝義委員長 ここで、報告をいたします。 

  本日の委員会次第はお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

  それでは、直ちに本日の審査を始めます。 

                                              

    ◎認定第２号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 認定第２号 令和５年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

の件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  それでは、畠山委員から質疑をどうぞ。 

〇畠山美幸委員 それでは、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

  主要な施策の179ページの６款２項１目のところに特定健診があるわけですけれども、そこの７、

報償費のポツの３個目、特定健診連続受診者報償品32万円とありますが、何年連続で、何人の方が、

報償品の内容はということで質問させていただきます。 

  そして、特定健診の受診率は幾つだったのか教えていただきたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 それでは、お答えいたします。 

  まず、何年連続かということですが、３年連続の方、対象者は、令和５年度は640人、報償品の内

容ですが、500円の地域商品券となっております。 

  続きまして、特定健診受診率ですが、まだ令和５年度の最終結果が出ておりませんので、８月末

時点での受診率になりますが、37.1％、前年度の同時期と比較しますと3.8％ダウンという形でなっ

ております。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうからは３点です。 

  主要施策の169ページ、保険税の状況についてどういうふうに評価しているのか。それから、収納

率の課題、令和５年度の課題についてお聞かせください。 

  それから、172ページ、一般会計繰入金のところがありますけれども、一般会計繰入金について、

県からの是正等の指導があったのかどうか、それをちょっと確認をさせてください。 

  それから、今、ちょうど畠山委員からの関連がありましたけれども、特定健診の事業費が前年比

減額しております。その理由についてお聞かせください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 お答えいたします。 

  保険税の状況について、収納率の課題についてお答えいたします。藤野委員さんもご存じのとお

り、課題といたしましては、非正規雇用など低所得者の割合が増え、無職の方や高齢層の増加によ

るものなど収納率低下の要因の一つと考えられております。しかしながら、税の公平性並びに国民

健康保険の運用に支障のないよう、収納率を向上させるよう対応策に取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 贄田町民課長。 

〇贄田秀男町民課長 私から一般会計繰入金についてお答えいたします。 

  現在、県からの指導はございませんが、一般会計繰入金につきましては、今回この後お願いいた

します補正予算の中で約3,300万の積立てをし、残高合計が約１億5,000万円となります。ただ、今

年度の取崩し額の予定額が約9,000万になりますので、最終的に残高は約6,000万円となります。令

和７年度の予算編成の中で、これから県のほうから納付金の金額が示され、また標準保険税率が示

されましたら、国保運営協議会の中で検討いたしまして、繰入れが必要な場合は、県の指導を受け

ていきたいと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 特定健診の事業費の前年比減額の理由ということですけれ

ども、前年比から約200万円ほど減少しておりますが、主に減少した理由としましては、委託料の減

少かと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 
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〇藤野和美委員 まず、１点目の収納率の問題なのですが、収納率を上げるという、とても努力をい

ろいろやっているかと思うのですけれども、一方では、非常に困窮されている方に対して、これは

徴収法の中できっちりと決められておりますけれども、それについて、それを遵守してこれを執行

しているのかどうか、それを確認をさせていただきます。 

  ２番目、一般会計繰入金、これは前から法定外繰入れとか法定内繰入れというのがありまして、

いろんな仕組みがこの間変わってきて、その言葉自体も認識しにくいというか、非常に変わってき

ているわけなのですけれども、基本的に国保財政というのは、いろんな国の制度を含めて非常に厳

しい、苦しい仕組みでも一方ではあるわけです。そうすると困窮世帯、収入の少ない方々が、どう

してもその大勢その中にいらっしゃるということで、不安定な要素を当然持っているわけですけれ

ども、その辺がこの一般会計の繰入れしながらこれを運営しているわけですけれども、それが今後、

それに対して県からのいわゆる是正というか抑制の方向できているのかどうか、認識だけですけれ

ども、ちょっと確認させてください。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長  お答えいたします。 

  生活困窮状況等も踏まえながら財産調査とか納付計画、あと納税相談を行って、滞納世帯の積極

的な状況把握に努めておりまして、それによって適切な執行停止や不納欠損などを行っていきたい

と思っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 贄田町民課長。 

〇贄田秀男町民課長 先ほど申し上げましたのは法定外繰入れのことだったのですが、今度令和９年

に準統一ということなのですけれども、それまでに市町村が、今、実際は法定外繰入れやっている

ところが多いのですけれども、あまりにも税率が上がってしまうようなことがあれば、令和８年度

に何かそういう対応をするというようなことは、県のほうが言っていました。ただ、それが実際に

何をするというのは分からないのですけれども、そのようなことは聞いております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 １点、今の繰入れの件なのですけれども、前のときに、嵐山町は法定外繰入れはし

ていないと、みんな法定内なのだという、前、答弁があったのです。それについては、一応確認で

すけれども、どうでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 贄田町民課長。 

〇贄田秀男町民課長 令和３年度から法定外繰入れはしておりません。今、現在もしておりません。

ただ、これからはちょっと分からないですけれども、今のところはしておりません。 
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〇犾守勝義委員長 続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、124番の関係ですけれども、主要施策の179ページ、畠山委員の質問で答

えていただいたのですけれども、受診率が3.8％のダウンということですが、このダウンの要因とい

うのは教えていただけますか。 

  それと、町内の各病院で特定健診の受入れ枠というのは決まっているのかどうなのか教えていた

だけますか。というのは、もう定員がいっぱいで受診できませんというので断られたということで

何件か苦情もありましたので、ちょっとその辺を伺いたいと思います。 

  それと、134番の主要施策の169ページ、保険税の状況ですが、収納状況。これは、一般被保険者

の現年課税分、滞納繰越分、それと収入未済額の件数を教えていただきたいと思います。 

  それと、135番、これは主要施策の170ページ、保険税の状況の滞納繰越分、一般被保険者、15条、

18条による不納欠損額の理由と理由別の件数、お分かりになりましたらお願いします。 

  それと、136番の主要施策の170番、これにつきましては、滞納繰越分の一般被保険者の短期被保

険者証の発行人数、それと短期が終了した後の再発行というのは何件もあるのか、その辺をちょっ

と教えていただきたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 それでは、順次お答えいたします。 

  まず、特定健診の受診率が下がった理由ですが、前年度までは業者委託でしたので、それで数種

類のタイプ別の受診勧奨とか実施できたのですけれども、令和５年度は委託ではなく、担当課の職

員による勧奨になってしまいましたので、それが原因かと考えております。 

  続きまして、病院の枠は決まっているのかということですが、そちらのほうは受診できなかった

ということは聞いておりませんので、枠のほうはないかと思います。 

  私のほうで、あと短期証の件ですけれども、令和５年度末の短期証の発行世帯数ですが、69世帯

の87人でございます。短期証につきましては３か月を期間としておりますので、３か月たつ、その

切れる前にまたご通知をして、来ていただいて、相談機会のほうを設けている形になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 お答えいたします。 

  国民健康保険税、現年度分及び滞納繰越分の収入未済額の件数についてお答えいたします。現年

分につきましては、延べ件数736件です。滞納繰越分につきましては、延べ件数1,151件です。以上

です。 

  続きまして、不納欠損にした主な理由についてお答えいたします。こちらは、３つの内容により
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不納欠損にしておりますが、第15条の７第４項に該当というものが昨年より増えております。こち

らについて説明させていただきます。 

  まず、こちらが339万613円欠損いたしまして、前年度比で63.1％の増となっております。主な内

容としましては、財産調査の結果、差し押さえる財産等がない方が７名で、329万7,213円、生活保

護受給者１名、８万4,900円、海外転出１件8,500円となっております。 

  続きまして、第18条に該当というものが、こちらも昨年より増えております。こちらが117万

3,400円欠損いたしまして、前年度比で31.8％の増となっております。主な内容としましては、財産

調査の結果、差し押さえる財産等がない方が６名で53万2,000円、本人死亡により相続人不明や本人

が不明の場合３名、15万9,200円、生活保護受給者が１名、10万7,100円、高齢のため収入がない方

が２名、37万5,100円。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 134番関係は結構です。差押え等があったかどうか、これだけ教えていただけますか。 

〇犾守勝義委員長 都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 一般会計と同じように差押えをさせていただいて、件数で言います

と、ちょっと正確なこちらのほう出しておりませんで申し訳ございませんが、後ほど、もしあれで

したら調べてお知らせいたします。すみません。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 私のほうからは、167ページ、最上段の表の中で、被保険者の年代別の人数をお聞か

せ願いたいと思います。お願いします。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  まず、10代、188人、20代、164人、30代、218人、40代、301人、50代、425人、60代、977人、70代、

1,184人、合計3,457名となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 小林委員、どうぞ。 

〇小林 智委員 ありがとうございました。これをお聞きしたのは、国保特有の課題もあろうかと思

うのですけれども、国保全体の中でも嵐山町の特徴もあるのではないかと思うのですけれども、そ

の辺の捉え方というのはどういうふうに捉えているのか。もちろん高齢者が圧倒的に多いというと

ころなのでしょうけれども、他町村とか都心部とか、そういうのと比較してどうかという、その辺

の特徴的なものを捉えていらしたら、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 
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  今、申し上げましたとおり、年齢が高くなっているにつれまして、やはり半分以上が60代、70代

の方が被保険者というのが嵐山町の現状となっております。都心部ということですが、ちょっとそ

こまでは見てないので申し訳ございませんが、やはり年齢的なもので、高齢者の方が多くなってき

ておりますので、それに伴って医療費のほうも高齢の方が高い医療費、入院とかで高額になってし

まいますと、そこのところで、その年の高額な医療費がぽんと上がってしまったりとかというのも

ございますので、そういった、ここ何年かはあまり500万以上の高額なものについては、嵐山のほう

はないのですけれども、やはり100万以上の入院関係のほうは徐々には増えておりますので、そうい

った傾向で、やはり年齢のものと入院の件数ですとか、そういったものも比例してくるのかなとは

考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 不納欠損については結構です。 

  収入未済なのですけれども、この特徴の件、マイナス１万1,500円というこの件ですけれども、ご

説明いただけますでしょうか。 

  それから、普通徴収の方が多くいらっしゃるわけですよね。どんな状況なのか伺いたいのと、率

直に言って不納欠損の予備軍になっているというふうに見ていいのか、伺いたいと思います。 

  次に、検診についてなのですけれども、病気予防にどれほどなっているか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 特別徴収のマイナス１万1,500円につきましては、こちらは還付とい

うことで、調定をまず誤っていたということで、こちらのほう……ちょっとお待ちください。 

〇犾守勝義委員長 岡野税務課長。 

〇岡野富春税務課長 それでは、収入未済額の特別徴収のマイナスの１万1,500円ですけれども、特別

徴収は未納というか必ず納付がされるものでして、還付未済が収入未済の隣に１万1,500円とあるか

と思うのですけれども、還付未済があったために収入未済額がマイナスという表示にさせてもらっ

ているところでございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  どれほどの病気の予防になっているかということですが、特定健診の受診者と未受診者の方の生

活習慣病等の１人当たりの医療費で見てみますと、健診受診者の方は1,974円、未受診者の方は１万

2,824円と１万円ほど差が生じておりますので、様々な健診を受診することは、やはり予防の効果と
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なっているものと考えております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、答弁漏れがありますよね。 

〇川口浩史委員 答弁漏れがある。 

〇犾守勝義委員長 先ほど普通徴収の状況で、その状況の中で不納欠損の予備群になっているかどう

かという質問があったと思うのですけれども、それが答えられていないですよね。 

〇犾守勝義委員長 都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 お答えします。 

  不納欠損になっているかどうかということなのですが、こちらのほう、収入未済額の中で今後不

納欠損になるかというのは、また調査しながらなると思いますので、こちらのほうの中で不納欠損

になるということはございません。今後、財産調査等を行いながら、この収入未済額の中の調査を

しながら、今後不納欠損になるかどうかというのになりますので。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 その件なのですが、その件の前に特徴のほうの、そうするとこの金額というのは、

マイナスというのは多く入っているということですよね。どういう形に処理されるのか、ちょっと

伺いたいと思います。 

  それから、普通徴収のほうの件なのですが、不納欠損の予備群では単純ではないですよという答

弁のような感じなのですけれども、これから努力されていくのだと思うのです。払えそうな方に対

しては払ってもらえるように。でも、ここのところが一番多いわけですよね、普通徴収の。皆さん、

この方たちも大変だと思うのです。通常どの程度がこれから不納欠損に回ってしまうのか、それは

一概には言えないですか。２つ目があるので。その点を伺いたいと思います。 

  それから、そうですか、健診の金額こんなに違ってしまうのですか、後の受診の関係では。驚き

ました。そうするといろんな検診ありますけれども、先ほどの特定健診の件ですよね、特定健診だ

けですよね。ですから、ほかの検診もあるわけですから、できるだけ健診を受けてもらったほうが

いいわけですよね。私が一番聞きたいのは、聞きたいというか、今、人間ドック、脳ドックとあり

ますけれども、循環器などのドックも今後は必要ではないかなと思うのですけれども、考え方だけ

伺えればと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 お答えします。 

  特別徴収の還付の関係なのですが、こちらのほうは、還付処理はすぐにされていますので、本人

のほうにお返ししています。 



- 190 - 

  あと、その次の不納欠損等の関係でということで、やはり生活保護者さんとか、あと海外転出と

か、そういうもう徴収が今後取れないような方に対しては、やはりそういう不納欠損等の手続等い

ろいろしていかないと、なるかと思います。 

  あと、今まだ調査中なのですが、本人が死亡とかあと行方不明で、一応戸籍謄本とかいろんなの

を調査をしているのですが、やはり不明とかそういう方もおりますので、そういう方を不納欠損等

をしていくような状況になるかと思います。あとは、低所得者の方とも一応毎年お話とか納税相談

等の話をしながら、やはりそういう方に納付能力がない場合は、そういう形をさせていただくよう

な形になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  事業実施担当課の健康いきいき課と一緒に、今後のためにも検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

〇川口浩史委員 普通徴収の収入未済の方が不納欠損に行く率というのは分からないですか。 

〇犾守勝義委員長 岡野税務課長。 

〇岡野富春税務課長 お答えいたします。 

  今後のお話になるかと思うので、調査等をして、納めていただける方には納めてもらって、納め

られないような場合には処分停止になるかと思うのですけれども、その後の話になりますので、今

の段階ではちょっと分からないところでございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 主要な施策の167ページですけれども、被保険者世帯数の状況のうちの就学児と、

それから18歳未満の子の総数を伺います。 

  それと、168ページの国民健康保険税のうちの18歳以下の子どもの均等割の減免人数と金額を伺い

ます。 

  170ページ、特別徴収の人数を伺います。 

  それと、172ページ、国庫負担金、県支出金、保険基盤安定負担金の件数、未就学児均等割保険税

負担金の件数で、これは軽減の件数になるのですか、を伺います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  就学児及び18歳未満の総数ということですが、６歳から18歳未満の人数は137人でございます。 

  以上です。 
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〇犾守勝義委員長 小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長 初めに、18歳以下の子ども均等割の減免人数、金額についてお答

えいたします。 

  こちらは、18歳以下の被保険者が３人以上いる世帯の第３子以降の子どもが減免対象となり、均

等割額を全額免除するものでございます。令和５年度末時点の減免人数は23名で、減免額は54万

7,200円でございます。 

  続きまして、特別徴収の人数についてお答えいたします。令和５年度末時点の国民健康保険税の

特別徴収の件数は、667世帯でございます。 

  最後になりますが、私からは保険基盤安定負担金、未就学児均等割保険税負担金の軽減件数につ

いてお答えいたします。それぞれの負担金に関係する数値となる国民健康保険税における令和５年

度末時点での軽減数を申し上げます。 

  まず、保険基盤安定負担金につきましては、法令により定められた所得基準を下回る世帯の均等

割額を７割、５割、２割軽減する制度が関係いたしますので、その件数を申し上げます。７割軽減、

589世帯、733名、５割軽減、343世帯、547名、２割軽減、299世帯、464名、合計で1,231世帯、1,744名

でございます。 

  続きまして、未就学児均等割保険税負担金につきましては、世帯に未就学児がおられる場合に、

当該未就学児の均等割額を５割軽減する制度が関係いたしますので、その件数を申し上げます。27世

帯、32名でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 あと、国庫負担金、県支出金の。よろしいですか。 

  渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 歳入のほうを最初に書いていたので、こっちに来ているというだけの話なので。 

  それで、まずこの167ページによりますと、そうすると半数以上の世帯が、半数になりますか、国

庫の減免措置を受けているというふうな計算でよろしいのでしょうか。普通に世帯の徴収金額を年

代別それぞれが、国民健康保険税を求められている金額の方は半数、50％ぐらいと考えていいのか

どうか伺いたいと思います。 

  その次に、特別徴収を受けている方が、世帯数が667世帯なので、65歳以上が、1,865世帯が特別

徴収と考えますと、そうすると1,000世帯になるのですか、もっと年金徴収の方は70歳以上と考える

のか65歳以上と考えるのか、そこら辺の考え方が分からないのですけれども、今75歳からも年金が

引下げになってくるから、具体的に言うと、65歳以上の方で年金徴収をされている方が667世帯で、

前期高齢者が1,865世帯なので、1,200世帯は年金を受領していない世帯というのですか、うまく表

現できないのですが、そこの点の判断の仕方をどのように考えていらっしゃるのか伺いたいと思い

ます。 
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〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長 お答えいたします。 

  ちょっと順番が前後してしまいますが、まず特別徴収の関係なのですけれども、年金受給者の判

断ということでございますが、今回667世帯ということでお答えいたしましたものは、特別徴収とい

うのが年金から引かれるものでございますが、年金受給者、おっしゃるように65歳から年金もらえ

る方も発生いたしますが、年代別だったりそういったもので把握はできておりませんで、確定申告

だったりで税務課が把握している年金収入がある方で特別徴収、年金天引きができる条件がそろっ

て特別徴収できている方の世帯数が667世帯ということで報告したところなのですけれども、詳細に

ついては把握できておりません。 

  続いて、18歳以下の関係なのですけれども、こちら国保加入者全体に占める割合は、税務課が把

握しております令和５年度末の課税世帯実績が2,777世帯あるのですけれども、そのうち多子減免、

18歳以下の子ども均等割のことを多子減免、子どもさんが多い減免と呼んでいるのですけれども、

この多子減免については、その2,777世帯のうちの16世帯、23名ということで、全体に占める割合と

いたしましては、0.58％と少ないものになっております。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 確認なのですけれども、第１子、第２子は半額免除ですよね。そして、それから

第３子以降が全面的に減免で、第１子、第２子は半額免除ということですよね。違うのか。全額免

除。取るということ。 

         〔「取る」と言う人あり〕 

〇渋谷登美子委員 取る。そうすると、その第１子、第２子の方がいらっしゃる家庭というのがどの

くらいの割合になるのですか。書いておかなかったからいけなかったかな。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  小松副課長。 

〇小松英喜税務課課税担当副課長 第１子、第２子、第３子、この多子減免に該当に絡む第１子、第

２子がいらっしゃる世帯については、大変申し訳ないのですけれども、ちょっと今回把握できてお

りません。申し訳ありません。 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより認定第２号 令和５年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての件を
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採決いたします。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は認定すべきものと決しました。 

  ここで休憩といたします。入替えのみです。 

         休  憩 午前１０時０９分 

                                              

         再  開 午前１０時１０分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

    ◎認定第３号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 認定第３号 令和５年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  それでは、 本委員から質疑をどうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、主要施策の186ページになります。保険料の状況、収納状況です。普通徴

収の現年度分、それと過年度滞納分、収入未済額の実件数をお願いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  まず、現年度分、84件、21名、過年度滞納分、45件、７名でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 お分かりになるかどうかは分かりませんけれども、この普通徴収になっている事由

別というのは出ているものですか。普通徴収になっている理由というか、理由別の件数とかそうい

ったものは出ているものですか。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  主な普通徴収に変わる理由としましては、やはり前年度の所得と大きく変わる方、前年度まで特

別徴収だったのが、その収入の増減によりまして特別徴収ができなくなって普通徴収に変わってい

くような形が多くなっております。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 
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  続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 不納欠損と収入未済の理由は。件数しか聞いていないですね。理由をちょっと伺い

たいと思います。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  まず、不納欠損でございますが、昨年度と同じ方になりまして、一人の方は全く接触ができずに

反応がない方になってございます。もう一人の方は、税金全般を分納してございますので、その分

納額が少額なため、なかなか後期の課税額のほうに追いついていないというような状況になってご

ざいます。 

  続きまして、収入未済額についてですが、先ほども申し上げましたが、昨年度まで特別徴収だっ

た方が、税額の増減で普通徴収に変わりまして、納め忘れている方というのが多いことが主な理由

なのですけれども、令和５年度に関しましては、前年度と比較しますと約倍になってございますの

は、昨年度、年度末にぎりぎりで修正申告をされた方がおりまして、その方の収納が年度末までに

間に合わなかったので、今回収入未済となってしまった額が100万円ほど多くなっているのが現状で

ございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 収入未済なのですけれども、先ほどの国保のところで、還付未済があったところが

収入未済のところにマイナスがついていたわけです。今回これがないというのは、もう本人に返さ

れているからないというふうに理解してよいのか、伺いたいと思います。 

  それから、普通徴収の方が約倍増えているということで、私もちょっとこれ金額を見て驚いたの

ですけれども、なるほど、ぎりぎりのところだったので間に合わなかったと。そうですか。そうす

ると、現時点ではかなり、一昨年と同じぐらいのところまで入金というか入っているという理解で

よろしいのでしょうか。確認です。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  特別徴収のほうのゼロというのは、やはり収入未済のほうは皆さん納め忘れがなくなっているか

らゼロという形で、ここの結果は……すみません…… 

         〔「還付未済のほうの、それが」と言う人あり〕 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 失礼いたしました。還付未済のほうの理由でございますが、

特別徴収の方は年金からも引かれていますので、死亡手続、亡くなった方の手続がまだされていな

い方というのが多数ございますので、それが還付未済の額で上がってございます。 

  あと、普通徴収の収入未済のほうですが、その後、年度切り替わりまして修正申告された方につ
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きましては収納していただきましたので、それを引きますと昨年度と同じぐらいの金額等になって

ございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 還付未済がここに金額37万6,000円と出ているわけです。先ほどの国保は、同じ金額

が収入未済のほうにも出ていたわけです。これは、本人に返していなかったからだという理由だっ

たわけなのですけれども、こちらは本人に返しているので収入未済のほうはゼロになっているわけ

なのですか、そこをお願いしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  この時点で特別徴収のところにございます収入未済につきましては、年度末までに本人のところ

に返すことができなかった部分の金額になってございますので、その後、年度を越えましても、遺

族の方からとか手続等がございましたらその分は返すふうな形になってございますので、今現在の

年度末の時点での金額ということでご承知いただければと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 186ページですけれども、保険料の収入状況のうちの特別徴収と普通徴収の人数を

伺います。今聞いていると、普通徴収に回る方というのは、年金のほかに財産が増えた方というふ

うに考えたほうがいいのかどうか。 

もう一つ、186ページですけれども、保険料軽減人数は2,129人で64％が軽減対象ですけれども、

軽減されない方が36％になるわけですけれども、所得の状況はどのような感じになっているのか伺

いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  まず、特別徴収の人数ですが2,405人、普通徴収の人数が883人となってございます。どんな方が

普通徴収のほうにということで、収入が高くなったからということの質問でございますが、前年度

の収入、土地等を売って一時的に収入が高くなって、それでそのときに特別徴収になっていたもの

が、次の年は一時的な収入がなくなった場合は、やはり今度は年金の額が、特別徴収のときに期別

で分けて課税されていた部分が高い部分になってございますので、そうすると翌年の仮徴収のとき

には、上半期でその分が全部引かれてしまうような形になってしまいますので、そうすると後半部

分で、今度それが特別徴収ができずに普通徴収に戻ってしまうという方が主な方かと考えておりま

す。 
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  続きまして、保険料の軽減されない方の所得ということですけれども、保険料につきましては、

同じ世帯の被保険者の方と世帯主の総所得の合計で判定してございますので、世帯主が高齢者でな

い場合もございます。一概に軽減されない方の所得というのは、今現在ちょっと把握できてはござ

いません。ただし、軽減のかからない所得が幾らなのかと申しますと、被保険者１人世帯の場合で

申し上げますと、判定基準が97万5,000円以上の所得の方、年金収入で見ますと222万5,000円以上の

方は、軽減がかからない状況となっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 すみません、後期高齢者というのは保険料は世帯ごとですか。おかしいな。保険

料は世帯ごとではなくて本人ごとではないかと思うのですけれども、そのうちの世帯者のうちに扶

養になっていると、そこの部分が世帯の保険料に加算されるというか、あれっ、私の認識と違って

いるなと今考えたのですけれども、どのような感じになるのですか。おかしいな。 

〇犾守勝義委員長 吉田副課長。 

〇吉田信子町民課保険・年金担当副課長 お答えいたします。 

  夫婦、年金をもらっている方のご世帯だったらよろしいのですけれども、例えばの話ですが、世

帯主がお子様で、お父様、お母様どちらかが扶養にというふうな場合ですと、一応その軽減の計算

方法としましては、同一世帯の中の被保険者及び世帯主の所得の総金額で判定するような形になっ

てございますので、そうしますと、極端な例で申し上げますと、高齢者の方がもう年金収入で全然

所得がない、ゼロ円の方の場合で、子どもさんが世帯主で収入があるという形になりますと、その

子どもさんの収入がそこそこある場合には、軽減がかからない世帯になってしまいますので、そう

しますと一概に、では所得がないから軽減がかかるというふうには言えずに、所得がなくても、お

子さんが世帯主で所得があるために軽減がかからない世帯になってしまいますので、だからちょっ

と一概に所得のほうで幾らか、では、極端な話、そういう方がいっぱいいる場合には、所得はない

けれども、皆さん軽減がかかっていない世帯になってしまうというのが、ちょっと一つの極端な例

で申し上げますとそういった例がございますので、一概に所得が少ない、軽減がかかる世帯はとな

りますと、一般的に今、皆さんがイメージされるのは、ご夫婦で年金もらっていらっしゃる方か１

人世帯とか、そういったイメージがあるかと思いますが、そうではなく、後期高齢ではない方の世

帯主の場合には軽減がかからない場合のほうが多い場合がございますので、そういった例もありま

すということを申し上げたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 よろしいですか。 

  質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 
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         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長  討論を終結いたします。 

  これより認定第３号 令和５年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件

を採決いたします。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は認定すべきものと決しました。 

  ここで休憩いたします。 

         休  憩 午前１０時２５分 

                                              

         再  開 午前１０時３５分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  初めに、先ほど答弁漏れがありました税務課から答弁の申出を受けていますので、許可したいと

思います。 

  都築収納対策室長。 

〇都築葉子税務課収納対策室長 先ほどは申し訳ございませんでした。 

  国保税の差押えの件数と金額についてですが、件数が10件で、金額のほうが100万655円になりま

す。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 それでは、引き続き会議を開きたいと思います。 

                                              

    ◎認定第４号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 認定第４号 令和５年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件

を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  それでは、藤野委員から質疑をどうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうからは３点です。 

  主要施策の195ページ、ここにサービスの未利用者数が出ております。これについての課題につい

てお聞かせください。 

  それから、同じく196ページ、歳入の状況について、国庫支出金及び県支出金の前年比減額の理由

は。 
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  それから、主要施策の213ページ、一般会計繰出金、前年比増額の理由は。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  まず、１点目ですが、介護認定を受けたのにもかかわらず介護サービスを利用しない方が222名お

りますが、この中には、当面介護サービスを利用する予定はないが、いざというときのために取り

あえず認定を受けておこうという方、また病院から勧められたので、サービスを利用する予定はな

いけれども認定を受けておこうと、こういう方も含まれております。認定を受けて介護サービスを

利用したいのに利用できない、そういう声は今のところ町に届いておりませんので、現状では大き

な課題はないと考えております。 

  ２点目になります。主要な施策の198ページをお願いいたします。２つ目の２款１項１目の国の介

護給付費負担金になります。約２億6,100万円の歳入となっております。令和４年度が約２億9,000万

円なので、約2,900万円の減です。県の介護給付費負担金は、右の199ページ一番下、４款１項１目

で約２億2,000万円になります。令和４年度が約２億4,500万円でしたので、2,600万円の減となって

おります。実は、介護給付費負担金なのですが、算定方法が独特でありまして、町からの申請に基

づくものではございません。国が計算して一方的に金額が決まります。今回の決算の令和５年度の

場合になりますが、令和３年度の実績額と過年度の伸び率から国が計算して決定されるものでござ

います。県の介護給付費負担金も国に準じて、同じような算定方法で決まります。町の予算につき

ましては、介護保険事業計画に基づき歳出を見込み、そこから国、県、町等の負担割合に応じた金

額を歳入として計上しております。国、県の内示が３月末になっているため、どうしても町の歳入

予算との乖離が生じてしまいます。それで、差額につきましては、翌年度に精算という形を行って

おります。 

  すみません、195ページにお戻りください。主要な施策195ページをお願いいたします。２番、決

算の概要でございます。この表の５番、翌年度精算金を御覧ください。令和４年度は約１億3,500万

円でした。歳入が減ったことにより令和５年度の精算金は約3,000万円に減っております。 

  続きまして、３点目につきましてお答えいたします。一般会計繰出金は、令和４年度に一般会計

から介護保険特別会計に町の負担分として繰入れした金額を、令和４年度の実績に基づき後年度精

算で令和５年度に一般会計に戻した金額となっております。令和４年度は、新型コロナウイルスの

影響で介護サービスの利用が見込みよりも少なかったために前年度より精算金が増えました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 それでは、サービス未利用者のところでは、利用したいのに利用できないという声
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がないということだったですね。ただ私が、私の周りも含めて見てみますと、本来利用したほうが、

家庭の方も楽になるというケースも見受けられるのです。その方が利用していないとかというケー

スはちょっとあります。やはり本来的にサービスを利用することによって、いろんな形で、家庭の

中の介護で苦しんでいる、大変になっているというケースも救われると思うのです。ですから、そ

の辺のいわゆるその広報というのかお勧めというのか、その辺を５年度については、そういう取組

があったのかどうかについてお聞きいたします。 

  では、それだけでいいです。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  広報という面でございますが、３年に１度にはなるのですが、まず介護保険制度を知っていただ

くということを含めまして、今回第９期の計画、令和６年度から令和８年度の３年間の計画を立て

ましたので、その概略版のパンフレットといたしまして、広報７月号に全世帯に差し込みをいたし

まして、町民全世帯の方にまず介護保険制度を知っていただくということで、それを目的としてパ

ンフレットを配布しております。それと、窓口のほうにという面では、地域包括支援センターで広

報に毎月１ページの欄を設けておりますので、その中で年１回とか２回になりますが、相談窓口は

ここですと、お困り事がありましたら相談に来てくださいという形で周知をしておりますので、窓

口にご相談にお見えになった方には、より詳しいパンフレットで親切丁寧に説明をしておりますの

で、そういった対応は広報という面でしております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、２点お願いします。 

  １点目は、主要な施策の197ページ、保険料の状況、収納状況で、普通徴収（現年度分、滞納繰越

分）収入未済額の件数と理由。 

  それと２点目が、主要施策の同じく197ページ、普通徴収、過年度滞納分、不納欠損額の実件数42件

の徴収できなかった理由をお願いします。 

〇犾守勝義委員長 吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、お答えします。 

  まず、普通徴収、収入未済額の実件数と理由についてお答えいたします。まず、実件数ですが、

現年度分、令和５年度分です。こちらが44人、241件です。過年度分が44人、222件です。理由です

が、令和５年度分の滞納介護保険料44名の状況において、分かる範囲内で個々のケースを確認した

ものを申し上げます。死亡が１名、転出等が５名であります。また、所得が低いため納入が難しい

と思われる方が７名です。そして、介護保険料の所得段階において、本人が住民税課税である第６

段階以上に該当する方が14名でした。こちらは、介護保険の十分なご理解をいただくことが難しい
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方であると言えます。 

  続きまして、139番のご質問、不納欠損額の実件数42件の徴収できなかった理由をお答えします。

まずこちら、死亡により徴収ができなかったものが７件、転出により徴収できなかったものが２件

でした。残りの33件は、督促状、催告書、未納のお知らせなどの送付など、これらによる再三のお

願いにもかかわらず、納付には至らなかったものであります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、普通徴収と特別徴収、それぞれの人員は分かりますか。 

〇犾守勝義委員長 その１点でよろしいですか。 

  では、答弁を求めます。 

  吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 それでは、普通徴収と特別徴収の人員について

お答えいたします。 

滞納者に関しては、こちらは全て普通徴収になっております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 本委員、どうぞ。 

〇 本秀二委員 普通徴収になっている理由を教えていただきたいと思いますけれども。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  介護保険料の納入方法は、先ほど町民課の後期高齢で吉田副課長がご答弁申し上げましたように、

年金天引きの特別徴収とご自身で納めていただく普通徴収の２種類ございまして、条件的には同じ

でございまして、先ほど吉田副課長が答弁しましたが、例えば土地の譲渡、売ったことによって一

時的に急激に収入が増えたとかそういったことは、今まで特別徴収であった場合でも一時的に普通

徴収に切り替わってしまいますので、そういった方がまれに滞納になってしまうこともございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 212ページの認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業の中で、ここには消耗

品と通信運搬費が書いてありますけれども、そうではなくて、何か所でどこの地域で行ったのか。

また、実績について伺います。 

〇犾守勝義委員長 川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。 

  まず、この実施回数ということなのですが、認知症の講座ということでよろしいのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 どうぞ。 
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〇畠山美幸委員 講座というか、キャラバン・メイトさんが来て、認知症サポーターの講座というの

かな、それの回数と地域をお伺いします。 

〇犾守勝義委員長 川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは、お答えさせていただきます。 

  認知症サポーター養成講座なのですけれども、令和５年度におきまして４か所実施しております。

場所は、志賀２区自治会館、それから玉ノ岡中学校、それから北部交流センター、それから菅谷中

学校の以上です。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 そうしますと、地域では２か所、志賀２区と北部交流センターと、中学校で玉中と

菅中と、学校でやっているということは、生徒さんを対象に講座をやっていただいたのか、あと学

年は全員だったのか、お聞きしたいと思います。トータルで何人ぐらいの方がオレンジリングをも

らうような状況になったのかお伺いします。 

〇犾守勝義委員長 川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長 お答えいたします。 

  菅谷中学校、玉ノ岡中学校、それぞれ中学校３年生が対象になっております。先ほど地区で４か

所でというふうに申し上げましたが、まず志賀２区自治会館のほうでは、住民の方を対象に18人参

加されています。それから、玉ノ岡中学校３年生46人、それから北部交流センターでは、脳の健康

教室というのを行っていまして、その受講生19人に講座を開催しております。最後に、菅谷中学校

３年生が62人でございます。合わせて145人の方が受講されまして、このオレンジリング、それから

サポーターを修了しましたという、こういうカードというのですか、その認定証をお渡ししました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 畠山委員、どうぞ。 

〇畠山美幸委員 町内においてキャラバン・メイトさんになっている方というのは何人ぐらいいらっ

しゃるのでしょうか。 

〇犾守勝義委員長 川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長 キャラバン・メイトの数は、今８人でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 １点目が介護保険料についてなのですが、鳩山町は低く抑えられていますので評価

されているわけですね。本町との違いについて伺いたいと思います。 

  ２点目ですけれども、先ほどの 本委員の答弁に、課税者14人の方が払ってもらっていないとい

うことであったわけですけれども、この方は、そうするとずっともう払っていないわけなのですか。

まず、そこを確認させていただきたいと思います。 
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〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  川上副課長。 

〇川上 力長寿生きがい課包括支援担当副課長 それでは、私のほうで、まず196ページ、介護保険料、

鳩山町は低く評価されている。本町との違いは何かについてお答えさせていただきます。 

  令和３年から５年の介護保険料について、嵐山町の基礎月額は5,000円です。鳩山町につきまして

は3,800円、これは埼玉県内でも最も安い額となっています。県内平均は5,480円ですので、鳩山町

が大幅に低いことが分かります。 

  さて、ここで本日お配りしている資料を御覧いただきたいと思います。ナンバー188、渋谷委員の

質問で資料の提示を求められていたものでございます。よろしいですか。まず、高齢化率の比較で

すが、令和６年１月１日現在で、嵐山町が34.8％、鳩山町が46.8％と、嵐山町と比べても高齢化率

が高いことが分かります。両町とも埼玉県内で高い高齢化率であり、県平均が26.9％ですので、高

齢化が進んでいます。また、養介護、養支援認定率については、令和６年３月末現在で、嵐山町が

16.6％、鳩山町が12.8％となり、鳩山町の高齢化率が高いのにもかかわらず認定率は抑えられてい

ます。 

  では、なぜ認定率が低いのか、介護保険料が安いのかということですが、鳩山町で行われている

各種健康づくりへの取組の結果が認定率を下げているものと考えられます。この取組は一朝一夕で

は結果が出ません。長年の事業の積み重ねによって成果が表れたと考えます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  14名の方がずっと払っていなかったかというご質問ですが、そうとは限りません。第１号被保険

者として課税になって、特別徴収が始まるまでの間のみお支払いになっていないと。特別徴収が始

まってしまえば自動的に天引きされてしまいますので、その間の未納という方もいらっしゃいます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 鳩山町の健康づくり、これがずっと続けてきた結果、保険料が鳩山町は低く抑えら

れているという、こういう答弁ですよね。そうすると、嵐山町も健康づくり、まだその途中という

かなのでしょうけれども、サービス内容の違いというのはあるのですか。 

  それと、嵐山が健康づくり、今どの程度やっているのか、鳩山町に追いつくまでにどの程度まだ

かかるかという見通しについて伺いたいと思います。 

  課税者の14人の関係なのですが、そうですか、特徴が始まるまでの間、特徴になれば強制的に取

り立てるというか収納されるわけですから分かるのですけれども、そうですか、それまでの間が、

理解してもらえないので払ってもらえないということなのですか。なるほど。ここはちょっと難し
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い問題だね。どういうふうに理解してもらうか。１枚の紙を配ったぐらいでは駄目だと思いますの

で、皆さんの努力が必要だなと思うのですけれども、その決意というか意気込みというか、伺えれ

ばと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  まず、１点目の鳩山町とのサービスの内容の違いという面でございますが、特にサービスの違い

はございません。サービスの違いというよりかは、ちょっと言い方は難しいのですけれども、鳩山

は非常に事業に対する参加者、参加率が非常に高いです。嵐山と同じような事業ももちろんやって

いるのですけれども、それに対して、嵐山町では１桁の参加者であっても、鳩山町は同じような事

業でも何十人とかそういった参加がございまして、健康づくりに対して、より鳩山町のほうが意識

が高い方が多いように感じております。 

  それで、嵐山町の状況ということなのですが、例えばぷらっと嵐トレという、嵐丸くん体操をや

ったり、おもりを使った百歳体操をやっている事業なのですが、始まった当初は、６か所はぽんぽ

んとできて、令和２年度ぐらいまでには各地区で、川島とか志賀２区とか、そういったところへ６

か所できたのですけれども、そこからコロナが始まったりそういったものもあったので、なかなか

そこからは増えていかなかったのですが、その後、千手堂２区、あと大根将で１か所という形で増

えまして、またさらに鎌形、あと川島は人数が増えてきたのでもう一か所増えたりという状況で、

少しずつではありますが、身近な場所で介護予防の教室ができるような体制を整えておりますので、

地味な活動ではあるのですけれども、地域にそういった活動を広げていきたいというふうに今後も

考えております。 

  また、今年度は古里地区、今まで北部では１か所もなかったのですが、古里地区でもぷらっと嵐

トレを立ち上げようとして、今、一生懸命動いている状況ですので、今後もそういった活動を継続

していきたいと思います。 

  すみません、これで決意になったでしょうか。 

  もう一点、未納の状況でございますが、順番逆ですみません。なかなかご理解いただけない方が、

どうしてもある程度の方はいらっしゃるのですが、税務課のほうに、窓口に見えた際に連携をして

おりますので、個別に案内をしていただいて、介護保険の重要性、助け合いということを丁寧にご

説明申し上げて、一部の方は分納でということでご理解をいただいている方もございます。そうい

った活動を今後も継続していって、少しでも未納の方を減らして、介護保険制度が公平な制度にな

るように努力をしていきたいと思います。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 
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〇川口浩史委員 私も、サービス内容は７、８年前かな、ちょっと比べてみたことがあるのですけれ

ども、そんなにというか、嵐山も違いはないなと思ったのです。やっぱり参加者の人数、おっしゃ

ったように人数の違いなのだろうなと。そのときは人数は分からなかったのですけれども、そこが

違うのだろうなとは思っていました。今はっきりとおっしゃっていただいたので、やはりそこかと

いうことで、どうやって町民に意識づけしていくかというのが、保険料の軽減に、値上げを抑えて

いくことになっていくわけですので、そこが課題だなと思うのです。鳩山町から、行って学んだり

とかというのはしているのですか。どのように意識づけをしてきたのかということを、今後どうい

うふうに町民に働きかけていこうかという、何かあれば伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 川口委員さんがおっしゃるように、参加者を増やすのは非常に難しい

課題でして、我々も苦慮をしているところなのですが、今回ご質問、今日の場でご質問いただいた

ので、担当のほうから鳩山町に状況を詳しくお聞きした経緯もございますので、また鳩山町の地域

包括支援センターも同じ包括同士でつながっておりますので、まず電話で内容をお聞きした程度で、

細部までは勉強できていないので、比企郡では吉見町と鳩山町が介護予防のほうが進んでいるとい

うふうに私も認識しておりますので、先に進んでいるところを参考によく勉強して、少しでも介護

予防の意識を持つ方が増えていただいて、参加者が増えるような形に持っていければと考えており

ます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 195ページなのですが、施設介護利用者が23名の増加です。理由を伺いたいと思う

のです。これは、利用人数の枠が増えたかどうかということです。 

  それから、194ページ、先ほどなかなか面白いというか、いつもこうやって見ていただいているの

ですけれども、いろいろな見解も伺ったのですが、一つは東秩父村です。高齢化率が47.4％ですけ

れども、認定率が0.1％減になっているのですが、これは死亡者が増えてきたから人口縮小によって

こうなってきたのかということが一つ伺いたいのと、あと全国的なレベルで考えると、嵐山町を介

護保険の担当課としてはどのように評価するか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 吉川副課長。 

〇吉川壮司長寿生きがい課長寿生きがい担当副課長 ではまず、施設介護利用者23名の増加理由につ

いてお答えいたします。 

  主要な施策194ページを御覧ください。下にあります（８）、施設介護サービス受給者数の一覧表

を御覧ください。介護老人福祉施設、特別養護老人ホームのことですが、令和５年度の受給者数は

134人でした。前年度は122人でしたので、12人の増です。次に、介護老人保健施設、老健と言われ

ていますが、こちらは45人、前年度は35人でしたので10人の増、そして介護医療員が１人でした。
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前年度はゼロ人でしたので、１人の増です。合わせて23人の増加でした。 

  この23人の増加理由ですが、入所を希望していた方が入所できたことが一番大きな要因だと考え

られます。また、令和５年４月、越生町に新規で100名定員の特別養護老人ホームが開設されました。

そこに嵐山町から８名の方が入所されたことも施設介護サービス利用者が増加した理由の一つとな

っております。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  まず、東秩父村の状況ですが、0.1減ったというようなことですが、すみません、東秩父村の状況

については分析ができておりません。 

  それと、２点目の全国的にどう評価するかという点でございますが、お配りした資料を見ますと、

全国よりも埼玉県よりも嵐山町は低い状況ではありますが、だんだん、だんだん認定を受ける方が

増えております。一般的な話なのですが、例えばニュースなんかで、介護申請をしたのだけれども、

窓口で申請をちょっと待ってというか、そういうようなことも、私もネットニュースなんかで見た

ことはあるのですが、先ほど答弁した中にもあるのですが、今、窓口にお見えになる住民の方から

で、サービスを使う予定はないのだけれども、取りあえず申請しておきたい。サービスを使わない

のだけれども、病院から勧められたから申請だけはしておこうという方がお見えになることがある

のですけれども、そういった方も嵐山町では、ご希望すれば全て申請は受け付けております。そう

いった面も若干認定率を上げる状況になっているのかなというふうに感じております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 越生町に100人の特養が増えたということですね。そうすると、私はもう介護施設

というか老健のような形のものは、施設としてあまり建設されないのかなというふうに考えていた

のですが、それもまだ枠が広がっていくという可能性があるというふうに予測していいということ

でしょうか。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  特別養護老人ホームにつきましては県の認可になっておりまして、嵐山町は川越比企という形で、

川越とか越生とかその辺を含めた状況で県のほうは計画をしております。そこで、どういったこと

で特養の新設とか決まっていくという流れなのですけれども、今回、令和６年から８年で第９期の

計画を立てました。その計画を全市町村から県が吸い上げまして、どの程度の介護サービスの需要

がこれからあるか、特養の入所人数がどのくらいあるかということをまず全県で把握して、さらに

川越の比企圏内で把握をしております。そこで県のほうで川越比企圏内に今回の計画では、この９

期の計画においても何か所、別途幾つとか、新設を認める方針であるというような形で、まず県の
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ほうで計画を立てております。そこで、最終的に応募があった事業者があれば特養の新設が、申請

をして、条件を満たせば認められるわけなのですが、そういった状況で決まっていますので、嵐山

町のほうで特養の方が十分間に合っておりましても、川越比企管内で特養の新設がありますので、

嵐山はいっぱいなのだけれども、ある事業者は嵐山に特養を造りたいとか、当然そういった場合も

ございますので、そういったことを踏まえて施設の新規というのは決まってまいります。すみませ

ん、説明が下手で申し訳ございません。 

以上です。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 介護保険で言いますと、ヘルパーさんの料金が下がってくるということが非常に

問題になっていますが、それとは別に、それがあるからこそ介護保険の施設のほうに国が予算を使

うというふうな可能性もあるというふうに考えていいのでしょうか。これはちょっと分からないな。 

〇犾守勝義委員長 簾藤長寿生きがい課長。 

〇簾藤久史長寿生きがい課長 お答えいたします。 

  確かに渋谷委員さんおっしゃるように、今回の報酬改定によりましてヘルパーさんの単価は下が

りました。ただ、国の説明によりますと、いろんな加算が整理されて、増えた加算もありますので、

その辺を精査というか、色々な条件を、特に事業所が条件を満たすことによって加算をもらえれば

増えるという説明を国からはされておりますので、その辺はまだ始まったばかりなので何とも言え

ないのですが、そういった制度設計を国がしたということを言っておりますので、町のほうはそれ

に基づいて介護保険の財政は運営しております。 

  確かにヘルパーの報酬は下がったのですけれども、上がったものも逆にございますので、ヘルパ

ーさんの報酬を下げて施設に回したとか、そういったことではないと思っております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより認定第４号 令和５年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件を採決

いたします。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は認定すべきものと決しました。 

  ここで休憩といたします。入替えのみです。 
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         休  憩 午前１１時１９分 

                                              

         再  開 午前１１時２０分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

    ◎決算書の訂正 

〇犾守勝義委員長 審査の前に、清水上下水道課長より連絡があるということでございますので、こ

れを許します。 

〇清水延昭上下水道課長 貴重なお時間をいただきまして申し訳ございません。水道事業会計の決算

書の訂正のお願いをさせていただきたく存じます。 

  決算書の373ページ、令和５年度嵐山町水道事業報告書のうち、次のページ、374ページの下から

４行目、管路更新率に係る記述の部分でございます。「前年度比0.48ポイントの減、更新率0.23％」

とありますところを、正しくは、「前年度比0.03ポイントの減、更新率0.68％」に訂正させていた

だきたくお願い申し上げます。 

また、下段の経営指標の推移の表中、管路更新率の欄の右端、令和５年度の数値を「0.68％」と

訂正させていただきたく存じます。 

  この部分に関しましては、本日ご質問をいただいております。大変ご迷惑をおかけして申し訳ご

ざいませんが、訂正のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

                                              

    ◎認定第５号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 認定第５号 令和５年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を議題といた

します。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  それでは、 本委員から質疑をどうぞ。 

〇 本秀二委員 それでは、１点お願いいたします。 

  決算書の377ページと380ページを見ていただきたいと思うのですけれども、377ページに、ここに

１から６の布設替え工事が入っているのですけれども、380ページの重要契約の要旨と書いてあるの

ですが、ここの表には、この一番下の町道川島33号線配水管の布設替え工事、これが入っていない

のですけれども、これはどういった理由で入っていないのか、それをお尋ねしたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 永嶋副課長。 

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 お答えさせていただきます。 

  まず、379ページの４、会計、（１）、重要契約の要旨につきましては、令和５年度において発注
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契約した工事委託となります。377ページの２、工事、（１）、建設改良工事の概要につきましては、

令和５年度において完成し、検査を受けた工事となります。質問内容としては、管路更新率の中に

は377ページの工事の内容が反映されます。川島33号線につきましては、令和４年度に発注し、完成

自体は令和５年度になって完成検査を受けております。 

  また、377ページに載っていない379ページの工事につきましては、翌年度６年度になって工事が

完了し、検査を受けている状態になっております。そのため、５年度の決算においては記入されて

いない、含まれていないということになります。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 県水が増になった理由を伺いたいと思います。 

  ２点目は、給水原価及び供給単価は県水も入っているのか伺いたいと思います。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  永嶋副課長。 

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからは、県水受水量が増加になった理由につい

てお答えいたします。 

  まず、令和５年度の受水量につきましては、令和４年度と比較しまして、受水量で３万926トン、

金額で2,000万円ほど増加しております。増加理由としましては、令和５年の秋、冬の時期の頃から

降雨が少なく渇水期となりまして、３つの井戸の水位が激減しました。特に吉田の第３配水場に補

給水として井戸の自己水を送る第３水源の水位もかなり落ち込みました。通常、第３配水場への補

給水は、時間当たり160トン、１日８時間の運転で1,280トンの町の自己水を送っております。1,280ト

ンの自己水を補給水として毎日送りますと第３水源の水位がますます下がるため、その軽減策とし

て補給水を減量し、県水の受水量を増量したことが年間県水受水量の増加の要因でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 久保主席主査。 

〇久保かおり上下水道課水道管理担当主席主査 それでは、給水原価及び供給単価についてお答えい

たします。 

  給水原価とは、有収水量１立方メートル当たりの費用となります。計上費用を年間有収水量で割

って求めますので、受水費は含まれております。一方、供給単価は有収水量１立方メートル当たり

の収益になります。給水収益を年間有収水量で割って求めることから、含まれておりません。 

  以上となります。 

〇犾守勝義委員長 清水上下水道課長。 

〇清水延昭上下水道課長 ただいまの答弁で、県水の増加理由のところで訂正をさせていただきたい

と存じます。 
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  答弁中、金額が1,000万円増加したと申し上げましたが、正しくは200万円ほどの増加でございま

す。 

  以上、訂正させていただきます。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 県水の関係なのですが、そうですか。これで、私計算していないので分からないの

ですが、全体の25％で大体きていたわけですよね。これでどのくらいのパーセントになったのか伺

いたいと思います。 

  この渇水期というのは、過去にもこういう経験あったのですか。台風であそこは使えないという

時期に県水を入れたというのは、増量させたというのは私も分かっているのですけれども、渇水期

にあったのかどうか、ちょっとご記憶があれば伺いたいと思います。 

  この渇水期、かなりすごかったのでしょうか。前に嵐山では、県水は受水しなくても全体量は賄

うことができると。花見台の工業団地があってもできるというふうに前の課長は言っていたのです。

でも、２系統から水を入れたほうが何かあった場合には安全でありますから、２系統から入れてい

るのだということで、私もそれは理解しているのですけれども、この渇水期がどの程度のものだっ

たのか伺いたいと思います。 

  そうですか、給水原価には県水が入っているけれども、供給単価のほうには県水が入っていない

ということで。そうなのか、ちょっとよく意味が分からないなというのがあるのですけれども、こ

れはまあいいです。ちょっと確認のためだったので、分かりました。 

〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  清水上下水道課長。 

〇清水延昭上下水道課長 それでは、お答え申し上げます。 

  県水の受水量に関しましては、もう従前より町の水道事業は水源井戸からの水を75％、県水を25％

の３対１を基本として運営しております。委員おっしゃられるとおり、この渇水期につきましては、

年度内に受水量が増減する理由でございますけれども、年々においていろいろ気象条件、台風等の

気象状態だとか、エリア内におけます急な事業、今度ここに大規模なものを建てるのだというとき

に、突然受水量を増やしてもらいたいという申出もある場合がございますので、県水についてはそ

の都度都度で増量をお願いしているというところでございます。 

  台風による原因は別として、渇水期による原因でございますけれども、かつてからいろいろ、嵐

山町は井戸水を使っておりますので、ダムの量が減ったとかそういった影響はございません。ただ、

冬季に多いのですけれども、一定期間全く雨の降らない時期などは、かなり井戸水においても影響

がございます。もうあからさまに井戸の水位が半分ぐらいになってしまう状態が、昨年度からの井

戸の水位の状態でございました。その井戸の水位が下がったところで、今現在賄っている第２配水

区エリアや第１配水区エリア、それに加えて、補給水として第３配水区に送っている自己水を加え
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ますと、かなりの井戸の影響が出てまいりまして、もう井戸が枯れ果ててしまうようなところまで

になってしまいますので、それの井戸の水位が回復するまでは、補給水を軽減して県水のほうで増

量で賄っているところでございます。県水の増量の際には補正にてお願いするものでございます。 

         〔「どのぐらいのパーセント」と言う人あり〕 

〇清水延昭上下水道課長 失礼しました。パーセントでございますけれども、令和５年度に関しまし

ては25.3％でございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 川口委員、どうぞ。 

〇川口浩史委員 そうですか、25.3％ではほとんど誤差の範囲内ぐらいの感じですね。そんなにでは

増えていないということなのですか。そうですか。そうすると、何度も申し上げるようですけれど

も、前の課長が、県水は要らないのですよとおっしゃったのですけれども、もうそんなことはない

のだと。多分それはその課長の間違いではないかということでなるのでしょうか。とても今では、

県水なしには嵐山もやっていけないということになるのでしょうか。ちょっとお願いしたいと思い

ます。 

〇犾守勝義委員長 清水上下水道課長。 

〇清水延昭上下水道課長 お答え申し上げます。 

  まさしく委員おっしゃるとおり、県水がないと嵐山町の水道事業はちょっと賄えない状況でござ

います。理由といたしましては、平成６年度に花見台工業団地の造成に併せて県水を導入したわけ

でございます。その当時はまだ創業開始時代で、なかなか全ての工場がフル稼働している状況では

ございませんでした。それが年々いろいろな大きな工場、水需要の多い工場が入りまして、現在で

は、１日に1,500から2,000トンの水を工業団地だけで使用しております。その水を嵐山の自己水か

ら賄うということは、とても賄い切れないので、県水は入れなければならないという状況でござい

ます。 

  また、県水と自己水の共助の関係にあるということでございますけれども、やはり自己水に何か

あれば県水のほうから、県水に何かあれば自己水のほうで、そのときはもう緊急事態ですので、で

きなくてもやらざるを得ないと考えているところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 189番はなしにします。 

  190番ですけれども、決算書の377ページ、管路更新は主として菅谷地区のどの区間を行ったのか。

川島地区ではどの地区を行ったのか。 

そしてまた、参考資料の15ページですけれども、経営分析指標で、施設利用率が令和３年、令和

４年に比較すると20％の増であるが、この理由を伺います。 
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〇犾守勝義委員長 答弁を求めます。 

  永嶋副課長。 

〇永嶋 稔上下水道課水道施設担当副課長 私のほうからは、菅谷地区と川島地区、どこのところを

やったのかということについてをお答えします。 

  まず、菅谷地区につきましては３か所ございまして、初めに駅前の広場の工事に伴いまして配水

管の布設替えを行っております。もう一つは、駅前の以前コスモ薬局のところに歩道が拡幅したと

思いますが、そこのところに布設替えを行っております。あともう一か所が、岡松屋さんと中島旅

館さんのところの間を学校橋のほうに向かって降りていくところがあるのですが、そこの区間を行

いました。 

  それと、町道川島33号線ですが、こちらにつきましては、県道深谷―嵐山線のところにミニスト

ップというコンビニエンスストアがあると思うのですが、そこを入って60メートルぐらい過ぎたと

ころをさらに右に曲がったところに町道があるのですけれども、そちらの区間を行いました。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 清水上下水道課長。 

〇清水延昭上下水道課長 私からは、施設利用率の増加要因についてご説明申し上げます。 

  まず、施設利用率は、１日配水能力に対します１日平均配水量の割合でございまして、施設の利

用状況や適正規模を判断する指標となっております。明確な数値基準はございませんが、一般的に

は数値が高いほど施設を効率的に利用していることを示してございます。令和５年度の嵐山町の施

設利用につきましては、分子の１日平均配水量は、年間配水量実績は275万6,000トンでございまし

て、その１日配水量は7,531トンであります。この量につきましては、例年上下はありますけれども、

さほどこの数値的には変わりはございません。一方、分母の１日配水能力につきましては、これは

水道施設が１日にどのぐらい井戸から水をくみ上げてよいか、あるいは最大でどこまで県水を受け

ることができるか、その合算値が１日配水能力でございます。 

  また、この量につきましては、県知事から受けている認可の量でございます。町では、令和５年

度に新浄配水場建設に向けまして認可を変更いたしました。併せて１日配水能力についても、１万

4,800トンから１万400トンへ変更いたしました。したがいまして、分子の１日平均配水量が例年と

さほど変わらないのに対し、分母の１日配水能力が4,400トン減少したことによりまして施設利用率

が20％増加したものでございます。ちなみに、前の認可量１万4,800トンを分母といたしますと、こ

の率は50.89％になります。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 
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〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより認定第５号 令和５年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を採決いたします。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は認定すべきものと決しました。 

  ここで休憩といたします。 

         休  憩 午前１１時４１分 

                                              

         再  開 午前１１時４３分 

〇犾守勝義委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                              

    ◎認定第６号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 認定第６号 令和５年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件を議題とい

たします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わっておりますので、直ちに質疑に入

ります。 

  それでは、藤野委員から質疑をどうぞ。 

〇藤野和美委員 私のほうは、決算書の404ページ、この中で事業報告書、そして（１）の総括事項、

その最後のほうですけれども、「今後、公共下水道事業では」という文章の中で、将来投資経費を

踏まえた料金算定による財源確保に取り組みと、それからさらにその後で、これは浄化槽の事業で

すけれども、将来投資経費を踏まえた適正な料金算定ということで、料金算定という表現が出てま

いります。その意味をお聞かせください。 

〇犾守勝義委員長 清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、お答えいたします。 

  事業報告書の１の（２）、経営指標に関する事項の下から４段目により、今後、公共下水道と浄

化槽事業が取り組むべきことを記載しております。公共下水道事業は、老朽化した管きょやマンホ

ールポンプ場を更新するに当たり、どこをどのように順番で行っていくべきか、ストックマネジメ

ント計画を見直し、更新するにはどのくらいの費用が必要になっていくのかを経営戦略において算

定し、その財源確保、主に使用料収入、国庫補助金、企業債などに取り組んでいかなければならな

いとしております。同様に、浄化槽事業におきましても、町管理型浄化槽の更新、入替え、特に寄

付浄化槽の更新を耐用年数に応じて実施していく、また同時に、効率的で無駄のない維持管理を行

っていく上で、その費用について使用料収入や国県補助金、企業債などの財源確保と工事費の削減、
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維持管理費の削減などに取り組んでいかなくてはいけないことを表しております。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 藤野委員、どうぞ。 

〇藤野和美委員 この文章では、いわゆる料金算定による財源確保ということなのですね。そうしま

すと、この中に料金の値上げを考えているのか。必ずしもその料金値上げを前提にはしていないと

いう考えなのか、それをちょっともう少しお聞かせください。 

〇犾守勝義委員長 清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 お答えいたします。 

  今年度から経営戦略の見直しを３か年かけて行っております。先ほども述べましたけれども、こ

の経営戦略を策定をして、その後、適正な料金かどうかということを判断していくということなの

で、ここですぐ値上げを考えているとかということではございません。 

〇犾守勝義委員長 続きまして、渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 決算書の404ページで、下水道未接続世帯への働きかけと、その効果について伺い

たいと思います。 

  それから同じく、管きょ老朽化率は13.07％で、これは全て志賀２区ということですよね。それに

ついて、改善率はゼロ％ということです。志賀２区の老朽管対策はどのような状況にあるのか伺い

ます。 

〇犾守勝義委員長 清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、まず初めに、下水道の未接続世帯についてお答

えいたします。 

  働きかけといたしましては、個別通知であったり、広報嵐山への掲載を行っております。個別通

知につきまして、ちょっと私のほうで調べて分かっている範囲でお答えさせていただきますけれど

も、平成20年から発送を行っております。おおむね３年に１度程度の周期で個別通知を送っており

ます。直近では令和３年に通知を行ったところで、約400通の通知を発送しております。また毎年、

広報嵐山で、ここ数年は11月号ということで、接続のお願いということで記事の掲載をさせていた

だいております。 

  効果についてですが、手元で調べて分かる範囲なのですけれども、切替えの申請状況を見ますと、

平成27年からちょっと調べさせていただいたのですが、平成27年から令和３年度の間で、合併であ

ったりくみ取りであったり、単独からの切替えをしていただいたのが、年間25から35件という形で

推移しております。ただ、ここ令和４年、５年につきましては10件台ということで、若干落ちてお

ります。平成27年から９年間の申請件数、合計で申し上げますと791件、うち切替えをされたものが

237件で、率といたしますと申請の中の30％が切替えの申請になっているという状況でございます。

そういったことで、通知による一定の効果はあるものと考えております。 
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  続きまして、志賀２区の老朽管対策についてお答え申し上げます。ご承知のとおり、令和２年度

ストックマネジメント計画を令和３年から７年の５か年ということで策定しております。この計画

では、令和元年に花見台幹線で腐食による陥没事故が起きておりまして、その管路が最重要管路と

して今位置づけさせていただいて、今現在も点検と更新工事を行っております。今後の志賀２区の

状況でございますけれども、まず令和７年度に８年からのストックマネジメント計画の変更、見直

しを行います。あと、国のほうで平成27年から下水道における新たなＰＰＰ、ＰＦＩ事業の促進に

向けた検討会というものが設置されております。 

  下水道における新たなＰＰＰ、ＰＦＩ、ウオーターＰＰＰと呼んでおりますけれども、導入に向

けての検討がされておりまして、その中でウオーターＰＰＰによるガイドラインというものが示さ

れております。そのガイドラインに示されているものの中で、令和９年度以降、汚水管の改築、更

新に係る交付金につきましては、このウオーターＰＰＰの導入を決定済みであることが要件化され

ておりますので、現在町では、昨年度、国でモデル都市として募集がございましたので、募集に応

募いたしまして選定されております。今年度、既に会議等を持っておりますけれども、国の支援を

いただきながら、今検討を進めているところでございます。町といたしましては、そのウオーター

ＰＰＰを導入いたしまして、これから順次準備を進めていくわけですけれども、令和10年を事業開

始ということで作業を進めているところでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 渋谷委員、どうぞ。 

〇渋谷登美子委員 下水道未接続世帯への働きかけなのですが、これは高齢化でだんだん亡くなって

いらっしゃる方もいると思うのですけれども、そういった方への働きかけというのはしていらっし

ゃるのですか。それはちょっと難しいかなと思いながら伺います。 

  ＰＰＰとＰＦＩ事業なのですけれども、ＰＰＰ事業というのは、全部公共事業を民間が行うとい

う形に変わっていくということですか。私ちょっとここのところは理解できていないので、お伺い

します。 

〇犾守勝義委員長 清水副課長。 

〇清水聡行上下水道課下水道担当副課長 それでは、未接続世帯への高齢者への働きかけということ

でございますけれども、すみません、未接続世帯の世帯年齢とかというところまではちょっと確認

が取れませんので、基本的には、ご通知を申し上げるのは、現在公共下水道区域内であって、かつ

下水道に未接続である、かつ水道を現在使われているところに対して通知をするという形で今作業

をさせていただいております。 

  あと、ウオーターＰＰＰなのですけれども、官民連携ということで、全てを民間ということでは

なくて、今後の作業の中でどこまでをウオーターＰＰＰに盛り込むかということも含めて、今検討

をしているところでございます。今後、当然業者に対しても調査を、どういったことができるかと
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か、そういった導入可能性調査等も順次行っていきますので、ちょっとここでどういう形になるか

というのがまだ申し上げられない状況でございます。基本的には、町のほうで考えているのは、ま

ず志賀２区については、個別発注というのはなかなか難しいので、ウオーターＰＰＰという形で進

めたいということで、もともとそういう官民連携でやらなければできないのではないかということ

で、前々からも少しずつ検討はしていたのですけれども、ここにきて国の支援をいただけています

ので、どういう形でするのがいいか、当然、ほかの管路の維持管理も含めて盛り込むのかどうかと

いうのも、全体をこの後、順次作業を進めて決めていくというところが、今の申し上げられる現状

でございます。 

  以上です。 

〇犾守勝義委員長 清水上下水道課長。 

〇清水延昭上下水道課長 少し補足をさせてください。 

  今、申し上げましたとおり、最終的な運営権、所有権は全て町でございます。同じように、今現

在、町管理型浄化槽事業をＰＦＩ事業でやっております。それと同じような考え方でございます。

浄化槽を設置して、維持管理をＰＦＩ事業者にやっていただく、今度は下水道の管きょの入替えや

施設、マンホールポンプ場などの維持管理を民間事業者にやっていただくということでございます

ので、今現在やっている町管理型浄化槽と少し変わりますけれども、大体同じような形式でやって

いくというものでございます。 

  以上でございます。 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより認定第６号 令和５年度嵐山町下水道事業会計決算認定についての件を採決いたしま

す。 

  本案を認定すべきものとすることに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は認定すべきものと決しました。 

                                              

    ◎議案第４６号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 議案第46号 令和５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 
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  それでは、質疑をどうぞ。ありませんか。 

         〔「なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより議案第46号 令和５年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を採

決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は可決すべきものと決しました。 

                                              

    ◎議案第４７号の質疑、討論、採決 

〇犾守勝義委員長 議案第47号 令和５年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

の件を議題といたします。 

  既に本会議にて提案説明及び細部説明が終わっておりますので、直ちに質疑に入ります。 

  それでは、質疑をどうぞ。ありませんか。 

         〔「なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長 質疑を終結いたします。 

  討論を行います。 

         〔発言する人なし〕 

〇犾守勝義委員長 討論を終結いたします。 

  これより議案第47号 令和５年度嵐山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件を

採決いたします。 

  本案を原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

         〔挙手全員〕 

〇犾守勝義委員長 挙手全員。 

  よって、本案は可決すべきものと決しました。 

                                              

    ◎閉会の宣告 

〇犾守勝義委員長 以上をもちまして、決算審査特別委員会に付託されました決算議案６件並びに議

案第46号及び議案第47号の審査は全て終了いたしました。 
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  ５日間にわたりまして、慎重審議大変お疲れさまでございました。 

  また、堀江代表監査委員、青柳監査委員、佐久間町長をはじめとする町理事者の皆様には、大変

ご多用のところご出席をいただき、誠にありがとうございました。 

  お諮りいたします。決算審査特別委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任

させていただきたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

         〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇犾守勝義委員長 異議なしと認めます。 

  よって、本委員会の審査報告書の作成につきましては、正副委員長に一任させていただきたいと

思います。 

  これをもちまして決算審査特別委員会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

（午後 零時０１分） 
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